
 議　案

議案第13号　練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について （資料１）

 陳　情

ゲノム編集食品・植物を学校で使用しないことなどを求める

陳情書〔継続審議〕

令和5年陳情第3号 区立三原台中学校の学校長による女子生徒への猥褻事件、児童ポルノ

事件等に関する陳情書〔継続審議〕

旭丘・小竹地区における新たな小中一貫教育校の設置について〔継続審議〕 （資料２）

① 令和６年第一回練馬区議会定例会における一般質問要旨について （資料３）

② 第３次みどりの風吹くまちビジョン（素案）に寄せられた意見と区の考え方

について （参考資料１）

③ 第３次みどりの風吹くまちビジョン（案）について （参考資料２～４）

④ 第３次みどりの風吹くまちビジョン（練馬区版総合戦略）に係る数値目標および

重要業績評価指標（案）について （参考資料５、６）

⑤ 公共施設等総合管理計画〔実施計画〕（令和６年度～令和10年度）（素案）および公共

施設等総合管理計画〔追補版〕（素案）に寄せられた意見と区の考え方について （参考資料７）

⑥ 公共施設等総合管理計画〔実施計画〕（令和６年度～令和10年度）（素案）および

公共施設等総合管理計画〔追補版〕（案）について （参考資料８～10）

⑦ 第二次区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針（素案）に

寄せられた意見と区の考え方について （資料４）

⑧ 第二次区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針（案）について （資料5-1、5-2）

⑨ 学校施設管理実施計画〔中間見直し〕（素案）に寄せられた意見と区の考え方について

（資料６）

⑩ 学校施設管理実施計画〔中間見直し〕（案）について （資料7-1、7-2）

⑪ 組織改正について （参考資料11）

⑫ 図書館情報システムの更新について （資料８）

⑬ 練馬区立美術館・貫井図書館改築等基本設計の概要について （資料９）

⑭ その他

○ 議　題

○ 日　時

令和6年3月12日(火)

(1) 教育長報告

  第 ５ 回教育委員会定例会　案件表

 午後1時30分から

(1) 令和4年陳情第1号

１

(1)

２

(2)

３ 協　議

(1)

４ 報　告



 

議案第１３号 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和６年３月１２日 

 

    提出者 教育長  堀  和 夫 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 このことについて、練馬区子ども・子育て会議条例（平成25年６月練馬区条

例第52号）第３条の規定に基づき、練馬区長から参考資料のとおり意見を求め

られたので、別紙のとおり回答する。 



 



 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定について、当委員会として同意します。 

別  紙 
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（構成区分別・50音順、敬称略）

（１）　法第６条第２項に規定する保護者

№ 氏　　　　名 備　　　　　　考

1 小島　めぐみ  公募委員

2 清水　由里子  公募委員

3 瀨川　真  公募委員

4 ティアコジュイモ　歩  公募委員

5 檜垣　真衣  公募委員

（２）　事業主を代表する者

（３）　法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

（４）　子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

1 有村　大士 　日本社会事業大学　社会福祉学部　教授

2 小櫃　智子 　東京家政大学　子ども支援学部　教授

（５）　その他区長が必要と認める者

1 尾形　恵美子 　練馬区民生児童委員協議会　主任児童委員

　練馬区私立幼稚園協会　会長

4 土田　秀行 　東京都社会福祉協議会　児童部会

5 井上　静香 　練馬区障害者団体連合会

1 桑田　則行 　練馬区私立保育園協会　会長

2 重松　伴武 　民設学童保育運営者　株式会社　キッズボイス　代表取締役

3 田中　泰行

令和５・６年度　 練馬区子ども・子育て会議　委員名簿（案）

1 小池　道子 　東京商工会議所　練馬支部　不動産分科会　副分科会長

2 鈴木　健之 　練馬産業連合会　副会長
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令和６年３月 12 日 

教育振興部教育施策課 

 

 

 

旭丘・小竹地域における新たな小中一貫教育校の 

統一学園名の投票結果について 

 

 

旭丘・小竹地域における施設一体型小中一貫教育校については、令和８年度の開校

に向け、保護者、地域の代表、学校関係者で構成された小中一貫教育校推進委員会を

中心に準備を進めているところである。 

新たな小中一貫教育校の統一学園名について、旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学

校の３校の児童・生徒、保護者、地域の方を対象に公募を行い、寄せられた公募案 870

件を参考に小中一貫教育校推進委員会で検討を行い５案に選定した。 

このたび、５案について３校の児童・生徒で投票を実施したので、下記のとおり報

告する。 

  

記 

 

１ 投票結果 

  みらい青空学園   165 票 

  えこだ学園     153 票 

旭丘小竹学園    126 票 

あさひの森学園   106 票 

えご花学園      94 票 

※白票、無効票は４票。 

  

２ 投票実施日 

  旭丘中学校：令和６年１月 22 日（月） 

旭丘小学校、小竹小学校：令和６年１月 29 日（月） 

  ※投票実施日に欠席した児童・生徒は、２月 13 日（火）を期限とし、投票用紙を 

回収した。 

   

３ 今後の手続き 

今後、教育委員会の議決を経て、「練馬区立学校の管理運営に関する規則」を一部

改正し、統一学園名を決定する。 

 

〔参考〕 

投票人数 旭丘小学校：179 人 

小竹小学校：331 人 

旭丘中学校：138 人 



 
 

４ 統一学園名の扱い 

  小中一貫教育校として、小中学校９学年の児童・生徒の一体感を醸成するととも

に、一元的な学校経営を推進するために統一学園名を使用するものである。 

  なお、練馬区立学校設置条例上の名称については、変更はない。 
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令 和 ６ 年 ３ 月 12日 

教育振興部教育総務課 

令和６年第一回練馬区議会定例会 一般質問要旨【教育委員会関係】 

 

◆ 教員の働き方改革について１  

 【質問】 

⑴ 東京都教育委員会が実施した令和６年度東京都公立学校教員採用候補者選考では、小中

高・特別支援学校を合せた全体の受験倍率は1.6倍で初めて２倍を切り、小学校については

1.1倍であった。教員数を確保することは最重要課題であるが、受験者の大半が合格できる

状況も決して良いものではなく、教師の質の確保も重要な課題となる。今般の状況をどの

ように捉えているのか、見解を求める。 

⑵ 国と都は、今後、集中的に取り組むべき具体的な対策を「実行プログラム」として取り

まとめ、学校における働き方改革を更に加速させる姿勢でいる。その一つに「DXの推進」

があり、都教委では都立学校において「TOKYOスマート・スクール・プロジェクト」に基づ

き、働き方改革の観点から各種システムの導入などを進めてきた。 

区においても、これまで統合型校務支援システムや児童・生徒および教員用のタブレッ

ト端末の導入を実施しており、今後、さらに教員の業務の軽減や効率化を図るためのICT活

用が必要と考える。区教育委員会の所見および今後の導入について、伺う。 

  また、来年度から区で行う働き方改革に関する取組の内容および効果について、伺う。 

【答弁】 

⑴ 学校は全ての子供が自立して社会で生き、豊かな人生を送ることができるよう、その基

礎を培い、豊かな学びと成長を支える場であり、教員が果たす役割は極めて重要である。 

教員採用候補者選考の倍率が年々低下し、教員不足が指摘される状況は憂慮すべき事態

であると認識している。教育に対する熱意と使命感をもつ人材を確保するためには、教員

の働き方改革を推進し、教員の負担軽減を図ることが必要である。 

⑵ 区では、平成31年３月に「練馬区立学校（園）における教員の働き方改革推進プラン」

を策定し、サポート人材の配置や各種支援システムの導入等に加え、学校行事の見直し等

を行い、教員の負担軽減を図っている。 

来年度からは、新たに、教員による電話対応時間の明示、土曜授業の回数の縮減、通知

表の所見欄の記載見直しを行う。このことにより、業務負担が軽減され教員の時間外在校

時間の減少につながるものと考えている。 

  ICTの活用による学校業務の効率化は、教員の働き方改革に有効な手段である。７年度に

指導要録や児童生徒健康診断票を電子化するため、６年度から校務支援システム改修に取

り組むこととしている。国は現在、クラウド型の次世代校務支援システムの全国的な導入

に向けて、実証研究を実施している。国の動向を注視しつつ、新しい校務支援システムへ

の移行の検討を進める。 

引き続き、教員の働き方改革を推進し、教員が子供たちと向き合うための時間や、授業

の準備時間の確保を図ることで、児童生徒一人ひとりに応じた指導の充実に努めていく。 

 

◆ 教員の働き方改革について２  

 【質問】 

⑴ 副校長の職務は、教職員や児童生徒の管理だけではなく、学校施設の管理などの日常業

務に加え、地域行事への参加や会計などの事務作業の管理、また、様々な調査やアンケー

ト回答など、多岐にわたる。年間の時間外在校時間の調査で、国が定める労働基準法の規

定上限時間720時間という基準を超えてしまっている副校長が47.5％もいる状況がある。そ

こで、国や都から類似し、重なるような調査やアンケートの一本化、調査の集計方法をデ
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ジタル化することを要望する。区の所見を伺う。 

⑵ 都が令和６年度に、副担任相当の業務を担うエデュケーション・アシスタントを全小学

校へ配置すると伺った。本区においても、授業の準備等のサポートをするスタッフと合わ

せて、担任教員の負担軽減として、スクールロイヤー等適正配置を含め、教員が働きやす

い環境の整備を要望する。区の所見を伺う。 

⑶ デジタル化が進む中、学校間やクラス間での教員による授業の格差の解消や、ICT支援員

のサポートを受けることは、教員の働き方改革につながると考える。ICT支援員による教員

のスキルアップを要望する。区の所見を伺う。 

⑷ 都の小学校教科担任制等推進事業は、理科・保健体育科の中学校の教員を公募して、小

学校に３年間異動してもらい、高学年の授業を教科担任制で実施するものである。区でも

現在１校で取り組んでいるが、来年度以降、教員の不足が懸念される学校に教員を派遣で

きるよう都へ働きかけることを要望する。区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 副校長の業務改善のために、国や都は、調査やアンケートの縮減やオンライン化を進め

ている。区が実施する調査においても、調査の統合や廃止を行うとともに、二次元バーコ

ードを活用し、オンライン回答できるようにするなど、業務の効率化を図っている。 

⑵ 教員の業務を補佐するスタッフとしては、現在スクール・サポート・スタッフや区独自

の学校生活支援員を配置しており、学校の実態を踏まえ、引き続き拡充していく。 

都が実施しているエデュケーション・アシスタントの活用については、今後検討してい

く。 

スクールロイヤーは、現在、区内４地区にそれぞれ１名の担当弁護士を決めている。暴

力行為やいじめ問題などについて迅速に助言していただくことで、教員の業務軽減につな

がっている。配置の拡大については、今後の相談件数等を踏まえ、検討していく。 

⑶ ICT支援員については、３年度に人員を14名から28名に倍増するとともに、昨年度から学

校の要望に応えて、支援員の在校時間を延長できるよう、訪問の時間と回数を変更し、教

員のサポート体制を強化してきた。 

来年度は、学校ごとにICT活用推進計画を作成し、計画で位置付けた目標達成に向けて、

支援員が各学校の実態や課題に応じた支援を実施していく。あわせて、「教育ICT実践事例

集」を活用した実践的なサポート、ヘルプデスクの運営などにより、教員全体のICT活用能

力を高めていく。 

⑷ 小学校の教科担任制は、現在東京都教育委員会の実証事業として、都内の推進校20校を

指定している。本区でも１校が指定を受けている。都は、来年度から実証対象校を拡充す

る予定であるため、本区においても推進校の拡大を要請していく。 

引き続き、教員の働き方改革を推進し、教員が子供たちと向き合うための時間や、授業

の準備時間の確保を図っていく。 

 

◆ 教育について１  

 【質問】 

⑴ 中学校選択制度によって区域外の学校を選択した生徒の一番の理由は、「部活動の有無

や活動状況」である。現在、部活動を学校から切り離し、地域に移行する流れの中で、こ

の現状をどのように捉えているか。 

また、「学校の教育活動や教育方針」を選択理由として挙げる生徒の割合をKPIに設定し

て、学校の教育活動や教育方針で選ばれる学校づくりを推進していく必要があるのではな

いかと考える。区の考えを伺う。 

⑵ 令和２年９月に開催された「学校における働き方改革推進本部」の中で、休日の部活動

の段階的地域移行の方向性が示された。 

区は、今後、休日における部活動の地域移行を検討するため、関係部署を交えた検討会

議を設置するとしている。一番の課題となる指導員の確保に向けては、スポーツ団体やSSC、
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総合型地域スポーツクラブの協力は欠かせないと考えている。 

また、区内には、音楽や芸術、スポーツなどを専門とした大学や専門学校もあるため、

そういった団体や学校にも検討会議に参画していただき、地域一体となって部活動の地域

移行に対して取り組んでいく必要があると考える。区の所見を伺う。 

⑶ 教科担任制とは、教員が特定の教科を担当し、教科の専門性を生かした授業を行う制度

である。教科担任制を導入することで、授業の質の向上や複数の教員で児童を見守れるこ

と、教員の働き方改革の促進などの効果が期待される。 

都でも小学校教科担任制等推進校を指定し、取組を進めているが、区では豊玉小学校１

校で１教科のみの対応となっている。それ以外の学校においては、各学校の努力により、

学級担任間で授業を交換する教科担任制に取り組んでいる学校もあるが、それぞれの教員

の質や専門性に大きく左右されるだけでなく、期待する効果の一つである空き時間を生み

出すことはできないため、働き方改革にもつながらない状況である。 

都に対して教科担任制のさらなる推進を求めるとともに、区で独自に、専科指導ができ

る非常勤講師等の配置を推進すべきであると考えるが、区の考えを伺う。 

⑷ 昨年、公表された「練馬区学校施設管理実施計画〔中間見直し〕（素案）」において、

１校１プールの設置を見直し、近隣校同士での共同利用を行うほか、区立・民間プールの

活用に向けてモデル事業を実施するとの方針が示された。 

今回の方針は、プール施設のあり方のみにとどまっているので、それと合わせて、教員

の働き方改革の観点も取り入れて、プール指導を民間プール施設の指導員などに委託する

など、学校プール授業のあり方についても検討すべきであると考えるが、区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 私立中学校と異なり、区立中学校は、練馬区教育・子育て大綱に定める目標に向け、教

育委員会の指導助言のもと、誰もが等しく教育を受けられるよう取り組んでいる。区の学

校選択制度は、現行の通学区域制度を維持しながら、各校の受入可能人数の範囲で、保護

者と生徒自身が入学希望校を選ぶことが可能である。 

区立中学校では、地域特性や伝統を踏まえた活動に取り組み、学校ごとの魅力を継承・

創造している。例えば、生徒自らが運営する運動会、地域での職場体験を通じたキャリア

教育の実施、阿波踊り等の地域のイベントや、敬老会・保育園等に生徒が訪問・交流する

などの取組を行っている。 

地域との協働などの観点も大切にしながら、引き続き特色ある学校づくりを進め、学校

選択制度の充実を図っていく。 

⑵ 部活動の地域移行に際しては、生徒の発達段階やニーズに応じた多様な活動を行えるよ

うに、SSCや民間スポーツクラブ等、連携する団体や指導者の確保とともに保護者の部費等

の負担を含めた条件を整備する必要がある。 

今年度、区では休日の部活動の地域移行に向けて学校関係者や関係部署と協議するとと

もに、中学校の教員、生徒および保護者の部活動に関わるニーズを把握するためのアンケ

ート調査を実施した。 

今後、アンケート結果の分析を基に、生徒や保護者の意向を踏まえ、関係団体を含めた

検討会議を実施し、円滑な地域移行に向けた準備を進めていく。 

⑶ 東京都教育委員会では、現在、実証事業として、都内の推進校20校を指定している。本

区でも１校が指定を受けており、体育については中学校の保健体育科の教員を配置してい

る。外国語や理科、社会科等については、小学校の教員が担当する教科を決め、教科担任

制による指導に取り組んでいる。 

  都は、来年度から実証対象校を拡充する予定であるため、本区においても推進校の拡大

を要請していく。 

推進校での成果および課題を踏まえ、児童一人ひとりに丁寧な指導ができるよう、より

効果的な指導体制の在り方について、引き続き検討していく。 

⑷ 学校のプール授業については、教員の負担軽減、経費節減の観点から、民間プールを活

用し、教員の立会いの下、当該施設の指導員が実施している自治体がある。今後、民間プ
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ールの活用に向けたモデル事業を実施し、学校から施設までの移動方法、移動に要する時

間と授業時間の確保、民間事業者の指導員と教員との連携等について課題を整理し、検証

を進めていく。 

 

◆ 教育について２  

【質問】 

⑴ 中学校の少人数学級の導入を考えているか。また、将来的に小学校、中学校ともに、20

人ほどの少人数学級にしていくことについて、所見を伺う。 

⑵ ALT外国語指導助手のように、ほかの教科でも指導助手を導入すると、生徒も先生も勉強

になる上、教員の負担が減り、生徒の学習意欲も高まると考えるが、所見を伺う。 

⑶ この先のAIやICT環境を生きていく子供たちのために、プログラミング能力は必須であり、

学校設備の充実を図ることについて、所見を伺う。 

⑷ 英語スピーチや科学研究の発表会など多種多様な場面で、子供たちが活躍する場を設け

ることを要望する。また、トロフィーや賞状等の贈呈について、所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 国は、現在小学校で導入を進めている35人学級の教育効果を検証したうえで、中学校へ

の導入について検討することとしている。引き続き、国の動向を注視しながら、法の規定

に則り、小学校への35人学級の導入を着実に進めていく。区独自に国基準よりも少人数の

学級とする考えはない。 

⑵ 区は、外国語指導助手のほか教員による算数・数学、英語の指導を補佐する学力向上支

援講師、授業中の児童生徒の学習を補助する学校生活支援員、学習教材の準備など教員業

務を補佐するスクール・サポート・スタッフ等、多様な人材を区立学校に配置している。 

今後も、教員の負担軽減や児童生徒へのきめ細かな指導の充実に向けてサポート人材の

配置を拡大していく。 

⑶ 区は、学校の改築等に際して、習熟度別学習に必要な少人数教室や、特定の教科の使用

に限定されず、ICT学習など様々な教育活動で活用できる多目的室を整備している。引き続

き、教育環境の確保・充実に取り組んでいく。 

⑷ 区では、小学校連合音楽会や図工展、中学校英語学芸会や中学校連合ダンス発表会等、

様々な分野で児童生徒が学習した成果を発表する機会を設けている。 

また、人命救助や福祉・地域活動などの善行、学校外でのクラブ活動をはじめ、教育活

動外における児童生徒の優れた功績や他の模範となる活動を顕彰する、練馬区教育委員会

児童・生徒表彰を毎年度実施し、賞状を贈呈している。 

児童生徒の日頃の努力を認め、称えることは、夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備

えた子供の育成につながると認識しており、今後も、子供たちが活躍できる場の充実に取

り組んでいく。 

 

◆ ICT教育について  

 【質問】 

⑴ 区は６年度の新規事業として、全校の通信環境をWi-Fi化し、教員全体の活用能力を向上

していくほか、６年度のICT支援員派遣業務等の事業者を選定したとのことだが、どの自治

体も同様の取組を行うことから、ICT支援員が自ずと不足する。６年度に教育振興基本計画

の中間見直しをするにあたり、これまでの検証と全体充実に向けた計画が必要である。 

各校の児童生徒のICT教育の理解と教員の活用能力の進捗状況を調べ、積極的に強化して

いく学校と、能力が達成している学校は、児童生徒に任せるなど、区全体のICT教育の底上

げをしていくべきと考えるが、考えを伺う。 

【答弁】 

⑴ 区は、練馬区教育振興基本計画において、児童生徒の情報活用能力を育成し、主体的・
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対話的で深い学びの実現や個別最適な学びの充実を図ることとしている。 

情報活用能力の育成やICTの活用状況については、文部科学省が実施する全国学力・学習

状況調査や区独自の調査により、各学校の児童生徒および教員の状況を把握している。 

調査結果から、タブレットの使用頻度は、東京都・全国と比較して低いこと、学校間の

差が生じていることなどの課題が明らかとなっている。これらの課題を踏まえ、各学校の

実態に応じて、ICT支援員による実践的な授業支援や「教育ICT実践事例集」の活用等によ

り、教員全体のICT活用能力を高め、ICTを活用した教育内容の充実を図る。 

 

◆ 性教育について  

 【質問】 

⑴ 性暴力防止の上でも重要なのが「同意」の教育である。多言語に翻訳され世界で広まっ

ている動画「Consent for kids」を教材にするなど、「同意」に関する教育の推進を求め

る。所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 男女共同参画センターえーるでは、親子向けの性教育講座やデートDV出前講座で、子供

たちが「同意」について学べるよう「コンセントフォーキッズ」の動画を活用している。 

また、令和２年度から、子供の性暴力防止のための保護者向けリーフレットを全区立小

中学校の保護者に配付している。学校・幼稚園では、生命(いのち)の安全教育の中で、嫌

な気持ちになったら「嫌だと言う」「逃げる」「安心できる大人に相談する」など、適切

に対応する力を身に付けられるよう、発達段階に応じた指導を行っている。 

引き続き、啓発・教育の推進に取り組んでいく。 

 

◆ 学校の改築等について  

 【質問】 

⑴ 中村小学校は超過大規模校であり、周辺に新しいマンションも建設されており、さらな

る児童増が見込まれる。令和９～10年度の改築検討候補校に挙げられているが、現在の敷

地に必要な教室・体育館・プール・校庭を確保する事は可能か、また、適正規模とするた

めに学区域変更の必要性があると考えているのか、区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 中村小学校を含む体育館が２階以上にある学校は、その規模に対して校地面積が狭隘で

ある。教育委員会では、将来の児童生徒数の推計に基づく校舎の規模、校地面積や土地の

形状を踏まえ、２階以上にある体育館を１階に移すことが可能か、シミュレーションを行

った。その結果、中村小学校は、校舎棟および体育館棟全てを改築する場合、１階に配置

することが可能であると判明した。今後、シミュレーションの結果をもとに、対応方針を

決定していく。 

各学校の適正規模の確保については、来年度の適正配置実施計画の策定において具体的

な検討を進めていく。 

 

◆ 学校給食の無償化について１  

 【質問】 

⑴ 補助金を活用した学校給食の完全無償化・私立幼稚園副食費無償化実施について、今後

の食材費の物価高騰などにも十分配慮し、国の補助金導入開始までの恒常的実施を要望す

る。区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 学校給食費の無償化については、これまでも自治体の判断に委ねるのではなく、国が明

確な方針を示すよう特別区長会等を通じて要望してきた。都は、国に先行して公立小中学
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校の学校給食費の無償化に取り組む方針を示した。区は、都の補助制度を活用して学校給

食費の全面無償化を実施し、あわせて、私立幼稚園副食費補助事業の対象者を第一子以降

の園児に拡大する。 

予算計上にあたっては、食材料費の物価上昇を見込んでいる。 

 

◆ 学校給食の無償化について２  

 【質問】 

⑴ 給食費無償化について、都が２分の１の補助を出し続ける間、毎年継続するという理解

でよいか。区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 学校給食費の無償化については、これまでも自治体の判断に委ねるのではなく、国が明

確な方針を示すよう特別区長会等を通じて要望してきた。都は、国に先行して公立小中学

校の学校給食費の無償化に取り組む方針を示した。区は、都の補助制度を活用して学校給

食費の全面無償化を実施し、あわせて、私立幼稚園副食費補助事業の対象者を第一子以降

の園児に拡大する。本来学校給食は、法律と制度を所管する国が責任をもって運用するも

のであるため、引き続き要望するとともに、それまでの間、都の制度を活用した無償化を

行っていく。 

 

◆ 学校給食について  

 【質問】 

⑴ 区は、来年度から学校給食費を完全無償にすると発表した。予算は約30億円で、都が２

分の１を補助するが、都の財政は一般会計で８兆円規模もあり、2020年度から１兆円以上

増えており、全額負担も無理なことではない。国への要望だけではなく、当面、都に全額

負担を求めるべきである。また、重度アレルギーや宗教等の理由で、弁当を持参する子供

が40人ほどいるが、北区や足立区では、そうした家庭に給食費を基準に補助している。さ

らに、新宿区では、私立、国立の就学者にも学校給食費相当額を支給するとしている。区

としても、更なる拡充を検討すべきである。 

  今後さらに物価の高騰があっても、質を維持し物価に見合った給食予算を確保し、充実

することを求めるが、いかがか。 

⑵ 国は2021年「みどりの食料システム戦略」を策定した。化学農薬の使用量50%低減や有機

農業の面積25%などを目標に、環境への負荷を減らし優れた日本型食生活を広げ、地場産物

や国産有機農産物等を学校給食に導入する取組を推進するとしている。 

区内で有機農業に取り組む農家を広げることや、近隣自治体からの供給を受けることも

含め、有機米を始め一品ずつでも学校給食に有機食材を取り入れることを検討すべきであ

る。区の見解を伺う。 

⑶ 区として子供たちに安全な給食を届けるため、中心となるセンターをつくるなど、シス

テムの構築や、設備や機械導入への支援を検討すべきである。所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 学校給食費の無償化については、これまでも自治体の判断に委ねるのではなく、国が明

確な方針を示すよう特別区長会等を通じて要望してきた。都は、国に先行して公立小中学

校の学校給食費の無償化に取り組む方針を示した。区は、都の補助制度を活用して学校給

食費の全面無償化を実施し、あわせて、私立幼稚園副食費補助事業の対象者を第一子以降

の園児に拡大する。 

予算計上にあたっては、食材料費の物価上昇を見込んでいる。 

 本来学校給食は、法律と制度を所管する国が責任をもって運用するものであるため、都に

全額負担を求める考えはない。 

アレルギー等を理由に弁当持参をしている児童生徒に関しては、給食費相当額の補助を
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予定している。 

私立、国立小中学校就学者については希望選択による就学であり、今回の都の補助制度

の対象外となっている。区として補助を実施する考えはない。 

⑵ 有機栽培作物は、栽培に労力やコストを要することなどから、耕作地面積が令和２年時

点で全国の耕作地の0.6％となっており、学校給食の需要に対応することは困難である。 

また、住宅地に隣接する区内農地では、堆肥の臭気の問題や、最低限の農薬を使用せざ

るを得ないことから、農作業の全ての工程を有機農業とすることは困難な状況にある。 

国は、有機農業の推進に向けて技術開発を進めるとしており、その動向を注視していく。 

⑶ 学校給食で地場野菜を活用するため、区が一括して区内産野菜を調達し、全区立小中学

校が使用する機会を年４回設けているほか、各小中学校に対し、地域の農家や区内産農産

物を取り扱う小売店との仲介や情報提供を行っている。これを更に推進するため、教育振

興部、都市農業担当部とＪＡあおばによる連絡会議を設置し、協議を進めている。 

農業者に対しては、ビニールハウスなど農業用施設の整備やトラクターなど機械の購入

の補助を既に実施し、営農を積極的に支援している。 

 

◆ 学校設備と有機給食について  

 【質問】 

⑴ 地球沸騰の時代において、原則、すべての部屋にエアコンをつける基準に見直すべきで

あり、学校予算にまかせず、区の責任で、全部屋のエアコン設置を進めるべきである。 

⑵ エアコンをつけても、教室の断熱性能が低ければ、光熱費が高騰、学校予算を圧迫する。

区でも、子供の健康と学習環境を守るため、教室断熱の予算化を急ぐべきである。 

  また、既存施設でも、トリプルガラス、外付ブラインド等、簡易的にでき、費用対効果

の高い窓断熱から進めるべきである。 

⑶ 都市農業フェスティバルのつながりを活かし、有機米の導入から、有機給食を進めるこ

とを求める。 

【答弁】 

⑴ 区では、児童生徒が授業を受ける教室や体育館、教職員が執務を行う管理諸室、給食室

等について、計画的に空調機の設置・更新を行っている。空調機を設置するまでの間の体

育館および配膳室等には、熱中症対策としてスポットクーラー等を設置する。 

  学校の改築や長寿命化改修に際しては、倉庫、教材室等教育活動や執務を行わない部屋

を除き、生徒会室等も含め空調機を設置している。 

⑵ 断熱については、屋外に面した窓を複層ガラスにし、壁面や天井に断熱材を使用するな

ど、冷暖房効率の向上と省エネに配慮した仕様としている。 

⑶ 学校給食における有機食材の使用については、有機栽培作物は、栽培に労力やコストを

要することなどから、耕作地面積が令和２年時点で全国の耕作地の0.6％となっており、学

校給食の需要に対応することは困難である。 

国は、有機農業の推進に向けて技術開発を進めるとしており、その動向を注視していく。 

 

◆ 新しい教育、新しい学校について  

 【質問】 

⑴ オランダから広まったイエナプラン教育では、教員は「先生」ではなく「グループリー

ダー」と呼ばれ、ファシリテーターやコーディネーターの役割を担う。往来の「指導」的

役割ではない、「グループリーダー」の意義について、見解を伺う。 

⑵ 教科学習は個人に合った自由で多様な学び方を可能にしたうえで、探求学習や協働の学

びを中心に、カリキュラムを再編成すべきである。 

大泉学園中学校では、イエナプラン教育校の校長を講師に迎え、教師主導でない対話的

な学びの研究を進めている。全校で取り組むよう求める。 
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⑶ 演劇教育、コミュニケーション教育は、新学習指導要領「対話的な学び」の実践でも、

有効である。光が丘夏の雲小学校では、「文化庁・コミュニケ-ション能力向上事業」の一

環で「演劇の手法を活用したコミュニケーションワークショップ」を実施し、2016～22年

度に５年生がコミュニケーションゲーム等を行った。 

区でも、この画期的で先進的な事例を各校に広め、文化庁への申請を促すよう求める。 

また、今年度は文化庁への申請が不採択だったことを踏まえ、区独自で予算をつけ、コ

ミュニケーション教育を実施すべきである。 

⑷ 学びの集大成である卒業式では、児童生徒が一斉に起立、着席を行う。行動を合わせる

ことが苦手な特性の児童生徒のことは考慮されているのか。生徒がやりたい式、自分らし

さが活かせる式へ、行事のあり方を見直すべきである。 

学校でよくある、等間隔に椅子を並べる形式は、整然と列に並ぶと、逆に見づらくなり、

非合理的である。子供にまかせて座らせると、自然と同心円状になり、小さい子は前、大

きい子は後ろへ行き、それぞれが見やすい位置にいくと、現役教員が証言している。誰も

が参加しやすい環境こそが最優先であり、並ばせない、列をつくらせない合理性を周知す

べきである。見解を伺う。 

⑸ 子供たちが「今」幸せかを最も重視して、学校の運営やルールを見直すべきではないか。

考えを伺う。 

⑹ 区の『適正配置方針』について、学校で育む能力として挙げた「思考力、表現力、判断

力、問題解決能力」や「社会性」は、そもそも数値化できないものであるが、「適正規

模」とする12～18クラスだと、これらの能力がより身につくという科学的・客観的・合理

的な根拠を、具体的に提示するよう求める。 

【答弁】 

⑴ 教員には、日常的な指導の中で子供一人ひとりの良さを認め、主体的な学びにつなげる

支援を行う職責がある。練馬区教育・子育て大綱では、重点施策として「子どもたちの良

さや伸びようとする力を引き出す教員の育成」を掲げ、鋭意取り組んでいる。 

⑵ 各校では通常の授業において、課題に協働的に取り組むグループ学習やタブレットを活

用した意見交換など、対話的な学びを行っている。 

総合的な学習の時間では、環境や国際理解など大きなテーマの中で、子供一人ひとりが

興味・関心に応じた課題を自ら設定し、情報の収集、整理・分析、発表するなど、主体的

に課題を解決する探究的な学びに取り組んでいる 

大泉学園中学校の取組については、先月、研究発表会を開催し、好事例として全区立小

中学校と共有している。 

⑶ 区は文化庁のコミュニケーション能力向上事業のほか、都事業の外部指導員を招き子供

同士が協働して課題解決に取り組む「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」への参加を各

校に働きかけている。 

⑷ 卒業式は学習指導要領において儀式的行事に位置付けられ、意義や場にふさわしい参加

の仕方について理解し、厳粛な場におけるマナー等の規律、気品ある行動の仕方などを身

に付けることを目的としている。 

一方、運動会や宿泊行事などは、児童生徒が自主的、実践的にその運営に参画できるよ

うにしている。学校行事によって子供の関わり方は異なるものと考えており、卒業式の見

直しは考えていない。配慮が必要な子供たちへの対応は、各校で工夫して行っている。 

⑸ 校則等の学校のきまりは、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達して

いくために設けられている約束事である。各校では、児童生徒や保護者から意見を収集し

たり、児童生徒が議論を行う場を設定して、定期的に校則を見直している。 

⑹ １学年１学級の単学級では、クラス替えを行えないため、入学から卒業まで固定した人

間関係が続き、多様なものの見方・考え方にふれる機会が少なくなることが懸念される。

平成21年の中央教育審議会作業部会の報告においても、同様の指摘がなされている。 

区の適正規模の基準は、学校教育法施行規則に定められた標準規模と同一であり、児童

生徒に良好な教育環境を提供するためには、学級数の基準を設けることは必要であると考
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えている。 

   

◆ 発達性読み書き障害（発達性ディスレクシア）の支援について  

 【質問】 

⑴ 発達性読み書き障害の子は、会話や知的な能力に遅れはないため、周囲に気づかれず、

見過ごされたり、怠け者と勘違いされることもある。区の支援体制について、所見を伺う。 

  また、区の就学時健診時において、読み書き障害のある子供の早期発見につとめ、入学

後の効果的な指導・支援に取り組むべきと提案する。所見を伺う。 

⑵ 保護者が学校に対して、具体的な学習方法等支援をお願いする際、当事者の症状や学び

やすい環境整備など、何をどうしていいのかわからず、孤立化してしまうとの声がある。

合理的配慮の事項について、学校間で共有を図り、先生や保護者等へ提供し、本人が希望

した適切な配慮で教育を受ける権利を実現するよう要望する。所見を伺う。 

⑶ 発達性読み書き障害の認知度は低いことから、より一層、正しい認識の普及啓発のため

に、練馬区社会福祉協議会で作成した冊子「先生・保護者・みんなのための発達性読み書

き障害早わかりガイド」やこの会を広く区民等へ周知するとともに、一人ひとりの特性に

応じた寄り添った相談体制の強化を要望する。 

学校生活だけでなく就職してからも困難な状況が考えられるため、生涯にわたり一貫し

て切れ目なく相談が出来るよう、窓口の設置で充実したサポート体制とすべきと要望する。

所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 発達性読み書き障害については、読み書きを習っていない就学時健診の時期では正確な

判断をすることが困難なため、小学校入学後に、授業や学校生活における様子を教員が丁

寧に観察し、保護者の希望も伺いながら、適切かつ迅速な支援につなげている。 

教員研修において、区社会福祉協議会が作成した周知啓発冊子を活用し理解を促進する

とともに、各校での実践や国がまとめた支援事例を共有するなど早期発見し、具体的な支

援の提案ができるようにしている。 

⑵ 発達性読み書き障害の児童生徒には、タブレットを活用し、書く活動を軽減したり、読

み書き障害を支援するデジタル教材を使用したりするなど、学習がしやすくなるような配

慮をしている。また、個別指導が必要となる場合には、主に特別支援教室において指導を

行うなど、児童生徒それぞれの状況に応じた支援を行っている。 

⑶ こども発達支援センターや学校教育支援センターなどでは連携して相談支援を行ってい

るほか、発達障害の子供を育てた経験のある保護者が、成人期の就労等も含め、相談・助

言を行うなど、地域での支援体制を整えている。また、区社会福祉協議会が作成した冊子

を活用し、発達性読み書き障害に関する周知啓発も行っている。 

引き続き、発達性読み書き障害がある児童生徒が、生涯にわたり安心して地域で生活で

きるよう、関係機関が連携して切れ目のない支援を行っていく。 

 

◆ 教育環境の充実について  

 【質問】 

⑴ 昨年６月、としまえんの跡地に「ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキング・

オブ・ハリーポッター」がオープンした。小学校等での新たな課外授業の選択肢のひとつ

として、児童生徒全員が博物館としての価値のあるハリー・ポッター施設の見学が可能と

なるよう、関係機関とご協議いただきたいと思うが、所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ ワーナーブラザースは、グラフィックや音響など映画制作に携わる様々なスタッフの役

割や技術を学び、体験する等、児童生徒向けの複数の教育プログラムを用意している。 

昨年末、施設近隣の３校の小中学生を試行的に招待した。参加した児童生徒からは、映
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画制作には役者や音響、デザイナーなど様々な人が携わり、チームで協働していくことが

重要であることや、学んだグラフィックデザインや効果音作りが学習発表会の劇などに生

かせる等の感想があった。 

一方、教育プログラムは、１時限の授業に60人の制限や費用負担などの課題があり、区

立学校の利用について、ワーナーブラザースと今後協議していく。 

 

◆ 日本版DBSについて  

 【質問】 

⑴ 近年、子供や若者への性被害に関するニュースが数多く報道されている。子供への性被

害を防止するため、国では「日本版DBS」の導入の検討が進められている。日本版DBS導入

について、区の所見を伺う。 

⑵ 教員については、教員免許証保有者のうち免許証が失効、または取り上げになった者を

データベース上に登録することを、国は各自治体に義務づけており、都が教員を任命雇用

しようとするときは、このデータベースを活用することとなっている。 

区の職員の採用時については、地方公務員法に定める欠格条項に該当しないか証明書を

提出することとなっており、会計年度任用職員の採用時については、欠格条項に該当しな

いのかの証明書までは提出させず、申込書に署名をさせている。 

また、学校関係・子供関係の施設に採用する会計年度任用職員の方は、採用面接の際に

刑罰処分履歴の有無を適宜確認する取組を行っている。 

日本版DBSについては、現在の検討状況では、学校や保育所について導入を義務化し、放

課後児童クラブなどは任意の認定制とする方針としている。 

法整備によって任意の認定制となったとしても一定期間以上、子供と接する事業を実施

する場合は、区は実際の子供たちの命を預かる責任者として、子供たちの安全な居場所の

確保にむけ、取組を強化することが不可欠と考える。 

国の法整備がすぐにできない状況にあるが、子供や子供を守る保護者のため、区として

現場レベルでも取り組めることはあると考える。 

とりわけ、子供とかかわる施設については、区立施設だけではなく、委託施設などでも

同様に対策が必要だと考えるが、委託施設などを含め、職員採用時の刑罰処分履歴の確認

を行っているのか、現状の取組状況について伺う。 

【答弁】 

⑴ 日本版DBSは、子供を性犯罪から守るため、子供と接する仕事に就く人に性犯罪歴がない

ことの確認を求めるもので、区としても必要性は認識している。制度の導入にあたっては、

憲法が保障する「職業選択の自由」や「プライバシー権」などを制限することにつながる

との懸念も指摘されている。対象とする事業者の範囲など国も慎重に検討しており、引き

続き、動向を注視していく。 

⑵ 令和４年に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に

より、教員の任用がより厳格化され、わいせつ行為等で免許を失効した者に対して国のデ

ータベースを活用し、都道府県教育委員会が再授与の可否を判断することとなった。 

教員の採用時においても同様に、都教育委員会が採否を判断できるようになっている。

教育委員会では、子供と直接かかわる会計年度任用職員の採用に当たり、採用時の書類や

採用面接時等において、過去の性犯罪の処分の有無を、原則本人に確認している。 

保育士については、区立や私立、委託園も含め、令和６年４月から、子供へのわいせつ

行為で資格登録が取り消された保育士の情報を記録した国のデータベースが導入され、採

用時の活用が義務付けられる。 

委託学童クラブでは、職員採用時の処分履歴等の確認については、現在、各事業者の運

営方針によるものとなっているが、データベース化の主旨を踏まえ、今後、雇用時に性犯

罪処分歴の確認をするよう指導していく。 

引き続き、子供を性犯罪から守るよう努めるとともに、適正な任用を行っていく。 
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◆ 学校における薬物乱用防止に向けた取組について  

 【質問】 

⑴ 学校薬剤師と教員等、薬物乱用防止推進委員会や青少年育成委員など、地域社会全体で

連携し、被害等の周知啓発を行うことが重要と考える。本区ではすでに、中学校の保健体

育の授業で薬物乱用の防止について学んでいるが、オーバードーズの危険性を強く認識し

てもらうため、薬物依存症専門病院の医師に協力を依頼し、薬物被害の怖さなどを語って

もらう取組を行うよう要望する。 

合わせて、保護者などへの周知も行うべきと要望するが、区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 区立中学校では、薬物乱用の危険性・有害性を生徒が正しく理解できるよう、保健の授

業に加え、医師、学校薬剤師、民間団体等を講師として、薬物乱用防止教室を実施してい

る。薬物乱用防止教室への保護者の参加を呼びかけたり、講師、教職員および保護者で意

見交換会を実施したりしている学校もある。 

今後は、生活指導担当の教員等に対し、オーバードーズを含めた薬物乱用の実態や危険

性についての研修を行い、各校での薬物乱用防止に向けた取組のさらなる充実を図ってい

く。 

  

◆ 災害時の子供の心のケアについて  

 【質問】 

⑴ 被災地では子供の心のケアに向け、災害直後から、教職員や学校では、1.5次、２次避難

を行い、勉強や心の安定を図ったとのことだが、児童・生徒数の多い本区としても、初期

対応や中長期的な対応も視野に入れた体制が求められる。 

また、保育士・教職員・養護教諭、スクールカウンセラー等の専門家との連携、体制の

構築も必要となるが、区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ 子供が災害等に遭遇して強い恐怖や衝撃を受けた場合、その後の成長や発達に大きな障

害となることがあるため、心のケアは極めて重要である。 

発災後、各避難拠点では、保健師・看護師等のチームによる巡回を行い、子供に関する

健康相談をできるようにする。 

学校再開時には、教職員、養護教諭、スクールカウンセラー、心のふれあい相談員等に

よる心のケアを実施することとしている。 

これまでの不登校対策や要保護児童対策における連携を生かし、一人ひとりの状況に応

じて、カウンセリングの実施や支援機関へつなぐなど、学校・相談員・関係機関が一体と

なって継続した、心のケアに取り組んでいく。 

 

◆ ヤングケアラーときょうだい児支援について  

 【質問】 

⑴ ヤングケアラーの支援対策に向け、子ども家庭支援センターにコーディネーターを配置

し、新たな支援体制が構築される。兄弟姉妹が障害児の場合、「きょうだい児」と呼ばれ

ている。ヤングケアラーの中にはきょうだい児の子もおり、広い視点での支援体制が必要

となる。発見・見守り方法として、教育・福祉・保健分野のそれぞれの専門職から、迅速

な情報収集・支援体制の連携を図られる仕組みとなるのか。また、学校で行う家庭のアセ

スメントシートに、福祉に関わる項目を追加し、学校や退院支援時などに、ヤングケアラ

ーの有無の確認項目を設けているところもある。区も独自の共有シートを作成していくべ

きと考えるが、所見を伺う。 

⑵ 保護者の休みにあわせて、年３日平日に学校を休んでも欠席扱いしない制度の導入が各
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自治体で進んでいる。愛知県や栃木県日光市において、学びのラーニングと休みのバケー

ションを組み合わせた「ラーケーション」と名付けているほか、沖縄県座間市は「ざまや

すみ」、大分県別府市は「たびスタ休暇」などがある。メリット・デメリットの議論はあ

るが、全国的な導入の促進もあることから、区としても一考の時期と考えるが、都の動向

も含めて所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ ヤングケアラーが抱える課題は多様であり、重い病気や障害のあるきょうだいの介護を

担う等、個々の状況に応じた支援を行う必要がある。 

区は、区独自のヤングケアラーチェックシートを作成し、必要に応じて情報共有を行い、

関係機関が円滑に連携できるようにしている。 

区立小中学校では、全児童生徒を対象に年３回「ふれあい調査アンケート」を実施し、

困り事があると回答した子供には、ヤングケアラーチェックシートにより、担任が聞き取

りを行い、学校内や関係機関との情報共有や見守り支援を行っている。子ども家庭支援セ

ンターでは、高齢者や障害者福祉サービス事業者に対して、ヤングケアラーチェックシー

トの活用を勧奨し、早期発見に取り組んでいる。 

来年度、子ども家庭支援センターに、４地域ごとに１名のヤングケアラーコーディネー

ターを配置し、福祉・教育・子育て等の関係機関との情報共有や支援の調整を行う。 

今後とも、子供や家庭の状況に応じたヤングケアラー支援を充実していく。 

⑵ 家族の休暇に合わせて学校を休んでも欠席扱いとしないラーケーション制度については、

導入自治体の状況や都の動向を注視していく。 

 

◆ 子供たちからの質問について  

 【質問】 

⑴ 今回の一般質問にあたり、子供たちに区への質問を募集したところ、「普段の授業が落

ち着きがなく、良い授業ができていないので、雰囲気良く、みんなが発表したり話し合い

やすく、なごやかで楽しい授業になってほしい」といった声があった。教育長の所見を伺

う。 

⑵ 野党に対する一般質問の答弁について、子供からは「どうして教育長が答えないのか理

由を知りたい。少数の人の意見も含めて、色んな人の意見を聞いてほしい」との声があっ

た。見解を伺う。 

【答弁】 

⑴ 授業の改善について、教員は、子供たちが落ち着いた環境の中、進んで自分の考えを発

表したり、他者と対話することで、課題の解決に取り組む授業を目指している。そのため、

校内での授業研究や管理職による授業観察、校外での研修等を通じて、授業改善に努めて

いる。 

⑵ 一般質問は、各議員の質問に対して、区長ほか区の理事者がお答えする場である。頂い

た質問の内容等に応じた理事者が答弁している。子供たちに対しては、出前教育委員会等

で意見・質問に答えている。 

 

◆ 電子図書館について  

 【質問】 

⑴ 電子図書館の実現について、どのような位置づけの図書館として考えているのか、現在

ある12区立図書館と、どのように連携されるのか伺う。 

 電子図書館の良さはいつでもどこでも誰でも借りられ、貸出・返却の移動や手間が不要で

あることと考える。ぜひ、多分野の電子図書蔵書を備え、学校の調べもの学習などにも活

用するなど、最大限の効果をあげられるよう工夫し、導入することを望む。 

また、誰もが使いやすい電子図書館となるよう要望するが、区の考えを伺う。 
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【答弁】 

⑴ 電子図書館とは、オンラインによるサービスを提供する、インターネット上の図書館で

ある。パソコンやスマートフォン等の端末からインターネットに接続して電子書籍を閲覧

することができる。 

全児童生徒に配布しているタブレットパソコンを使って、クラス全員で同じ図書を同時

に閲覧し議論を行うことが可能になる。また、文字拡大や音声読み上げ機能などにより、

障害者や高齢者の読書活動を支援する。 

さらに、来館しなくても、スマートフォン等から利用登録ができるようにし、図書館サ

ービスの向上を図っていく。 

 

◆ 谷原保育園について  

 【質問】 

⑴ 谷原保育園の１歳児の保護者はやむなく新園に移るので、「理解・納得」したうえでの

転園ではない点を受け止めるべきである。谷原保育園存続を訴えている。何より、子供の

立場になって考えることを強く求めている。保護者の声に対する所見を伺う。 

⑵ 入園の「案内」にサインを書けば転園させられるとする根拠や、昨年12月20日開催の保

護者説明会において、重要事項確認票にサインしなくても、転園させることが「有効と判

断」とした判断の根拠について、具体的に示すよう求める。 

⑶ 昨年の決算特別委員会の質疑において、区は「利用の承諾書を交付し、区としての意思

表示をきちんと行っている」「区が承諾することで契約が成立している」と答弁した。区

の言う「保育利用承諾書」には、「谷原保育園」の「利用期間」は「支給認定の有効期

間」までとあり、その「有効期間」とは、園児が３歳になる誕生日の前日である。「施設

の対象年齢の上限まで」という注釈があるが、施設の上限は５歳児クラスである。３歳前

日までの在園が、「承諾書」における区の正式な「意思表示」であり、それで「契約成

立」ではないか。所見を伺う。 

⑷ ２月１日の発表で、新園のしろくま保育園は、谷原保育園からの転園を除く申請倍率が、

新１歳児「3.7倍」、新２歳児「５倍」にも達した。さらに、しろくま保育園では、待機児

童対策である１歳児１年保育を５名受け付ける。これらは、地域の１・２歳児保育が不足

し、区がそう判断した証拠であり、保育ニーズ・待機児童の観点から、谷原保育園の１・

２歳児クラスが必要ではないか。保育ニーズがないとするなら、なぜしろくま保育園で、

待機児童対策の１歳児１年保育を実施するのか、伺う。 

【答弁】 

⑴ 谷原保育園は、老朽化が進行し、将来の安定した保育の提供に課題があった。そこで、

民間の力を活用し、保育サービスの充実を図るため、近隣の区有地に民間保育所を誘致し

たものである。 

昨年12月には、新設園に転園する１歳児等の保護者を対象に、集合形式による保育参加

についての説明会を２回開催した。新設園の保育士等が谷原保育園の保育に参加する具体

的な内容を説明し、ご意見を伺った。保育参加は、先月９日から開始しており、園児が安

心して転園できるよう、丁寧に取り組んでいく。 

⑵ 保育園の入園案内や申込書は、毎年10月に変更を行っており、谷原保育園の１歳児クラ

スの募集に当たっては、令和５年度の「保育利用のご案内」に令和６年度の新設園への転

園が入園条件になることを明記した。保護者の皆様には、その案内をご覧いただいた上で

お申込みいただいており、変更前の様式での申込みも有効とお答えしたものである。 

変更前の様式で入園申込みをされた１歳児クラスの保護者の方に対しては、先日お会い

して、これまでの対応等について、改めてお詫びをし、転園のご意思を確認させていただ

いた。 

⑶ 保育園を利用するには、保育の必要性の認定が必要となる。認定は年齢によって区分が

あり、０歳から２歳は３号認定で、有効期間は３歳となる誕生日の前々日まで、３歳から
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５歳は２号認定で、有効期間は小学校に入学する直前の３月31日までである。保育園の利

用申込は認定申請を兼ねており、保育の必要性が認められる場合、まず、子供のための教

育・保育給付認定通知書により保育認定を決定する。その後、入園の利用調整を行い、保

育利用承諾書で利用が決定した園を通知する。承諾書の利用期間は、保育認定の期間を記

載している。制度上、保育認定の期間と施設の利用期間が異なることから、承諾書には但

し書きを付している。谷原保育園の１歳児は、新設園に転園いただくことから、利用期間

は令和６年３月31日までとなる。 

⑷ １歳児１年保育は、待機児童対策のセーフティーネットとして取り組んでおり、来年度

は区内13施設で行う予定である。新設園では、一時保育室を設けており、これを活用して

１歳児１年保育の実施にご協力をいただくものである。 

谷原保育園の閉園を撤回する考えはない。 

 

◆ PTAについて  

 【質問】 

⑴ PTAは社会教育法上「公の支配を受けない社会教育関係団体」と規定されているが、練馬

区中学校PTA連合協議会の会議等で、区が助言を行っていると認識している。行政も「活動

負担軽減」を支援していく形が必要と考えるが、所見を伺う。 

  また、卒業の際に数万円がかかり、負担が大きいという意見をいただく。就学援助の費

目には卒業アルバムが入っているが、その他記念品等は含まれないため負担となる方がお

り、事前に情報を知らず困ってしまう例もあるようだ。卒業証書入れを公費負担として扱

う自治体があるようなので、区で取り入れる事は可能か、区の所見を伺う。 

【答弁】 

⑴ PTAは、各学校における子供たちの健全な成長を育む上でなくてはならない大切な活動を

行っており、社会教育関係団体として、自主的・自立的に運営が行われている。 

これまで、小学校および中学校のPTA連合協議会では、効率的な運営や役員の負担軽減に

ついて、研修会や情報交換会等で、校長と区職員も参加し、意見交換を行っている。意見

交換の内容は、各校のPTAで共有され、運営に活かされていると伺っている。 

今後とも、PTA連合協議会と意見交換しながら、必要に応じた助言を行う等、PTA活動を

支援していく。 

卒業証書入れについては、PTAの発意で記念品として贈呈している学校と、公費で購入し

ている学校がある。今後、取り扱いについて検討していく。 

 

◆ 子供の声に応えることについて  

 【質問】 

⑴ 「区長とともに練馬の未来を語る会」では、子供達との会は開かれていない。ぜひ、区

長には「語る会」として、子供の声を聞いて頂きたい。 

⑵ 今回、「第3次みどりの風吹くまちビジョン」に対する意見募集において、子供からの意

見は約50件だった。より子供に伝わる説明や、意見を引き出す工夫をしながら、ビジョン

以外のパブコメでも子供の意見募集を広げていただきたい。所見を伺う。 

⑶ 社会的養護の子供たちは、これまでの経験から「大人に話してもどうせ変わらない」

「言っても意味がない」の思いが強い。練馬児童相談所の開設とあわせて、区としてどう

取り組むのか、伺う。 

【答弁】 

⑴ 前川区長は就任以来、毎日のように地域に出かけて、多くの区民の皆さんのご意見を伺

っている。外遊びの活動や子育ての広場を見て回り、子供達や保護者の声もお聴きしてい

る。今年度は、地域の子供の居場所である「石神井・ちいさなおうち」で、不登校の子供

や保護者の思いを施設代表から伺った。こどもの森では、子供たちに声をかけながら一緒
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に楽しんだ。日々寄せられる区長への手紙でも、子供達からのご意見を伺っている。 

⑵ 今回のパブリックコメントでは、第３次ビジョンだけでなく、学校施設、地域防災、み

どりなど計８本の計画素案について、子供向けの意見募集を行った。区の子供けホームペ

ージに分かりやすい資料を掲載するとともに、児童館に出向いて意見交換を行ったところ、

合計で200件を超える意見が寄せられた。 

引き続き、様々な場面をとらえ、子供の意見を聞き、施策への反映に取り組んでいく。 

⑶ 都は、子供が児童養護施設等に入所する際、守られるべき権利を明示した子供の権利ノ

ートと相談はがきを配布し、弁護士などの子供の権利擁護専門員に直接相談できるように

している。また、児童養護施設等では、意見箱の設置や第三者委員により、子供の意見を

聴取し、施設運営等に活かしていると伺っている。 

区の子ども家庭支援センターでは、これまでも児童養護施設等に入所する子供や、一時

保護から家庭に帰る子供への支援を、都児童相談所と緊密な連携をして行っている。引き

続き、子供の最善の利益を考え、支援していく。 

 



令 和 ６ 年 ３月 12 日 

企 画 部 企 画 課 

 

第３次みどりの風吹くまちビジョン（素案）に寄せられた意見と区の考え方について 

 

１ 意見の受付状況 

（１）  意見募集期間 

令和５年 12 月 11 日（月）から令和６年１月 15 日（月）まで 

 

（２） 周知方法 

ア ねりま区報（12 月 11 日号）への掲載 

イ 区ホームページへの掲載 

ウ 区民情報ひろば、区民事務所（練馬を除く）、図書館（南大泉図書館分室を除く）、 

企画課での閲覧 

エ YouTube 練馬区公式チャンネルでの概要説明、区公式 X（旧 Twitter）・区公式 

LINE での発信 

オ 区立小中学生用タブレットパソコンの「ブックマーク」で閲覧、児童館での閲覧 

カ 区内各小中学校（区立、私立、都立、国立）へ冊子を配付 

 

キ 関係団体等への説明等 

以下の関係団体に計画素案について、個別に説明等を行った。 

・練馬区区政改革推進会議 

・練馬区防災懇談会 

・心のあかりを灯す会 

・（公社）練馬東法人会 

・（公社）練馬西法人会 

・（一社）練馬東青色申告会 

・（一社）練馬西青色申告会 

・東京税理士会練馬東支部 

・東京税理士会練馬西支部 

・練馬区たばこ税増収対策協議会 

・練馬東納税貯蓄組合連合会 

・練馬西納税貯蓄組合連合会 

・練馬東間税会 

・練馬西間税会 

・東京商工会議所練馬支部 

・（一社）練馬産業連合会 

・練馬区商店街連合会 

・東京あおば農業協同組合 

・練馬区農業委員会 

・町会・自治会（237 団体） 

・練馬区町会連合会 

・東映アニメーション（株） 

・東映（株）東映東京撮影所 

・ワーナー ブラザース スタジオジャパン 

合同会社 

・練馬区文化団体協議会 

・（公社）練馬区体育協会 

・練馬区レクリエーション協会 

・総合型地域スポーツクラブ（SSC）（７団体） 

・練馬区スポーツ推進委員会 

・練馬区地域福祉計画推進委員会 

・練馬区保護司会 

・練馬区民生児童委員協議会 

・練馬区障害者団体連合会 
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・練馬区立福祉作業所家族会（４団体） 

・練馬区立福祉園家族連絡懇談会（６団体） 

・練馬区立谷原フレンド家族会 

・練馬区障害福祉サービス事業者連絡 

協議会 

・心身障害者福祉センター利用登録団体 

（34 団体） 

・心身障害者福祉センター生活介護事業 

連絡懇談会 

・練馬区ひとり親福祉連合会 

・ねりま不登校・ひきこもり・発達障害地域 

家族会「灯火」 

・練馬区特別養護老人ホーム施設長会 

・練馬区介護保険運営協議会 

・練馬区地域包括支援センター運営協議会 

・練馬区介護サービス事業者連絡協議会 

・練馬区地域密着型サービス運営委員会 

・練馬区都市型軽費老人ホーム施設長 

連絡会 

・練馬区医師会 

・練馬区歯科医師会 

・練馬区薬剤師会 

・練馬区緑化委員会 

・練馬区リサイクル事業協同組合 

・東京都環境衛生事業協同組合練馬区支部 

・リサイクルセンター ボランティアグループ 

（４団体） 

・練馬区都市計画審議会 

・関東バス（株） 

・京王電鉄バス（株） 

・国際興業（株） 

・西武鉄道（株） 

・西武バス（株） 

・練馬区建築設計事務所協会 

・練馬区地域福祉計画推進委員会 

 福祉のまちづくり部会（第５期） 

・（公社）全日本不動産協会東京本部 

練馬支部 

・（公社）東京都宅地建物取引業協会 

第九ブロック練馬区支部 

・練馬区子ども・子育て会議 

・練馬区私立幼稚園協会 

・練馬区私立保育園協会 

・練馬区青少年育成地区委員会（17 地区） 

 

ク オープンハウスの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 意見件数 

538 件 （149 名・25 団体） うち子どもからの意見は 26 名・52 件 

開催日 会場 来場者数 

①12/17(日)14:30～16:30 北町第二地区区民館 ８名 

②12/18(月)18:00～20:00 光が丘区民センター 31 名 

③12/23(土)14:30～16:30 勤労福祉会館 55 名 

④12/26(火)18:00～20:00 ココネリ 70 名 

⑤１/９(火)18:00～20:00 関区民センター 20 名 

⑥１/10(水)18:00～20:00 石神井庁舎 41 名 

計 225 名 
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２ 寄せられた意見の内訳 （ ）内の数値は子どもからの意見数 

 

３ 寄せられた意見に対する対応状況 （ ）内の数値は子どもからの意見数 

対応区分 件数 

◎ 意見の趣旨を踏まえ計画に反映するもの 18(5) 

〇 素案に趣旨を掲載しているもの 128(11) 

□ 素案に記載はないが他の施策・事業等で既に実施しているもの 94(17) 

△ 事業実施等の際に検討するもの 112(8) 

※ 趣旨を反映できないもの 107(3) 

－ その他、上記以外のもの 79(8) 

合  計 538(52) 

 

項目 件数 

第 3 次ビジョン全体に関すること 12(5) 

施策の柱 1 子どもたちの笑顔輝くまち 107(22) 

施策の柱 2 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち 41(1) 

施策の柱 3 安心を支える福祉と医療のまち 109(1) 

施策の柱 4 安全・快適、みどりあふれるまち 189(17) 

施策の柱 5 いきいきと心豊かに暮らせるまち 40(5) 

施策の柱 6 区民とともに区政を進める 24(0) 

その他 16(1) 

合計 538(52) 
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 ４　寄せられた意見と区の考え

№ 戦略計画
年度別
事業No

意見の概要 区の考え方
対応
区分

1 - -

　我がまち練馬をより豊かにそして安心し
て住み続けられるようにするという強い意
志が感じられるビジョンとなっている。どの
施策も区民にとってワクワクするような計
画であり、期待している。

○

2 - -

　練馬区は良いまちになっている。これか
らも進めて欲しい

○

3 - -

　第３次ビジョンにおいては、事業費を明
らかにせずアクションプラン素案を提示し
３月には策定するスケジュールであり、区
政に関し、区民に充分な情報開示をせ
ず、端から意見を聞き入れるつもりがない
姿勢の現れではないか。
　アクションプランごとの事業費も見積もら
ず、費用対効果が区民に判断できない計
画を策定することが、区が目指す「区民と
ともに区政を進める」区政改革の姿なの
か。

　令和６年度当初予算案は、令和６年練
馬区議会第一回定例会で審議される予
定です。素案公表時点では予算を精査中
のため、事業費を掲載していませんが、
年度別取組計画の中で、各年度で取り組
む内容を具体的にお示ししています。成
案化時には改めて事業費を掲載します。
　また、計画の達成状況を検証していくた
め、数値目標および重要業績評価指標
（KPI）を設定します。
　区はこれまで、区民参加と協働を根幹
に据えた区政運営を進めてきました。引き
続き区民の皆様のご意見を丁寧に伺いな
がら区政を進めていきます。

―

4 - -

　戦略という言葉やめて、「具体的計画」
なり、「実施計画」なり、別な言葉に変えて
ほしい。

　戦略という言葉は、「経営戦略」などとし
て一般的に使用される語句と考えていま
す。

※

5 - -

　１０もの計画（素案）を区民に提示し、し
かもパブコメの書き方の説明も不十分な
まま提出を求めることに、区民無視を強く
感じる。

　素案策定時には、区報、区ホームペー
ジ、SNS等で周知したほか、区内６か所で
オープンハウスを開催し、第３次ビジョン
を中心に各計画の内容やパブリックコメン
トの提出方法等について直接ご説明する
機会を設けてきました。
　区はこれまで、区民参加と協働を根幹
に据えた区政運営を進めてきました。引き
続き区民の皆様のご意見を丁寧に伺いな
がら区政を進めていきます。

―

6 - -

　３年間にわたり夏季賞与の源泉所得税
を滞納するなど、前代未聞の不祥事では
ないか。３年間も繰り返したことは、監査
機能が発揮されていなかったとしか考え
ようがない。明らかにガバナンスに問題が
あると判断する。
　第３次みどりの風吹くまちビジョンについ
て、基本計画と整合性のとれないアクショ
ンプランが散見されるなど、政策に一貫性
が感じられない。官僚制の弊害が露とな
り、縄張り意識に基づく個々の組織防衛
に努め、区民に奉仕するという本来の目
的を見失っているのではないか。信頼で
きる組織への改善策アクションプランを示
していただきたい。

　源泉徴収所得税の不適切な事務処理
により、区政への信頼を損なう事態を招
いたことを深くお詫び申し上げます。今
後、事務改善や管理体制の見直しといっ
た組織的な取組に一層注力し、再発防止
に取り組んでいきます。
　第３次ビジョンは、グランドデザイン構想
実現への道筋を示す基本計画と、それに
基づく具体的な実行計画であるアクション
プランの２部構成とし、整合性の確保に努
めています。これまでの取組を着実に継
続・発展させながら、その上に立って、み
どり、文化、スポーツ、都市インフラなど、
区民生活をより豊かにする施策に更に力
を入れ、子どもから高齢者まで、誰もが安
心して心豊かに暮らせるまちを目指して
計画を進めていきます。

―

第３次ビジョン全体に関すること

　区政を更に前に進め、グランドデザイン
構想を実現するため、「第３次みどりの風
吹くまちビジョン」の素案を取りまとめまし
た。
　これまでの取組を着実に継続・発展させ
ながら、その上に立って、みどり、文化、ス
ポーツ、都市インフラなど、区民生活をよ
り豊かにする施策に更に力を入れ、子ど
もから高齢者まで、誰もが安心して心豊
かに暮らせるまちを目指して計画を進め
ていきます。
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年度別
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7 - -

　戦略計画と年度別取組計画に記載され
ている事業名が必ずしも一致していない。

　第３次ビジョンは、グランドデザイン構想
実現への道筋を示す基本計画と、それに
基づく具体的な実行計画であるアクション
プランの２部構成とし、整合性の確保に努
めています。成案化に向けて更に精査し
ていきます。

―

8 戦略1 -

　様々な子どもや家庭を想定した制度・
サービスの充実、という方向性は良いと
思う。その実現のために、個々人を既存
の選択肢や仕組みに押し込もうとするの
ではなく、個々の実情に応じた個別解を
出すこともできるよう、余白と柔軟性があ
り選別主義的でない制度設計・運営を期
待する。

　子育ては誰が担うべきか、様々な考え
方や価値観が存在しますが、最も尊重さ
れるべきことは、それぞれの家族の思い
です。家庭で子育てがしたい、子どもを預
けて働きたいなど、多様化する子育て
サービスのニーズに応える施策を展開す
ることで、子育てのかたちを選択できる社
会の実現を目指します。

○

9 戦略1 -

　反対意見もあるが、何より、子どもが第
一で安心して子育てをできるまちづくりを
して欲しいと思う。

　区はこれまで子ども・子育て支援施策を
重要施策のトップに掲げ、保育所待機児
童の解消や区独自の幼保一元化施設で
ある練馬こども園の創設などに取り組ん
できました。
　安心して出産・子育てが出来るよう、子
育てに関する相談体制を強化し、妊娠期
から子育て期まで切れ目のないサポート
を充実していきます。

○

10 戦略1 -

　保育園の民間委託を中止すること。民
間委託の説明会を聞いたが、先生の離職
率が上がり、先生の経験年数も下がるな
ど、保育の質が良くなる要素が全くない。
保護者アンケートでは、「子供が委託後、
情緒不安定になった」「先生がすぐ辞め
る」の意見が絶えず、改善もされぬまま民
間委託が進められる状況が見て取れ、委
託が根本的にこの問題を解決できないも
のであることが示されている。

※

11 戦略1 -

　待機児童ゼロの達成や、区立保育園の
委託の拡大による延長保育事業の充実
だけでは、多様な保育ニーズに対応は出
来ないと考える。区立保育園を減らして民
間の保育園を増やし、むやみやたらに定
員拡大を図る事は、保育の質を落とす事
に繋がるのではないか。
　子供の人権を尊重した政策を要望す
る。
　委託、民営化、廃園など、当事者である
子供達の笑顔が輝かない、子供達が犠
牲となるような政策には反対する。

※

12 戦略1 -

　第３次みどりの風吹くまちビジョンの中
に保育園の民間委託、谷原保育園の閉
園　の計画を書くべきだ。聞こえの良いこ
とばかりで、都合の悪いことは書かないの
か。

 　区立施設の新設、廃止、再編・統合や
委託民営化に関する計画は、「公共施設
等総合管理計画」でお示しています。

□

施策の柱１　子どもたちの笑顔輝くまち

　区では、民間の知恵と経験を活用した
方が効果的な業務は民間が担うことを基
本としています。委託化はサービスの向
上のために必要です。保育分野において
も同様です。
　運営事業者の選定にあたっては、区立
保育園の運営を引き継ぐことのできる優
良な事業者の選定に引き続き努めていき
ます。
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13 戦略1 -

　「子育てのかたちの選択」というのは家
庭のかたちによって規定される側面もあ
り、保護者の働き方や家庭内での男女平
等とも関わっている。
　そのため、教育・子育て支援部署で完結
させず、労働や経済、人権、男女共同参
画の部署と連携した施策とあわせて実施
していくことが重要だと考える。
　子育て支援人材の確保のためにも、行
政資料やポスターが「子育て支援スタッフ
＝女性」というバイアス強化につながらな
いよう、自覚的に画像やイラストを使用す
る必要がある。

　区では、「男女共同参画」の視点から考
える表現ガイドラインを令和３年４月に作
成しています。本ガイドラインを踏まえ、性
別による役割についての固定観念を前提
とした表現にならないよう、情報を発信し
ています。引き続き関係部署と連携して、
子育て支援策を進めていきます。

□

14 戦略1 -

　谷原保育園の閉園については、閉園に
なる前に利用者の意見を聞くべきであっ
た。

　令和３年12月に閉園計画の素案を公表
して以降、パブリックコメントや保護者説
明会など、節目節目で説明を重ねてきま
した。今後も、園児および保護者に対し
て、丁寧な対応に努めていきます。

□

15 戦略1 -

　谷原保育園の閉園を撤回すること。ビ
ジョンを全文読み、どこが『子どもたちの
笑顔輝くまち』なのか。

　谷原保育園は、老朽化が進行している
ことから、令和４年度までに入園した在園
児が全員卒園する令和８年度末に閉園し
ます。

※

16 戦略1 -

　谷原保育園閉園に反対である。老朽化
なら立て替えすればいい。谷原地域では
公立保育園は他にない。公立保育園の担
う役割は緊急時対応、障害児保育など重
要だ。公立保育園だから作りあげてこれ
た保育基準もある。
　区の姿勢は廃園ありきで保護者と検討
しあう態度がほとんど見られなかった。全
体保護者説明会がなかなかもてなかった
のも区の方針に自信がもてなかったから
だと思う。立ち止ってこのやり方が本当に
子どもを守ることとなるのか考えなおして
ほしい。

※

17 戦略1 1-1

　「保育サービスの充実」とうたっている
が、強引な保育園の閉園や民間委託の
強行によって、泣かされてきた子どもの数
がなんと多いことか。子ども家庭部長に
も、園児から「大好きな保育園をつぶさな
いでくだい」と直接手紙が渡された。こども
を泣かす施策をやめるべきだ。

※

18 戦略1 1-1

　練馬の待機児は「ゼロ」としているが、実
態は今年度４月で299人の待機児が発生
している。兄弟同じ保育園を希望し、小規
模保育所や保育ママではなく「認可保育
所」を希望する家庭を、「わがまま」として
待機児としてカウントしない姿勢はおかし
い。実態とかけ離れた数値になる。23区
でも、兄弟が同じ園に入れなかった家庭
を待機児としてカウントしている行政区は
ある。認可保育所を希望しながら入園で
きなかった児童の数をきちんとカウントす
べきだ。

　待機児童数については、全国の自治体
が国の算定基準に則り算定しています。

※

19 戦略1 1-3

　待機児童が解消される反面、保育所は
定員割れが増える。
　各保育事業の運営状況が把握されなが
ら、急な閉所による、子どもの行き場がな
くなるなどの問題に対応がなされるとよ
い。

　これまで、子ども・子育て支援事業計画
に基づき必要な定員確保に努めてきまし
た。引き続き、保護者の保育ニーズや事
業者の運営状況を踏まえ定員を確保して
いきます。

△

　練馬区公共施設等総合管理計画【実施
計画】（素案）でお示ししているとおり、民
間の知恵と経験を活用したほうが効果的
な業務は民間が担うこととしています。
　区は私立保育所等の誘致を進め、９年
間で約8,500人の保育定員を拡大し、区民
の保育ニーズに応えるとともに、令和３年
度から３年連続で待機児童ゼロを達成し
ました。待機児童ゼロの達成は、民間の
力を借りなければ到底成し得なかったこと
です。現時点では、練馬区内206園の認
可保育園のうち146園が私立保育園であ
り、保育園の運営は既に民間が主流と
なっています。
　区はこれまでも、保育所整備計画に係
る説明会や整備・運営事業者決定に係る
説明会など、節目節目で説明を重ねてき
ました。今後も、園児および保護者に対し
て、丁寧な対応に努めていきます。
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20 戦略1 1-3

　保育水準の維持向上について。練馬区
が発行した『保育の歴史とこれから』に
も、保育の質には、職員の処遇が左右す
ると記している。その処遇とは、単に賃金
だけでなく、その職場ではたらく働きがい
をふくめて、人生をかけるにふさわしい職
場であるかが、東京都の調査でも明らか
にされている。保育の質を維持する労働
環境と園児の保育環境の視点から書き直
すべきだ。

　戦略計画では、「保育サービスを担う人
材を確保しながら、保育水準を維持向上
していく」ことが重要な課題であり、取組を
充実する方針を明記しています。
　区は保育水準の維持向上を図るため、
保育人材の確保事業の推進やキャリア
アップ補助金等を活用した処遇改善、保
育の連絡帳機能のICT化、おむつのサブ
スク等に取り組んできました。戦略計画で
は、区独自の職員配置の継続など主要な
事業を例示しています。

□

21 戦略1 1-4

　「練馬こども園」について。練馬区が実
施した調査でも、子育て世帯がいちばん
望む施設は、延長保育のある公立直営保
育園がいちばん多い。幼稚園は幼稚園と
しての役割がある。安易に、保育園児をう
けいれる体制を拡大するのではなく、幼
稚園としてその良さがより輝くような施策
を区として援助するとすべきだ。

　区は、保護者の就労形態やニーズの多
様化に応えるため、区独自の幼保一元化
施設「練馬こども園」を創設しました。練馬
こども園に認定された私立幼稚園では、
各園の特色を生かした教育を実施してい
ます。３歳からは預かり保育のある幼稚
園に通わせたいという保護者のニーズに
応えるため、今後も練馬こども園を拡充し
ていきます。

※

22 戦略1 1-5

　区立幼稚園の適正配置においては、区
立の幼稚園の早急な３年保育化を求め
る。

　今後の園児数の推移を踏まえた適正規
模だけでなく、障害児保育や３年保育の
実施など、区立幼稚園のあり方について
令和６年度に検討委員会を設置し議論し
ていきます。

△

23 戦略2 -

　数字が全く記載されておらず何の判断も
できない。単なるNPOへのバラマキになっ
ていないか。精査が必要であると考える。

　令和６年度当初予算案は、令和６年練
馬区議会第一回定例会で審議される予
定です。素案公表時点では予算を精査中
のため、事業費を掲載していませんが、
年度別取組計画の中で、各年度で取り組
む内容を具体的にお示ししています。成
案化時には改めて事業費を掲載します。
　なお、戦略計画２に記載する事業は、区
が直接または委託して実施する事業であ
り、NPO法人へ補助金を交付する事業で
はありません。

―

24 戦略2 -

　世界的に見て日本の男性の家事力と育
児力が低いので、お父さんへの意識改革
をしてほしい。
　お父さん同士（パパ友）の繋がりを作
る。
　ちょっとみててネットワークづくり（近所の
コミュニティ）。
　ファミサポ援助会員の活動費引き上げ
（引き上げ部分は公費で負担）と、家事代
行も出来るようにしてほしい。
　ファミサポ自体が古いシステムだと感じ
る、未だにショートメールと電話だけで連
絡を取り合うとても利用しづらいやり方、
事前に援助する人のプロフィールが分か
るようにしないと子どもを預けられない。
　キッズラインのようなやり方にしてほし
い。

　地域子ども家庭支援センターでは、父親
向けの交流会や講習等を行っています。
子育てのひろば「ぴよぴよ」では、父親を
はじめ働く保護者の方が参加しやすい休
日講習などを充実します。
　ファミリーサポート事業は、利用会員と
有償ボランティアである援助会員が相互
に支えあう事業です。援助会員の活動費
については、他のサービスの状況や他区
の状況等を鑑みながら検討する必要があ
ると考えています。家事援助については、
育児支援ヘルパー事業で対応していま
す。
　また、利用にあたっては、安心して子ど
もを預けられるよう援助会員と利用会員
が事前に顔合わせを行っています。あわ
せて、利便性の向上に向けて取り組んで
いきます。

○
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25 戦略2 2-1

　精神的な課題を抱え、支援が必要な妊
産婦への支援も必要である。区の考えは
あるか。

　妊婦全員面談、こんにちは赤ちゃん訪
問や妊娠８か月の面談を実施するなど、
妊娠期から子育て期まで継続して相談で
きる環境を整備しています。これらに加え
て、生後２か月児相談の実施や産後ケア
事業を充実し、妊産婦への切れ目のない
支援を行うことにより、産後うつ病の予防
などに取り組んでいきます。
　また、今後は電子母子手帳アプリ「ねり
ますくすくアプリ」でこころの健康づくりに
関する情報を広く発信するなど、妊産婦
への情報発信を充実します。

○

26 戦略2 2-1

　【妊娠から子育てまでの切れ目のない
支援】の中に「子育て応援券の事業者拡
充」を希望する。育児支援団体の子連れ
で参加できるクラスにて、参加者の方から
「子育て応援券は使えないか」という問い
合わせを定期的に頂いている。産後ケ
ア、育児支援の観点からも、こういったク
ラスへの参加のハードルを下げるべく、事
業者を積極的に（できれば随時）募集して
頂きたい。

　子育てスタート応援券については、利用
者アンケートの結果等を踏まえ拡充して
います。引き続き、利用できる事業や事業
者の拡充について検討していきます。

△

27 戦略2 2-1

　[子どもの成長にあわせた切れ目のない
サポートの充実]の項。子どもの対象は18
歳、20歳、場合によっては30歳までとする
見解もある。子どもの成長にあわせて、社
会人として歩みだすまで行政が援助する
ことは「こどもの権利条約」（こども基本
法）に基づいても大事なことだ。こどもの
権利条約、こども基本法と、対象年齢のこ
とを明記すべきだ。

　区では、児童の権利に関する条約の理
念やこども基本法を踏まえ、子どもの成
長に合わせた切れ目のないサポートに取
り組んでいます。また、学齢期の子どもや
若者の居場所の充実などの支援にも取り
組んでいきます。

□

28 戦略2 2-1

　こどもへのサポートについて。いま東京
でも７人に１人が貧困状態にある。経済的
理由で勉学が困難な家庭に対する援助
の体制をととのえると明記すべきだ。

　戦略計画８において、相対的貧困率が
高いひとり親家庭や生活困窮世帯等の自
立に向けた支援を更に充実する方向をお
示ししています。また、こどもへのサポート
として、ひとり親家庭への訪問による子ど
もの学習支援や、生活保護受給世帯を対
象に子どもの居場所づくり支援事業を実
施しています。

○

29 戦略2 2-2

　今まで、区内に児童相談所がなかった
ことを不思議に思うが、 逆を言えば、 虐
待が増加していることも現実なので、とて
も悲しく思う。
　核家族化、近隣との繋がりの希薄等が
原因と思われるので、住民同士のネット
ワーク、 たまり場、親御さんのレスパイト
の為の支援等の充実を望む。

　子育ての孤立化等による不安や悩みに
対応できるよう、子育てのひろばの増設な
ど、保護者同士が交流できる場の整備を
着実に進めてきました。引き続き、区独自
の取組である「練馬こどもカフェ」など、保
護者同士が交流できる場を充実していき
ます。
　また、乳幼児一時預かり事業を拡充す
るほか、自宅で子どもを預かるベビーシッ
ターの利用料助成制度を導入するなど、
子育てのかたちを選択できる社会の実現
に向けて取り組んでいきます。

○
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30 戦略2 2-2

　練馬区立の「児童相談所」をつくり、東
京都児童相談所、区のこども家庭支援体
制との連携をすすめ、こどもと子育て世帯
へのサポート体制を充実させると明記す
べきだ。

　子どもを虐待から守るためには、区によ
る地域に根差したきめ細かい寄り添い支
援と、都の広域的・専門的な支援の緊密
な連携が重要です。区立児童相談所を設
置する予定はありませんが、都は、６年度
に（仮称）東京都練馬児童相談所を練馬
区子ども家庭支援センターと同一施設内
に設置します。設置後は、都区合同の検
討会議や虐待通告に基づく家庭訪問など
が随時可能となり、一時保護や児童養護
施設入所などの法的対応も迅速に行わ
れるようになります。
　都区の緊密な連携を更に深めていきま
す。

※

31 戦略3 -

　川崎市子ども夢パーク（子どもの遊び
場）のような施設が欲しい。

　区ではプレーリーダーを配置した常設の
冒険あそび場として、こどもの森を設置し
ています。
　また、区内では民間団体が公園等にお
いて、自然の素材を利用し、子どもに自由
な発想で遊びができる場を提供していま
す。区はこうした活動の支援をすること
で、子どもの心身の発達・社会性の育成
等を目指しています。

□

32 戦略3 -

　北町第二地区区民館は学童クラブが
あったが、今は委託になって談話室がなく
なり残念。

　学童クラブの場所は、改修後おやこ広
場室として開放しています。談話室につい
ては、ご要望の多かった更衣室に機能転
換し、ご利用いただいています。

―

33 戦略3 -

　学童のお昼ご飯を、業者に委託し、働く
母を応援して欲しい。

　学童クラブの長期休業中の昼食に関し
ては、仕出し弁当により提供を行っていま
す。予め事業者と保護者の間で、アレル
ギーの対応や残食の取扱い等について
調整が整い、学童クラブが保育に支障な
く対応できる場合に実施しています。
　また、学童クラブの行事として子どもた
ちと昼食づくり等に取り組むなど、保護者
の皆さまの昼食準備の負担の軽減に努
めています。

□

34 戦略3 3-1

　ねりっこクラブの「ねりっこひろば」の冬
期終了時刻について、反対する。冬の間
は日が短く、子どもだけで帰宅させるに
は、とても不安。
共働き家庭に配慮してとのことだが、学校
の下校時刻を過ぎると、学童擁護の方の
時間も終了してしまう。

　「ねりっこひろば」は、児童が各家庭で相
談をしたうえで、時間を決めて利用する事
業です。冬期の終了時間を延長する際に
は、同一校内のねりっこ学童クラブの児
童と一緒に帰るように声をかけるなど、児
童が安全に帰宅できる方策を検討しま
す。

△
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35 戦略3 3-1

　学童クラブについて、狭い部屋に多い人
数という環境の是正と指導員の処遇改善
を求める。

□

36 戦略3 3-1

　[ねりっこクラブ]について。国は、放課後
児童クラブの基準を定めている。「ねりっ
こ」は国の基準をはるかに超えた規模の
人数を受け入れている。さらに、働く職員
の賃金と福利厚生は直営で働いていたス
タッフの水準に達していない。それゆえ退
職者があとを絶たない。そのため、子ども
たちは詰め込み状態になり、「将来学童ク
ラブで働きたい」という児童の夢もうばわ
れている。国が定めている水準以上の床
面積、定員、運営内容と環境、労働環境
となるように、区は責任を負うと明記すべ
き。

□

37 戦略3 3-1

　国の運営指針の記載にも反する[ねりっ
こ]の拡大はやめ、国の基準に基づいた
学童クラブを増やすとすべき。

□

38 戦略3 3-1

　[ねりっこ]について、待機児童を理由
に、練馬区独自に行っているおやつ支給
もない「ねりっこプラス」は中止し、待機児
童解消のために、学童クラブを増設すると
すべき。

　「ねりっこプラス」は、ねりっこ学童クラブ
を待機となった児童を対象に、ひろば事
業終了後のひろば室を活用して、学童ク
ラブに準ずる安全な居場所を提供する区
独自の待機児童対策事業です。
　学童クラブの待機児童については、学
校施設を活用して「ねりっこクラブ」を推進
し、学童クラブの定員を拡大することで解
消に努めていきます。

※

39 戦略3 3-1

　学童やひろば事業などは保護者の働き
方をもとに大人のニーズにより施策を考
えているが、通う子どもの学齢期に身体
や精神的なサポートとして何が必要かを
真ん中に取り組むことを求める。

　学童クラブやひろば事業においては、
日々運営の中で児童の声を聴き、要望を
つかみ、子どもたちが「毎日通いたい居場
所」と感じられるよう、事業運営をしていま
す。

□

40 戦略3 3-1

　「ねりっこクラブの全区立小学校での実
施」について　最近自治体から委託を受
けた民間業者が指導員の人数を偽ってい
たことが報道された。こういうことが起こる
のも、保育園や学童保育について、あまり
にも民間委託に走り過ぎていることに原
因があると思う。保育園も学童保育も本
来なら公的に運営されるべきだと考える。
民間委託する場合も、少なくとも業者の運
営状況や職員・指導員が子供を育て、指
導するうえで充分条件を満たしているか、
よくよく確認したうえで委託されるよう強く
要請する。また、学童保育園の数と定員
を増やしてほしい。

　区は、区が直接担うべき業務は直営と
する一方、民間の知恵と経験を活用した
ほうが効果的な業務は民間が担うことを
基本と考えています。
　保育園、学童クラブについては、委託化
を進めることで、保育時間の延長などの
保育サービスの充実や定員拡大による待
機児童解消を図っています。
　委託化に際しては、選定時に各事業者
の運営状況等を確認し、委託後は区職員
による定期巡回や立入検査等を実施する
ことで、適切な保育水準の維持向上に努
めています。
　なお、練馬区においては、こうした取組
もあり、指導員数を偽った事象はありませ
んでした。
　今後も、保育園については待機児童数
ゼロの継続、学童クラブについては待機
児童解消に取り組みながら、保育サービ
スを充実していきます。

○

41 戦略3 3-4

　[学齢期のこどもたちの居場所]につい
て。国は児童館についても、「新ガイドライ
ン」を定めて、そこで過ごす子どもたちの
成長を援助する必要性を説いている。「新
児童館ガイドラィン」や「こども基本法」な
ど、最新の国の到達にたって、子どもたち
の居場所を支援すると記すべきだ。

　これまで、平成30年に改正された国の
「児童館ガイドライン」に沿って機能の充
実を図ってきました。第３次ビジョンでは、
改正児童福祉法等、国が新たに示した方
針を踏まえ、子どもの居場所である児童
館の機能を強化していくこととしていま
す。

○

　練馬区立学童クラブおよびねりっこ学童
クラブは、練馬区放課後児童健全育成事
業の設備および運営の基準に関する条
例に基づき、児童１人あたり1.65㎡の専用
スペースを確保して運営しています。
　職員の処遇については、区の職員の賃
金を基準に算出し、適正な水準を確保し
ています。今後も国の補助金等を活用し、
改善に努めていきます。
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42 戦略3 3-4

　子ども達が自由にダンスが出来る場所
（児童館、区民館、体育館、公園）。
　アスレチック、木登り、ボール遊び、秘密
基地づくり、ザリガニつりなどが出来て高
学年が楽しめる公園（安全性重視の低年
齢幼児向け遊具ばかりなので）。
　平日のプレーパーク開催。

　児童館・地区区民館には、子ども達がダ
ンスの練習にも使える開放しているス
ペースがあります。いつでも職員にご相談
ください。
　公園について、常設の冒険遊び場として
こどもの森を設置しています。ボール遊び
ができる公園は、区ホームページの「ねり
まキッズページ」に掲載していますのでご
利用ください。
　プレーパークについては、複数の民間
団体が実施しており、平日に開催している
日もありますので、お問い合せください。

□

43 戦略3 3-4

　施策の柱１の「子どもたちの笑顔輝くま
ち」について
　中村橋区民センター内の貫井地区区民
館が大規模改修後には地域集会所に替
わることにより、乳幼児から児童・生徒の
居場所が奪われる。居場所の多様性を確
保し、環境を整えてほしい。特に中学生の
居場所がない。貫井地区がすっぽりとぬ
けてしまっている。
　美術館・図書館の陰に子ども達の居場
所が埋もれてしまうので、笑顔輝くまちで
はありえない場所ということにならない
か。

　貫井地区区民館を利用している子ども
たちの改修後の居場所として、子育ての
ひろば「貫井ぴよぴよ」や富士見台地区区
民館、中村児童館などの近隣施設をご案
内しています。児童館では、週に２回程度
の中高生タイムを設定しており、通常18時
閉館のところ、19時まで利用することがで
きます。
　区として、子どもたちが安全安心に過ご
すことができる居場所の充実に努めてい
きます。

□

44 戦略3 3-5

　若者自立支援事業について、ゴールを
就労に設定することが若者をより苦しめる
ことが多くある。
　まずは「自立」の定義を就労に限定せ
ず、社会の中で助け合える関係を複数築
いていくこととし、有給の労働ではないとし
ても、若者たちによって既に行われている
「社会とつながる」営みを社会的活動とし
て積極的に評価していくと良いと思う。
　こども家庭部の枠組みに押しとどめず、
地域文化部などと連携してみるのもいい
と思う。

　区ではひきこもりや自立に不安を抱える
若者に居場所を提供するとともに、相談、
支援を行っています。就労だけをゴールと
はせず、各種セミナーや町会等のボラン
ティア体験を通して、社会とつながる機会
をつくっています。就労への意欲が芽生え
た方には、就労支援を行う等個々の利用
者に応じた支援を行っていきます。

○

45 戦略4 -

　練馬区として、農地が他の区より多かっ
たのが、近年宅地化が進み、幼稚園、小
学校での芋ほりや練馬大根を育てる体験
学習などの機会が減っている。

　令和４年度から、全区立小学校の教育
課程に「農業者と連携した教育活動の実
施」を位置付け、体験学習の機会を設け
ています。引き続き、農業者と連携した教
育活動の充実に努めていきます。

□
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46 戦略4 -

　「児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細
やかな指導や支援」と「教員の負担軽減」
の両立には、現状の学校・教育の枠組み
自体に手を入れ、基礎的環境整備を充実
させることが有効。基礎的環境整備とは
「個別の合理的配慮を検討する以前に、
多様な子どもがいることを前提として学校
を設計しておくこと」で、例えば人員配置
や教室の空間設計、学習内容や時間割、
評価のあり方から見直す等。基礎的環境
整備によって結果的に個別支援が不要に
なる子どもも多い、と言われている。

○

47 戦略4 -

　学校教育について、教員が疲弊し成り
手もなく、不足が生まれている事態と不登
校時の増加は、そもそも旧態然とした教
育の見直しが不可欠である。区において
も刷新したモデル校を実施し、国に対して
も教育改革に着手するよう働きかけること
を求める。

△

48 戦略4 -

　教員の疲弊、不登校の増加などにみら
れる登校意欲の低下を改革するために
も、抜本的な学校のあり方を模索していく
必要がある。国にも本来の学ぶ意義を見
失いがちな受験制度への意義を申し立
て、通知表や内申書等の作成、出席日数
のカウントをやめるよう求める。

※

49 戦略4 -

　学校の給食を地場野菜の利用の更なる
促進のための協議会の開催や栄養士へ
の啓発、地域の農家とのマッチング顔合
わせなどの実施を求める。

　令和５年１月に、食農教育連絡会議を
立上げました。JA東京あおばも参加し、
学校給食における練馬産農産物利用促
進の検討や、関係者間の情報共有および
連携強化を図っています。引き続き、更な
る利用促進、学校栄養士への啓発や区
内農業者との調整について、方法等を検
討します。

□

50 戦略4 -

　23区のうち22区までが、学校給食の完
全無償化に進んでいる。
　子どもを生もうと思ってもらう為には大切
な支援であると思うので進めてほしい。

□

51 戦略4 -

　23区で学校給食の無償化を実施してい
ないのは練馬区だけ。
　少子化対策、子育て支援、収入に関わ
らずどの子も健康で安心して暮らせる練
馬区にするためにも是非実施してくださ
い。

□

52 戦略4 -

　夢や目標を持ち困難を乗り越える力を
備えた子どもたちを「育成する」という姿勢
でつくる計画は大人目線であり、子どもに
とっては押し付けでしかない。大人が子ど
もの権利を理解し、子どもの視点で子ども
参加で計画をつくることが夢や希望につ
ながるのではないかと考える。

　子どもの主体性を尊重することを前提に
素案を作成しています。
　また、令和４年６月に成立した「こども基
本法」においては、子どもの意見表明機
会の確保・子どもの意見の尊重が基本理
念として掲げられるとともに、子ども施策
の策定等に当たって子どもの意見の反映
に係る措置を講ずることを国や地方公共
団体に対し義務付ける規定が設けられて
います。
　本計画においても、子どもに向けて素案
の公表を周知するとともに、子どもの多様
な意見を聴取し、意見の趣旨を踏まえて
計画に反映します。

□

　都は、国に先行して公立小中学校の学
校給食費の無償化に取り組む方針を示し
ました。区は、都の補助制度を活用し、学
校給食費の全面無償化を実施します。ま
た、私立幼稚園副食費補助事業の対象
者も、第１子以降の園児に拡大します。

　区では、教員の長時間勤務の改善に早
急に取り組み、学校教育の質の更なる向
上を目指すため、教員の働き方改革を推
進しています。また、今年度に改定した
「練馬区教育委員会不登校対策方針」に
基づき、児童生徒が安心して学校生活を
送ることができるよう、不登校児童生徒へ
の支援を行っています。
　国では、社会の変化を見据え、10年に
一度程度、小中学校での指導内容や授
業時数、評価のあり方等の指針となる学
習指導要領を改訂し、子供たちがこれか
ら生きていくために必要な資質や能力に
ついて見直しを行っています。
　引き続き、学習指導要領の内容に即し
た指導を全ての区立小中学校で進め、一
人ひとりに応じた指導や支援を進めてい
きます。
　また、人員配置や教室の空間設計等に
ついても、国や都の基準に沿いながら進
めていきます。
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53 戦略4 -

　校則などは生徒主体で見直し・作成し、
その過程をも学びとし、子ども自身が学校
をつくる一員であることを実感できる場に
なるよう求める。

　校則については、児童会・生徒会といっ
た場において、児童生徒や保護者と共に
確認したり議論したりする機会を設けるな
ど、絶えず積極的に見直しを行うことが求
められています。引き続き、児童生徒の
主体性が各学校で尊重されるよう、取り
組んでいきます。

□

54 戦略4 -

　子ども達が校則を決められる。
　楽しい授業内容（人気塾のやり方を真
似するのも良いのでは）。
　子ども達が自発的に行動出来るよう、指
示・命令・脅し・説得はしない学校。

　校則については、児童会・生徒会といっ
た場において、児童生徒や保護者と共に
確認したり議論したりする機会を設けるな
ど、絶えず積極的に見直しを行うことが求
められています。授業については、児童
生徒が主体的・対話的で深い学びを行う
ことが重要とされており、教育委員会で
は、教員研修などを通じて、児童生徒の
興味関心が高められるよう、教員のスキ
ルアップを図っています。
　引き続き、児童生徒の主体性が各学校
で尊重されるよう、取り組んでいきます。

□

55 戦略4 -

　和光小学校のような自由な学校が欲し
い。

　保護者や地域、児童・生徒の声を取り入
れながら、引き続き、よりよい学校づくりに
努めていきます。

※

56 戦略4 4-1

　全児童生徒へのタブレットパソコンの配
備が完了したとのことだが定期的なメンテ
ナンスや入れ替えも必要でありその予算
は確実に確保しておくべきである

　児童生徒に配備しているタブレットパソ
コンは、令和７年度に機器を更新予定で
あり、年度別取組計画に計画化していま
す。

○

57 戦略4 4-1

　一部の教員はプリントをPDFに出来ない
など、タブレットを使ったICT教育は定着し
ていない。

　ICT支援員による研修や授業支援、「教
育ICT実践事例集」の活用により、教員の
ICT活用能力を高めます。

○

58 戦略4 4-1

　ＩＣＴを活用した教育内容の充実・校務の
デジタル化では、多様な学びの場を増や
すためにも公立中学のオンライン授業の
実施を求める。

　学校教育は、教師と児童・生徒、児童・
生徒同士の直接的な関わり合いや多様
な経験を通して学ぶ場であり、登校して対
面授業を行うことが基本と考えています。
オンライン授業は、やむを得ず登校できな
い児童・生徒が、学校とのつながりや学び
の機会を得るために有効な方法の１つで
す。
　対面授業を原則としながら、個々の状況
に応じた配慮が必要な児童・生徒に対し
ては、オンライン授業を効果的に活用して
いく考えです。

△
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59 戦略4 4-2

　派遣労働者を受け入れる場合は、長期
的に継続して派遣を続けることはできず、
学校司書としての継続的で安定した貢献
が期待できないのではないか。

※

60 戦略4 4-2

　「派遣職員」が労働者派遣法に基づく派
遣労働者という意味であるとすれば、「派
遣職員」は直接雇用の学校の職員ではな
く、学校図書館法に定める学校司書とみ
なすことはできないのではないか。

※

61 戦略4 4-2

　学校司書の全校配置について、派遣職
員では５年の雇い止めなどがあり、蔵書
構築や授業支援、子どもや教員との信頼
関係の構築などの学校司書としての仕事
を安定的、継続的に行うことができない。
　「練馬区立小中学校の学校図書館活用
の充実を求める陳情書」で求めているの
は、直雇用、一校専任、年200日以上の
勤務ができる、法に則った「学校司書」
で、長期的な視点で、子どもたちの成長を
支える人材を育成、雇用していただきたい
と思う。

※

62 戦略4 4-2

　練馬区では、これまで年度を超えて派遣
労働者を受け入れてはこなかったと思わ
れるが、この運用を変えるのか。また、派
遣で埋め合わせる必要がある業務につい
ては、原則として、正規職員もしくは会計
年度職員を配置すべきではないか。

　年度ごとの派遣契約を想定しているた
め、運用は変わりません。契約について
は、プロポーザルを予定しており、決定し
た業者は各年度の事業評価により、最長
３年間は派遣契約を継続できます。なお、
勤務形態に関わらず、異動等による担当
の入れ替わりは、どの職場でも生じます。
丁寧に引継ぎを行い、安定的に業務を継
続していきます。

※

63 戦略4 4-2
　練馬小中学校図書館に正規採用職員
の配置を求めます。

　現時点で、学校図書館に正規採用職員
を配置する考えはありません。

※

64 戦略4 4-3

　「小中学校も改築」について。改修計画
のなかで、プールの複数校利用が描かれ
ている。[学校施設管理実施計画（中問見
直し）]も関わる事でもある。練馬区内であ
れば、どの地域でも等しく教育条件を整
備するのは行政の責任だ。臨海学校の取
りやめとあわせて生徒たちは水泳を学ベ
る機会は減る。プールの共同利用や外部
のプール利用という安易な計画はやめ
て、区内のどの地域でも等しく学べる環境
を誰持すると明記する。

　多くの学校プールが老朽化し、更新時
期を迎えており、プールの改修・改築費用
の高騰や学校改築時の運動場面積の縮
小などの課題があることから、１校１プー
ルの設置を見直すことにしました。
　近隣校同士での共同利用を行うほか、
区立・民間プールの活用に向けたモデル
事業により、実現に向けた検証を進め、ど
の学校でも同等の水泳授業の機会を確
保していきます。

△

65 戦略4 4-3

　練馬区全小中学校のいちはやいBF化
が重要。それにより、障害のある子どもの
受け入れについても加速できるのではな
いか。インクルーシブにソフト面も重要に
なることから、体制構築に向けて検討を
行っていただきたい。

　小中学校のバリアフリー化は、長寿命
化改修や改築の際に、順次進めていきま
す。
　引き続き、子どもたちが安全に安心して
学校生活が送れるよう取り組んでいきま
す。

□

66 戦略4 4-6

　区の財政のために学校を統廃合するこ
とは、教育環境の悪化に繋がり、災害時
の避難場所が少なくなる。
　限られた財源で、区民のためには何に
費用をかけるべきなのか、優先順位を考
えて計画を立て、実行していただきたい。

　学校の適正配置は、児童生徒数の減少
が進行している実態を踏まえ、児童生徒
の教育環境の充実を第一に考え、実施す
るものです。適正配置を実施する際は、
地域の皆さまの理解と協力を得られるよ
う努めていきます。

○

　「派遣職員」は労働者派遣法に基づく派
遣労働者を想定しています。学校が直接
指示することができ、学校司書として問題
ないと考えます。
　なお、勤務形態に関わらず、異動等によ
る担当の入れ替わりは、どの職場でも生
じます。丁寧に引継ぎを行い、安定的に
業務を継続していきます。
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67 戦略4 4-6

　学校の適正配置については、「生徒数
の減少」をそのまま「廃止・統合」につなげ
ないことを期待する。
　生徒数の減少は、「児童生徒一人ひとり
に応じた、きめ細やかな指導や支援」と
「教員の負担軽減」を両立できるように現
状の学校・教育の枠組み自体に手を入れ
る好機だとも捉えられるため、そうした取
組とセットで検討されるべきである。
　また、学校の廃止・統合によって通学時
間が伸びることは、児童の負担に直結す
ると考える。校舎を他施設と複合化する
等フレキシブルに使えるようにしてでも、
通学距離の伸びない配置を模索すべき。

　すべての過小規模校を統合・再編する
考えはありません。将来の過小規模校・
過大規模校・改築に課題のある学校を適
正配置候補校とし、さらに複数の観点で
検討のうえ対象校を選定していきます。
　また、適切に教員を配置し、児童生徒が
良好な教育環境の中で学ぶことができる
よう、区立小・中学校では適正規模の基
準を設けています。今後の児童生徒数の
動向を注視しながら適正規模の確保を目
指します。
　通学距離については、児童生徒の過大
な負担にならないようにするとともに、踏
切や危険個所の横断等について配慮し、
通学路の安全確保も含め検討していきま
す。

△

68 戦略4 4-6

　全ての子どもが主役になれ、個性が埋
もれないようにクラス人数は多くても20人
程度を求める。一斉授業が合う生徒に
も、個別学習が合う生徒にも、学びの場を
求める。

　少人数学級の実現には、教員の大幅な
増員だけでなく、限られた校舎スペースに
普通教室を増設する必要があるなど、多
くの課題があります。法の規定に則り、小
学校への35人学級の導入を着実に進め
ていきます。

※

69 戦略4 4-6

　学校統廃合は1クラスの人数が増える可
能性があり、少人数学級実現には反しま
す。きめ細かい子供の発達を見守れる学
校にして欲しい。

　小学校は段階的に35人学級、中学校は
40人学級で編制しています。１学級あたり
の人数と統廃合は、直接の関係はありま
せん。

※

70 戦略4 4-8

　教員の働き方改革としては、副担任制
度の導入を検討してほしい。教員の負担
軽減だけでなく、生徒側の相談先を増や
せるというメリットもある。

　中学校においては、すでに副担任制度
を実施していますが、小学校では、教員
定数の関係から副担任を置くことは難し
い現状です。区は、学校生活支援員など
のサポート人材を各学校に配置すること
で、教員の負担軽減に努めていきます。
児童・生徒の相談については、スクールカ
ウンセラーや心のふれあい相談員など、
教員以外の人材を引き続き各学校に配
置していきます。

○

71 戦略4 4-8

　[教員の働き方改革]の項目。いまの教
育現場の大変さを目にする児童・生徒
は、将来、教員をめざすことがかいかに大
変だという現実を突きつけられている。こ
れは日本の未来にかかわる問題だ。子ど
もたちが教師をめざすこともできるような
「教員の園き方改革」を練馬区としてすす
めると明記すべき。とりわけ、賃金と休息
が保障できるような労働環境を練馬区とし
て、ほかの自治体にさきがけて推進する
と明記すべき。

　区では、教員一人ひとりが心身の健康
を保持し、誇りとやりがいをもって職務に
専念できる環境を整えることで、学校教育
の質の向上を図ることをねらいとして、平
成31年３月に「練馬区立学校（園）におけ
る教員の働き方改革推進プラン」を策定し
ています。教員が子供たちと向き合う時間
を確保するため、引き続き取組を進めて
いきます。教員の給与等、処遇改善につ
いては、現在、国が検討を進めています。

○

72 戦略4 4-8

　働き方改革にはサポート人材も必要だ
が、人材がなかなか集まらず行事を縮小
するなど業務を減らす必要がある。教員
の負担は子供に直結している。

　各学校では、教員の働き方改革の観点
から、従前の教育活動を見直し、行事等
の精選を進めています。

□

73 戦略4 4-8

　教員の働き方改革は、教員の負担軽減
のためにも、担任と教科を分担し、教科の
準備に時間をあて、子どもが興味を持っ
て受けられるよう、工夫した授業を一日、
１時間とか２時間とかでも入れてほしい。

　区では、教員が子供と向き合う時間や
授業の質を高める授業準備の時間を確
保できるよう、働き方改革を推進していま
す。すでに一部の学校においては同じ学
年の教員同士で担当する教科を分担する
取組を行っています。引き続き、サポート
人材の配置拡充など、教員の負担が軽減
される取組を進めていきます。

□
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74 戦略4 4-9

　現在衰退して来ている中学の部活動を
活発化させるため、外部委託の計画を早
急に進めてほしい。平日（放課後）も土日
も、子供たちが充実した時間を過ごせるよ
うにしてほしい。

○

75 戦略4 4-9

　部活動の地域移行の動きは、希望のス
ポーツを頑張りたい生徒にはとても良い
環境になるのではないかと思う。今、先生
方と生徒たちの様々な事情をお互いに配
慮しすぎてやりづらい一面があったり、部
活動が思い切り出来ない事がある。
　早くこの移行が進み、子どもが思い切り
活動(スポーツ)ができる場所に送り出して
あげたいと思う。一番大事なのは、生徒
の可能性を最大限に伸ばせる環境があ
り、それを本人が選択できる仕組みづくり
だと思う。

○

76 戦略4 4-9

　練馬中学校では来年部活がなくなるか
もと聞いた。先生たちの働き方を変えても
らうのは大切だと思うが、子ども達の体験
の機会は減らさないでもらいたい。
　部活動を外部委託にしても構わないの
で、存続できる方向で考えていただきた
い。

　当該校に確認したところ現時点において
廃部となる部活動はないと聞いています。
　外部指導員や部活動指導員の配置を
拡充するなど、各学校での部活動の支援
に努めていきます。

―

77 戦略4 4-9

　部活動が学校から切り離されると、放課
後の居場所が少なくなる。中高生の居場
所づくり・地域のスポーツ・趣味・文化活動
などに中高生も気軽に参加できるように
受け入れ環境を整えることを求める。

○

78 戦略4 4-9
　中学校の部活動を継続して欲しい。 ○

79 戦略4 4-12

　「障害」があっても、普通学級で受け入
れる体制の拡充を求める。

　特別な支援を必要とする児童生徒が増
加していることや必要な支援が複雑化・多
様化しているため、令和６年度に特別支
援教育に係る新たな方針を策定し、特別
支援教育の充実に必要な具体的な取組
を検討します。

△

80 戦略4 4-12

　国際的に日本がインクルーシブ教育か
ら遅れていることが指摘されている。国と
足並みをそろえる必要があるが、練馬区
として子育てがしやすいまちと合わせて、
障害のある子もない子も一緒の学び育つ
まちというコンセプトを打ち出してもよいの
ではないか。

　障害の程度に応じた学習環境を整え、
個々の児童生徒の状況に合わせた教育
を行っています。また、共同学習や副籍
交流など障害の有無にかかわらず共に学
べる教育活動を実践しており、こうした取
組を更に充実していきます。

□

　部活動の地域移行については、関係部
署や、地域スポーツ文化団体と検討し、
子供たちの体験機会を得られるように努
めていきます。また、外部指導員や部活
動指導員の配置を拡充するなど、各学校
での部活動の支援に努めていきます。

　国は令和７年度末までを、休日部活動
の地域移行の改革推進期間としていま
す。区では、検討委員会を立ち上げ、部
活動の地域移行について、検討していき
ます。
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81 戦略4
4-12
4-13

　２次ビジョン策定時、医ケア児の支援、
特別支援教育に関して意見をした。３次ビ
ジョンでは、前ビジョンの検証が反映され
ているのか。

　令和５年10月こども発達支援センター
に、医療的ケア児等相談窓口を開設し、
医療的ケア児に対する相談支援体制を充
実しました。令和５年度に策定した「練馬
区　保育園・幼稚園・小中学校・学童クラ
ブにおける医療的ケア児支援方針」に基
づき、第３次ビジョンでは更なる支援の充
実に取り組みます。
　特別支援教育については、支援を必要
とする児童生徒が増加していることや必
要な支援が複雑化・多様化しているため、
令和６年度に特別支援教育に係る新たな
方針を策定し、特別支援教育の充実に必
要な具体的な取組を検討します。

○

82 戦略4 4-13

　医療的ケア児の幼保育園の受け入れ強
化をするのであれば、引き続き地域の学
校で共に育つための環境整備の強化に
努めてもらいたい。

　小中学校等においては、医療的ケア児
を受け入れ、看護師による支援を行って
います。令和５年度に策定した医療的ケ
ア児の新たな支援方針に基づき、支援の
充実に取り組みます。

○

83 戦略4 4-14

　「支援が必要な子どもたちへの取組」の
中に「不登校対策」が入っているが、不登
校児童の中には学校の体制や環境自体
に違和感をおぼえ行けなくなった子が多く
含まれる。それゆえ、学校の体制や環境
の問題を差し置いて、児童個人の問題と
して捉える発想から抜け出すことが重要
である。

　不登校対策については、区独自の実態
調査を踏まえて、今年度改定した「練馬区
教育委員会不登校対策方針」に基づき、
取り組んでいきます。

□

84 戦略4 4-14

　[不登校対策の充実]の記述について。
どうしても学校にいけない児童・生徒はい
る。フリースクールの存在を認め、そうし
た施設との連携をすすめることを明記す
べきだ。

　学校教育支援センターでは、フリース
クールやNPO等の民間団体と、事業の取
組内容や相互の連携について情報交換
をすることを目的とした連携会議を実施し
ています。
　学校では、国の通知に基づき、一定の
要件を満たす場合、校長の判断の下、フ
リースクールやNPO等学校外の施設で相
談・指導を受けた日数を指導要録上の出
席扱いにする対応を実施しています。
　また、今年度に改定した「練馬区教育委
員会不登校対策方針」に基づき、民間団
体ならではのノウハウを生かした不登校
支援を実施しているフリースクールや
NPO等との更なる連携について検討して
います。

□

85 戦略4 4-14

　不登校の原因は子供の無気力ではなく
学校の仕組みにある。遅刻など生徒間の
監視、違う意見がある子供の監視排除な
ど、子供にとって苦しいものになってい
る。お互いに尊重できるような指導が大事
だと思う。

□

86 戦略4 4-14

　不登校対策として、色々な個性をお互い
が受け止められるよう、「対話の仕方、あ
り方」の学びの場を求める。

□

　今年度に改定した「練馬区教育委員会
不登校対策方針」に基づき、児童生徒同
士の関わりや互いの良さを認め合う活動
を通じて、信頼関係を築き、学級に愛着を
持ち、安心して学校生活を送れる環境の
構築に取り組んでいきます。
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87 戦略4 4-14

　学校に行かない子を持つ親の保護者会
を学校に作ることを求める。

　学校教育支援センターでは、不登校児
童生徒の保護者を対象とした講演会を通
じて、保護者同士の交流を図る機会を提
供しています。
　また、今年度に改定した「練馬区教育委
員会不登校対策方針」に基づき、児童生
徒を支える保護者の不安に寄り添った相
談・支援体制の充実について検討してい
ます。

□

88 戦略4 4-14

　子どもの居場所としては、不登校の子ど
もが増えている現状について、不安や悩
みの早期発見的な相談場所だけでなく、
その先に向けた居場所や学びの場所に
ついて、官民連携し、教育委員会とともに
推し進めていただきたい。

　不登校児童・生徒が安心して過ごし、学
びに向かう土台づくりや様々な体験活動
ができる居場所として、校内居場所づくり
や適応指導教室事業、居場所支援事業
等を実施しています。その他、児童館は、
子どもたちが自由に来館することができる
施設です。不登校児童・生徒の居場所と
して学校と連携している例もあります。
　また、平成28年度から居場所支援事業
の運営などをフリースクール等の法人に
委託するとともに、日頃から意見交換を重
ねています。今後も経験豊富な民間事業
者との連携を強化していきます。

□

89 戦略4 4-15

　[ヤングケアラー]の項。子どもの貧困の
一つとして「ヤングケアラー」問題がいわ
れているが、いまや7人に1人が子どもの
貧困状態にある。ヤングケアラー問題は
「子どもの貧困」問題に接近する角度から
の分析と対策が必要で、いまは国の視点
もそうなっている。子どもの貧困問題の角
度から子どもの成長をとらえる必要があ
る。

　ヤングケアラーが抱える課題は多様で
あり、子どもや家庭の状況に即した支援
を行う必要があります。子ども家庭支援セ
ンターにヤングケアラーコーディネーター
を４地域ごとに１名配置し、福祉・教育・子
育て等の関係者との調整を行い、個々の
状況に応じた支援につなげます。
　また、戦略計画８において、相対的貧困
率が高いひとり親家庭や生活困窮世帯等
の自立に向けた支援を更に充実する方向
をお示ししています。また、こどもへのサ
ポートとして、ひとり親家庭への訪問によ
る子どもの学習支援や、生活保護受給世
帯を対象に子どもの居場所づくり支援事
業を実施しています。

○

90 戦略4 4-15

　ヤングケアラーについて、実態を把握し
たうえで、支援につなげて欲しい。

　令和４年度にヤングケアラー実態調査
を実施しました。また、区立小中学校の児
童生徒に対し、年３回実施している「ふれ
あい調査アンケート」の際にヤングケア
ラーに関する設問を用意し、実態の把握
に努めています。
　ヤングケアラーが抱える課題は多様で
あり、子どもや家庭の状況に応じた支援
を行う必要があります。子ども家庭支援セ
ンターにヤングケアラーコーディネーター
を４地域ごとに１名配置し、福祉・教育・子
育て等の関係者との調整を行い、個々の
状況に応じた支援につなげます。

○
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91 - -

　施策の柱１に、以下の少子化対策を盛
り込むこと。
１．結婚対策として、結婚したら毎月一定
額を給付。
２．出産したら、毎月一定額を給付。中学
校卒業まで多子はさらに増額して毎月給
付。
３．離婚したら、１．の給付を取りやめる。
そうしたら、結婚、出産が増え、子どもた
ちが増えることで、子どもたちの笑顔が輝
くまちになっていくと考える。題名は「子ど
もたちがあふれる街」とすること。

　少子化対策は、安心して子どもを産み
育てられ、子どもたちが健やかに成長で
きる環境が整備され、それぞれの家庭が
子育てのかたちを選択できる社会を目指
すものでなければなりません。
　このため、出産、育児、教育、労働政策
などを含めた総合的な政策として、国が
取り組むべきものと考えています。
　住民に最も身近な自治体である区として
担うべき子育て支援の充実に取り組んで
いきます。なお、区では子育て家庭を応
援し、児童の健全な育成および福祉の増
進を図ることを目的に第３子誕生祝金を
支給しています。

□

92 - -

　区として目指す方向は、費用が増え続
けるしかない高齢者のサポートよりも生産
人口を増やすことを明確にした施策であ
るべきである。これから結婚、出産、子育
てをしたい層を取り込むことにより高齢化
率の伸びを抑えることが可能となるはず
である。

　区はこれまで子ども・子育て支援施策を
重要施策のトップに掲げ、保育所待機児
童の解消や区独自の幼保一元化施設で
ある練馬こども園の創設などに取り組ん
できました。
　安心して出産・子育てが出来るよう、子
育てに関する相談体制を強化し、妊娠期
から子育て期まで切れ目のないサポート
を充実していきます。
　引き続き、住民に最も身近な自治体で
ある区として担うべき子育て支援の充実
に取り組んでいきます。

□

93 戦略5 -

　特養入所待ちの順番について、「９割以
上の人が１年以内に特養入所」と書いて
あっても、本当に少数のいくら待っても入
れない方への取り組みが書いてないし、
その対策が考えられていないのはおかし
い。医療的ケアの必要な人の居場所を整
備してほしい。

　区内特別養護老人ホームに調査した結
果、待機者のうち医療ニーズが高く受け
入れ困難な方が約５パーセントいることが
分かりました。練馬光が丘病院跡施設に
おいて、令和７度の開設を目指し、介護医
療院を整備します。必要としている方が円
滑に入所できるよう取り組みます。

○

94 戦略5 -

　第八地区（練馬区北町２―26―１　北町
地区区民館内）は練馬区の東端に位置
し、川越街道で南北が分断されているた
め、高齢者向けの施策の実施が多数ある
ものの、参加が困難である。第八地区の
区民館等で、出張開催できるものを増や
してほしい。

　介護予防・日常生活支援総合事業など
の高齢者向けの事業について、今後も開
催地域に偏りのないよう、計画的に実施し
ていきます。
　なお、北町地区区民館には、北町地域
包括支援センターが併設されており、出
張型街かどケアカフェを実施しています。
北町地区区民館をはじめ、平和台図書館
やコンビニなど、川越街道の南北さまざま
な場所で実施しています。

○

95 戦略5 -

　施設数の増加とともに、医療、介護に従
事する人材が不足している。介護人材の
処遇改善などについて国や都とともに取
り組んでほしい。

　区は、国および都に対し、必要な人材の
確保に向けた取組を拡充するとともに、実
態に即した評価やキャリア形成に応じた
報酬を担保するなど、人材の確保・定着
及び育成のための継続的な施策を実施
することを要望しています。引き続き、介
護人材の確保に努めていきます。

□

施策の柱２　高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
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96 戦略5 -

　働く場としての介護事業を考え、適正な
対価になるように区として報酬引き上げを
求める。認知症の方へのケアする独自の
しくみを求める。

　介護報酬改定は、制度設計した国の責
任において実施すべきものと考えます。
区は、国に対して介護職員全体の賃金水
準を底上げするよう全国市長会等を通
じ、毎年要望しています。なお、令和６年
度介護報酬改定では、令和３年度改定に
続いてのプラス改定となりました。
　区では、チームオレンジ活動などによ
り、地域で認知症の方を支える取組を実
施しています。また、令和６年度より、介
護サービス事業所と連携するモデル事業
「認知症の相談窓口」を設置します。

―

97 戦略5 -

　要介護認定の認定調査についても、委
託せず、全て区の職員が行うべきである。
委託の調査員の調査は不十分であると聞
いている。

　高齢者人口の増加に伴い、認定調査件
数の増加に対応していく必要があります。
区は、専任の区職員による調査や居宅介
護支援事業所の介護支援専門員等への
委託による調査を実施しつつ、認定調査
を実施する指定市町村事務受託法人を
新たに誘致するなど、調査件数の増加に
対応しています。
　区は、居宅介護支援事業所等の調査員
を対象とした研修を行い、調査員の育成・
スキルの向上に努めています。引き続
き、認定調査には委託を活用し、迅速な
要介護認定を行っていきます。

※

98 戦略5 -

　区内に、介護医療院の整備が進められ
ていることを知り、安心した。 医療行為を
必要としながら介護を受け生活できる場
から介護医療院の更なる整備・充実を望
む。

　練馬光が丘病院跡施設において、令和
７年度の開設を目指し、介護医療院を整
備します。急性期を脱した方や日常的な
医療ケアが必要なため特別養護老人
ホームの利用が困難な方が円滑に入所
できるよう取り組みます。

○

99 戦略5 5-1

　デイサービス等を利用していない在宅
の高齢者への援助はどのようにするの
か。デイサービスにいったけれど、合わな
いから行きたくないという方は結構いらっ
しゃる。定期的に訪問して必要な援助が
できるような手だてをとってほしい。

　ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ
世帯の高齢者が地域で孤立することのな
いよう、地域包括支援センターの訪問支
援員が、ひとり暮らし高齢者等の自宅を
訪問し、介護予防や相談等必要な支援に
つなげています。
　更に、令和６年度から、支援が必要な高
齢者を地域で活動している団体等へつな
ぐ生活支援コーディネーターを各地域包
括支援センターに１名ずつ配置し、相談
支援体制を大幅に強化します。

□

100 戦略5 5-1

　デイサービス等を利用していない在宅
の高齢者への援助はどのようにするの
か。たった27人の生活支援コーディネー
ター だけでは到底無理だと思うが具体的
にどのようにするのかわかるように書いて
ほしい。

　生活支援コーディネーターは、支援が必
要な高齢者を地域で活動している団体等
へつなぐなどの役割があります。そのため
に地域住民や関係団体とのネットワーク
づくりを行い、訪問支援員など他の地域
包括支援センターの職員とも連携しなが
ら、相談や支援を細やかに行います。
　また、生活支援コーディネーターが中心
となり地域で活動している団体同士のネッ
トワークづくりなどを行う「協議体」を開催
していきます。地域包括支援センターだけ
でなく、NPOなどの地域活動団体と連携し
て支援に取り組んでいきます。

○
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101 戦略5 5-2

　地域包括支援センターの人員の増員と
活動予算の増額を求める。

　保健師・社会福祉士・主任介護支援専
門員など、地域包括支援センターの人員
については、国の基準に基づき適切に配
置しています。
　また、区では独自に、地域包括支援セン
ターに訪問支援員を２名ずつ配置してお
り、すでに手厚い体制となっています。
　更に、令和６年度から、支援が必要な高
齢者を地域で活動している団体等へつな
ぐ生活支援コーディネーターを各地域包
括支援センターに１名ずつ配置し、相談
支援体制を大幅に強化します。これにあ
わせて、地域包括支援センターへの委託
料についても、令和６年度予算において
増額を予定しています。

○

102 戦略5 5-2

　地域包括支援センターについて。高齢
者や介護対象者を区が援助する観点か
ら、区が地域包括センターを担うことを明
記するべき。

　戦略計画において、区が事業主体とし
て27か所体制を整備してきたことを記載し
ています。また、地域包括支援センターの
チラシ、パンフレット、区ホームページ等に
おいても、地域包括支援センターが、区の
事業であることが分かるようにしていま
す。
　今後も様々な年齢の区民に対する地域
包括支援センターの認知度の更なる向上
に向けて、SNSなどを活用し周知を図りま
す。

□

103 戦略5 5-2

　地域包括支援センターは、委託でなく直
営で運営すべきである。民間事業者はす
ぐ撤退してしまうから。

　地域包括支援センターは、保健師や社
会福祉士、主任介護支援専門員の配置
が国の基準で求められています。
　区では、専門職を安定的に確保して、地
域の相談に応じるため、社会福祉法人や
医療法人社団へ委託をし地域包括支援
センターを運営しています。

□

104 戦略5 5-3

　P75に熱中症対策を進めるため通報シ
ステムを導入すると書いてあるが、お金が
心配でエアコンを使えずにいるのに、通報
だけでは使うようにならない。電気料の助
成を是非してほしい。

　【本件については、「第３次みどりの風吹
くまちビジョン」の下位計画である「第９期
練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画（素案）」に該当の記載がありま
すが、本計画にお寄せいただいたご意見
として、ここで区の考え方をお示しいたし
ます。】
　令和５年度は物価上昇による負担増を
踏まえ、特に家計への影響が大きい住民
税非課税世帯、住民税均等割のみ課税
世帯に対し、電力・ガス・食料品等価格高
騰支給金10万円を支給しています。

○

105 戦略5 5-4

　70才、75才＋αのみならず、80才を越え
たら毎年の健診の際にかかりつけ医や医
療機関がチェックし、早期発見で地域包
括支援センターにつなげるようにしてほし
い
私の身近にも、高齢にも関わらず、健診も
受けず、かかりつけ医もいないという方が
少なからず存在している。受診しない高齢
者の把握が必要ではないか。

　認知症の早期発見、早期対応へつなげ
るため、もの忘れ検診の対象者を70才以
上の全ての希望者に拡充します。引き続
き、地域包括支援センターによる支援にも
つなげていきます。
　医療や健診等が未利用の高齢者に対し
ては、「高齢者みんな健康プロジェクト」に
おいて、国保データベース（ＫＤＢ）システ
ムを活用し、孤立しがちなひとり暮らし高
齢者等を抽出し、保健師等による個別訪
問や地域包括支援センターとの同行訪問
を行っています。健康状態を把握するとと
もに、必要に応じて、医療や介護サービス
につないでいます。

○
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106 戦略5 5-5

　「特別義護老人ホーム」について。民間
にゆだねてきた施策をあらためて総括し、
区が直接区民の生活と安全を維持できる
か、その体制を総点検することを明記し
て、区立の「特養」の復活も検討すると記
すべきだ。

　民間でできることは民間に委ねることを
基本とする「委託化・民営化方針」に基づ
き、「区立特別養護老人ホーム等民営化
実施計画」を策定し、４か所あった区立特
別養護老人ホームを平成23年４月、民営
化しました。民営化にあたり締結した基本
協定に基づき、運営法人は、区立施設の
安心の継承、区内特別養護老人ホーム
の先駆的役割、積極的な地域貢献に努
めています。現在、区内には37か所の特
別養護老人ホームがあり、全て民間の社
会福祉法人が安定的に運営しています。
旧区立特別養護老人ホームを区立に戻
す考えはありません。

※

107 戦略5 5-5

　介護を希望する方が減っていると言う
が、実態は入りたくてもお金がかかり、希
望しない例が沢山あると思う。実態を把握
して、必要な措置を取るべき。
　特養でさえ、今まで掛からなかった大部
屋の部屋料を取る、ケアマネジャーの有
料化は利用者の負担を増すもの。
　老後のケアを安心して利用できる為に
は区や国の補助が必要。介護保険料に
上乗せするのは間違っている。年金受給
者にとって年に何回も少しづつ値上げさ
れるのは更に貧しい者を貧しくする。

　区民税非課税世帯の方には特別養護
老人ホームに入所した際の部屋代および
食費を軽減する制度（補足給付）がありま
す。引き続き、軽減制度の周知に努めて
いきます。
　ケアマネジメントへの自己負担の導入に
ついては、国の社会保障審議会で検討し
ているところです。
　介護保険は、高齢者人口が増加し、要
介護認定者が増えると、介護保険料も上
昇する仕組みです。区は、負担能力に応
じた保険料額を設定し、介護保険給付準
備基金を活用するなど、低所得者の保険
料を抑制しています。
　なお、区は、国に対して、ケアマネジメン
トへの自己負担の導入については課題や
影響等を十分に調査・分析したうえで検
討すること、介護保険料の負担が過重と
ならないように国の負担割合を引き上げ
ることを要望しています。

□

108 戦略5 5-5

　練馬区は人口増によって今後も高齢障
害者が増えていくと思う。視覚障害のある
高齢者が老人ホームの入居を断られるこ
とはないか。

　特別養護老人ホームにおいては、練馬
区指定介護老人福祉施設入所指針によ
り、練馬区の定める入所基準に基づき、
入所の必要性の高い方から優先的に利
用できるよう選考しています。
　それぞれの施設において、障害の種別・
有無にかかわらず、利用者一人ひとりの
特性に応じた配慮がなされるよう努めて
います。

□

109 戦略5 5-5

　聴覚障害者用の老人施設は全国に13
か所のみで練馬区の聴覚障害者は、埼
玉県の施設の入居待ちをしている。
　特別養護老人ホームの空床を障害者枠
に出来ないか。

　ベッドに空きが生じた場合も短期入所の
利用者を受け入れているため、障害者枠
を確保することは困難ですが、それぞれ
の施設において、障害の種別・有無にか
かわらず、利用者一人ひとりの特性に応
じた配慮がなされるよう努めています。

※
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110 戦略5 5-7

　単身高齢者の住まい確保に関して、住
まい確保支援事業における家主や不動
産事業者の理解促進に加えて、家主の代
わりにリスクを負う制度や見守り支援の取
組を期待する。

　住まい確保支援事業にご協力いただい
ている不動産事業者には、高齢者等が入
居可能な賃貸住宅の空き室の情報提供
と併せて、住まいの確保が困難な方の入
居を拒まない賃貸住宅を増やすことを依
頼するなど、理解の促進に努めていま
す。
　また、ひとり暮らし高齢者等を対象に在
宅における見守りと緊急時の自宅への駆
けつけサービスを一体的に提供する高齢
者在宅生活あんしん事業を実施していま
す。

○

111 戦略5 5-7

　高齢者は部屋が借りられないだけでは
なく、持ち家でも修繕ができずやっと住ん
でいる状況である。高齢者の住宅問題へ
の取り組みを書いてほしい。

　区では住宅に困窮している高齢者に対
し、公営住宅への入居が決まるまでの期
間、民間の賃貸住宅を紹介し家賃等を補
助する優良居室提供事業を実施していま
す。
 また、高齢者などの住まいの確保が困難
な方の民間賃貸住宅への円滑な入居を
支援するため、住まい確保支援事業を実
施しており、こうした取組を継続していくこ
とを、年度別取組計画に記載しています。

○

112 戦略5 5-7

　家賃が高い、年金が低いなど様々な理
由で毎月生活費のお金が足りず困ってい
る高齢者がかなりの人数いると思われる
が、その方たちへどう対応するのか。

　生活にお困りの方の相談支援窓口であ
る生活サポートセンターでは、支援員が
相談者の生活状況を丁寧に伺い、住居確
保給付金や資金貸付、家計改善支援など
の適切な支援につなげています。
 　また、区は、高齢者などの住まいの確
保が困難な方が入居可能な専用住宅に
ついて、軽減された家賃で入居できる補
助制度を設けています。

□

113 戦略5 5-7

　高齢者は部屋が借りられないだけでは
なく、持ち家でも修繕ができずやっと住ん
でいる状況である。、家賃などが高くて毎
月、生活費のお金が手元に残らない高齢
者などへの対応が書いてない

　生活にお困りの方の相談支援窓口であ
る生活サポートセンターでは、支援員が
相談者の生活状況を丁寧に伺い、住居確
保給付金や資金貸付、家計改善支援など
の適切な支援につなげています。
　 また、区は、高齢者などの住まいの確
保が困難な方の民間賃貸住宅への円滑
な入居を支援するため、住まい確保支援
事業を実施しており、こうした取組を継続
していくことを、年度別取組計画に記載し
ています。

□
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114 戦略5 5-8

　区立デイサービスの原則廃止に反対す
る。

　区立デイサービスセンターは、平成元年
から平成13年までに９か所が整備されま
した。平成12年に介護保険制度が発足し
た当時、区内のデイサービスセンターは
21か所でした。増大する介護需要に対応
するため、区としてデイサービスセンター
を整備していく必要があり、重度の要介護
者を受入れる役割も担っていました。
　現在では、区内において民間のデイ
サービスセンターが200か所以上存在し、
サービスも多様化しています。中重度ケ
ア体制加算が創設されるなど、重度の要
介護者の受入れも進んでおり、平均要介
護度は、区立と民間とでほとんど差はあり
ません。区全体の利用率は約７割と見込
んでおり、デイサービスは質量ともに民間
で充足していることから、区立デイサービ
スセンターは原則廃止します。
　廃止にあたっては、生活相談員が利用
者一人ひとりの意向を確認し、ケアマネ
ジャーとも連携しながら、廃止後の移行先
等を調整します。

※

115 戦略5 5-9

　現在練馬区では介護支援専門員の更
新研修に限り研修費用の一部を助成して
いる。（研修費用は３～４万円弱）
　所属している事業所、法人が研修費用
を負担する場合や、条件が合えば教育給
付金制度を利用している場合もあるようだ
が、中には研修を受けるケアマネジャー
自身が全額負担をしているケースがあ
る。研修を受けずに資格の更新をせず、
退職につながる、または他の地域で就労
することもある。一律ではなく、ケースによ
りプラスの助成が受けられると退職や流
失してしまう人材の確保の一助になると
考える。

　区で実施している介護支援専門員の更
新研修については、東京都が新たに実施
する事業内容を踏まえて検討していきま
す。
　なお、区では、令和６年度から介護支援
専門員資格取得費用の助成事業を新た
に実施します。

△

116 戦略5 5-9

　近年、介護職の人材が不足しているが
これについてどのように取り組んでいるの
か

　区は、これまでに練馬福祉人材育成・研
修センターにおいて、知識の習得や支援
技術の向上を目的とした研修の実施やハ
ローワーク等と連携した就職面接会の開
催、介護職員の仕事の悩みの相談窓口
の設置などを実施するとともに、介護職員
初任者研修等の受講料助成など介護職
員のキャリアアップ支援等、区独自の介
護人材の確保・育成・職場への定着の支
援に取り組んできました。
　練馬光が丘病院跡施設において、令和
７年度の開設を目指し、介護福祉士養成
施設の整備を進めています。卒業後、区
内の介護事業所への就職、定着を誘導
するため、都の修学資金貸付制度の活
用、学生と区内事業所の面接会を行い、
マッチングを支援します。

○
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117 戦略5 5-9

　新しい施設を増やすことにより、人材確
保が追い付かないことが予想される。区
内在住者だけでなく、区外在住者に練馬
区で働いてもらう仕組みが必要ではない
か。

　区では練馬福祉人材育成・研修セン
ターを設置するなど、人材育成に積極的
に取り組んでいます。区内の事業所は、
障害福祉サービス事業者連絡協議会な
どを通して事業所間の連携も取れてお
り、働きやすい環境であることを区外在住
者にもアピールできるよう検討していきま
す。
　また、東京都の令和６年度予算案の発
表で、介護職員への住宅補助制度を新規
に実施することが発表されました。今後示
される詳細について、周知を図っていきま
す。
　現在、練馬光が丘病院跡施設におい
て、令和７年度の開設を目指し、介護福
祉士養成施設の整備を進めています。卒
業後、区内の介護事業所への就職、定着
を誘導するため、都の修学資金貸付制度
の活用、学生と区内事業所の面接会を行
い、マッチングを支援します。

○

118 戦略6 -

　行政が公金を使ってまでやるべきことの
線引が曖昧に感じる。スマホへの移行な
ど民間でやるべきことではないのか。

　区では令和５年３月に策定した「DX推進
方針」に基づき、デジタル区役所を実現す
るため、オンライン手続きやキャッシュレ
ス決済の拡大などに取り組んでいます。
デジタル化を進める上では、誰もがデジタ
ルサービスを利用できるようにすることが
重要だと考え、スマホ教室・相談会などデ
ジタル利活用支援に取り組んでいます。

―

119 戦略6 -

　高齢者の８割が要介護認定を受けてい
ないだけで、元気高齢者ではない。私の
親も要介護認定は受けていないが買い
物、細かな書類など出来ないことばかり。
必死に介護してるのに８割が元気高齢者
などと言われたくない。働きたい活動した
い人ばかりではなく、働かなくても安心し
て暮らせる生活が必要。

　要介護認定を受けていないものの、日
常生活上不安のある方について、買い物
等家事援助を行うシルバーサポート事業
などがあります。介護、福祉、医療に関す
る悩みや心配ごとについては地域包括支
援センターへご相談ください。

―

120 戦略6 -

　いきいき健康券を有意義に使っている
が、75歳以上に引き上げられ、がっかりし
ている友人が多い。また、利用できる範囲
も狭まり、残念。

　いきいき健康事業は、外出のきっかけ
作りを目的として平成19年度に開始しまし
たが、前期高齢者の就業率の増加や就
業意欲の高まり等を踏まえ、令和３年度
に対象者等を見直したものです。

※

121 戦略6 6-1

　元気老人の介護業務への参加によるリ
スクが生じたらどう対処するのか(利用者
とのトラブル、業務中の怪我、急病、突然
の災害などの時)の対処や保障をどうする
のかがわからないので、書き込んでほし
い。

　介護施設で清掃や洗濯などに従事する
元気高齢者は、練馬区シルバー人材セン
ターの会員です。会員が従事する仕事は
清掃や家事援助等軽易な業務であり、受
注に当たり仕事内容を確認しています。
また、事故を防止し安全に従事できるよう
安全就業基準を定め、会員に注意喚起し
ています。全会員は、保険に入っていま
す。就業中の怪我、熱中症、行き帰り中
の怪我、他人の身体や財物に損害を与え
た場合などが補償の対象となります。

―
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122 戦略6 6-1

　生活や経済状況から考えて、元気な高
齢者に役割を担ってもらうためには適正
な報酬の対応を求める。元気高齢者の活
躍、まちの助け合い活動の活性化のため
にも、区内で使える地域通貨の仕組みづ
くりを求める。
　「いきがいデイサービス」は、「食のほっ
とサロン」やはつらつセンター事業として
再編するとのことだが、持続可能な事業と
するためには適切な予算確保が必要と考
える。ボランティア頼みでは持続できな
い。

　区では、スマホアプリ「フィット&ゴー」で、
イベントや介護予防事業に参加した方に
ポイントを付与し、プレゼントを差し上げる
など、高齢者の社会参加を促進する取組
を実施しています。なお、地域通貨を導入
する予定はありません。
　いきがいデイサービスは、高齢者の多
様なニーズに対応できるよう、食のほっと
サロンやはつらつセンターの事業と再編
し、利用者のサービス向上を図ります。

―

123 戦略6 6-3

　暑いときも寒いときも、いつでも高齢者
が安心してマイペースで過ごせる公共施
設等の居場所をあちこちに確保してほし
い。

　高齢者をはじめとする地域の方が気軽
に立ち寄ることができる地域の拠点とし
て、街かどケアカフェを運営しています。
　今後も、区立施設の機能転換等により
常設型街かどケアカフェを増設するととも
に、地域団体が運営するサロンを活用し
た街かどケアカフェも展開していきます。

○

124 戦略6 6-4

　高齢者が操作しやすく、操作説明が分
かりやすいアプリを作ってほしい。

　高齢者の方が操作しやすく、わかりやす
くなるよう、開発を進めています。
　また、現在区が公開しているアプリにつ
いては、操作説明などをスマホ教室でも
ご案内しています。

△

125 戦略6 6-5

　スマホ教室の指導員に学生を参加させ
る計画をたてること。

　ねりま若者サポートステーションと連携
して、はつらつセンターでスマホ相談会を
実施するなど、学生や若者も相談員とし
て活躍しています。

□

126 戦略6 6-5

　練馬区スマホ教室について、区内在住
の60歳以上の方を対象としたものだが、
60歳未満でも希望者は参加させて頂きた
い。若くてもガラケー愛用者で初スマホの
人や、人それぞれ得意不得意がある。デ
ジタル利活用支援については出来るだけ
制限・条件をなくして頂きたいと思う。

　参加条件がない多種多様なスマホ教室
は、民間の各通信事業者において、数多
く開催されています。　
　区では、誰もがデジタルサービスを利用
できるよう、デジタルに不慣れな高齢者等
を対象に、スマホ教室や相談会を実施し
ています。
　なお、勤労福祉会館や一部の地区区民
館では、年齢制限のないスマホ教室を開
催しています。

□

127 戦略6 6-5

　高齢者向けのスマホ教室があるのは
知っているが、毎日のようにスマホを教え
ても覚えられない。高齢者にデジタル化を
求めること自体無理があるのではない
か。

　身近な場所で繰り返しスマホの操作を
学べるように、スマホ教室・相談会の開催
に加え、令和６年４月から、はつらつセン
ターに常設のスマホ相談窓口を設けま
す。

―

128 - -

　柱２の基本姿勢は良いと思う。 　「第３次みどりの風吹くまちビジョン（素
案）」で示した基本姿勢に基づき、高齢者
地域包括ケアシステムの推進、元気高齢
者の活躍の場の提供、フレイル予防の推
進、医療と介護サービスの基盤整備に取
り組みます。

―
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129 - -

　介護職の方の労働条件や収入が改善さ
れなければ安定して続けられないと思う。
区でできる、家賃補助や手当てなどを創
出して安定雇用に繋げてほしい。

　介護職員の処遇改善については、国の
責任において実施すべきものと考えま
す。
　区は、必要な人材の確保に向けた取組
を拡充するとともに、実態に即した評価や
キャリア形成に応じた報酬を担保するな
ど、人材の確保・定着及び育成のための
継続的な施策を実施することを国および
都へ要望しています。
　また、練馬福祉人材育成・研修センター
事業や介護職員資格取得費用助成事業
等の介護職員を支援する区独自の様々
な取組を実施しています。

※

130 - -

　高齢者の自立と自己決定を尊重する、
の項に「自らサービスを選択決定できる社
会をめざす」とあるが、実際には介護サー
ビスの利用料が必要なため、利用を諦め
るしかないことが多々ある。この点への配
慮が必要。それを書き足してほしい

　【本件については、「第３次みどりの風吹
くまちビジョン」の下位計画である「第９期
練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画（素案）」に該当の記載がありま
すが、本計画にお寄せいただいたご意見
として、ここで区の考え方をお示しいたし
ます。】
　区内には、高齢者とその家族の生活を
支える地域の窓口である地域包括支援セ
ンターが27か所あり、その方に合った適
切なサービスが受けられるよう支援し、必
要に応じて、適切な支援先をご案内して
います。
　また、介護保険には、所得が低い方に
対する負担軽減制度があります。加え
て、区独自の自己負担の軽減制度もあり
ます。これらの軽減制度を引き続き周知
し、サービス利用につなげていきます。引
き続き様々な媒体を通じて、こうした制度
等の周知に取り組んでいきます。

□

131 - -

　「高齢者が住みなれた地域で暮らせるま
ち」は、高齢になっても、その人の人生を
自己決定できる社会を共につくることを目
指すべき。そのためには、選択と決定を
支える情報提供や意思決定支援、多様な
ニーズを捉えた施策メニューが欠かせな
い。他者を認め合い尊重できる寛容な社
会をめざして取り組むことを求める。

　区では、高齢者の健康と福祉の増進を
図るため、老人福祉法に基づき「高齢者
保健福祉計画」を策定しています。本計
画の中で、元気高齢者に関する取組み
や、地域との協働などさまざまな事業につ
いてお示ししています。
　計画に位置付ける事業の一例として、
支援が必要な高齢者を地域で活動してい
る団体等へつなぐ「生活支援コーディネー
ターの拡充」があります。
　生活支援コーディネーターを各地域包
括支援センターに１名ずつ配置し、相談
支援体制を大幅に強化します。元気高齢
者を地域団体の活動の担い手としてつな
ぎ、活躍の場を広げます。

○

132 - -

　高齢者と子どもたちが触れ合える、機
会・場所を作り、定期的に開催して欲し
い。

　はつらつセンターや敬老館において、保
育園での絵本の読み聞かせや子ども食
堂を実施しています。

□
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133 戦略7 -

　精神障害者の中には、65歳になっても
介護保険サービスを利用できない方が多
い。

　障害者の高齢化は、重要な課題である
と認識しています。国の制度では、65歳に
なると介護保険制度が原則的に優先され
るため、重複するサービスについては障
害福祉サービスから介護保険サービスへ
の移行を検討することとなります。ただし、
就労継続支援などの障害福祉サービスに
しかないサービスは、65歳以降も引き続
き利用できます。個々の障害者の状況を
踏まえ、柔軟な対応を行います。
　また、障害がある方が介護保険サービ
スを円滑に利用できるよう、練馬福祉人
材育成・研修センターの研修や地域ケア
会議での個別ケース検討等を通じて、障
害分野と高齢分野の相互理解を深め、障
害福祉サービスの相談支援専門員と介
護保険サービスのケアマネジャーの関係
を強化します。

△

134 戦略7 -

　区立障害者福祉施設で、説明会が開催
されているが、民間事業者での説明はな
いのか。

　区立障害者施設については、施設の改
修工事や民営化等の計画があることか
ら、各施設で説明を実施しました。民間事
業者に対しては、障害福祉サービス事業
者連絡協議会への説明を行っています。
　利用者・ご家族等の団体向けの説明会
を開催したほか、オープンハウスなどで説
明の場を設けています。

―

135 戦略7 -

　計画全般について、「障害のある人を行
政や事業所が支援・保護する」という視点
になっている。社会として障害者が生活し
やすい環境を整え、障害者が当たり前に
生活できる社会に変えていく、という視点
があるとよい。

　計画では、基本理念として障害のある方
の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障
害が重くとも、地域のなかで自立して暮ら
しつづけることができる共生社会を目指し
ています。今後、計画に掲げた取組を着
実に実行していきます。

○

136 戦略7 -

　区は知的障害者・重度障害者に関する
施策に力を入れているが、精神障害者に
関する施策が弱いと感じる。精神障害者
支援に関して、病院・民間福祉サービス
事業所との連携等に力をいれるとともに、
迅速、適切に対応できる人材育成に努め
てほしい。

　区では、平成27年度からアウトリーチ事
業として保健師に加え地域精神保健相談
員の訪問支援を行っています。病院、民
間事業所との連携としては、昭和60年か
ら区内４か所で地域精神保健福祉関係者
連絡会を年２～３回開催しています。
　区としては精神障害者への支援も重点
課題と捉えています。国からも長期入院
患者を地域で受け入れる体制づくりを求
められており、長期入院患者の地域移
行、地域定着支援のため、医療・福祉等
関係団体などに調査を行いその調査結果
等を踏まえ、精神障害者への支援を検討
し実施していきます。

○

施策の柱３　安心を支える福祉と医療まち
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137 戦略7 -

　区立施設の民営化は、時代の流れでや
むを得ない。一方、現場を知らない職員
が増えることによる区職員の質の低下に
懸念を感じる。

□

138 戦略7 -

　区直営の福祉園が、民設民営になって
しまうと、現場を知る職員がいなくなってし
まう。
　今後、障害者計画を策定していくとき
に、現場を知らない職員が机の上だけで
やることになると、危惧している。

□

139 戦略7 -

　区が誘致する重度障害者グループホー
ムに入居できる人は限られている。ニー
ズに応じて必要な支援が作られていく仕
組みにするため、民間事業者が積極的に
参入したいと思えるような環境整備が必
要ではないか。

　重度障害者グループホームは手厚い職
員体制が必要となり、給付費のみでは不
足することから、区では、グループホーム
運営費の一部を補助する制度を設けてい
ます。重度障害者グループホームの整備
を促進するため、事業者からのご意見を
踏まえ、必要な制度について検討してい
きます。

△

140 戦略7 -

　共生型社会の実現のために、重層的体
制の整備をさらに大きな視点で充実させ
ることが必要。関係機関との調整が困難
な複合的な課題のある人への支援調整を
円滑にできるよう、連携機能を強化してほ
しい。

　区は連携推進担当係を設置し、複合的
な課題を抱えるケースについて関係機関
から支援に関する相談を受け、うち困難
性が高いケースは、世帯の抱える課題の
全体像を把握し、必要な支援内容の検討
や支援方針の共有を行っています。
　今後、複合的な課題を抱える世帯に対
する支援の充実に向けて、連携推進担当
の体制強化を検討していきます。

△

141 戦略7 -

　18歳までの間は、特別支援学校が終
わった後、放課後等デイサービスを利用
することができる。　
　しかし、18歳になると、福祉園が15時半
で終わり、その後利用できるサービスがな
いため、親の働く時間や通院の時間を確
保するのが難しい。
　福祉園の利用時間の延長を検討してほ
しい。

　家族の介護負担の軽減や就労等を支
援するため、区立福祉園等において、所
定の利用時間後に、施設を活用した居場
所の提供について検討します。施設を活
用した居場所の提供は、試行的に、順
次、実施していくことを考えています。

○

142 戦略7 -

　計画の趣旨として「住み慣れた地域で自
立して暮らし続けられる」ことが記載され
ているのに、関町エリアには重度グルー
プホームがない。新たに重度グループ
ホームをつくってほしい。

　グループホームを新規で整備する事業
者に対し、関町地域へのグループホーム
の開設を要望している声があることを伝え
ます。

△

143 戦略7 -

　医療的ケアに関して、ダイアップ(抗けい
れん剤・座薬)を使用しており、日中一時
支援のサービスが利用できないことが多
い。軽度の医療的ケアが必要な対象者に
ついても検討してほしい。

　医療的ケアが必要な障害児者が利用で
きる一時預かり事業の実施に向けた検討
を進めます。検討の方向性がより分かり
やすく伝わるよう、記載を修正します。

◎

　障害者福祉施設においては、利用者の
高齢化や障害の重度化など、区民ニーズ
の変化に応じてサービスをより充実させて
いくことが求められます。
　民間事業者が運営することにより、施設
の設計やサービス内容について、事業者
自らの創意工夫を柔軟に反映することが
可能です。
　民間事業者が施設の運営を担うに当
たっては、区は、事業所の運営状況の定
期的な確認を行うほか、必要な支援や指
導により、サービス水準を維持・向上させ
ていきます。
　なお、現在、区の福祉職の多くは、福祉
園の他、福祉事務所や子ども家庭支援セ
ンター等の相談支援の現場を担っていま
す。今後も現場を知る機会を設けること
で、障害者支援に関するノウハウを維持・
向上していきます。
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144 戦略7 -

　貫井福祉園を利用している娘が、いつま
で福祉園に在籍できるか、また、グループ
ホームに入った際に何歳までグループ
ホームにいられるかなど将来に対する不
安を抱えている。このような当事者の不安
に関してどのようにお考えか。

　障害者の高齢化は、重要な課題である
と認識しています。例えば、高齢化に伴う
障害福祉サービスから介護保険制度へ
の移行に関する課題があります。障害者
計画では、相談支援体制を強化し、介護
保険のケアマネジャーとの連携強化につ
いて位置付けています。
　国の制度では、65歳になると介護保険
制度が原則的に優先されるため、重複す
るサービスについては障害福祉サービス
から介護保険サービスへの移行を検討す
ることとなります。ただし、就労継続支援
などの障害福祉サービスにしかないサー
ビスは、65歳以降も引き続き利用できま
す。また、福祉園やグループホームの利
用継続についても、個々の障害者の状況
を踏まえ、柔軟な対応が必要だと考えて
います。引き続きご相談に丁寧に対応し
ていきます。

□

145 戦略7 -

　就労サポートねりま（貫井福祉工房）の
利用に年齢制限はあるのか。

　国の制度では、65歳になると介護保険
制度が原則的に優先されるため、重複す
るサービスについては障害福祉サービス
から介護保険サービスへの移行を検討す
ることとなります。ただし、就労継続支援
などの障害福祉サービスにしかないサー
ビスは、65歳以降も引き続き利用できま
す。
　就労移行支援サービスを提供している
就労サポートねりまは、原則65歳未満の
方を対象としていますが、一定の要件を
満たした場合は、65歳以上の方もご利用
いただけます。

―

146 戦略7 -

　福祉園や福祉作業所等の日中活動後
の支援の充実に力を入れてほしい。

　ご家族の就労の時間の確保や介護負
担軽減のため、福祉園等の利用時間後
に施設を活用した居場所の提供について
検討していきます。施設を活用した居場
所の提供は、試行的に、順次、実施して
いくことを考えています。

○

147 戦略7 -

　高齢化しており、今後親子で一緒に入
れる福祉施設を作ってほしい。

　障害者施設と高齢者施設を一体的に整
備するには、財源や人材、運用面も含め
様々な課題があります。障害者の重度
化・高齢化、家族の高齢化は課題として
認識しており、様々な取組を進めていま
す。ご意見を参考に今後も障害者施策の
充実に取り組んでいきます。

※

148 戦略7 -

　親亡き後等、将来が不安である。どこに
相談すればよいか。

　区内４か所に設置している障害者地域
生活支援センターでご相談を承ります。一
人ひとりの相談に寄り添い職員が一緒に
考えていきます。

○

149 戦略7 -

　視覚障害者が住居探しを断られるケー
スがある。何か区の制度はあるか。どこに
相談したらよいか。

　区では、高齢者や障害者などの住まい
の確保が困難な方の民間賃貸住宅への
円滑な入居を支援するため、住まい確保
支援事業を実施しています。福祉事務所
や地域包括支援センター等の窓口でご相
談ください。

○
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150 戦略7 -

　障害特性に応じたきめ細やかな対応と
して、ひきこもりの記載がある。ひきこもり
の方が、精神に課題を抱えていると考え
られてしまうのではないか。

◎

151 戦略7 -

　障害特性のカテゴリーに「ひきこもり」が
記載され、精神に課題を抱える方と記載
があることで、「ひきこもり＝障害、精神に
課題がある」と受け取られる可能性があ
るため、記載を変更すること。

◎

152 戦略7 -

　重度障害者への支援の場の充実を考え
た時、同時に支援する人材の不足が問題
となる。 従来の方法以外の確保の方法、
又、育成、定着の必要性を感じる。

　区は、これまでに練馬福祉人材育成・研
修センターにおいて、知識の習得や支援
技術の向上を目的とした研修の実施やハ
ローワーク等と連携した就職面接会の開
催、介護職員の仕事の悩みの相談窓口
の設置などを実施するとともに、介護職員
初任者研修等の受講料助成など介護職
員のキャリアアップ支援等、区独自の介
護人材の確保・育成・職場への定着の支
援に取り組んできました。
　練馬光が丘病院跡施設において、令和
７年度の開設を目指し、介護福祉士養成
施設の整備を進めています。卒業後、区
内の介護事業所への就職、定着を誘導
するため、都の修学資金貸付制度の活
用、学生と区内事業所の面接会を行い、
マッチングを支援します。

○

153 戦略7 7-1

　地域移行を促進するためにも、グループ
ホームの質の確保を図られたい。

　今回改定する障害者計画（素案）におい
て、グループホームの質の確保・向上を
図るため、新たに、グループホームの運
営事業者が第三者評価を受審するため
の費用の補助を位置付けました。

○

154 戦略7 7-1

　障害者が地域で暮らし続けられる基盤
の整備とあるが、グループホームの数は
増加しているが、少数しか暮らすことので
きないグループホームでは重度障害者な
どを補いきれていないように感じる。新しく
大型の入所施設を作ることはできないの
か。

　国や東京都は、入所施設から地域移行
へという方針を示しています。
　区としては、重度障害者グループホーム
の整備を積極的に進めており、障害者が
住み慣れた地域で暮らし続ける環境を整
備しています。
　人工呼吸器利用者等、高度な医療が常
時必要な方については、グループホーム
での生活が困難なことから、医療の整っ
た入所施設が必要であることを認識して
います。

△

155 戦略7 7-1

　ショートステイの受け入れ場所が少ない
ので、増やしてほしい。

　令和３年２月、北町に開設した重度障害
者グループホーム「ゆめの園上宿ホーム」
では、ショートステイを併設しています。
　旧石神井町福祉園用地に誘致予定の
重度障害者グループホームにおいても、
ショートステイを併設する予定です。
　今後も、ショートステイ事業所の充実に
取り組んでいきます。

○

156 戦略7 7-2

　現在、地域生活支援拠点（多機能型）で
は、24時間の電話相談や緊急時対応が
行われているが、周知が十分とはいえな
い。広く周知をお願いしたい。

　現在、地域生活支援拠点に関するチラ
シを作成し、総合福祉事務所等で配布し
ています。更なる効果的な周知について
は、ご意見を踏まえながら行っていきま
す。

△

　ひきこもりは、経済的な理由や精神的な
課題を抱えている場合など様々な要因か
ら社会的参加が困難となっている状態と
されていますが、ひきこもりの状態にある
方が精神的な課題を抱えている場合に限
られるものではないため、頂いたご意見を
踏まえ、記載を修正します。
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157 戦略7 7-2

　旧石神井町福祉園用地に誘致する予定
の重度障害者グループホームの対象は、
重度知的障害者に限定されているのか。
肢体不自由の方の入居はできないのか。

　旧石神井町福祉園用地に誘致するグ
ループホームの対象者は、重度の知的障
害または知的障害と身体障害の重複する
方を予定しています。
　今後、事業者が入居募集説明会を実施
する際には、対象者を具体的にご説明す
る予定です。

―

158 戦略7 7-2

　親の入院等緊急時に利用可能なショー
トステイはどこか。

　区では、障害者の重度化・高齢化や「親
亡き後」を見据え、地域生活支援拠点を
整備しています。緊急時のショートステイ
は、ゆめの園上宿ホームや大泉つつじ
荘、区立しらゆり荘で利用が可能です。

□

159 戦略7 7-4

　重症心身障害者の場合、医療的ケアを
含め親が生活全般の介護を行っているた
め、親が70歳・障害者本人が40歳を迎え
る頃から問題が顕著になっている。障害
者の重度・高齢化は年々進み、短期入所
による支援だけでは限界を迎える。医療
的ケアが必要な者は、医療の支えがなけ
れば生活できない。家族の負担軽減のみ
ならず、重症児者本人の命と生活を守る
ために療養介護型の入所施設の併設を
願っている。

△

160 戦略7 7-4

　家族支援として医療型の重症心身障害
児者のための入所施設もあわせて検討
希望。また、医療型重症心身障害児者事
業の経験がある事業者の選定を希望。

△

161 戦略7
7-4
7-5

　医療的ケアが必要な方への支援の充実
に期待。医療的ケアがあることで、他県や
他区市へ短期入所せざるを得ず、親子と
もに疲弊している。また、医療的ケアが増
え、親子で高齢になった場合には練馬区
を離れざるを得ず、地域で暮らし続けるこ
とができない現状である。特に三原台二
丁目用地に家族支援などの機能を備えた
多機能型施設の誘致により、重い障害が
あっても練馬区に生涯住み続けられるよ
うになる。三原台二丁目用地を最大限活
用し、区民が安心して住み続けられる練
馬区となることを願う。

△

162 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地には、医療的ケアが
必要な人たちへの支援の充実とともに家
族支援にも視点を置き、住み慣れた練馬
区に重症心身障害児者、そしてその家族
が安心して生涯住み続けられるようにと
期待している。また、重症心身障害者の
通所定員を拡大し、学校卒業後の通所の
場の確保や福祉園在籍者が医療的ケア
が必要になっても通所できるように整備を
希望する。

　三原台二丁目用地に誘致する施設は、
家族の負担軽減を図るため、医療的ケア
に対応したショートステイの整備に向け、
調整を進めます。整備の方向性がより分
かりやすく伝わるよう、記載を修正しま
す。
　また、重症心身障害者通所事業の定員
を拡大し、日中活動の場を拡充します。

◎

　人工呼吸器利用者等、高度な医療が常
時必要な方については、グループホーム
での生活が困難なことから、医療の整っ
た入所施設が必要であることを認識して
います。
　三原台二丁目用地に誘致する施設で
は、家族の負担軽減を図るため、医療的
ケアに対応したショートステイの整備に向
け、調整を進めます。
　来年度に予定している事業者選定で
は、法人の事業実績や経営面を重視する
ことで、適切かつ安定した運営を長期間
継続できる事業者を選定していきます。
　また、区は、どんなに障害が重くても、住
み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
る環境を引き続き整備していきます。
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163 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地に計画されている多
機能型施設について、特別支援学校卒業
生が通所できる生活介護施設に加え、短
期入所は家族支援に絶対必要である。
　また、短期入所に安全安心に預けられ
るためには、医療的資源が２４時間必要。
事業者選定では、医療ケア事業の経験が
ある信頼できる事業者を希望。

　三原台二丁目用地に誘致する施設で
は、生活介護事業や重症心身障害者通
所事業を実施するほか、医療的ケアに対
応したショートステイの整備に向け、調整
を進めます。整備の方向性がより分かり
やすく伝わるよう、記載を修正します。
　来年度に予定している事業者選定で
は、法人の事業実績や経営面を重視する
ことで、適切かつ安定した運営を長期間
継続できる事業者を選定していきます。

◎

164 戦略7 7-4

　新たな多機能型施設内にぜひ入所施設
を作ってほしい。
　障害者本人が住み慣れた練馬区で今
後も生き生きと暮らして行けるため、ま
た、長年濃厚な医療的ケアに疲弊してい
る家族の負担軽減のため、医療的ケアが
必要な障害者に適した入所施設を検討し
てほしい。

△

165 戦略7 7-4

　医療的ケアが必要な障害者や重症心身
障害者にとっては、入所施設が必要であ
る。ぜひ、三原台の施設に重症心身障害
者の入所施設を整備してほしい。

△

166 戦略7 7-4

　区内にある入所施設の広大な敷地を活
用する等して、入所施設を増やしてほし
い。

　国や東京都は、入所施設から地域移行
へという方針を示しています。
　区としては、重度障害者グループホーム
の整備を積極的に進めており、障害者が
住み慣れた地域で暮らし続ける環境を整
備しています。
　人工呼吸器利用者等、高度な医療が常
時必要な方については、グループホーム
での生活が困難なことから、医療の整っ
た入所施設が必要であることを認識して
います。

△

167 戦略7 7-4

　大泉学園町福祉園が廃止されると聞
き、大変驚いた。学校への入学も、福祉
園への入園も選択の余地なく行政の指示
通り歩んできた。園の廃止と移籍、今度も
また意思とは関わりなく、選択の余地がな
いことは大変残念に思う。
　近隣市区在住の方も新施設へ興味を持
ち、区外から転居して通所する可能性が
ある。区内福祉園からの移籍希望のみな
らず、西東京市、板橋区などから転居す
ることも調査し、計画してほしい。開設後
すぐに定員超過とならないようにしてほし
い。

　医療的ケアが必要な障害者や重度障害
者への支援を充実するため、三原台二丁
目用地に多機能型施設を誘致します。新
たな施設の開設にあわせ、大泉学園町福
祉園は廃止することとしました。
　三原台二丁目用地に誘致する施設の定
員については、今後の利用者推計を踏ま
え、適切な支援を実施できる定員を設定
していきます。

△

　人工呼吸器利用者等、高度な医療が常
時必要な方については、グループホーム
での生活が困難なことから、医療の整っ
た入所施設が必要であることを認識して
います。
　三原台二丁目用地に誘致する施設の機
能については、検討を進めます。
　どんなに障害が重くても、住み慣れた地
域で安心して暮らし続けられる環境を整
備するため、利用者やご家族等のご意見
を伺いながら、取組を進めていきます。
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168 戦略7 7-4

　これまで医療的ケアは区立区営の施設
のみで実施してきた経緯から、近隣の民
間事業者には経験がほとんどない。ノウ
ハウ、人材、スキル等に望む基準に達し
ていないと想像できる。事業者選定に際し
て比較する材料すら乏しいのではない
か。それでも実績のある善良な事業者を
選定すべき。また、医療的ケアのある重
症心身障害者は出席（実績）が一定では
なく、経営面での不安材料になる。そのた
め、参入する事業者へは、経営面、設備、
人材、ノウハウ等のサポートを全面的に
継続的に行うべき。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の事
業者選定は、来年度を予定しています。
選定にあたっては、法人の医療的ケア等
の事業実績や経営面を重視することで、
適切かつ安定した運営を長期間継続でき
る事業者を選定していきます。
　また、区立福祉園と同等以上のサービ
ス水準を求めることから、障害福祉サービ
スの給付費だけでは運営が困難なことが
予測されます。令和５年１月に開設した
Leaves練馬高野台と同様、安定した運営
を確保するため、必要な経費の一部を区
が補助することを検討します。

△

169 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地での多機能型施設
について、定員は何名になるのか。そのう
ち、医療的ケアが必要な方は何名か。

　定員については、大泉学園町福祉園と
同規模とすることを予定しています。な
お、重症心身障害者通所事業の定員は、
現在の７名より増やすことを検討していま
す。

―

170 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地での多機能型施設
において、現在福祉園に通所している医
療的ケアが必要な方を、しっかり支援でき
る事業者を選定して欲しい。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の事
業者選定は、来年度を予定しています。
選定にあたっては、法人の医療的ケア等
の事業実績や経営面を重視することで、
適切かつ安定した運営を長期間継続でき
る事業者を選定していきます。

△

171 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地での多機能型施設
において、15歳以上でも利用できる医療
型ショートステイを開設して欲しい。

　成人を対象とする医療的ケアに対応し
たショートステイについては、多くのご要
望を頂いていることから、三原台二丁目
用地に誘致する施設においても整備に向
け、調整を進めます。整備の方向性がよ
り分かりやすく伝わるよう、記載を修正し
ます。

◎

172 戦略7 7-4

　三原台二丁目用地での多機能型施設で
医療的ケアが必要な方の通所事業を行う
際には、事業者が報酬の面で困らないよ
う、区が支援して欲しい。

　三原台二丁目用地に誘致する施設で
は、区立福祉園と同等以上のサービス水
準を求めることから、障害福祉サービスの
給付費だけでは運営が困難なことが予測
されます。令和５年１月に開設したLeaves
練馬高野台と同様、安定した運営を確保
するため、必要な経費の一部を区が補助
することを検討します。

△

173 戦略7 7-4

　関町福祉園が廃止された後も、生活介
護の定員の拡大を図って欲しい。

　新たな施設の誘致や既存施設の改修
の際には、今後の利用者推計を踏まえ、
適切な支援を実施できる定員を設定して
いきます。

△

174 戦略7 7-4

　精神障害者が利用できる生活介護が必
要。関町福祉園に生活介護事業所を誘致
する際、精神障害者も通所できるよう検討
してほしい。

　関町福祉園用地に誘致する生活介護事
業所の利用対象者は、現在の関町福祉
園と同様とすることを予定しています。

※

175 戦略7 7-4

　医療的ケアが必要な方の通いの場の充
実について、今まで、医療的ケアが必要
な方への支援は、区が中心になってき
た。区が長年蓄積したノウハウをもとに、
民間事業者に対して医療的ケアが必要な
方への支援体制をバックアップする仕組
みを整えてほしい。

　令和５年１月に開設した民設民営の
Leaves練馬高野台では、医療的ケアが必
要な重症心身障害者の通所事業を実施
しています。
　今後も民間事業者と区が連携して、医
療的ケアが必要な方の日中活動の場を
充実していきます。

△
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176 戦略7 7-4

　練馬光が丘病院で実施している医療的
ケアが必要な方を対象としたショートステ
イについて、対象者を成人に拡大してほし
い。

　令和４年11月、練馬光が丘病院におい
て障害児の医療的ケアに対応したショー
トステイを開始しました。現在は、対象を
15歳までとしています。成人への拡大に
ついては、引き続き、病院と協議していき
ます。
　また、三原台二丁目用地に誘致する施
設では、家族の負担軽減を図るため、医
療的ケアに対応したショートステイの整備
に向け、調整を進めます。

○

177 戦略7 7-4

　関町福祉園の工事期間中、大泉学園町
福祉園跡施設に一時移転することについ
て、自宅から遠くなってしまうため、一時
移転先として他の場所を探してほしい。
また、他の区立福祉園や新たにできる三
原台の施設へ移籍することはできるの
か。

　他の区立福祉園や福祉作業所の改修
の際には、一時移転先として光が丘第七
小跡施設を活用しています。しかし、関町
福祉園から光が丘第七小跡施設までは
距離があるため、別の一時移転先を検討
してきたところです。大泉学園町福祉園
は、関町福祉園の利用者が１時間以内に
通所することが可能なことから、一時移転
先として活用することとしました。一時移
転中は、送迎の時間が大幅に増加するこ
とがないよう、バスルートを工夫するな
ど、利用者の負担をできる限り抑えなが
ら、引き続き通園できる環境を整えていき
ます。
　他の区立福祉園や三原台二丁目用地
に誘致する施設への移籍については、移
籍先の施設に空きがあれば、移籍するこ
とは可能です。

※

178 戦略7 7-4

　令和11年度の工事開始を10年ほど先延
ばしにしてほしい。一時移転先の大泉学
園町福祉園跡施設へは線路を越えなけ
ればならず、通所が大変である。

　関町福祉園は、建設後37年が経過して
おり、工事を大幅に延期することは困難で
す。大泉学園町福祉園は、関町福祉園の
利用者が１時間以内に通所することが可
能なことから、一時移転先として活用する
こととしました。一時移転中は、送迎の時
間が大幅に増加することがないよう、バス
ルートを工夫するなど、利用者の負担を
できる限り抑えながら、引き続き通園でき
る環境を整えていきます。

※

179 戦略7 7-4

　三原台二丁目施設の家族支援の機能
について、対象となるのは医療的なケア
がある方のみか。
　また、サービスは短期入所のみか。他
のサービスは検討されているのか。

　医療的ケアに対応したショートステイに
ついては、多くのご要望を頂いていること
から、三原台二丁目用地に誘致する施設
においても、整備に向け調整を進めます。
　その他のサービスについては、引き続き
検討を行います。

△

180 戦略7 7-4

　三原台の新たな施設の運営を引き受け
てくれる法人はあるのか。
　他自治体の施設で、運営が上手くいか
ずに閉鎖した事例もある。利用者の行き
場がなくなるのではないか心配である。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の事
業者選定は来年度を予定しています。選
定に当たっては、法人の医療的ケア等の
事業実績や経営面を重視することで、適
切かつ安定した運営を長期間継続できる
事業者を選定していきます。
　新たな施設では、区立福祉園と同等以
上のサービス水準を求めることから、障害
福祉サービスの給付費だけでは運営が
困難なことが予測されます。令和５年１月
に開設したLeaves練馬高野台と同様、安
定した運営を確保するため、必要な経費
の一部を区が補助することを検討します。

△
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181 戦略7 7-4

　大泉学園町福祉園が、指定管理を経ず
に、民設民営の施設になることに不安が
ある。
　近隣自治体の生活介護事業でも関西や
東北に本部がある社会福祉法人が運営
しているところがある。あまりに縁がない
法人に運営を任せるのは不安がある。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の運
営事業者を選定するに当たっては、法人
の医療的ケア等の事業実績や経営面を
重視することで、適切かつ安定した運営を
長期間継続できる事業者を選定していき
ます。
　民間事業者が施設の運営を担うに当
たっては、区は、事業所の運営状況の定
期的な確認を行うほか、必要な支援や指
導により、サービス水準を維持・向上させ
ていきます。

△

182 戦略7 7-4

　大泉学園町福祉園の職員は、新たな施
設に移るのか。

　民設民営の施設を誘致するため、勤務
する職員は、新たな事業者が確保しま
す。新たな施設での勤務を希望する職員
に対しては、事業者への紹介を行いま
す。

―

183 戦略7 7-4

　大泉学園町福祉園から新たな施設へ移
ることに不安を感じている。これからも安
心できるような丁寧な説明をお願いした
い。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の開
設に向け、適宜、利用者・ご家族の皆様
へ説明を行います。また、環境の変化に
よる不安を軽減できるよう、十分な引継ぎ
期間を設け、職員間の引継ぎを丁寧に行
います。
　令和５年１月に開設したLeaves練馬高
野台等の先行事例を参考とするほか、ご
家族のご意見を伺いながら進めることで、
利用者が新たな施設に安心して通える環
境づくりを行っていきます。

△

184 戦略7 7-4

　大泉学園町福祉園では、利用者の増加
に伴い、たびたび定員を拡大してきたた
め、活動スペースが狭くなってしまってい
る。
　新たな施設ではしっかりと定員を決め、
活動スペースが狭くなることのないように
してほしい。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の整
備にあたっては、今後の利用者推計を踏
まえ、適切な支援を実施できる定員を設
定していきます。

△

185 戦略7 7-4

　親と本人の高齢化に伴い、福祉作業所
から福祉園へ移籍される方が増えてい
る。今後の福祉園利用者の増加に対応す
るためには、大泉学園町福祉園を残し、
三原台二丁目の施設を重症心身障害者
の専用の施設とするべきではないか。

　医療的ケアが必要な障害者や重度障害
者への支援を充実するため、三原台二丁
目用地に多機能型施設を誘致します。新
たな施設の開設にあわせ、大泉学園町福
祉園は廃止することとしました。
　区では、福祉園利用者の推計を行うに
あたっては、特別支援学校の在籍者数の
他、福祉作業所等の他施設からの移籍
者等も含めた検討を行っています。
　なお、福祉作業所に通所する方の重度
化・高齢化への対応については、区立福
祉作業所の民営化にあわせ、生活介護
事業を順次開始しています。

※

186 戦略7 7-4

　新たな施設の重症心身障害者通所事
業では、通所回数を週5回に増やすだけ
ではなく、支援内容も充実したものとなる
よう、慎重に事業者を選んでほしい。

　三原台二丁目用地に誘致する施設の事
業者選定は来年度を予定しています。選
定に当たっては、法人の医療的ケア等の
事業実績や経営面を重視することで、適
切かつ安定した運営を長期間継続できる
事業者を選定していきます。
　民間事業者が施設の運営を担うに当
たっては、区は、事業所の運営状況の定
期的な確認を行うほか、必要な支援や指
導により、サービス水準を維持・向上させ
ていきます。

△
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187 戦略7 7-4

　新施設で円滑に支援を提供することは
一筋縄ではいかないことは一定程度理解
できるが、大泉学園町福祉園での説明会
での発言に失望している。Leaves練馬高
野台での重心の支援が十分ではないこと
に触れ、「開設初年度から１００点満点は
望めない、時間をかけて一緒に作ってい
く」趣旨の発言があった。大変腹立たしい
思いで拝聴した。区政においては計画実
施途中の「一年」でしかないかもしれない
が、そこに通う人にとっては、貴重な一年
である。重心の利用者の命は儚く、急変、
急逝してしまう。無駄にしていい時間など
一日もないということを肝に銘じてほし
い。時間は限られている。来年は確約さ
れていない。
　支援の質の低下は、利用者の機能低下
を招く。人材不足・スキル不足は、利用者
のQOLの低下を確実に招く。同時に家族
のQOLも低下する。戦略に掲げられた「支
援の充実」とは真逆である。

△

188 戦略7 7-4

　支援員、看護師の人材育成は、最重要
課題である。初年度から120％の支援を
提供する決意で、150％の準備をお願いし
たい。準備段階から前例にとらわれること
なく官民の垣根を越えた協力体制を敷くこ
と、利用者の状況把握や支援の準備、量
的にも質的にも人材を育成すること、すべ
ての面でできる限りの準備をすることを約
束してほしい。

△

189 戦略7 7-4

　新たに福祉園が開設され、設備・機能と
もに充実されるのであれば歓迎する。
　しかし、担当課が「初年度は支援が不十
分でも仕方ない」程度の認識なのは大変
残念である。一方的な廃園、移籍通告に
なる以上、支援の質は練馬区が保証して
ほしい。予想外の事態までも想定し、準備
不足を言い訳にしないようあらゆる準備を
する覚悟を持っていただきたい。今後は
実行に向けた具体的な行動プランを示し
てほしい。

△

190 戦略7 7-5

　医療的ケアが必要な方の短期入所施設
が増加しているのはありがたい。
　医療的ケアといえば重心の方や動けな
い方の印象が強いが、中には医ケアが
あっても動くことができる人もおり、そのよ
うな人が利用できるような短期入所施設
を整備してほしい。

　医療的ケアに対応した新たなショートス
テイを整備する際などには、動くことので
きる医療的ケアが必要な障害者も受入れ
ができるよう、事業者に働きかけていきま
す。

△

191 戦略7 7-5

　医療的ケアに対応したショートステイ
は、小児だけでなく、成人も利用できるよ
うにしてほしい。
　成人が利用する際には、個人の身体の
状況にあわせて小児科での受入れも検
討してほしい。

　令和４年11月、練馬光が丘病院におい
て障害児の医療的ケアに対応したショー
トステイを開始しました。
　ショートステイの対象年齢の拡大や、18
歳以上の方の小児科での受け入れ、実
施施設の拡大など、更なる充実のための
検討を行います。

○

192 戦略7 7-5

　医療的ケアが必要な障害者のショートス
テイ先が限られており、特に人工呼吸器
等、濃厚な医療的ケアが必要な場合はさ
らに受入れ先が限定される。今後、充実
するショートステイは、対応可能な医療的
ケアの範囲を広げてほしい。

　医療的ケアに対応したショートステイの
実施施設を拡大するにあたっては、多くの
方がご利用できるよう、検討を進めます。

△

　三原台二丁目用地に誘致する施設の事
業者選定は、来年度を予定しています。
選定にあたっては、法人の医療的ケア等
の事業実績や経営面を重視することで、
適切かつ安定した運営を長期間継続でき
る事業者を選定していきます。
　事業者の選定後は、区および事業者に
おいて定期的に協議を重ねるほか、大泉
学園町福祉園の個々の利用者の状況の
把握や支援の詳細などを把握することを
事業者に求めていきます。新たな施設の
開設当初から大泉学園町福祉園と同等
以上のサービス水準を確保し、利用者が
安心して通えるような環境の整備に努め
ていきます。
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193 戦略7 7-5

　重症心身障害者が区内でショートステイ
できる施設がないため、医療の支えがな
ければ命を守れない重症心身障害者が
安心して利用できるショートステイの整
備・拡大に期待する。

◎

194 戦略7 7-5
　医療型短期入所の資源が不足している
ため、拡大を希望。

◎

195 戦略7 7-6

　こども発達支援センターでは、相談まで
の待機期間が数か月を要すると聞いてい
るが、現状はどうか。

　こども発達支援センターにおける相談ま
での待機期間は、最も長かったときは平
均5.8か月間を要しましたが、相談員の増
員等、相談支援体制を強化したことによ
り、現在は約１か月間に短縮しています。
この待機期間も、心理士が電話で相談に
対応するなど、保護者の不安の解消を
図っています。

―

196 戦略7 7-6

　医療的ケア児とその家族の相談支援の
充実について、引き続き維持継続を希
望。

　こども発達支援センターの医療的ケア
児相談窓口が様々なご相談を受け止める
とともに、民間事業所で活動している医療
的ケア児等コーディネーターへの支援を
通じ、身近な地域における相談支援体制
を充実します。

○

197 戦略7 7-8

　日中活動後の施設の活用に当たって
は、福祉園等施設の職員が対応するの
か。あるいは移動支援事業所が対応する
のか。

　日中活動後の支援の充実の具体的な
内容については、ご家族のご意見などを
踏まえ、今後検討していきます。施設を活
用した居場所の提供は、試行的に、順
次、実施していくことを考えています。

△

198 戦略7 7-8

　日中活動後の支援の充実として移動支
援の充実が掲載されている。移動支援
は、同じ時間帯に利用希望が集中し、ヘ
ルパーを確保できない利用者がいる。現
在、練馬区では個別支援に限定されてい
るが、複数の利用者への同時支援が可
能なグループ支援や車両移送による支援
も検討してほしい。

　グループ支援や車両移送による支援は
安全性の担保など運営上の課題も多く、
現在のところ導入の予定はありません。

※

199 戦略7 7-8

　日中活動後の支援の充実ということで
福祉園利用後の支援が１か所ずつ開始さ
れていくが、その該当施設に在籍している
人しか利用できないのか。福祉園はこの
ままで支援後の時間のみ、その施設を利
用しに行くことが可能なのか。

　日中活動後の支援の充実の具体的な
内容については、ご家族のご意見などを
踏まえ、今後検討していきます。施設を活
用した居場所の提供は、試行的に、順
次、実施していくことを考えています。

△

200 戦略7 7-8

　日中活動後の支援の充実について、15
時30分で福祉園の活動が終了したあと、
次のサービスを受けるための移動手段と
して、通園バスを利用できるのか。また
は、各自で移動支援などを手配する必要
があるのか。

　日中活動後の支援の充実の具体的な
内容については、ご家族のご意見などを
踏まえ、今後検討していきます。

△

201 戦略7 7-8

　グループホームからＢ型事業所への送
迎で移動支援を利用することができるよう
にしてほしい。

　就労継続支援B型事業所の利用者につ
いて、自分で通所できる方を想定している
ことから、原則、移動支援は利用できませ
ん。ただし、例外として、自宅やグループ
ホームからの利用が認められる場合があ
りますので、管轄の総合福祉事務所にお
問い合わせください。

△

202 戦略7 7-8

　移動支援について、施設からバス停ま
での移動に利用できるようにしてほしい。

　移動支援の個別具体的な利用方法につ
いては、管轄の総合福祉事務所にお問い
合わせください。今後とも移動支援の利
便性の向上について、検討を進めていき
ます。

△

　三原台二丁目用地に誘致する施設で
は、家族の負担軽減を図るため、医療的
ケアに対応したショートステイの整備に向
け、調整を進めます。整備の方向性がよ
り分かりやすく伝わるよう、記載を修正し
ます。
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203 戦略7 7-8

　区立福祉園等の支援時間の延長は、無
理なく可能なところから進めてほしい。

　家族の介護負担の軽減や就労等を支
援するため、区立福祉園等において、所
定の利用時間後に、施設を活用した居場
所の提供について検討します。施設を活
用した居場所の提供は、試行的に、順
次、実施していくことを考えています。

○

204 戦略7 7-8

　移動支援の充実とあるが、移動支援の
利用を希望していても、事業所がなかな
かみつからない。利用をしやすくしてほし
い。

　移動支援事業の充実には、人材の確
保、育成が課題であると考えています。障
害福祉サービス事業者連絡協議会等と
連携し、就職セミナーや求職者と事業者と
の出会いの場を提供する就職相談会等
を開催しています。引き続き人材の確保
に努め、移動支援の充実に取り組んでい
きます。

□

205 戦略7 7-8

　重度障害者とその家族の支援として、放
課後等デイサービスの成人版のような
サービスを希望する。また、障害特性に
応じたきめ細やかな対応について、通所・
入居施設における取組を希望する。現状
の福祉園では、障害の種類の違う方が狭
い空間に混在しており、互いに危険やスト
レスを抱え、職員が利用者を隔離したり、
行動障害者を暗に退所へ追い込んだりせ
ざるを得なくなっている。また、送迎バス
に長時間乗っていられない利用者にとっ
ては、福祉園への通所距離というのも死
活問題である。施設の配置や空間設計、
運営の面でも、障害特性に応じたきめ細
やかな対応を望む。

　家族の介護負担の軽減や就労等を支
援するため、区立福祉園等において、所
定の利用時間後に、施設を活用した居場
所の提供について検討します。
　通所施設やグループホームにおける障
害特性に応じたきめ細やかな対応につい
ては、個々の状態や適正な配置基準等を
考慮し、支援の質の確保に努めます。
　通所バスの運行については、外出活動
や支援体制、ご利用者の心身への負担
や災害時の対応等、様々な面から検討
し、平成31年４月より運行時間を原則1時
間以内にする等一定のルールを定めまし
た。

○

206 戦略7 7-9

　農福連携による障害のある方々の居場
所について、総合的に検討していただき
たい。

　農福連携に引き続き取り組みます。連
携を進めるにあたり、農業者および障害
者施設にヒアリング等を行い、今後の進
め方について検討します。

△

207 戦略7 7-9

　工賃向上を目的とした経営コンサルタン
ト支援事業は意義がある。コンサルタント
を入れることで、事業者はどの程度の費
用負担がかかるのか。

　事業所の費用負担は発生しません。区
が契約したコンサルタントを、希望する事
業所に派遣します。

―

208 戦略7 7-12

　ペアレントトレーニングは強度行動障害
の方も対象となると思うが、強度行動障
害について、教育の場での知識の普及・
啓発に取り組んでほしい。

　ペアレントトレーニングでは、講義形式
だけではなくロールプレイや演習をとおし
て、知識を習得していきます。教育の場に
おける強度行動障害に関する効果的な普
及啓発について、検討していきます。

△

209 戦略7 7-13

　精神障害者のみならず知的障害者の地
域移行についても計画に記載してほし
い。
　また、区内の入所施設を地域移行型に
転換する予定はないのか。

　第七期障害福祉計画（素案）において、
地域移行支援の供給見込み量を１か月
あたり４名とすることを記載しています。
　区内入所施設の地域移行型への転換
については、現在のところ予定はありませ
んが、グループホームの整備等を通じ、
知的障害者の地域移行に取り組んでいき
ます。

○
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210 戦略7 7-13

　戦略計画７の５年間の取組の中に、「支
援につながりにくい世帯に対する訪問体
制の強化とピアサポーターの養成」とある
が、〔年度別取組計画〕の戦略計画７の中
に該当する内容の記載が見当たらないの
で、具体的な計画を知りたい。

　支援につながりにくい世帯に対して、保
健師や地域精神保健相談員による訪問
支援を行っています。今後も関係機関と
連携し、訪問から支援につなげるよう取組
を充実していきます。
　また、区のピアサポーターの方々には、
障害者地域生活支援センターを拠点に、
入院患者の地域移行の支援等を行って
いただいています。今後、更なる地域移
行を進めるため、ピアサポーターの養成
に取り組んでいきます。具体的な計画に
ついては、現在、活動しているピアサポー
ターへのヒアリング等を通じて、検討して
いきます。

○

211 戦略8 -

　数字が全く記載されておらず何の判断も
できない。精査が必要であると考える。
「自立」について定義が曖昧である。目的
が自立なのであれば、その自立とは何を
意味しており、そのためにどんなサポート
を行うのか。（行っているのか。）

　令和６年度当初予算案は、令和６年練
馬区議会第一回定例会で審議される予
定です。素案公表時点では予算を精査中
のため、事業費を掲載していませんが、
年度別取組計画の中で、各年度で取り組
む内容を具体的にお示ししています。成
案化時には改めて事業費を掲載します。
　 区は、多様な課題を抱える生活保護世
帯やひとり親家庭が、地域で自立した生
活をするためには、一人ひとりに寄り添っ
たきめ細やかな支援が必要であると認識
しています。ひとり親家庭自立応援プロ
ジェクトの充実やケースワーカーの増員
による自立支援の強化などを行っていま
す。

○

212 戦略8 -

　充実・強化、良いと思う。  　ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立
に向けた、きめ細かな支援を充実します。

○

213 戦略8 8-1

　[ひとり親家庭]の箇所。ひとり親家庭の
一番の望みは経済的援助だ。「ひとり親
家庭」への賃金が十分保障されるような
援助の比組みを厚くすると明記すべきだ。

　ひとり親家庭総合相談では、キャリアコ
ンサルタントの資格を有する専門相談員
が相談者の生活状況や就労希望などを
丁寧に伺い、個々の状況に応じたライフ
プランづくりをサポートする自立支援プロ
グラム事業を実施しています。
　就労に向けた資格取得のため、養成機
関で修学する期間中の生活費を支援する
高等職業訓練促進給付金について、区で
は独自加算とともに多子加算を実施して
います。

○

214 戦略8 8-2

　 [生活困窮者への支援体制の強化]に
ついて。東京都の最低賃金が保障されて
いるか確認する体制を区独自につくり、区
民が「最賃」以上の暮らしを保障できるよ
うにする、と明記すべき。

　 最低賃金は、最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定め、各都道府県の
労働局が決定する制度であり、労働基準
監督署が使用者への指導・監督を行って
います。区では、労務相談を実施するとと
もに、最低賃金を区報や区ホームページ
で周知しています。
　 生活サポートセンターでは、相談者の
生活状況を丁寧に伺い、住居確保給付金
や資金貸付け、家計改善支援のほか、ハ
ローワークや人材派遣会社と連携した就
労支援などを通じ、生活にお困りの方に
対する自立支援を行っています。

―
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215 戦略8 8-2

　生活サポートセンターでもオンライン相
談を開始というのは良い取組だ。他の部
署でも拡げていって頂きたい。例えば区
民の声窓口で予約制でも良いので、来庁
出来なくてもオンラインで職員の方と対話
が出来たら良いかと思う。限られた人員
だと思うので、職員の方々に負担をかけ
たくはないが、手紙・電話・FAX・メール・
対面ともう一つオンラインも検討して頂け
るとありがたい。

　区民の声窓口にお寄せいただいたご意
見は、内容に応じた担当部署に通知し、
対応しています。このため、区民の声窓
口では時間的な制約なく、いつでもご意見
をお寄せできるよう、メールやホームペー
ジのフォームなどによるオンライン受付を
しています。事前の準備・予約が必要とな
るオンライン相談は、利用者負担が増え、
現時点で導入は考えていません。
　今後も気軽に区に意見を寄せられるよう
取組を進めていきます。

※

216 戦略9 -

　数字が全く記載されておらず何の判断も
できない。精査が必要であると考える。

　令和６年度当初予算案は、令和６年練
馬区議会第一回定例会で審議される予
定です。素案公表時点では予算を精査中
のため、事業費を掲載していませんが、
年度別取組計画の中で、各年度で取り組
む内容を具体的にお示ししています。成
案化時には改めて事業費を掲載します。

―

217 戦略9 9-2

　薬剤師が8050問題等の疑いのある世帯
へ訪問することもある。薬剤師自らがこの
ような世帯への直接的な支援は難しい。３
次ビジョンにおいて、真に支援が必要な
世帯への取組をしてほしい。

　8050問題など、複合的な課題に対する
支援として、薬剤師会をはじめ、区民や地
域団体から地域で気になる方などの情報
を収集し、アウトリーチ型の支援に取り組
んでいます。今後、こうした支援を中心的
に担う地域福祉コーディネーターを増員
し、区内全域で展開していきます。

○

218 戦略9 9-2

　居場所提供から就労準備・職場定着支
援まで行う「あすはステーション」の取組
は、ひきこもり状態にある方のゴールが就
労だと思われてしまう。

○

219 戦略9 9-2

　居場所提供も就労支援もありがたい取
組だが、ひきこもりのゴールは就労ではな
いので（東京都ガイドライン）就労にかか
わらない居場所の増設を望む。就労と関
係があると足が遠のく当事者もいる。

○

220 戦略9 9-2

　家族支援は訪問支援以外の取組を進
めて頂きたい。家族支援の重要性は厚労
省・東京都の資料にも明記されている。

　令和５年度から、「ボランティア・地域福
祉推進センター」の地域福祉コーディネー
ターが、本人や家族等からの相談に応
じ、適切な支援につなげています。また、
「あすはステーション」では、家族からの相
談を受けるほか、家族懇談会を開催し、
家族に寄り添った支援を実施しています。
　頂いたご意見を踏まえ、記載を修正しま
す。

◎

　ひきこもり状態にある方の支援ニーズ
は、居場所提供から就労まで様々です。
　あすはステーションは、相談者の生活状
況を丁寧に伺い、個々の支援ニーズに応
じて、長期的かつ継続的に支援します。
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221 戦略9 9-2

　「相談に繋がる意志のある世帯」に対す
る支援の施策の充実を求める。
　具体的には、ひきこもりの総合相談窓口
の開設、或いは専門相談員の配置を求め
る。
　ひきこもり問題には、複合的な問題が関
わっており、対応には、専門的知識を有
する相談員が、まずは家族関係の改善に
向けての助言を行いながら、複合的な問
題を明確化し、その上で問題にかかわる
窓口（既存の関係部署や社会資源）と連
携していく、という経過を辿るので、既存
の窓口に繋がり連携する前の段階の継
続的な相談体制が必要となる。
　家族が家族の問題を継続的に安心して
相談できる体制を、次のステップとして是
非とも整えていただきたい。

　令和５年度から、「ボランティア・地域福
祉推進センター」を複合的な課題を抱える
方の相談窓口に位置付けました。社会福
祉士や精神保健福祉士の資格を有する
地域福祉コーディネーターが相談を受
け、お困りごとを一緒に考え、適切な支援
につなげる継続的な支援を実施していま
す。
　複合的な課題に対する支援体制を強化
するため、地域福祉コーディネーターを増
員します。

○

222 戦略10 -

　「安心を支える福祉と医療のまち」には、
一人ひとりに余裕がある社会、個人が厳
しい時でも社会がサポートできる社会、つ
まりゆとりのある福祉、保健・医療体制の
構築が必要と考える。

　これまで、障害者・高齢者・生活困窮者
などへの、それぞれに応じた支援の充実
や区内病院の整備促進、病床の確保など
医療体制の拡充により、区の福祉、保健・
医療は飛躍的に充実しました。
　引き続き、関係機関・団体など、多様な
主体と連携・協力し、誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らし続けられるよう福祉、
保健・医療のさらなる充実に努めます。

―

223 戦略10 10-1

　練馬光が丘病院跡施設において介護福
祉士養成施設が開設されるが、介護福祉
士の養成は、どのような形を考えている
のか。専門学校のようなものなのか。

　練馬光が丘病院跡施設において整備す
る介護福祉士養成施設は、介護福祉士
の資格を取得するための専門学校です。
学校法人慈誠会学園が設置・運営し、令
和７年度の開設を目指し整備を進めてい
ます。

○

224 戦略10 10-1

　練馬光が丘病院跡施設に開設を予定し
ている介護福祉士養成施設卒業生を区
内事業所に就職し、定着することを誘導
する仕組みを検討している。この対象施
設は、区立の事業所を想定しているの
か。

　区立に限らず、区内の事業所を対象とし
ています。

○

225 戦略10 10-1

　緩和ケア病棟の開設を知り、安心した。 
以前、 必要とした時、 「どこにあるの
か？｣ から始まり、受け入れの相談、調整
等、 とても苦労した。 地域に開設すると
いうことは、選択肢の一つとなり、心強
い。

　入院から在宅に至るまで、切れ目のな
い医療提供体制を整備し、住み慣れた地
域で安心して医療が受けられるよう、受療
環境の向上に努めていきます。

○

226 戦略11 -

　行政が作るアプリなど利用者も限られて
おり無駄である。NPOと連携する際には
定量的な数値を共有し公金が正しく使わ
ているかのチェックが必要である。

　区の健康管理アプリ「ねりまちてくてくサ
プリ」は、健康に関心を持ち継続して身体
を動かすきっかけづくりのため、多くの方
に登録いただいています。
　事業の実施にあたっては適正に執行し
ています。

○

42



№ 戦略計画
年度別
事業No

意見の概要 区の考え方
対応
区分

227 戦略11 -

　自殺に追い込まれる人には様々な理
由・背景がある。誰でも悩みや問題を抱え
てしまう事はあるが、そんな時相談出来る
相手（場所）がいる事はとても大事だ。
　私は練馬区役所の区民相談所に相談し
ようと予約の電話をした事があるが、。対
応した職員に邪険な扱いをされた。区民
にとって基礎的自治体は命綱になる場合
もあるというのに相談所の予約を受ける
人間が残酷では救える命も救えない。そ
の為私は区民相談所を利用出来なくなっ
た。
　せっかく勇気を振りしぼって電話をした
区民を理由なく門前払いなどあってはなら
ない事だ。一人でも自殺者をなくしたいの
であれば、相談支援体制は重要な課題で
ある。職員がとどめを刺す事がなくなるよ
う、是非区民の声をよく聞き寄り添って頂
きたい。

　区民相談所での職員の電話応対につい
て、寄り添った対応ができなかったことを
お詫びいたします。
　相談や支援に携わる職員は、相談者に
寄り添い、相談の内容に真摯に向き合い
業務をすすめていくことが重要と考えてい
ます。ご意見の内容を共有し、相談者が
安心して相談できる体制の整備に努めて
いきます。

―

228 戦略11 -

　特定保健指導の実施率向上は、地域包
括支援センターでの実施や特定健診当日
受診など受けやすい環境を整えることが
必要と考える。

　特定保健指導の実施率向上に向けて、
受けやすい環境整備について検討しま
す。

△

229 戦略11 11-1

　戦略計画11について、国の計画「健康
日本21」の柱のうち「生活習慣病」の内容
は反映されているが、もう一つの柱には
触れていない。計画に反映予定はないの
か。

　戦略計画11の１「区の特色を生かした健
康づくり」は、国の計画の柱である「自然
に健康になれる環境づくり」を踏まえてい
ます。
　令和６年度に改定予定の「健康づくりサ
ポートプラン」においても、国の計画を勘
案して策定する予定です。

○

230 戦略11 11-2

　がん検診の年齢別の受診率を教えてほ
しい。
　がん検診について、その種類によっては
他区では無料の検診もあり、練馬区も無
料あるいは低額化をはかり、受診率を向
上させてほしい。

　区の胃・肺・大腸がん検診は、70歳代ま
で受診率が増加しています。詳しくは区
ホームページに掲載しています。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/k
aigi/kaigiroku/hoken/gan-
seikatusyukan/kaigiroku031029.files/siryo
u4.pdf
　また、区ではがん検診の受診率向上の
ため、自分が受けられるがん検診が一目
でわかるよう受診券のチケット化などにこ
れまで取り組んできました。受益者負担
の観点から、検診の無料化は困難です
が、全年齢にあたり低額化を実現してい
ます。
　なお、乳がん検診、子宮頸がん検診の
対象となる年齢の初年度は無料です。75
歳以上の方は、すべての健診（検診）が
無料となります。

※

231 戦略11 11-5

　自殺対策計画における区の支援はどの
ように考えているのか。

　区の自殺者数は、働き盛りの男性の割
合が最も多くなっているほか、女性も増加
傾向となっています。
　令和６年３月に策定予定の第２次自殺
対策計画では、これまでの取組に加え、
働き盛りの男性や妊産婦をはじめとした
女性への支援など、区の実情を踏まえた
取組を重点的に実施します。

―
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232 戦略11 11-5

　病院と連携した自殺未遂者支援は他自
治体でも実施しているのか。

　自殺未遂者支援事業について、特別区
では23区中11区で実施しています。
　区は、自殺未遂者の再企図を防ぐた
め、先行自治体の成果や課題も踏まえな
がら自殺未遂者が適切な支援に繋がるよ
う取り組みます。

―

233 戦略11 11-5

　こころの健康問題については、個人のメ
ンタルへのアプローチでは対症療法に
なってしまうケースも多く存在する。
　労働環境や家庭環境、社会構造に起因
することも多く、産業経済部や地域文化
部、人権・男女共同参画課などとの連携
が必須である。

　こころの健康問題を抱える方への支援
に当たっては、これまで産業経済部や人
権・男女共同参画課などの庁内関係部署
で構成する会議体において、連携しなが
ら取り組んできました。
　来年度から新たに働き盛りの男性への
支援として区内経営者等向けにメンタル
ヘルスケア講座を実施するなど、引き続
き庁内で連携しながら支援の充実に取り
組んでいきます。

○

234 戦略11 11-5

　「こころの健康問題を抱える方への支
援」。近年、青年が心の問題を抱える数が
多くなっている。練馬区内の学生や青年
の「こころの問題」を抱える人たちの相談
窓口を増やす。

　区では、「こころの健康問題を抱える方
の支援」への相談として、保健相談所で
の精神科医師による精神保健相談、保健
師による健康相談を実施するなど、心身
の状況等を踏まえ、適切な支援を行って
います。
　また、若者自立支援事業では、ひきこも
り状態等にある若者等（15歳～49歳）を対
象に、居場所を提供するとともに、相談や
自立の支援を行っています。

□

235 戦略11 11-5

　経済的理由で、大学を中退する青年も
いる。練馬区独自の奨学金制度を拡充す
ることを明記すべきだ。実際、そうした奨
学金制度を導入した自治体もある。先進
自治体から学びながら制度の導入を図る
とする。

　区独自の奨学金制度については、現時
点で導入の予定はありません。

△

236 戦略11 11-5

　ストレスや複合的な問題等で苦しむ方
が多い現代、心の健康も注目されてい
る。
　身近なところに思いを共有し誰でもが癒
しを得られる場があると良いと考える。
　ピアカウンセリングやグループカウンセ
リング等、「そこに行けば思いが共有でき
る」「そこに行くと少し気持ちの整理ができ
る」。話したり、聞いたり、ボーダーレスで
人が人と繋がりが持てる場所があること
は、区民や区で働く方々の希望になると
思う。そのような場作りについて検討して
ほしい。

　保健相談所では、精神科医師による精
神保健相談、保健師による健康相談を実
施するとともに、居場所マップ「ここリラ」に
より相談場所、活動場所を周知していま
す。
　また、障害者地域生活支援センターの
利用者がピアサポーターとして病院を訪
問するなど、地域生活につなげる支援を
行っています。
　社会参加に向けた居場所支援を行う
「あすはステーション」では、臨床心理士
による相談や、家族懇談会など、寄り添っ
た支援を実施しています。

□

237 - -

　福祉と医療を充実させることに、費用対
効果が見合っているのか。定量的な判断
材料を示して欲しい。公金を使っている以
上、明確に数字で示すべきである。

　令和６年度当初予算案は、令和６年練
馬区議会第一回定例会で審議される予
定です。素案公表時点では予算を精査中
のため、事業費を掲載していませんが、
年度別取組計画の中で、各年度で取り組
む内容を具体的にお示ししています。成
案化時には改めて事業費を掲載します。
　また、「第３次みどりの風吹くまちビジョ
ンに係る数値目標および重要業績評価指
標（KPI）」を設定し、効果検証を行い、公
表していきます。

―

238 - -

　障害者優先調達推進法に基づく区の障
害者就労施設等からの物品等の調達の
規模はどの程度か。

　約２億4,500万円の実績であり、例年、都
内自治体でも上位の実績をあげていま
す。

―
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239 - -

　障害のある子どもの親が、高齢者施設
に入所した場合を考え、同じ敷地内に高
齢者施設と障害者施設があれば良い。

　障害者施設と高齢者施設を一体的に整
備するには、財源や人材、運用面も含め
様々な課題があります。障害者の重度
化・高齢化、家族の高齢化は課題として
認識しており、様々な取組を進めていま
す。ご意見を参考に今後も障害者施策の
充実に取り組んでいきます。

※

240 - -

　「障害」者も地域で一人で暮らせるよう
に、人的支援及び住宅（アパートなども含
む）の支援を充実を求める。

　区は、重度障害者グループホームの誘
致やひとり暮らし障害者等への見守り支
援を充実する等、障害者が地域で暮らし
続けられる基盤の整備を進めています。
　高齢者や障害者などの住まいの確保が
困難な方の民間賃貸住宅への円滑な入
居を支援するため、住まい確保支援事業
を実施しています。

○

241 戦略12 -

　今この様に自然災害がおこるかもしれ
ず、区として200億以上のお金をかける前
にこんな事があった場合どの様に準備し
ているか公表してほしい。様々なおしらせ
に全額をしっかり記入してほしい。

　区内には、老朽木造住宅が密集し、狭
あいな道路が多く、地震発生時に建物倒
壊や延焼の危険性が高い地域が存在し
ます。また、石神井川や白子川の流域で
は、想定しうる最大規模の降雨によって
浸水深２mを超える水害リスクが高い地区
もあります。
　そのため、地震発生時に建物倒壊や延
焼の危険性の高い地域では、道路拡幅
や建築物の不燃化・耐震化など、水害対
策として、公共・民間施設への雨水抑制
施設設置による流域対策など、地域ごと
の災害リスクに応じた「攻めの防災」を更
に加速し、地震や水害による被害を軽減
し、「災害に強く、にげないですむまち」の
整備を進めます。

―

242 戦略12 -

　江古田駅周辺は集中して防災まちづくり
を推進すべきである。

　江古田駅周辺では、平成４年度から30
年度にかけて江古田北部地区密集住宅
市街地整備促進事業により、道路・公園
等の整備、老朽建築物の建替え促進等を
行い、緊急車両の進入経路の確保や建
築物の不燃化等による防災性の向上を
図りました。事業完了後は、地区計画によ
り、良好な住環境の保全や防災性の更な
る向上を図っています。

□

243 戦略12 -

　人力井戸（浅井戸）または太陽光等自
然エネルギー蓄電式電動ポンプ式井戸
（深井戸）による地下水汲上げ施設を、設
置可能な既存公園内あるいは隣接地に
常時確保しておくことが極めて有効と考え
られる。既存公園には、震災時の給水拠
点の機能を追加していただくことを要望し
たい。なお、平時には、井戸施設の機能
維持を常に確保するために、公園内およ
び近隣の植生・花壇の散水源、水生ビオ
トープの補給水源としても利活用を図るこ
とにしては如何か。

　震災時の生活用水については、民間等
の協力による約500か所のミニ防災井戸
の指定と、避難拠点（全区立小中学校）に
設置している学校防災井戸により確保し
ています。
　また、飲料水については、避難拠点へ
のペットボトル飲料水の備蓄、都が設置し
た12か所の給水ステーション、協定団体
のトラック協会による給水タンク搬送等に
より確保しています。
　防災機能を有する区立公園の整備につ
いては、大規模な公園の新設や防災まち
づくり推進地区等における公園整備の際
に、地域の皆さんのご意見を伺いながら
検討します。

△

施策の柱４　安全・快適、みどりあふれるまち
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244 戦略12 -

　初期消火力の強化や災害に強いまちづ
くりとあるが、平時からの住民と行政との
協働体制づくりとして、地域リーダーの育
成が欠かせない。
　地域リーダーの育成は、自治会長をは
じめ公募もし、発災時の避難誘導、人命
救助、避難所の運営、災害ごみ関連等、
平時から研修・訓練することで、発災時に
は、きわめて心強い存在となる。
　さらに、自治体が作成する地域防災計
画づくりにも、地域リーダーが参画するこ
とで、より実効性が増すと考える。

　防災学習センターで実施しているねりま
防災カレッジでは、防災会をはじめとした
区民防災組織向け講座等を行っていま
す。広く受講を募り、防災活動に必要な知
識や技術、組織運営の手法等の研修や
訓練を通じて、地域の防災リーダーの育
成を行っています。発災時のみならず平
時からの防災対策について、行政と協働
で行う際の住民の中心となる防災リー
ダーが一人でも多くなるよう取り組んでい
ます。
　令和６年３月に修正予定の地域防災計
画の検討過程では、区民意見反映制度
により意見を伺うだけでなく、公募委員で
構成する練馬区防災懇談会の場でもご意
見をいただくなど、区民の意見も反映した
計画となるよう努めています。

○

245 戦略12 -

　[インフラ整備]について。地域住民か
ら、疑問がでている地域では、区が積極
的に住民の意見を聞き、往民が納得する
ようなインフラ整備に切り替える、とする。

　都市計画道路や公園などの整備の際
は、説明会など様々な機会を捉えて、関
係権利者や地域の皆様に対して丁寧に
説明し、ご理解に努めながら着実に進め
ます。

※

246 戦略12 -

　みどりの風吹くまちビジョン素案の一項
目、練馬区地域防災計画（令和５年度修
正）素案、特に（風）水害について、練馬
区関町北地域住民としてこの素案（13・14
ページ）には行政の本気度はもとより、積
極的にさらには強力に防水害に備えよう
という気迫を感じ取ることができない。

　浸水被害を防ぐため、都と連携して水害
対策に取り組んでいます。
　都は、関町北地域を含む石神井川流域
で護岸改修工事や調節池等の整備を進
めています。
　区は、流域対策として、大規模民間開発
等にあわせ、浸透ますなどの雨水流出抑
制施設の設置を義務付けているほか、個
人住宅等に雨水浸透ますや雨水タンクの
助成を行っています。
　あわせて、水害リスクが高い地区では、
区民との協働による地域別防災マップの
作成を通じて災害対応力の向上に取り組
んできました。令和元年度から３年度のモ
デル地区には関町・関町北の２地区で取
り組んでおり、その後もマップを活用した
訓練を行っています。このほか、出水期
前には職員が戸別訪問して水災害時の
備えや水災害時避難行動要支援者名簿
の登録を促すなど、当該地区での水害対
策に重点的に取り組んできました。引き続
き注意喚起を始めとする水害対策に取り
組んでいきます。

○
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247 戦略12 -

　地域防災計画を策定する際には、区民
防災懇談会を更に活性化させ区民の意
見を積極的に取り入れていくことを求め
る。
　初期消火力の強化や災害に強いまちづ
くりとあるが、平時からの住民と行政との
協働体制づくりとして、防災リーダーの育
成が欠かせない。土地勘のある地域住民
による発災時の初動体制は、多くの人命
を救うことにつながる。地域活動を担う人
材は自治会長をはじめ公募し、平時から
研修・訓練することを更に求める。

　練馬区地域防災計画（令和５年度修正）
素案は、令和４年度から５回の練馬区防
災懇談会の開催を経て、素案を作成しま
した。公募委員からの多くの意見を多数
取り入れ、年度別取組計画で示した事業
にも反映しました。
　防災学習センターで実施しているねりま
防災カレッジでは、防災会をはじめとした
区民防災組織向け講座等を行っていま
す。広く受講を募り、防災活動に必要な知
識や技術、組織運営の手法等の研修や
訓練を通じて、地域の防災リーダーの育
成を行っています。発災時のみならず平
時からの防災対策について、行政と協働
で行う際の住民の中心となる防災リー
ダーが一人でも多くなるよう取り組んでい
ます。

○

248 戦略12 -

　都市計画道路の整備、公園の拡大を行
う場合には、居住住民の強制的な退去を
前提とするべきではない。

　都市計画道路、公園の用地取得や整備
を行う際は、説明会など様々な機会を捉
えて、関係権利者や地域の皆様に対して
丁寧に説明し、ご理解に努めながら着実
に進めます。

※

249 戦略12 12-1

　桜台通りが狭く、常に事故のリスクを感
じながら通行しているため、以下の対応を
希望する。
・歩道と車道のガードレールによる物理的
な分離および自転車専用道路の整備
そのための車道１車線化（一方通行化）
・歩道の拡張（特に氷川台方面）
・電柱の移設（歩道に多すぎて、人とすれ
違う際には車道を歩かざるを得ない）

　桜台通りは、都市計画道路を補完し、地
区の主要な動線となる「生活幹線道路」に
位置づけ、歩道を設置する拡幅整備を進
める予定ですが、具体的な整備時期は未
定です。
　現在、桜台通りの一部を含む桜台東部
地区では、地域の皆様と災害に強いまち
づくりに取り組んでいます。桜台通りを歩
行者が安全に通行できる方策等につい
て、引き続き地域の皆様と検討を進めて
いきます。

△

250 戦略12 12-10

　災害時の準備についてマンション住民で
話し合った際、トイレの準備、特にマン
ホールトイレが候補となった。
　ただ、どこのマンホールを使うべきか知
識が無い、高額でありなかなか購入でき
ないといった課題がある。防災会で準備
するマンホールなどの補助金を希望す
る。
　また、マンホールトイレの講座などが
あったら嬉しい。災害に強い練馬区、地域
を目指したい。

　災害時のトイレ問題は重要であり、日頃
からの備えが不可欠です。中高層マン
ションを対象とした、マンホールトイレや応
急給水栓の施設整備への補助を開始し
ます。
　また、区では、防災訓練や地域での出
前防災講座等の機会を捉えて、災害時の
トイレ問題について周知・啓発するほか、
ねりま防災カレッジの中高層住宅向け防
災講習会において、マンションにおけるト
イレ問題を重点的にとりあげています。ま
た訓練では、下水管につながるマンホー
ルの確認をはじめ、トイレの組み立てや、
使用方法等、発災時を想定した実践的な
内容としています。

○
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251 戦略12 12-10

　高層マンション住民へのトイレ対策の周
知徹底をし、各棟でマンホールトイレの設
置可能な場の選定などを自治会・町会に
早急に呼びかけるよう求める。

　中高層マンションでの在宅避難を可能と
するよう、マンホールトイレや応急給水栓
の施設整備補助を開始します。マンホー
ルトイレの設置場所は、配管設備などが
それぞれ異なります。また設置にあたって
は、居住者の方にマンション防災の必要
性を理解していただくことが必要です。
　そのため、防災カレッジの中高層住宅向
け防災講習会や「中高層住宅の防災対策
ガイドブック」の全面改訂と中高層マンショ
ンへの全戸配布を通じて、マンション特有
の被害を周知・啓発し、マンション防災対
策に取り組みます。

○

252 戦略12 12-11

　白子川の河川整備にあたっては、河川
環境や地下水について十分に配慮するこ
と。
　例えば、河道内植生や生物の保全、河
床３ｍ掘削による地下水位の低下など。

　井頭大型調節池の建設の回避
　例えば、白子川流域（西東京市を含む）
に雨水貯留施設、雨水浸透施設、雨水用
施設等を整備したり、雨水下水道を新河
岸川に直接つなぐなどにより、流出量およ
び流出ピーク時間の平準化を図ることで
調節池の規模の縮小を図り、コンクリート
ボックスの箱型調節池ではなく、堀込式の
多目的遊水地公園にする。

　都が実施する白子川の河川整備につい
ては、「新河岸川及び白子川河川整備計
画（令和４年12月）」において、治水上の
安全性の確保とあわせて、自然環境や河
川水質の保全など、河川環境の向上に努
めた川づくりを進めていくことを基本理念
としています。
　調節池については、予定容量や区間は
示されているものの、具体的な場所や構
造については示されておらず、今後、施設
数や設置場所等の施設計画を検討、調
整していくこととしています。
　区は、調節池を含む白子川の整備につ
いて、洪水被害の防止を早期に実現する
ことや、地生態系、湧水等の自然環境な
どへの配慮をすることを、都に申し入れて
います。
　また、区は流域対策として、浸透ますな
どの雨水流出抑制施設の設置を、区民等
と協働で進めています。

△
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254 戦略12 12-11

　この地域の地域的特性からみても南北
を青梅街道と新青梅街道にはさまれた谷
底地域である。この関町全体に降る雨は
当然谷底の石神井川に流れ込み氾濫の
危険が発生する。この危険を防ぐために
「川の幅を広げよう」との単純な考えは捨
てて、降雨量に耐えるための予防ではな
く、河川に流れ込む雨水量を減らす、その
ためには下水道を整備し流れ込まないよ
うにする、さらに流れ込ませない対策を、
例えば流れの途中に堰を作る等々の対
策に置き換えてほしい。
　豪雨が襲来し氾濫が起きた時に住民が
取るべき水害対策のみ。起きてからでは
遅い。水害を減らし、水害を起こさせない
ための対策を講じるべきである。

※

255 戦略12 12-11

　練馬区は東京都に河川拡幅計画を見直
すよう申し入れを行ってほしい。同時に練
馬区として諸々の対策を考えてほしい。
石神井川上流の雨水対策が確実に進め
られれば下流流域に起こる水災害も防ぐ
ことや減災害にもつながる。もっと住民へ
の広報活動にも力を注いでほしい。
　暮らしに根を張った安心安全なまちづく
りに「攻めの」施策を計画し実行していた
だけるよう要望する。

※

　道路冠水などによる浸水被害を防ぐた
め、都が実施する河川や下水道の対策と
区が行う流域対策をあわせ総合的に取り
組んでいます。
　都は、関町北地域を含む石神井川流域
で護岸改修工事のほか調節池等の整備
を進めています。
　区は、流域対策として、大規模民間開発
等にあわせ、浸透ますなど雨水流出抑制
施設の設置を義務付けているほか、個人
住宅等に雨水浸透ますや雨水タンクの助
成を行っています。また、雨水浸透ますの
設置を広く区民の皆さまに協力していた
だくよう、区報やホームページへの掲載、
町会等を通じて助成制度の周知を行って
います。
　なお、令和５年12月に、都は豪雨対策基
本方針で定めた目標降雨を時間75ミリか
ら85ミリへ引き上げました。今後、改定さ
れる流域毎の豪雨対策計画を踏まえ練
馬区総合治水計画の見直しを行います。

○

　都は、石神井川流域で護岸改修工事や
調節池等の整備を進めています。区は、
流域対策として、大規模民間開発等にあ
わせ、浸透ますなど雨水流出抑制施設の
設置を義務付けているほか、個人住宅等
に雨水浸透ますや雨水タンクの助成を
行っています。
　河川や下水道整備は、治水における抜
本的な対策です。都に早期整備を求める
とともに、区民・事業者と協働して流域対
策を推進していきます。

253 戦略12 12-11

　地域の災害リスクに応じた「攻めの防
災」と記載されているが、2019年の台風襲
来の際、精神的経済的打撃を経験してい
る関町北地域の住民にとっては現在行わ
れている、さらになされようとしている対
策、・台風襲来後の豪雨対策、・内水氾濫
対策、・水害を防ぐ等の施策は「攻めの防
災」とは程遠い対策である。
　第３次計画素案にこの地域の水害対策
を喫緊の課題として、地域住民を巻き込
んで取り組む策を講じた計画を作成し実
行するよう強く要望する。
　この地域は練馬区作成「水害ハザード
マップ」を一見しただけでも他地域とは異
なる濃い青色が塗られて箇所にある。実
際に大雨が降ると石神井川と西武新宿線
が並行して走っている線路北側の道路は
一瞬にして水浸しになり、たびたび内水氾
濫が発生している。
　今に至るまでなんら本格的に対策事業
を展開してこなかった区に対して、令和６
年から10年に至る間の第３次計画として
「攻めの防災」施策を進めるべきと考え
る。
　「練馬区総合治水計画」を見直してほし
い。雨水浸透施設の設置や住民個々へ
の雨水桝や空地、レインガーデン作りの
推奨、都市計画道路の整備等を含み流
域地域の広報活動、助成金制度などの周
知に力を注いでほしい。

49



№ 戦略計画
年度別
事業No

意見の概要 区の考え方
対応
区分

256 戦略12 12-15

　オンデマンドでもいいが、より多くの人に
見てもらうには、YouTubeみたいな登録と
かが無くネット環境があればつながる配
信型の方が良いと思う。

　消火器の使い方や地震が起きた時の行
動等について「防災体験学習動画」を作
成し、区のホームページ内で視聴できる
取組を行っています。
　今後も、ねりま防災カレッジ受講生に限
らず、YouTube等を活用し多くの方が視聴
できるように動画を配信するとともに、コン
テンツを増やし、より一層の周知・啓発に
取り組みます。
　頂いたご意見を踏まえ、記載を修正しま
す。

◎

257 戦略13 -

　西武池袋線の区内踏切ゼロを求める。 　西武池袋線では、江古田駅から大泉学
園駅間において、東京都による連続立体
交差事業の実施に伴い、踏切が除却され
ました。現在進めている西武新宿線（井荻
駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業
の進捗状況を踏まえ、その他の踏切の改
善や除却に向けて、関係機関に働きかけ
ていきます。

□

258 戦略13 13-1

　補助135号線および232号線の道路計画
は、令和元年度に 「取組方針」策定となっ
ていた。今回の素案は「令和6年度策定」 
。遅れたのは、大二中と南小の教育環境
を著しく損なう道路計画を進めようとする
からではないか。道路計画を見直してほ
しい。「取組方針」の案より、アクションプラ
ンで道路整備のスケジュールが先行する
のはおかしい。 
　計画があるから進めるのではなく、 完了
時点における時代の変化と必要性をしっ
かり見通さなければならない。

　大泉学園駅南側地区における補助135
号線、補助232号線はそれぞれ主要延焼
遮断帯、一般延焼遮断帯に位置付けられ
ています。防災面や交通安全対策などの
地域の課題を抜本的に解決するために
は、両路線の整備が必要です。
　大泉第二中学校、大泉南小学校の望ま
しい教育環境の保全と道路整備を両立さ
せる方策について検討を進め、アクション
プランで、今後のスケジュールをお示しし
ています。
　引き続き、地域の抱える課題の解決に
向けて、取り組んでいきます。

※

259 戦略13 13-1

　区の基本姿勢「みどり豊かな軸となる幹
線道路の整備」について、アスファルトの
道路整備によるみどりの創出ではなく、今
求められているのは地球温暖化をストッ
プさせるために熱、雨水を吸収する地面
を残し樹木を増やすこと。自然の循環を
視野に入れたまちづくりをすすめることを
求める。

　練馬区は、都市化が急激に進んだた
め、道路などのインフラ整備が著しく 遅れ
ています。都市計画道路は、みどり豊か
で快適な空間を創出し、交通の円滑化や
防災機能の向上に資する重要な交通イン
フラです。区が将来に向けて更に発展し
ていくため、着実に整備を進めることが必
要です。
　また、みどりの拠点となる大規模な公園
を整備し、みどり豊かな軸となる幹線道路
や河川とつなぐことで、みどりのネットワー
ク形成を進めています。
　幹線道路の整備にあわせ、みどりの軸
としてふさわしい景観形成の実現に向
け、国や都にも働きかけ、緑化を進めま
す。
　あわせて、公園の整備、樹林地や農地
の保全等のみどりの保全と創出に関する
取組を進めます。

※

260 戦略13 13-1

　外環道上部建設計画および補助第232
号線・補助第135号線建設計画について、
近隣の環境・住民に対し及ぼす影響につ
いて詳細な環境アセスメント調査を行う必
要がある。また、外環本道の延長工事に
ついても、同様の調査が必要と考える。

　環境アセスメント調査は、環境影響評価
法および東京都環境影響評価条例に対
象事業が規定されており、対象事業を行
う者が実施します。
　区は、法および条例が定める手続きの
各段階で関係自治体として環境保全に関
する意見を都知事に提出します。

―
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261 戦略13 13-1

　北園近辺の道路（放射７号線）の状況が
気になる。道路を通す場合は、立ち退き
や用地取得の合意が取れてから事業を
開始するものだと思っていたが、取れてい
なかったということなのか。

　放射第７号線は、東京都が整備を行っ
ており、用地取得率は約98％となっていま
す。用地を取得できた区間から工事に着
工し、整備を進め、一部の区間を除き歩
道を全線開放しています。
　都市計画道路の整備にあたっては、事
業認可取得後に用地折衝を開始すること
が一般的です。早期開通に向け、精力的
に用地折衝を進めるよう、引き続き都に
働きかけていきます。

―

262 戦略13 13-1

　都市計画道路「補助135号線」と「補助
232号線」に反対する。
　静かな環境を新しい道路によって、また
その工事によって壊さないでほしい。
　新しい道路によって、小鳥が住める環境
を壊さないでほしい。
　新しい道路によって、「憩いの森」、白子
川の源流を壊さないでほしい。
　新しい道路によって、子どもの遊び場で
もある「大きい三角公園（通称）」や「けん
か広場」をなくさないでほしい。
　新しい道路によって、避難所でもある大
泉第二中学校の敷地を分断しないでほし
い。
　新しい道路によって、大泉第南小学校
の校庭を削らないでほしい。
　新しい道路によって、大泉第二小学校
の校庭を削らないでほしい。また、歴史的
財産である石垣を壊さないでほしい。

　練馬区は、都市化が急激に進んだた
め、道路などのインフラ整備が著しく 遅れ
ています。都市計画道路は、みどり豊か
で快適な空間を創出し、交通の円滑化や
防災機能の向上に資する重要な交通イン
フラです。区が将来に向けて更に発展し
ていくために、着実に整備を進めることが
必要です。
　大泉学園駅南側地区における補助135
号線、補助232号線はそれぞれ主要延焼
遮断帯、一般延焼遮断帯に位置付けられ
ています。防災面や交通安全対策などの
地域の課題を抜本的に解決するために
は、両路線の整備が必要です。

※
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263 戦略13 13-1

　大泉第二中学校に交差点をつくる135号
と232号道路は、学校の桜の木を切ること
になると思うし、静かな環境がなくなり、子
どもたちにストレスを与えるため反対。静
かでなくなる環境悪化（騒音・振動・排気
ガス・高い建物ができて空がせまくなる）
は目に見えており、子供たちの学校環境
を大切にして欲しい。

※

264 戦略13 13-1

　補助135号線および補助232号線の道路
計画には反対である。
　50年以上前の計画であるのに、現在の
住民の暮らしを無視した計画道路であ
る。
　道路を優先するのではなく、地域住民が
子育てに適していると実感して大切にして
いる環境をこそ守って欲しい。
　特に大泉第二中学校は多くの生徒が
通っている。道路によって、静かな学校環
境がガラっと変わり、子どもたちに大きな
ストレスを与えることになるのは明らか
だ。騒音・振動・排気ガスを無くすことは不
可能だろう。
　道路計画を白紙にしてほしい。
　練馬区の宝である、静かな環境で暮ら
せる幸せを新しい道路によって奪わない
ほしい。子ども達の大切な学校や広場を
壊さないでほしい。

※

265 戦略13 13-1

　大泉第二中学校を分断する道路を作る
のはどうみてもおかしい。少子化で、子ど
も優先にしなくてはならないのに真逆であ
る。計画を見直すのも区の仕事ではない
のか。

※

266 戦略13 13-1

　補助135号線及び232号線（大泉学園南
地区）の取り組み方針の策定とあるが、こ
れは策定をせず、この道路計画を凍結
し、見直すよう求める。

※

267 戦略13 13-1

　「安全・快適、みどりあふれるまちづくり」
は、都市計画道路の着実な整備、公共の
みどり増加など、居住住民の退去を前提
とする計画（外環の２などの道路建設・住
宅地を公園に変える稲荷山公園計画）が
目白押しで、人口増加に伴う環境悪化・
災害時の危険の増加から、決して、「高齢
者が住み慣れた地域で暮らせるまち」（施
策の柱２）や「子供たちの笑顔輝くまち」
（施策の１）には繋がらない。

　練馬区は、都市化が急激に進んだた
め、道路などのインフラ整備が著しく 遅れ
ています。都市計画道路は、みどり豊か
で快適な空間を創出し、交通の円滑化や
防災機能の向上に資する重要な交通イン
フラです。区が将来に向けて更に発展し
ていくため、着実に整備を進めることが必
要です。
　都市計画道路、公園の用地取得や整備
を行う際は、関係権利者や地域の皆様に
対して丁寧に説明し、ご理解に努めなが
ら着実に進めます。

※

　大泉学園駅南側地区における補助135
号線、補助232号線はそれぞれ主要延焼
遮断帯、一般延焼遮断帯に位置付けられ
ています。防災面や交通安全対策などの
地域の課題を抜本的に解決するために
は、両路線の整備が必要です。
　区では、有識者委員会を立ち上げ、大
泉第二中学校の教育施設機能などの教
育環境を確実に保全できる再建策の検討
を行いました。
　有識者委員会から示された提言を踏ま
え、取組方針を策定し、大泉第二中学校
の望ましい教育環境の保全と道路整備の
両立に向け、取り組んでいきます。
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268 戦略13 13-2

　大江戸線延伸について力強い記載があ
り頼もしい。
　また、道路に関しても区内西側は細いと
ころが多いので是非推進してほしい。

　大江戸線の延伸については、事業予定
者の東京都が令和５年３月に副知事を
トップとする「大江戸線延伸にかかる庁内
検討プロジェクトチーム」を設置し、スピー
ド感をもって検討を進めています。区は大
江戸線延伸推進基金の更なる積み増しを
計画的に実施します。取組の方向性がよ
り明確に伝わるよう、記載を修正しまし
た。事業着手に向け、今後も都と連携して
取り組んでいきます。
　区西側地域は、インフラ整備が遅れて
いるため、現在事業中の都市計画道路の
着実な整備と未整備路線の早期事業化
に向けた取組を進めます。

◎

269 戦略13 13-2

　土支田駅（仮称）の駅周辺地区は特別
養護老人ホーム、デイサービス、高齢者
住宅が乱立している。その他に空いてい
る場所にクリニックモールの建設が予定さ
れている。駅前に商業施設が建つ場所が
ない。駅ができる前に駅周辺地区のまち
づくりがあり得ない状態だ。もっと熟考す
べきではないのか。
　土支田駅（仮称）の駅周辺地区がこんな
状態だと、大泉町駅（仮称）、大泉学園町
駅（仮称）の駅周辺地区のまちづくりが心
配。

　大江戸線延伸地域の新駅予定地周辺
では、すべての地区で地区計画の決定と
用途地域の変更を行いました。地区計画
によるまちづくりを進めるとともに、駅前広
場の整備による交通利便性の向上や商
業・サービス施設の立地を促し、まちの中
心となる新たな拠点づくりを進めていきま
す。

○

270 戦略13 13-2

　大江戸線延伸については、鉄道事業者
と一体になり、工事の見通しや状況など
が積極的に公開されることで、区民の認
識となり、区民一体の取り組みが推進さ
れると思う。

　大江戸線の延伸については、事業予定
者の東京都が令和５年３月に副知事を
トップとする「大江戸線延伸にかかる庁内
検討プロジェクトチーム」を設置し、スピー
ド感をもって検討を進めています。区は大
江戸線延伸推進基金の更なる積み増しを
計画的に実施します。事業着手に向け、
今後も都と連携して取り組んでいきます。
　延伸に向けた取組状況や進捗につい
て、ホームページや延伸ニュース、地域イ
ベントなどにおいて、積極的にお知らせし
ていきます。

○

271 戦略13 13-2

　補助230号の整備を進め、大江戸線の
事業化に向けた取り組みを加速してほし
い。

　大江戸線の延伸については、事業予定
者の東京都が令和５年３月に副知事を
トップとする「大江戸線延伸にかかる庁内
検討プロジェクトチーム」を設置し、スピー
ド感をもって検討を進めています。区は大
江戸線延伸推進基金の更なる積み増しを
計画的に実施します。取組の方向性がよ
り明確に伝わるよう、記載を修正しまし
た。事業着手に向け、今後も都と連携して
取り組んでいきます。
　また、導入空間となる補助230号線の用
地取得率は、約９割に達しており、沿道の
全ての地区で地区計画の決定と用途地
域の変更を行いました。
　引き続き新駅予定地周辺において、地
域特性を活かした賑わいある新たな拠点
整備の検討を進め、旅客需要の増加につ
ながるまちづくりを更に推進します。

◎
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272 戦略13 13-3

　西武新宿線の立体交差事業は、地域住
民から地下化の提案がある。西武鉄道と
の間に入って、再度、地下化にむけて話
しあいをすすめると明記すべき。

　西武新宿線の連続立体交差化計画に
ついては、東京都の都市計画審議会にお
いて都市計画案が審議され、令和３年に
高架式で都市計画決定されています。決
定までには、説明会やオープンハウスの
開催、個別訪問等を通じ、地域の皆様へ
計画内容を広く周知するとともに、ご意見
ご質問を伺ってきました。地下化の検討
が再度必要であるとは考えていません。
　引き続き、都や沿線区市と連携し、地域
の皆様へ丁寧な説明を行いながら整備を
進めます。

※

273 戦略14 -

　練馬高野台駅から春日町方面のバス路
線の新設を希望。

　環状８号線を活用したバス路線の新規
導入については、具体的なルート案を民
間バス事業者に提示するなど、引き続き
働きかけていきます。

□

274 戦略14 -
　練馬高野台駅から荻窪駅のバス路線の
増便を希望。（特に朝の７時台）

　民間バス事業者に増便のご希望につい
て伝えます。

―

275 戦略14 14-2

　みどりバスの南田中ルートが増えるとよ
い。
　（北町第二地区区民館行きから南田中
車庫まで）

　北町～南田中間の環状８号線を活用し
たバス路線の新規導入については、具体
的なルート案を民間バス事業者に提示す
るなど、引き続き働きかけていきます。

□

276 戦略14 14-2

　みどりバスが有効活用されているのか。
甚だ疑問である。赤字を垂れ流し続ける
だけならばライドシェア等の代替案を模索
すべきである。

　みどりバスは、公共交通空白地域の改
善や高齢者・障害者などの交通弱者を含
めた区民全体の生活行動力の向上を図
り、あわせて公共公益施設への交通の利
便性向上などに寄与することを目的として
おり、運行経費は、区の負担率を２分の１
程度までにすることを目標水準としていま
す。
　近年、新たなコミュニティ交通の取組が
出てきています。
　みどりバスの利用実態や全国各地にお
ける取組事例を踏まえ、新たな交通手段
の導入も含めた将来の交通体系のあり方
を検討していきます。

○

277 戦略14 14-2

　鉄道以外の移動手段の安心と快適性を
改善してほしい。特に自転車での日常的
な移動にも目を向けてほしい。
　より安心して日常的に移動ができれば、
子供や学生が図書館や美術館にアクセス
できることで教育効果があがる、区民同
士の交流がより簡単になり孤立の予防や
地域の活性化につながるなど複層的な効
果があるのではないか。
　石神井公園駅ー大泉学園の高架化、石
神井公園駅の再開発、補助132号の整備
で、移動がスムーズになることがこんなに
生活圏を広げて生活がしやすくなるのか
と実感し、とてもありがたかった。これがま
だ限定的な範囲なのも確かなのでこれが
広がることを願っている。

　区民の日常生活における移動の利便性
を向上させることは重要な課題です。
　自転車利用については、シェアサイクル
の社会実験を通じて区民の移動利便性
の向上を図っています。
　また、鉄道、バス、自転車に加え、デマ
ンド交通などの新たな交通手段を導入し、
人々の移動を支える交通体系の実現を
目指す新たな地域公共交通計画の策定
に取り組みます。

○
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278 戦略14 14-2

　南大泉地域の交通不便地域
　道路が狭いなどの事情に合わせた交通
手段を考えていただきたい。

　公共交通空白地域改善計画において、
路線バス等の導入が困難な地域につい
て、デマンド交通などの新たな交通手段
の導入を検討することとしています。
　先進事例の収集や実証実験を行ってい
る民間事業者へヒアリングを行うなど、新
たな交通手段の可能性について引き続き
検討していきます。

○

279 戦略14 14-3

　光が丘駅のエレベーターの整備が実現
したが、小竹向原駅については令和８年
度まで「働きかけ・調整」となっている。小
竹向原駅は東京メトロと西武鉄道の複数
の事業者の調整が必要なためとコロナ禍
による両事業者の収益の悪化等で難航し
ていると聞いているが、光が丘駅と同様
の強力な働きかけと国、都、区の補助に
より、長年の住民の切実な要望を一刻も
早く実現してほしい。

　駅のバリアフリー施設の整備は、鉄道
事業者自らの責務において実施すべきも
のであり、これまでも区は機会あるごとに
整備を要請してきました。
　小竹向原駅の２ルート目のエレベーター
整備について、引き続き鉄道事業者へ働
きかけていきます。

○

280 戦略14 14-3

　西武池袋線大泉学園駅へのホームドア
の設置がなかなか実現しないため、実施
できると良い。

　西武鉄道のバリアフリーに関する整備
計画では、令和12年度までに区内外23駅
にホームドアを整備するとしています。大
泉学園駅については、さらにホームが狭く
なり、補強が必要になるなど課題があるこ
とから、整備に至っていません。ホームド
ア設置に係る課題解決を図り、早期に整
備するよう引き続き働きかけていきます。

○

281 戦略14 14-5

　「公共施設等総合管理計画実施計画」
の各施設の建設計画について、「施策の
柱４安全、快適、みどりあふれるまち」とき
ちんと連携して計画していただきたい。
　特に「戦略計画14人々の移動を支える
交通体系の構築」の検討において、公共
施設へ利便性良く移動できることを考慮し
て計画してほしい。
　大きなシェアサイクルポートが公共施設
に併設されることで、自転車の駐輪場所
に制約されることなく施設にいきやすくな
り、放置自転車の対策にもなると思う。

　公共施設への移動を含め、区民の日常
生活における移動の利便性を向上させる
ことは重要な課題です。
　そのため、デマンド交通などの新たな交
通手段を導入し、人々の移動を支える交
通体系の実現を目指す新たな地域公共
交通計画の策定に取り組みます。
　公共施設のシェアサイクルポートは、練
馬区役所東庁舎、石神井庁舎、自転車駐
車場などに設置しています。引き続き、他
の公共施設へのポートの設置に努めてい
きます。

○
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282 戦略15 -

　江古田駅周辺の再開発を強く求めた
い。江古田北部地区を整備したとなって
いるがその範囲はごく限られた狭いエリア
でしかない。江古田駅周辺は細く入り組
んだ道路が多く駅の東西ともに踏切もあ
るため常に危険が伴っている。

　江古田駅周辺では、平成４年度から30
年度にかけて密集住宅市街地整備促進
事業により、道路・公園等の整備、老朽建
築物の建替え促進等に取り組んできまし
た。合わせて、駅周辺地区で地区計画を
定め、更なる防災性の向上や商業環境の
保全を図っています。引き続き、地域の
方々と連携し、安全快適なまちの実現に
向け取り組んでいきます。

□

283 戦略15 -

　道路が狭く、自動車、歩行者の接触事
故、自転車と歩行者、自動車と自転車の
接触事故を防ぐために、区道の整備を希
望。

　みどり豊かで快適な空間を創出し、交通
の円滑化や防災機能の向上に資する重
要な交通インフラである都市計画道路
や、都市計画道路を補完する生活幹線道
路の整備を着実に進めます。

○

284 戦略15 -

　都市計画道路、鉄道の整備は、 広い区
内の移動において重要な課題だと思う
が、 同時に、 周辺地域の整備、まちづく
りにも取り組み、 安全で住みやすい練馬
区を作ってもらいたい。

　練馬区は、都市化が急速に進んだた
め、著しく立ち遅れている道路・鉄道な
ど、インフラの整備が急務となっていま
す。快適で暮らしやすいまちの実現に向
け、災害に強く、安全・安心な暮らしを支
える交通インフラの整備を進め、区民と協
働でグランドデザイン構想で示すまちの将
来像の実現を進めていきます。

○

※

285 戦略15 -

　[中村橋駅周辺の整備]について。サンラ
イフ、図書館など、中村橋駅周辺の利用
者から、区の強引な姿勢に批判の声があ
がっている。いまの計画はいったん白紙
にすると明記すべき。

　サンライフ練馬は、施設の設置目的と利
用実態が必ずしも一致しておらず、勤労
者福祉施設としての機能が低下している
という課題があります。
　美術館は、開館から38年が経過し、施
設や設備の老朽化が進んでいるため、大
規模な改修が必要な時期を迎えていま
す。約7,600点の収蔵品の活用や大規模
企画展の開催にはスペースが不足し、展
示・収蔵環境やバリアフリーなど、多くの
課題を抱えています。
　中村橋区民センターも大規模改修が必
要な時期を迎えています。建設当時から
幾度も機能の転換が行われており、今後
も予定されているため、新たな機能にあ
わせた部屋の利用や動線の確保など、施
設全体の有効活用が課題となっていま
す。
　このため、中村橋区民センターの大規
模改修と美術館の再整備にあわせて、サ
ンライフ練馬のトレーニング室や会議室の
代替を確保するとともに、サンライフ練馬
を廃止し、その敷地を活用して、美術館を
リニューアルすることで、これらの施設が
抱える課題を解決し、時代の変化に合わ
せて区民サービスの更なる充実を図るも
のです。
　これまでも中村橋駅周辺施設の統合・
再編に関わるオープンハウスの開催をは
じめ、美術館再整備基本構想にかかわる
区民意見反映制度、設計ワークショップな
ど、さまざまな機会を設け、多くの方のご
意見を伺ってきました。今後も節目節目で
区民の皆さまや区議会の意見を伺ってい
きます。
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286 戦略15 15-1

　都営大江戸線の終点が延伸して大泉学
園町になるとよい。

　大江戸線の延伸については、事業予定
者の東京都が令和５年３月に副知事を
トップとする「大江戸線延伸にかかる庁内
検討プロジェクトチーム」を設置し、スピー
ド感をもって検討を進めています。区は大
江戸線延伸推進基金の更なる積み増しを
計画的に実施します。取組の方向性がよ
り明確に伝わるよう、記載を修正しまし
た。事業着手に向け、今後も都と連携して
取り組んでいきます。
　また、新駅予定地周辺において、地域
特性を活かした賑わいある新たな拠点整
備の検討を進め、旅客需要の増加につな
がるまちづくりを更に推進します。

◎

287 戦略15 15-3

　 [武蔵関駅周辺地区のまちづくり]につ
いて。近隣住民への説明はまだなされて
いない。東京には、地域住民と数十回に
わたって話しあいをすすめて公園をつくっ
た所もある。練馬でも地域住民との話し合
いを納得するまですすめ、住民参加で「ま
ちづくり」を進めると明記すべき。

　武蔵関駅周辺地区では、地域の町会・
商店会の方や公募区民などで構成する
「武蔵関駅周辺地区まちづくり協議会」を
開催し、まちづくりルールの検討を行って
います。また、地域の皆様には、まちづく
りニュースの配布や駅構内への掲示に加
え、オープンハウスを開催し、検討過程等
の周知を行っています。
　引き続き、地域の皆様にご意見を伺い
ながら、まちづくりに取り組んでいきます。

○

288 戦略15 15-6

　既に用地買収が進められている練馬区
内の外環の２事業認可済み区間及び事
業計画賂線並びにその沿線を50 メートル
崖線に沿った湧水池の連続線と接続する
ものとして、練馬区内の外環の２計画地
及びその周辺地域全体を公園化する計
画を提言する。

　外環の２は、区西部で特に整備が遅れ
ている南北方向の都市計画道路であり、
みどり豊かで快適な空間を創出し、交通
の円滑化や防災機能の向上に資する重
要な交通インフラです。
　街路樹等による緑化により、みどりの軸
として、みどりのネットワークの形成につ
ながるものであり、着実に整備する必要
があります。早期整備を東京都へ働きか
けていきます。

※

289 戦略15 15-8

　石神井公園駅南口西地区再開発計画
や補助232号建設計画では、街路樹を植
樹したり、高層ビルの壁面を自然と調和し
た色とすることで、区民のみどりに対する
満足度が増すというような考え方が見ら
れる。これらの計画によって練馬区の生
態系や景観が真に改善されるわけではな
い。通気性・通水性のある土壌が蓄えら
れた一定の区域に、武蔵野の自然植生に
かなった植物種を移植し、再生を図る思
考法を取ってもらいたい。

　都市計画道路では沿道の状況などを踏
まえ、緑化を進めています。沿道のまちづ
くりにおいても、地域の皆様のご意見など
を踏まえ、公園の整備などみどりの創出
に取り組んでいます。
　今後も、地域の皆様のご意見を伺いな
がら、みどりあふれるまちづくりに取り組
んでいきます。

―
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290 戦略15 15-8

　管理不全な分譲マンションを増やさない
ためにも、訴訟が行われていて住民の反
対の声も多い石神井公園の新しい駅前マ
ンションも見直すべきではないか。
　反対の声を聞くだけで説明して理解を求
めるのではなく、お互いに納得する形にす
る努力をしてほしい。

　石神井公園駅南口西地区の市街地再
開発事業は、区域内の関係権利者の皆
様の大多数の同意のもと、再開発組合が
設立され、事業に着手しています。
　石神井公園駅南口については、道路が
狭く、小さなビルが密集しており、防災・安
全上の課題が残されています。
　現在進めている再開発事業は、狭小な
敷地や老朽化した建物を集約するととも
に、道路の整備を一体的に行い、みどり
あふれる歩行空間やオープンスペースを
創出することで、安全で魅力あるまちを実
現するものです。
　皆様にいただいているご意見について
は、引き続き丁寧な説明に努め、ご理解
をいただきながら事業を進めていくよう、
事業者である再開発組合を指導していき
ます。
　また、建物の管理については、今後、再
開発ビルの管理組合が設立された段階
で、適正に管理するよう指導していきま
す。

※

291 戦略15 15-10

　空き家は安心安全を阻害するリスクと捉
えられがちだが、現在では見られない建
築というのはまちの魅力にもなる。
　空き家活用のボトルネック解消のために
は、家主と建物利用者のマッチングのみ
では足りず、建築・不動産・金融を統合さ
せたソリューションを提供でき、家主のリ
スクを代わりに負えるような中間事業者の
存在が鍵となる。
　空き家数の多い世田谷区や大田区には
その分プレイヤーやプラットフォーマーが
集まってきているため、そうした所から人
を招いて、家主／事業者向けセミナーや
区役所内での勉強会などをするのも良い
と思う。

　区では、常設の相談窓口を「みどりのま
ちづくりセンター」に設置して、空き家活用
について相談、マッチングを行っていま
す。
　区内に支店を置く信用金庫や法律、不
動産、建築など６つの専門団体と協定を
締結して、空き家の利活用に関するセミ
ナーや個別相談会を開催しています。
　空き家の利活用に関する最新動向を注
視しながら、セミナー等の検討を行ってい
きます。

△

292 戦略16 -

　令和３年度練馬区みどりの実態調査報
告書によれば、区全体の緑被率のが減少
しており、特に 300 ㎡ 以上の樹木地の減
少幅が大きく、区のみどりの約４分の３を
占める民有地のみどりが減少傾向にある
とのことであり、これこそが最大の問題
点。保護樹木等に対する助成の拡大を図
るほか、緑地の公費による買い取りなど
の優遇策が採られるべきである。

　令和６年度からは、保護樹木等の剪定
費補助を拡充します。区では、これまでに
81か所の憩いの森・街かどの森を開設
し、そのうちの41か所を含む多くの樹林地
を取得し保全しています。令和元年度か
らの５か年だけでも、８か所2.1haの樹林
地を取得しました。今後も、屋敷林等の重
要な樹林地の確保を進めます。

○

293 戦略16 -

　令和３年度練馬区みどりの実態調査報
告書によれば、区全体の緑被率の減少し
ており、特に 300 ㎡ 以上の樹木地の減
少幅が大きく、区のみどりの約４分の３を
占める民有地のみどりが減少傾向にある
とのことであり、これこそが最大の問題
点。相続税・土地売却による所得税・固定
資産税の納付に際しての、緑地保全者に
対する十分な控除・補助を行うべきであ
る。

　国や都に対しては、樹林地保全に向け
た税制改正や補助制度の拡充を要望して
います。区では、これまでに81か所の憩
いの森・街かどの森を開設し、そのうちの
41か所を含む多くの樹林地を取得し保全
しています。令和元年度からの５か年だ
けでも、８か所2.1haの樹林地を取得しまし
た。今後も、屋敷林等の重要な樹林地の
確保を進めます。

□
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294 戦略16 -

　令和３年度練馬区みどりの実態調査報
告書によれば、区全体の緑被率の減少し
ており、特に 300 ㎡ 以上の樹木地の減
少幅が大きく、区のみどりの約４分の３を
占める民有地のみどりが減少傾向にある
とのことであり、これこそが最大の問題
点。憩いの森・街角の森の面積基準の緩
和を行うべきである。

　憩いの森・街かどの森は、都市緑地法
に基づく制度です。面積要件は法で定め
られており、緩和は困難です。区では、こ
れまでに81か所の憩いの森・街かどの森
を開設し、そのうちの41か所を含む多くの
樹林地を取得し保全しています。令和元
年度からの５か年だけでも、８か所2.1ha
の樹林地を取得しました。今後も、屋敷林
等の重要な樹林地の確保を進めます。

※

295 戦略16 -

　より強力なヒートアイランド対策をすべき
である。

　令和５年９月に策定した「練馬区環境基
本計画2023」に基づき、街路樹などを活
かしたみどり豊かな幹線道路の整備、区
立施設の改修・改築に合わせた緑化の推
進、道路の整備・改修時の遮熱性舗装の
採用等により、ヒートアイランド現象の緩
和に取り組みます。

□

296 戦略16 -

　みどりのネットワーク形成の軸となるの
は、幹線道路ではなく、崖線に沿った湧水
池と石神井川・白子川であり、それぞれの
立地に適合した植生の形成を目指すべき
ある。

□

297 戦略16 -

　緑のネットワークで軸となるのは、50 
メートル崖線に沿った湧水池と、石神井
川、白子川であり、それぞれ立地に適合
した植生の形成を目指すべきである。

□

298 戦略16 -

　親子で、バーベキューができる公園が
欲しい。

　区立公園では、大泉さくら運動公園に野
外炊事広場があり、バーベキューを楽し
むことが出来ます。今後公園を整備する
際には、地域の皆様のご意見を伺いなが
ら、レクリエーションを楽しめる整備内容
についても検討していきます。

△

299 戦略16 -

　親子で、花火ができる公園が欲しい。 　現在、区立公園での花火の使用につい
ては、近隣の迷惑になるため控えていた
だくようお願いしています。
　今後、規模の大きな公園を整備する際
は、個々の公園の特徴に応じた利用につ
いて検討していきます。

△

300 戦略16 -

　練馬区の緑被率が減少を続けている。
都区内の既存のヒートアイランド緩和効
果の高い樹木の伐採も言語道断である
し、緩和効果の高い樹木の植樹も喫緊の
課題である。その際、潜在自然植生の構
成樹種を選択することは、効果を高める
上で重要。

　老朽化、大木化している樹木は、倒木
等のリスクが高くなることから、安全確保
と景観形成を両立するため、計画的な伐
採や更新は必要です。
　みどりには多様な機能があり、公園や
街路樹、憩いの森など、それぞれのみど
りに期待される機能は様々です。期待さ
れる機能を確保しながら、地域の歴史や
風土にあった植栽に努めていきます。

△

301 戦略16 -

　みどりの「満足度◯％」という、あいまい
な目標ではなく、実際の量（緑被率）を示
して欲しい。
　満足度では人によってバラツキがあり、
それは将来の環境に役立つものではな
い。何かに正しいデータとして有効に使え
るのか疑問である。

※

302 戦略16 -

　みどり分野の指標を、緑被率やCO2吸
収量などの客観的指標ではなく、区民の
満足度という主観的指標としているのは
適切ではない。

※

　拠点となる公園を整備し、みどりの軸と
なる幹線道路や河川とつなぎ、みどりの
ネットワーク形成を進めています。
　石神井川については、都市計画石神井
川緑地の整備を都へ要請し、白子川沿い
では、みどりの空間の確保に努めます。
緑地の整備にあたっては、歴史や風土に
あった植栽に努めていきます。

　みどりには、公園、農地、街路樹等様々
なみどりがあり、区民が感じるみどりの豊
かさはみどりの量だけを評価するもので
はないことから、「満足度」を指標としてい
ます。
　緑被面積や率については、みどりの変
化を把握するための指標として、これから
も定期的に調査し、公表していきます。
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303 戦略16 16-1

　この計画を広報し担当している部署は
主体的に説明会を開催し説明責任を果た
すこと。
　10haと広域であるので、20～30名ほど
集合し、各ブロックで時々のテーマに関す
る資料は説明会開催前半月には各家庭
に届けかつ、届いた事を確認できる手続
（簡易書留など）とすること。

△

304 戦略16 16-1

　2021年時（計画発表）素案や整備イメー
ジではなく、現時点の具体的計画要因に
ついて、立ち退き世帯500余となる計画で
は、生活者に説明した後にプランA又はB
を作り、ロードマップを作成（検討）すべ
き。

△

305 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画が後世に練馬区の棄
民政策と言われない様、計画地内の安
全・安心に集中した計画にして見直し、各
ブロック毎の住民に対し説明すべき。

△

306 戦略16 16-1

　３年前、突然ビラにて稲荷山公園の整
備計画を知らされた。
区からは全体に対しての丁寧な説明もな
く、専門委員会が立ち上がり、プロポーザ
ルが進むなど、住民が置き去りのまま計
画が進んでいる。
　なぜ600戸もの住民の生活を脅かすの
か。この公園計画への要因を正しく住民
に伝え、協議の場を設けるべきである。

△

307 戦略16 16-1

　稲荷山公園の整備に関して、過去、近
隣の住人の呼びかけで説明などの機会を
得た経緯はあるが、一方的な周知のみ
で、質問に対しても、まったく要領を得ず、
具体的な保障やスケジュールなど全く分
からず、その後の案内も一切ない。
　不動産屋からの事前告知も受けておら
ず、区から早急に具体的な説明を受けた
い。
　過去の説明の機会の際に土木部の
方々にお願いしたが、2023年末に稲荷山
公園ニュースなどという書留でもなく郵送
でもないチラシが投函されたのみの対応
である。
　早急に今後の具体的な周知や話し合
い、説明会の設定など、誠意ある対応を
望む。

△

308 戦略16 16-1

　住民にわかりやすくていねいな説明を希
望する。
　この前10/20に説明会に参加したが門
前払いみたいな説明だった。

△

309 戦略16 16-1

　稲荷山公園の整備には全く納得してい
ない。
　せめて優先順位をきめてやるべき。

△

　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区の公園や街路樹など公共のみどり
は、これまでの整備で増加しています。一
方で、農地、樹林地、宅地など民有地の
みどりは一貫して減少し、区全体のみどり
は減少しています。
　こうした中、区は、「グランドデザイン構
想」（平成30年６月）を策定し、「みどりあ
ふれる中で多彩な活動が展開されるま
ち」など、区が目指す概ね30年後のまち
の将来像を区民の皆様に示しました。各
種行政計画では、拠点となる大規模で特
色ある公園を整備し、軸となる幹線道路
や河川とつなぎ、みどりのネットワークの
形成を進めることとしています。稲荷山公
園についても、光が丘公園、大泉中央公
園などと同様にみどりのネットワークの拠
点として位置付けています。
　本計画地は、大規模な樹林地等の貴重
な資源や、特徴的な地形を合わせ持って
います。白子川をはさんで崖線の森と草
地が広がる昔ながらの自然豊かな景観
「武蔵野の面影」を公園として再生し、後
世に残していくことができる区内で唯一の
場所です。貴重な資源を後世に残していく
ため、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充します。都心近くに位置しながら貴
重な動植物と出会うことができ、「武蔵野
の面影」を身近に感じながら、休息、観
賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することができる公園の整備を目指
します。
　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見を頂
き、約１年をかけ成案化しました。その周
知については区報、区ホームページ、町
会回覧板、掲示板、計画区域内への全戸
配布にて周知を行いました。頂いたご意
見は一つ一つ精査したうえで、反映できる
ものは反映し、できないものはその理由を
付して取りまとめ、公表しました。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後も、計画の検討に際しては
節目ごとに説明会やオープンハウス等に
より地域の皆様に丁寧に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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310 戦略16 16-1

　練馬区主催の稲荷山公園計画の住民
説明会が開かれていない
　計画地域内に住んでいる住民にとって
は立ち退きを迫られるかもしれない重大
な問題なのに、区は説明会を開催せず、
オープンハウス（パネル展示・資料配布・
個人的に質問）のみ開催している。一住
民と一職員の話では明確な回答を得られ
るはずもない。個人・グループで住民側か
ら説明依頼する問題ではなく、練馬区が
主催して住民全員（特に計画地域内の住
民）に説明会を開催する義務がある問題
である。
住民を無視しないでほしい。　
　区長が表に出てきて該当住民の前での
説明をすべきだ。

△

311 戦略16 16-1

　総合公園は付近にけっこうあるので、新
しく10ヘクタールのものは必要ないので
は。既存の公園や憩の森をつなぐ散策路
とし既存のみどりや森を活用する方が立
ち退き世帯が少なくて良いのでは。安全
や安心事の優先した課題にしぼった計画
に見直すべき。

※

312 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画の見直しについて
　何故、昭和32年に都市計画決定された
総合公園計画に頑なに固執し、見直しを
求める区民の声に耳を傾けないのか。
　現状、420戸に及ぶ住宅等の移転補償
費で二百数十億円にのぼり、光が丘と大
泉中央の大規模公園に隣接する当該総
合公園計画を変更しない理由を明確にし
ていただきたい。

※

313 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画について
　長期未着手の都市計画区域内において
は、都市計画法第53条により建築制限が
課され、地権者が公共の福祉のために受
忍すべき社会的制約であるものの、憲法
第29条で公共の福祉に適合する限りにお
いて認められるものである。長期間を経
過し、計画当時の状況が変貌を遂げ、土
地の有効利用及び地域の活性化が阻害
されており、公共の福祉に資する目的も
曖昧となった都市計画は見直されるべき
である。何故、練馬区では頑なに整備計
画の見直しを拒むのか。

※

314 戦略16 -

　稲荷山公園基本計画はイメージ先行で
計画の趣旨・要因を住民に向けて説明せ
ず更に住民の声に耳を傾けない計画先
行態度を非難する。
　話しの所々に丁寧な説明とか、節々で
説明すると言いのけて３年を過ぎようとし
ているが、節々での説明以前に全体工程
すら住民に説明せず節々がどこだかも説
明なし。見直しも求める。

―

（前ページと同じ）
　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区の公園や街路樹など公共のみどり
は、これまでの整備で増加しています。一
方で、農地、樹林地、宅地など民有地の
みどりは一貫して減少し、区全体のみどり
は減少しています。
　こうした中、区は、「グランドデザイン構
想」（平成30年６月）を策定し、「みどりあ
ふれる中で多彩な活動が展開されるま
ち」など、区が目指す概ね30年後のまち
の将来像を区民の皆様に示しました。各
種行政計画では、拠点となる大規模で特
色ある公園を整備し、軸となる幹線道路
や河川とつなぎ、みどりのネットワークの
形成を進めることとしています。稲荷山公
園についても、光が丘公園、大泉中央公
園などと同様にみどりのネットワークの拠
点として位置付けています。
　本計画地は、大規模な樹林地等の貴重
な資源や、特徴的な地形を合わせ持って
います。白子川をはさんで崖線の森と草
地が広がる昔ながらの自然豊かな景観
「武蔵野の面影」を公園として再生し、後
世に残していくことができる区内で唯一の
場所です。貴重な資源を後世に残していく
ため、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充します。都心近くに位置しながら貴
重な動植物と出会うことができ、「武蔵野
の面影」を身近に感じながら、休息、観
賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することができる公園の整備を目指
します。
　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見を頂
き、約１年をかけ成案化しました。その周
知については区報、区ホームページ、町
会回覧板、掲示板、計画区域内への全戸
配布にて周知を行いました。頂いたご意
見は一つ一つ精査したうえで、反映できる
ものは反映し、できないものはその理由を
付して取りまとめ、公表しました。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後も、計画の検討に際しては
節目ごとに説明会やオープンハウス等に
より地域の皆様に丁寧に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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315 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画、「高齢者が住みなれ
た地域で暮らせるまち」といいながら、立
ち退きを迫る。言ってることが矛盾してる。
　高齢者と一緒に生活しているが、住民
のことを本当に考えての計画なのだろう
か。
　この稲荷山公園計画に、住民の何%が
賛成しているのだろうか。
　60年以上前の話、その後「光ヶ丘公園」
「中央公園」も出来て、少子化の中、これ
以上大きい公園はいらない。
　安心して生活したい。
　勝手に進めないでほしい。

―

316 戦略16 16-1

　高齢者が住みなれた地域で暮らせるま
ちとあるが、４百世帯超のむねを立ち退か
せる10ヘクタール計画は無盾していない
か。記述と計画と一致する政策を求める。

―

317 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画の対象世帯は400とも
言われていますが、置かれている物（置き
物）ではなく、生活する人々です。事業認
可とかで立ちのきをさせる権利を土木部
は手に入れ、その気で事業を進めるのは
鬼か。人の心を持った人がやる事か。

―

（前ページと同じ）
　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区の公園や街路樹など公共のみどり
は、これまでの整備で増加しています。一
方で、農地、樹林地、宅地など民有地の
みどりは一貫して減少し、区全体のみどり
は減少しています。
　こうした中、区は、「グランドデザイン構
想」（平成30年６月）を策定し、「みどりあ
ふれる中で多彩な活動が展開されるま
ち」など、区が目指す概ね30年後のまち
の将来像を区民の皆様に示しました。各
種行政計画では、拠点となる大規模で特
色ある公園を整備し、軸となる幹線道路
や河川とつなぎ、みどりのネットワークの
形成を進めることとしています。稲荷山公
園についても、光が丘公園、大泉中央公
園などと同様にみどりのネットワークの拠
点として位置付けています。
　本計画地は、大規模な樹林地等の貴重
な資源や、特徴的な地形を合わせ持って
います。白子川をはさんで崖線の森と草
地が広がる昔ながらの自然豊かな景観
「武蔵野の面影」を公園として再生し、後
世に残していくことができる区内で唯一の
場所です。貴重な資源を後世に残していく
ため、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充します。都心近くに位置しながら貴
重な動植物と出会うことができ、「武蔵野
の面影」を身近に感じながら、休息、観
賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することができる公園の整備を目指
します。
　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見を頂
き、約１年をかけ成案化しました。その周
知については区報、区ホームページ、町
会回覧板、掲示板、計画区域内への全戸
配布にて周知を行いました。頂いたご意
見は一つ一つ精査したうえで、反映できる
ものは反映し、できないものはその理由を
付して取りまとめ、公表しました。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後も、計画の検討に際しては
節目ごとに説明会やオープンハウス等に
より地域の皆様に丁寧に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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318 戦略16 16-1

　計画事業をすすめる、主な「要因を明ら
かに」し説明する時期や内容を陳情第28
号に沿って各ブロック毎にお願いします。
「ムサシノの面影」ではなく。５００余世帯
を立ち退かせる必要性又事業計画として
納得できれば喜んで立ち退きます。

△

319 戦略16 16-1

　昨年一年間続いた物価高は、今年円安
から多少円高になっても、その根本の原
因がコストプッシュインフレであることか
ら、改善されないと予想される。このこと
から、多額の予算が必要な稲荷山公園の
整備等を見直すことを切望する。

※

320 戦略16 16-1

　３日間もオープンハウスに出席したがパ
ネルも無く担当の課の説明も無く残念だ。
公園課の不信な気持ち、早く目を覚まし
住民を安心安全な大泉町１丁目に戻す見
直しをすべき。

※

321 戦略16 16-1

　交付金主体ではなく、生活者主体で何
が計画中問題点としてとらえているのか
説明が無いので何もわからない。計画の
重大さ！住民145の世帯しか言われてい
る処も今必要の無い公園にするとは言語
同断もっと血の通った行政を子ども達の
為に。必ずや見直しを求める。

※

322 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画について急にうわさ（聞
かされていない）でおどろきと不安でいっ
ぱいである。この地域を守って安心安全
な生活ができる様に計画の見直しを求め
る。

※

323 戦略16 16-1

　10haの総合公園だと、前面通りより住民
が全て、居なくなり大変な事態になる。白
子川左岸は右岸を見る場と書かれている
が、計画の変更を求める。

※

324 戦略16 16-1

　66年も前の計画で、「きちんとした区か
らの説明も無く毎日が苦しい。」と皆さん
訴えている。今までの平穏な世界にもど
す為、人間味のある計画に見直して欲し
い。

※

325 戦略16 16-1

　 [稲荷山公園]について。地域住民から
反対の声があがっている開発計画はいっ
たん白紙に戻し、区民参加のもと、公園
整備の計画をうちだすとすべきだ。

※

326 戦略16 16-1

　決定された計画だからと66年もの間着
手しなかったのに、何故今になって実行し
ようとするのか。

―

327 戦略16 16-1

　約66年前に計画された整備計画を元と
した稲荷山公園計画をそもそも現在、住
宅がびっしりと立ち並ぶエリアの人々を立
ち退かせてまで実行することが本当に周
辺住民のためになることなのか疑問に感
じた。住民の方が立ち退いた後の周辺の
病院やその他施設の経営などについても
考慮されていないように思う。

―

（前ページと同じ）
　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区の公園や街路樹など公共のみどり
は、これまでの整備で増加しています。一
方で、農地、樹林地、宅地など民有地の
みどりは一貫して減少し、区全体のみどり
は減少しています。
　こうした中、区は、「グランドデザイン構
想」（平成30年６月）を策定し、「みどりあ
ふれる中で多彩な活動が展開されるま
ち」など、区が目指す概ね30年後のまち
の将来像を区民の皆様に示しました。各
種行政計画では、拠点となる大規模で特
色ある公園を整備し、軸となる幹線道路
や河川とつなぎ、みどりのネットワークの
形成を進めることとしています。稲荷山公
園についても、光が丘公園、大泉中央公
園などと同様にみどりのネットワークの拠
点として位置付けています。
　本計画地は、大規模な樹林地等の貴重
な資源や、特徴的な地形を合わせ持って
います。白子川をはさんで崖線の森と草
地が広がる昔ながらの自然豊かな景観
「武蔵野の面影」を公園として再生し、後
世に残していくことができる区内で唯一の
場所です。貴重な資源を後世に残していく
ため、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充します。都心近くに位置しながら貴
重な動植物と出会うことができ、「武蔵野
の面影」を身近に感じながら、休息、観
賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することができる公園の整備を目指
します。
　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見を頂
き、約１年をかけ成案化しました。その周
知については区報、区ホームページ、町
会回覧板、掲示板、計画区域内への全戸
配布にて周知を行いました。頂いたご意
見は一つ一つ精査したうえで、反映できる
ものは反映し、できないものはその理由を
付して取りまとめ、公表しました。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後も、計画の検討に際しては
節目ごとに説明会やオープンハウス等に
より地域の皆様に丁寧に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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328 戦略16 16-1

　稲荷山公園の整備計画は、住民を600
戸も立ち退かせる大事業であるにもかか
わらず、本来あるべき総括図、設計図、設
計書が「不存在」だと区は認めているが、
全体に対する説明もない。住民は生きる
権利や財産を取り上げられ、生活ができ
ない。
　静かに穏やかにコミュニティーが成り
立っている地域でなぜ1000人もの人間を
立ち退かせるのか。本当に必要な計画な
のか、住民の前で説明をするべきである。
これから練馬区を担っていく若い世代をど
こへ追いやるつもりか。大事な人材、宝で
ある。区はもっと真摯に考えるべきであ
る。

△

329 戦略16 16-1

　公園計画の要因（複数）を住民（現計画
10ha500余世帯1千名の立ち退き）
に説明できないのは、
○かわまちづくり支援制度
○社会資本整備総合交付金
○官民連携による地域活性化のための
基盤推進／支援事業等、交付金を主な目
的と化している。
違うのならば説明責任を果たすべき。

―

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　稲荷山公園は、既に都市計画決定され
ている計画区域を前提として基本計画
（整備イメージ）を示し、整備に向けて検
討を進めています。都市計画法施行法第
２条に基づき、旧都市計画法の規定によ
り決定されている都市計画は、新法の規
定による相当の都市計画とみなしており、
名称、位置、区域等が引き継がれていま
す。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。
　なお、公園を整備する際は、国や東京
都の補助金などを活用し財源の確保に努
めながら、事業を実施していきます。
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330 戦略16 16-1

　住宅地を公園に変える稲荷山公園計画
の中で居住者のいる地域の公園化につ
いては、一旦白紙に戻し、緑地の中に住
居が点在するような公園化ができないか
検討すべきである（事業認可を急ぐべきで
はない。）。カタクリの群生地については、
なお温暖化の進展が予想される中では、
既存の区民による保全活動のノウハウを
重視し、いたずらに群生地域を拡大する
ようなことは避け、保全活動の有効性を
高めることを提言する。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　現在は、専門家委員会においてカタクリ
群生地などの自然環境の保全方法につ
いて、専門的な見地から検討を進めてい
ます。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。

※

331 戦略16 16-1

　稲荷山公園整備計画は、住民に安心を
感じさせる対応がされていない。高齢者
が多い地域で、住民を置いてけぼりにし
て進めていることに、不安と不信を感じ
る。今後この点をどう対応し、改善するの
か。
　練馬区土木部道路交通課発行の「稲荷
山公園ニュース」では、行政が着々と計画
を進めるためのロードマップのイメージが
書かれている。そこに住民の意見を反映
する余裕は感じられない。立ち退きがか
かる住民は高齢者が多い地域で納得でき
ず、ほとんど補償にもならない金額の補
償しか出ない、貯金を切り崩さねば、次の
住処が見つからない。こんな状況に区民
を置いて、施策の柱など、机上の空論で
はないか。

△

332 戦略16 16-1

　2021年のオープンハウスで「用地取得を
補償」についての冊子をもらい、多くの住
民がこれを理解している。最近になって、
この冊子は稲荷山公園計画移転の補償
内容でないと知り、なぜこのような誤解を
まねく事をしたのか住民を軽視しすぎであ
る。早急に補償についての案を取りまとめ
てほしい。

△

　今後も、計画の検討に際しては節目ごと
に説明会やオープンハウス等により地域
の皆様に丁寧に説明し、ご意見を伺いな
がら進めていきます。
　土地の取得や建物の補償については、
個々の状況に応じてしっかりと調査を行っ
たうえで、補償の内容等について提示し
ていきます。
　補償の制度に関しては個別にお問い合
わせください。
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333 戦略16 16-1

　稲荷山公園の整備計画について、住民
の立ち退きを最小限にした見直し案を提
案する。
　大泉町には、清水山憩いの森、土支田
には稲荷山憩いの森、泉中里公園、全薬
工業跡地、赤松公園、もみじ山公園と数
多くの公園があるが、活かしきれていな
い。公園と公園い繋げてフットパスとして
区内唯一の楽園として皆さんが楽しめ、
個性あふれる公園に整備しなおすことで、
水辺に沿った緑の公園とする。夢があり、
身心の健康を保つ格好なフットパスとなる
ことだろう。
　こうした提案をするためには申請が必要
なのか教えてほしい。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現に向け、みどりのネットワークの拠
点づくりを進める長期プロジェクトとして、
「武蔵野の面影」をテーマに、稲荷山公園
の整備に取り組むこととしています。本計
画地内の貴重な資源を後世に残していく
ため、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充します。都心近くに位置しながら貴
重な動植物と出会うことができ、「武蔵野
の面影」を身近に感じながら、休息、観
賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することができる公園の整備を目指
します。
　稲荷山公園は、既に都市計画決定され
ている区域を前提として基本計画（整備イ
メージ）を示し、整備に向けて検討を進め
ています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、様々な
ご提案、ご意見を伺いながら進めていき
ます。

※

334 戦略16 16-1

　稲荷山公園整備計画は400戸を越える
住宅の立ち退きが伴う計画である。住宅
移転料だけで数百億円かかることが推測
されます。この財源はどこから引っ張って
来るのか。

　公園を整備する際は、国や東京都の補
助金などを活用し財源の確保に努めなが
ら、事業を実施していきます。

△

335 戦略16 16-1

　400戸を越える立ち退きを伴い、住宅移
転費用だけでも数百億円かかると推測さ
れる稲荷山公園整備計画は、今、練馬区
民にとって必要なことか。
　区には木造密集地が多くあり、そのよう
な地区の整備にいち早く取り掛かり、費用
をかけるべきだと思う。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。
　また、老朽木造住宅が密集し、狭あいな
道路が多く、地震発生時に建物倒壊や延
焼の危険性が高い地域を対象に、密集住
宅市街地整備促進事業や区独自の防災
まちづくり推進地区を指定し、まちづくりに
取り組んでいます。今後は、事業の取組
により、道路拡幅、建築物の不燃化、旧
耐震基準の住宅の耐震化、危険なブロッ
ク塀等の撤去など、災害に強いまちづくり
をさらに加速します。

―
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336 戦略16 16-1

　稲荷山公園整備計画について
　総事業概算見積りを公表することなく計
画を進めようとしている。｢公表すると数字
が一人歩きをするかもしれない｣、と公園
課はそれを理由に掲げている。事業整備
区域を分けて、それぞれに発表すると
言っているが、この対応は、区民に対して
誠実ではない。
　この計画は数十年を要する計画で、費
用が膨大になるのは、当たり前。膨大に
なればなるほど、区民に公表しなければ
いけない。それは税金を使うから。区民は
知る権利がありますし、区は公表する義
務がある。
　総事業概算見積りを公表せずに計画を
進めることのないようお願いしたい。

△

337 戦略16 16-1

　みどりの拠点となる大規模な公園づくり
について、一見大規模な公園が出来る事
は良い計画の様にみえるが、稲荷山公園
の整備では一体、何軒の家の「たちのき」
が必要でその立退きにかかる費用がどれ
位かかるのかという話がわからないまま、
計画が進むのは問題があると思う。区民
の税金がどれ位、この立退きにかかるの
か。またこの広い公園整備の費用がいく
ら位かかるのかも計画の初期段階で区民
のみんなに伝えるべきではないか。

△

338 戦略16 16-1

　稲荷山公園整備計画では、400戸を越
える住宅が立ち退きになり破壊され、数
十年に渡り、二酸化炭素が排出されるこ
とは確実である。区の基本姿勢とは矛盾
することだけに、どのような対策が立てら
れているのか、公表を求める。

△

339 戦略16 16-1

　温室効果ガスの排出を実質ゼロにする
「脱炭素社会」の実現に取り組むとしなが
ら、稲荷山公園計画では420戸の住宅等
建築物並びにインフラ等を解体撤去し処
分するために膨大なCO2を排出する。
　何故、SDG'S及び都市計画法の目的に
照らしても暴挙としか考えられない“まち”
の破壊を行い、環境に大きな負荷をかけ
るのか。アクションプランの見直しを強く求
める。

※

340 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画について意見する。
　今回の稲荷山公園計画もカタクリの減
少傾向を市街化によるものだとする見解
は何を根拠にしているものなのか。
　66年前の計画を引っ張り出してきて、時
代が移り変わっているのにそのまま進め
ようとすることに区は正気なのか。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。
　なお、カタクリの減少には様々な要因が
あると考えられます。今後、専門家委員会
による検討の中で、カタクリの保全につい
ても引き続き検討していきます。

―

　稲荷山公園をはじめとする都市計画公
園は、ヒートアイランド現象の緩和、生物
多様性の保全、みどりの創出による二酸
化炭素の吸収・固定など、環境面におい
て多様な役割を担います。
　なお、本公園の整備にあたっては、環境
への負荷軽減等を考慮しながら進めてい
きます。

　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　総事業費の概算見積もりは用地費や整
備費などの各項目から計上します。用地
費は変動することや現在専門家委員会に
おいて整備内容等の検討を進めているこ
とから、概算といえども公表は慎重に行う
こととしています。
　今後、事業実施の検討を進める中で、
お示しをしていく予定です。
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341 戦略16 16-1

　基本計画の策定に当たり、大泉井頭公
園は白子川の源流部であり、河川行政と
切り離すことは不可能。大型調節池設置
という大型公共工事に囚われることなく、
行政区を越えた流域の視点から、雨水の
分散貯留を前提とした雨水を活用する公
園づくりとするようお願いしたい。

　東京都が策定した「新河岸川及び白子
川河川整備計画（令和４年12月）」では、
今後、必要となる調節池について整備を
進めていくとしています。
　区は、白子川流域の生態系のほか、湧
水等の自然環境への配慮などを行うよ
う、都に求めています。
　今後、具体的な整備内容の検討を行う
際には、改めて地域の皆様にご意見・ご
要望を伺っていきます。

□

342 戦略16 16-1

　「基礎調査」について、“水辺空間の創
生”をテーマに改修拡張工事をしたら、
「湧水が枯渇した」というような事態を招く
ことがなきよう、様々な視点観点からの実
施するようお願いしたい。

　区は、湧水や白子川も大泉井頭公園の
貴重な資源と考えています。湧水等の自
然環境に配慮し、検討を進めていきます。

△

343 戦略16 16-1

　長期プロジェクトにおける“協働”の在り
方として、基本計画を作成中だから未だ
情報は提供できない、基本計画を策定し
たからもう意見は受入れられない、という
従来の進め方ではなく、あくまでも基本計
画は行政の考えを表した“たたき台”であ
ることを前提とし、地域住民等との意見調
整を行いながら“協働”で公園づくりに取り
組むようお願いしたい。

△

344 戦略16 16-1

　大規模公園を作ることは同意するが、い
まそこに住んでいる住人を追い出してまで
作ってほしくない。稲荷山公園や大泉井
頭公園の住民の声に耳をかたむけ、くれ
ぐれもきょうこうすることのないようにして
ほしい。立ち退きをしてまで大規模公園を
作る必要はない。

※

345 戦略16 16-1

　白子川右岸傾斜樹林地を眺める場（レ
ストランやカフェ施設検討）など、生活住
民世帯270余（左岸）を立ち退かせて作る
計画は中止を求める。

※

346 戦略16 16-1

　基本計画書中「左岸は右岸の森を楽し
むゾーン」や「休憩施設の検討」は「国交
省かわまちづくり支援制度」のままで、住
民に向けた計画書として不真面目だ。上
記掲載は中止すべき企画だ。生活住民
270世帯を愚弄するものだ。
　パブリックコメントの趣旨に即した検討を
求める。

※

347 戦略16 16-1

　河川整備が専門家委員会配付資料に
記されていた。
　河川整備16.5ｍ幅は東京都の所管では
ないのか。都との合意のもとか。

　白子川の幅員は、令和４年12月に東京
都が策定した「新河岸川及び白子川河川
整備計画」に基づいたものです。公園の
整備にあたっては、河川整備事業者であ
る東京都と調整しながら進めていきます。

―

　稲荷山公園や大泉井頭公園は、みどり
のネットワークの拠点づくりを進める長期
プロジェクトとして、取り組んでいます。
　長期プロジェクトの推進には、地権者を
はじめとした地域の皆様のご理解とご協
力が不可欠です。引き続き、事業の節目
ごとに地域の皆様に説明し、ご意見を伺
いながら、進めていきます。

　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　稲荷山公園基本計画（整備イメージ）で
は、左岸について平坦な地形を活かし
た、みどり溢れる開放的な広場などとして
整備することで、白子川をはさんで大規模
な崖線の森と草地が広がる昔ながらの自
然豊かな景観「武蔵野の面影」を公園とし
て再生し、後世に残していくことができると
しています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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348 戦略16 16-1

　１月１日の能登地震をうけ、耐震工事を
したいのだが、立ち退きを考えると工事に
ふみきれない。早急に結論を出してほし
い。

　稲荷山公園は、計画面積が約10.0haと
規模が大きく、関係する地権者も多いこと
などから、事業区域を分けて段階的に整
備を進めることとしています。現在、専門
家委員会による検討を踏まえ、段階的な
整備のロードマップについて検討を行って
います。具体的な整備時期については、
事業実施の検討を進める中でお示しして
いく予定です。
　個々の状況についてはお問い合わせい
ただき、個別に対応していきます。

―

349 戦略16 16-1

　オープンハウスで稲荷山公園計画の担
当の方とお話しできると思い来たのに、不
在だったので、残念に思った。

△

350 戦略16 16-1

　令和６～８年「合意形成活動」と書いて
あるがオープンハウスで担当部署の職員
が見当たらず、他の部署職員での対応
は、まったく準備不足だ。

△

351 戦略16 16-1

　・危険区域の地域を強化するために税
金を使うのは賛成、芝生やカフェや屋外
ステージに税金を使うより石川県の復興
支援や、物価高騰により生活が苦しい人
達に税金を使って欲しい。
　・オープンハウスや稲荷山公園計画説
明や意見シート等、計画地内の住民に
は、せめて個々にお知らせが来るように
希望する。

　区は、稲荷山公園基本計画（整備イメー
ジ）の策定の際には、パブリックコメント、
オープンハウスなどを実施し、区民の
方々からご意見を伺いました。策定した冊
子については、地区内へ全戸配布および
地区外地権者への郵送を行っています。
また、昨年12月には、稲荷山公園の検討
状況をお知らせする「稲荷山公園ニュー
ス」も、同様に地区内へ全戸配布および
地区外地権者に郵送しています。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　今後も、計画の検討に際しては節目ごと
に説明会やオープンハウス等により地域
の皆様に丁寧に説明し、ご意見を伺いな
がら進めていきます。

―

　このオープンハウスは区政全般につい
て行い、内容が多岐にわたるため、各分
野の担当が交代しながら対応しました。
当日は対応が不十分で申し訳ありませ
ん。今後も、計画の検討に際しては節目
ごとに説明会等により地域の皆様に丁寧
に説明し、ご意見を伺いながら進めていき
ます。
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352 戦略16 16-1

　下中里橋の登坂を急なので林の中の方
へもっていってほしい。なだらかにしてほ
しい。雨がふればすべるし、車の上り下り
も危険です。私自身もこわい目に合って
いる。

△

353 戦略16 16-1

　稲荷山公園基本計画について
　イメージ論ではなくて、安全や安心につ
ながる行政課題をテーマとして計画を求
めるし、住民に説明してほしい。１回も具
体的な説明を聞いたことがないので、期
待している。

△

354 戦略16 16-1

　基本計画の原因となっている事柄（危険
個所の改修など）から重要度の高い項目
を、各地区（地域の細分化）毎に集団で説
明すれば理解が早まり、「活動」もスムー
ズに進むのではないか。
　開催日時が定まれば、住民は参加予定
を組み易くなる。

△

355 戦略16 16-1

　今の計画（素案）は多大の立ち退き世帯
を省みない計画である。
　危険傾斜地の改良や河川整備（線状降
水帯発生）に絞った計画変更とすべき。

※

356 戦略16 16-1
　危険箇所に絞った計画に見直してほし
い。

※

358 戦略16 16-1

　白子川河川整備は16.5ｍ幅で管理通路
を含め必要とあるが、河川整備は東京都
建設局河川部の担当ではないのか。なぜ
練馬区土木部が公園整備と称し主要な
テーマとして専門家委員会の資料にも使
うのか。説明を求める。交付金目当か。

　白子川の幅員は、令和４年12月に東京
都が策定した「新河岸川及び白子川河川
整備計画」に基づいたもので、公園区域
内の関連計画としてお示ししました。公園
の整備にあたっては、河川整備事業者で
ある東京都と調整しながら進めていきま
す。

―

　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。また、検
討の際には、危険個所の改善等、防災上
の観点を持って進めていきます。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。今後も、計画の検討に際しては
節目ごとに説明会やオープンハウス等に
より地域の皆様に丁寧に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。

　稲荷山公園計画について、そもそも60
年以上も前の計画で、今の環境とは全然
違うので、計画自体を見直すこと。またそ
の計画自体住民は知らない。
　また、安全・安心なまちづくりという観点
ならば右岸側の傾斜地等、本当に危険な
場所は何らかの改善は必要とは思うの
で、まずはそういう所から計画を見直して
ほしい。

16-1戦略16357

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。　
　稲荷山公園基本計画（整備イメージ）の
策定の際には、パブリックコメント、オープ
ンハウスなどを実施し、区民の方々から
ご意見を伺いました。策定した冊子につ
いては、地区内へ全戸配布および地区外
地権者への郵送を行っています。また、
昨年12月には、稲荷山公園の検討状況を
お知らせする「稲荷山公園ニュース」も同
様に地区内へ全戸配布および地区外地
権者に郵送しています。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。また、検
討の際には、危険個所の改善等、防災上
の観点を持って進めていきます。
　今後も、計画の検討に際しては節目ごと
に説明会やオープンハウス等により地域
の皆様に丁寧に説明し、ご意見を伺いな
がら進めていきます。

※
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359 戦略16 16-1

　大泉町１丁目の地域は昔から住んでい
る方が多くいる。長年住み慣れた土地を
手配し他の地域へうつり住むことは皆さん
考えていないと思う。又、年配の方が新し
く家を買う、借りる事は、この世の中本当
にむずかしくなっている。公園よりも練馬
区民の事をもっと考えてほしい。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。　
　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
　なお、土地の取得や建物の補償につい
ては、個々の状況に応じてしっかりと調査
を行ったうえで、補償の内容等について
提示していきます。補償の制度に関して
は個別にお問い合わせください。

―

360 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画をもし本気で実施する
つもりであるなら補償をしっかりうちだして
ほしい。路線価では決めないと思うが、今
後、不安のない形で進めてほしい。
　また、説明を受けていないので、一度、
しっかり説明会を望む。
公園内にコンビニや軽食屋は法律違反で
はないか。

　今後も、計画の検討に際しては節目ごと
に説明会やオープンハウス等により地域
の皆様に丁寧に説明し、ご意見を伺いな
がら進めていきます。
　土地の取得や建物の補償については、
個々の状況に応じてしっかりと調査を行っ
たうえで、補償の内容等について提示し
ていきます。
　なお、補償の制度に関しては個別にお
問い合わせください。

△

361 戦略16 16-1

　白子川左岸は稲荷山ではなく中里地区
であり、対岸の景観を楽しむ為に270余を
立ち退かせるのか。今ある稲荷山を整備
し河川整備を見据えた稲荷山憩の森、清
水山憩の森、中里泉公園、全薬工業跡
地、赤松公園と整備を進めてほしい。右
岸の森をながめる公園でなく白子川を利
用して、水辺の公園を整備したほうが良
いのでは。

△

362 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画は樹林傾斜地を見る場
として左岸はあるのか。
　250世帯立ち退かせ、交付金を目論み
か。住民不在の行政なのか。

△

　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　稲荷山公園基本計画（整備イメージ）で
は、左岸について平坦な地形を活かし
た、みどり溢れる開放的な広場などとして
整備することで、白子川をはさんで大規模
な崖線の森と草地が広がる昔ながらの自
然豊かな景観「武蔵野の面影」を公園とし
て再生し、後世に残していくことができると
示しています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
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363 戦略16 16-1

　令和８年度の<基本計画策定>に向け
て、区民が参加するワークショップ等を開
催して区民とともに計画を立てるべき。区
報1/1号で区長は「・・・参加と協働を根幹
に据え・・・政策でも住民自治でも、全国を
先導する大都市自治体を実現したい」と
語っておられる。その自治の第一歩を大
泉井頭公園計画で実現したい。そもそも、
この公園再整備計画は、23年前にワーク
ショップ形式で住民とともに成立した。公
園完成後平成12年発行の小冊子には
「・・・再整備にあたっては、近隣の方々の
参加でワークショップを行い、どのような
公園にするか意見がまとめられ・・・水に
親しめる公園となりました。」とある。
　基本計画策定までには、区民参加と協
働の時間が充分にあるようにみえるの
で、基礎調査から一気に基本計画に、地
域の声に耳を傾けずに進まないよう切望
する。

○

364 戦略16 16-1

　大泉井頭公園の基本計画策定に向け
た検討にあたっては、区民とのワーク
ショップの場を設け、十分な話し合いを行
うこと。

△

365 戦略16 16-1

　大泉井頭公園の基本計画策定に向け
た検討にあたっては、区民とのワーク
ショップの場を設け、十分な話し合いを行
うこと。

△

366 戦略16 16-1

　計画地が田んぼであった昭和32年代に
計画提示していれば悩む人たちが居な
かったが何故計画を提示したのか。
　社会資本整備総合交付金（川街づくり支
援制度）がおおきな目的か。
　（河川所管は東京都建設局で何故練馬
区土木部道路公園課が提示するのか）

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。
　白子川の計画は、令和４年12月に東京
都が策定した「新河岸川及び白子川河川
整備計画」に基づいたもので、公園区域
内の関連計画としてお示ししました。公園
の整備にあたっては、河川整備事業者で
ある東京都と調整しながら進めていきま
す。

―

　大泉井頭公園については、「水辺空間
の創出」をテーマとして、整備に向けて検
討を進めていきます。今後、関係機関と
の調整や、基礎調査を行うとともに、地域
の皆様のご意見を伺いながら丁寧に進め
ていきます。
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367 戦略16 16-1

　令和5年4月1日現在公園・緑地等 区内
の公園は、696箇所が開設されており、こ
れらの 公園面積合計は、2,139,762.89㎡
で、区面積の4.45％を占めている。
東京23区の公園数・公園面積ランキン
グ！（2023/05/13）では
1位　練馬区　　公園数：701　（2位　世田
谷区　公園数：576）である。
　このデータが示す通り、緑は十分確保さ
れておりこれ以上の公園建設の必要性は
全く無い。データの数字を見ても、公園が
必要だと言うのか。
　カタクリ群生を公園計画の理由にしてい
るが、カタクリ群生は現在2ヶ所で保全さ
れている。現在保全されているカタクリ群
生を大切に育て保存する事が大事なので
はないか

　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区の公園や街路樹など公共のみどり
は、これまでの整備で増加しています。一
方で、農地、樹林地、宅地など民有地の
みどりは一貫して減少し、区全体のみどり
は減少しています。
　稲荷山公園計画地内のカタクリをはじめ
とする貴重な資源を後世に残していくた
め、失われた自然の樹林傾斜地を復元
し、樹林地を計画的に拡大することで、多
様な動植物が豊かに生息できる自然環境
を拡充し、都心近くに位置しながら貴重な
動植物と出会うことができ、「武蔵野の面
影」を身近に感じながら様々な活動や交
流を展開できる公園の整備を目指しま
す。

―

368 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画に関する何らかの開催
情報・意見募集等の情報の伝達方法を住
民の立場に立って改善して欲しい。　
　ホームページ（どこに何が掲載されてい
るか解りにくい）、
　区報等で掲載しているが、どれも住民側
から調べなければ知ることが出来ない。
計画地域内の住民には、区の方から直接
情報を電話・メール・自宅訪問等、必ず大
切な情報を伝えて欲しい。

　区は、稲荷山公園基本計画（整備イメー
ジ）の策定の際には、パブリックコメント、
オープンハウスなどを実施し、区民の
方々からご意見を伺いました。策定した冊
子については、地区内へ全戸配布および
地区外地権者への郵送を行っています。
また、昨年12月には、稲荷山公園の検討
状況をお知らせする「稲荷山公園ニュー
ス」も同様に地区内へ全戸配布および地
区外地権者に郵送しています。
　なお、稲荷山公園の検討状況について
はホームページのリニューアルやQRコー
ドの掲載などを行いました。今後も、わか
りやすい周知方法を検討していきます。

△

369 戦略16 16-1

　専門化委員会に住民参加を希望する。
　専門化委員会は傍聴は自由にできる
が、意見を言う事は出来ない。（住民不
在）
　専門的な意見は大切であるが、一番重
要で大切なのはその地域に住んでいる住
民である。
　もっと住民の意見を反映する機会を設
けることは約束できるか。
　専門化委員会を開催するより前に住民
説明会を開催するべきである。順番が逆
である。

　専門家委員会は造園 、動植物、 自然
環境、 防災および都市計画等の各分野
の学識経験者から構成されており、稲荷
山公園の整備内容、自然環境の保全方
法、段階的な整備のロードマップなどにつ
いて専門的な見地から検討を行っていま
す。
　今後も、地域の皆様には計画の検討に
際して節目ごとに説明会やオープンハウ
ス等により地域の皆様に丁寧に説明し、
ご意見を伺いながら進めていきます。

※
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370 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画がある現在でも、新築
住宅が販売され、新たな住民が増えてい
る。計画を説明する責任は不動産屋で区
は責任が無いとの態度をとるが、建築許
可を出しているのは区である。事業許可
が下りていないからと言って、計画があ
り、進めているのに許可を出すのは無責
任ではないか。そのことについての見解
は。

　都市計画施設の区域内においては、都
市計画法により、将来における都市計画
事業の円滑な執行を確保することを目的
として建築物の建築に一定の制限が加え
られています。
　建築等を行う際は、事前に都市計画の
制限を調査する必要があるため、区に問
い合わせがあります。その際には、都市
計画の指定状況等についてご説明しま
す。購入を検討している方からの問い合
わせも同様です。また、同法53条による申
請があった際は、同法54条に基づき許可
を行っています。
　土地や建物を売買する際は、宅地建物
取引業法第35条第１項において、宅地建
物取引業者は、取引の相手方に対し、都
市計画法による制限などの重要事項につ
いて、宅地建物取引主任者から、書面を
交付して説明させなければならないとされ
ています。　
　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。

―

371 戦略16 16-1

　「素案」に対し、パブリックコメント、オー
プンハウスなどで、合計210件の意見が寄
せられた。そのうち、計画に反映したのは
たったの17件。
　「犠牲が大きすぎる」など、計画の見直し
を求める声も多くあったが、計画に反対す
る内容が盛り込まれていない。何故多くの
反対意見に耳を傾けないか。　
　賛成意見のみを盛り込み、反対意見を
盛り込まないのであれば、意見を求める
意味はない。意見を求めたと言う形を残し
たいからとしか考えられないがその事に
ついての見解は。

　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見をいた
だき、約１年をかけ成案化しました。その
周知については区報、区ホームページ、
町会回覧板、掲示板、計画区域内への全
戸配布にて周知を行いました。頂いたご
意見は一つ一つ精査したうえで、反映で
きるものは反映し、できないものはその理
由を付して取りまとめたもので、区の考え
はお示ししたとおりです。
　基本計画（整備イメージ）において、目指
すまちの将来像の実現やみどりのネット
ワークの形成に向けて、都心近くに位置し
ながら貴重な動植物と出会うことができ、
「武蔵野の面影」を身近に感じながら様々
な活動や交流を展開できる公園の整備を
目指すとし、都市計画決定されている計
画区域を前提として整備イメージを公表し
ました。計画自体を白紙に戻すなどのご
意見については、趣旨を反映できないも
のと分類しました。

―
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372 戦略16 16-1

　専門化委員会を立ち上げる。ロードマッ
プを作成する。測量を開始する。区は稲
荷山公園計画を事業計画が下りるものと
して進めている。住民説明会も開かず、
オープンハウスを開催した事で説明責任
を果たしたと既成事実を作り稲荷山公園
計画を推し進めている。その事について
の見解は。

　令和３年２月に基本計画（素案）を公表
し、パブリックコメントやオープンハウス（３
会場・計７日間開催）などでご意見をいた
だき、約１年をかけ成案化しました。頂い
たご意見は一つ一つ精査したうえで、反
映できるものは反映し、できないものはそ
の理由を付して取りまとめ、公表いたしま
した。
　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。

―

373 戦略16 16-1

　練馬区土地開発公社が全薬エ業の跡
地（2ｈａ）を公園用地として、令和5年2月
に約17憶5千5百万円で購入している。
（（仮）大泉町二丁目公園））
　10ｈａにも及ぶ大規模な稲荷山公園を作
る計画を進めながら、更に17億もの税金
を使ってさらに公園を作ろうとしているの
は何故か。

　区では、みどりの総合計画において、白
子川をみどりのネットワーク形成の軸と位
置づけています。区立あかまつ緑地と隣
接する（仮）大泉町二丁目公園予定地
は、白子川に面しており、緑地と一体整備
することにより河川沿いのみどりを充実で
きる貴重な用地と考え、取得しました。東
京都の「新河岸川及び白子川河川整備計
画（令和４年12月）」との整合をとりつつ、
公園整備に向けた検討を行っていきま
す。

―

374 戦略16 16-1

　東京都と区市町は、令和２年７月「都市
計画公園・緑地の整備」を改定するにあ
たり、今後の10年間で整備する事業化計
画を定めているが、稲荷山公園と井頭公
園は優先整備区域に選定されていない。
　練馬区立都市公園条例第２条の４で
は、それぞれの特質に応じて区における
公園の分布の均衡を図りとあり、稲荷山
公園を総合公園として整備することは条
例に抵触する懸念もあり、コンプライアン
スを遵守するのであれば、稲荷山公園は
見直すべきではないか。

　稲荷山公園は都市計画法第４条第６項
および同法第11条第１項第２号に基づく
都市計画施設です。公園をはじめとする
都市施設は都市計画法第13条第１項第
11号において、土地利用、交通等の現状
および将来の見通しを勘案して、適切な
規模で必要な位置に配置し、円滑な都市
活動の確保と良好な都市環境を保持する
よう、定めるものとされています。
　本計画地は、現在においても大規模な
樹林地等の貴重な資源や、特徴的な地形
を合わせ持っています。白子川をはさん
で崖線の森と草地が広がる昔ながらの自
然豊かな景観「武蔵野の面影」を再生し、
後世に残していくことができる区内で唯一
の場所です。
　「グランドデザイン構想」（平成30年６月）
の実現に向けた各種行政計画では、拠点
となる大規模で特色ある公園を整備し、
軸となる幹線道路や河川とつなぎ、みどり
のネットワークの形成を進めることとして
います。稲荷山公園についても、光が丘
公園や大泉中央公園などと同様にみどり
のネットワークの拠点として位置付けてい
ます。
　なお、「都市計画公園・緑地の整備方針
（令和２年７月改定）」では、稲荷山公園と
大泉井頭公園はともに「重点化を図るべ
き公園」として位置づけられています。

※
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375 戦略16 16-1

　「東京都市計画公園計画図第５・４・２号
稲荷山公園」昭和53年
　（今回追加区域）が何故「都市計画が決
定された」昭和32年をの（既定計画決定
区域）とぴったり一致しているのか。
　昭和32年決定の「そのものの区域」を示
してほしい。

　計画地の位置を確認する資料は道路公
園課窓口で縦覧できます。

―

376 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画について、土木部道路
公園課は、明確な目標なく、説明責任の
ない「白紙小切手」（用地取得と補償の冊
子を区の道路事業用ですと2023年に冊子
に添付し注意書きとして同封する）で喫緊
の課題から目をそらすもの。見直し等の
説明をすること。

　本公園の整備には、地権者をはじめとし
た地域の皆様のご理解とご協力が不可
欠です。引き続き、事業の節目ごとに地
域の皆様に説明し、ご意見を伺いながら
進めていきます。
　土地の取得や建物の補償については、
個々の状況に応じてしっかりと調査を行っ
たうえで、補償の内容等について提示し
ていきます。補償の制度に関しては個別
にお問い合わせください。

※

377 戦略16 16-1

　稲荷山公園計画において左岸270余の
立ち退きをさせ、対岸の景観を楽しむ場と
なる無謀な計画は住民の「安全・安心な
街づくり」の政策を逸脱していると考える。
立ち退きの不安をかかえいつまで生活し
てよいのか、早急の話し合いをもとめる。

　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　稲荷山公園基本計画（整備イメージ）で
は、左岸について平坦な地形を活かし
た、みどり溢れる開放的な広場などとして
整備することで、白子川をはさんで大規模
な崖線の森と草地が広がる昔ながらの自
然豊かな景観「武蔵野の面影」を公園とし
て再生し、後世に残していくことができると
示しています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
　なお、土地の取得や建物の補償につい
ては、個々の状況に応じてしっかりと調査
を行ったうえで、補償の内容等について
提示していきます。補償の制度に関して
は個別にお問い合わせください。

△

378 戦略16 16-1

　具体的な計画や補償の内容も決めずに
一方的な計画の進め方については非常
に不満を持っている。
　是非、一度正式な説明場を早急に設け
てほしい。

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　補償の内容等については、個々の状況
に応じてしっかりと調査を行ったうえで提
示していきます。補償の制度に関しては
個別にお問い合わせください。

△

379 戦略16 16-1

　稲荷山公園周辺の整備には賛成だが、
予算が大き過ぎると思う。
　武蔵野の風景を役所が埋立の許可を許
しておいて、今度は莫大な予算を使って
元の風景に整備するなど勝手すぎる。

　公園を整備する際は、国や東京都の補
助金などを活用し、財源の確保に努めな
がら、事業を実施していきます。
　なお、建築など土地の利活用について
は法令に基づいて適切に対応していま
す。

△
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380 戦略16 16-1

　稲荷山公園に人為的に手を入れること
で、公園の生き物（植物も含む）など自然
の生態系が崩れてしまうことを懸念する。
稲荷山公園の基本整備計画には、レスト
ランやオープンカフェの検討が記載されて
いるが、賑わいの創出を優先として現状
の武蔵野の雑木林とその生態系を崩した
公園整備は進めるべきではない。

　現在、専門家委員会において稲荷山公
園の整備内容、自然環境の保全方法、段
階的な整備のロードマップなど、専門的な
見地から検討を進めています。
　具体的な整備内容の検討を行う際に
は、改めて地域の皆様にご意見・ご要望
を伺っていきます。

△

381 戦略16 16-1

　稲荷山公園の整備に関する立ちのきに
ついては協議をつくしていただきたい。

○

382 戦略16 16-1

　保全は保全として、稲荷山公園地内、生
活世帯500余りを立ち退き対象としない計
画に見直してほしい。それが出来なけれ
ば、この財政難の時代に保障もなく、立ち
退きをしなければならないのか、是非教え
てほしい。

※

383 戦略16 16-1

　400棟（共同住宅を含む）・1千名をこす
住民を立ち退かせてまで、公園を作る必
要があるのか。
　立ち退かされる住民に対して、今住んで
いる土地・建物と同等の住居に移転でき
るだけの保障が出来るのか。

―

384 戦略16 16-2

　練馬城址公園に、時計が欲しい。 　ご提案の趣旨は練馬城址公園の事業
主体である東京都へお伝えします。なお、
花のふれあいゾーン内にあるサービスセ
ンターの壁面に時計は設置されていると
のことです。

□

385 戦略16 16-2

　練馬城址公園付近の路駐を取り締まっ
て欲しい。

　違法駐車は警察の管轄となりますの
で、いただいた内容を警察へ連絡します。

―

386 戦略16 16-3

　大泉井頭公園の２本の天然記念物=マ
ルバヤナギ(樹齢約110年)の後継樹育成
を早急に取り組んでほしい。樹木の育成
は数十年かかるので急ぐべき。

　当該樹木は５年に１度樹木医による生
育調査を実施し、状態を確認しています。
引き続き、調査結果を踏まえ、後継樹育
成の必要性も含め検討し、適切に対応し
ていきます。

△

387 戦略16 16-4

　民有地のみどりの保全のため、憩いの
森・街かどの森の面積基準の撤廃、税制
優遇、緑地の公費買取などの政策が必要
である。

　憩いの森・街かどの森は、都市緑地法
に基づく制度です。面積要件は法で定め
られており撤廃は困難です。区は、保護
樹木・保護樹林制度により、樹木や樹林
所有者の支援をしています。また、国や都
に対して、緑地に関する税制改正や補助
の拡充を要請しています。

□

　区は、「グランドデザイン構想」（平成30
年６月）でお示しした目指すまちの将来像
の実現やみどりのネットワークの形成に
向けて、財政状況等も勘案しながら、「武
蔵野の面影」を身近に感じ、様々な活動
や交流を展開できる稲荷山公園の整備を
目指しています。
　稲荷山公園は既に都市計画決定されて
いる計画区域を前提として基本計画（整
備イメージ）を示し、整備に向けて検討を
進めています。
　事業を進めるうえで、地域の皆様との合
意形成は不可欠です。引き続き、事業の
節目ごとに地域の皆様に説明し、ご意見
を伺いながら進めていきます。
　なお、土地の取得や建物の補償につい
ては、個々の状況に応じてしっかりと調査
を行ったうえで、補償の内容等について
提示していきます。補償の制度に関して
は個別にお問い合わせください。
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388 戦略16 16-4

　既存公園の改修・公園トイレのリニュー
アルが新規に追加され、リニューアルも大
切だが、不便を感じている場所の解消も
大切だと思う。大部分の公園は遊具が設
置されている近くにはトイレが設置されて
いる。
　春の風公園に遊具が設置されている場
所の近くにトイレがなく、子供たちが隣接
している管理組合事務所トイレを利用して
いる。トラブルを未然に防ぐため、より多く
の子供たちが遊具を利用するためにも、
遊具の近くにトイレの設置を希望する。

　現在、公園のトイレの設置方針について
検討を行っています。方針に基づき設置
を検討する際には、地域の皆様や公園に
隣接する方々のご意見を伺いながら進め
ていきます。

△

389 戦略16 16-4

　区内の公園には住民の意見を取り入れ
た結果、トイレのない公園が多くある。災
害時のトイレ不足は課題の一つなので、
区立公園のトイレ、特にバイオマストイレ
を設置することを区として近隣住民に必
要性を説明し、合意形成をとることを求め
る。

　現在、公園のトイレの設置方針について
検討を行っています。方針に基づき設置
を検討する際には、地域の皆様や公園に
隣接する方々のご意見を伺いながら進め
ていきます。
 また、防災機能を有する区立公園の整備
については、大規模な公園の新設や防災
まちづくり推進地区等における公園整備
の際に、地域の皆様のご意見を伺いなが
ら検討します。

△

390 戦略16 16-5

　外環の２などの幹線道路の整備が緑豊
かな軸という記述のところは違和感があ
るので書きかえてほしい。

　みどりの拠点となる大規模で特色のあ
る公園を整備し、みどり豊かな軸となる幹
線道路や河川とつなぐことで、みどりの
ネットワーク形成を進めています。
　幹線道路の整備にあわせて、国や都に
緑化を働きかけ、みどりの軸としてふさわ
しい景観形成を図るものとして記載してい
ます。

※

391 戦略16 16-6

　練馬のみどりの４分の３は民有地のみ
どりであり、一貫して減少している。
　明らかに、民有地である憩いの森や樹
林地などの保全や取得が不十分なので
はないか。一方で、420戸もの移転補償費
に二百数十億円を掛けて1,000人もの住
民を立ち退かせる計画を着々と進めてい
るのは理解に苦しむ。巨額な税金を投入
し公園整備で僅かなみどりを創造するよ
り、民間の重要な樹林地の確保に努める
ことこそ、効果的な施策ではないか。
　区財政の逼迫が危惧されるなか、費用
対効果を考え、アクションプランを検討し
直すことを強く求める。

　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、農地や樹林地・公園など、豊かなみ
どりに恵まれ、区民の暮らしの中に多様
なみどりが息づいているところです。
　区のみどりは、一貫して減少しており、
公共のみどり、民有のみどりをともに守り
増やしていく必要があります。
　公共のみどりについては、稲荷山公園
などみどりの拠点となる公園づくりを進め
るとともに、特色ある公園等の整備を進め
ます。
　民有地のみどりについては、これまでに
81か所の憩いの森・街かどの森を開設
し、そのうちの41か所を含む多くの樹林地
を取得し保全しています。令和元年度か
らの５か年だけでも、８か所2.1haの樹林
地を取得しました。
　引き続き、重要な樹林地の確保、保護
樹木などの所有者の負担軽減、稲荷山公
園の整備などに取り組み、練馬のみどり
を守り増やす取組を進め、未来につなげ
ていきます。

※

392 戦略16 16-6

　特定生産緑地の指定や雑木林を公園
化するとりくみは必要であると思う。

　良好な屋敷林等の樹林地や農地は、練
馬区の重要なみどりです。樹林地につい
ては、所有者との合意形成を進め、区立
緑地としての確保を進めます。また、農地
についても特定生産緑地の指定勧奨等を
行い、保全に向けて取り組んでいきます。

○
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393 戦略16 16-7

　道路から見えるみどりをこれ以上増や
す意味があるのか。落葉樹だと秋に枯れ
葉が飛び散りスリップ等の危険、排水管
のつまり、メンテナンス費用など費用対効
果が見合っているとは思えない。逆に旧
豊島園周辺では大量の樹木が伐採され
た。

　練馬区の魅力は、都心近くに立地しな
がら、豊かなみどりに恵まれているところ
です。
　練馬のみどりのうち、４分の３が民有の
みどりです。その中の半分以上が宅地等
のみどりであり、練馬のみどりを支えてい
ます。
　みどり豊かな環境を未来へつなぐため、
開発事業による沿道緑化の誘導を進める
とともに、緑化から管理までをサポートす
る仕組みを検討し、地域ぐるみでの沿道
緑化を促進します。

※

394 戦略17 -

　施策の柱４において、区の姿勢として
「地域ごとのリスクに応じた防災力を強化
させる取り組み」の必要性、「脱炭素社会
の実現」に、「区民・事業者との協働をさら
に推進する」ことが必要と記されている。
　しかし素案に記されているような施策で
はみどりの風吹くまち、緑あふれるまちが
整備されうるとは微塵も感じられない。現
実の社会では、地域住民の日々の暮らし
を安心安全な方向へ導く取り組みが喫緊
の課題として求められている。

　区内には、老朽木造住宅が密集し、狭
あいな道路が多く、地震発生時に建物倒
壊や延焼の危険性が高い地域が存在し
ます。また、石神井川や白子川の流域で
は、想定しうる最大規模の降雨によって
浸水深２mを超える水害リスクが高い地区
もあります。
　そのため、地震発生時に建物倒壊や延
焼の危険性の高い地域では、道路拡幅
や建築物の不燃化・耐震化など、水害対
策として、公共・民間施設への雨水抑制
施設設置による流域対策など、地域ごと
の災害リスクに応じた「攻めの防災」を進
め、地震や水害による被害を軽減し、「災
害に強く、にげないですむまち」の整備を
進めます。
　防災まちづくりの推進、脱炭素社会の実
現も含め、「第３次みどりの風吹くビジョ
ン」に基づく施策を着実に進め、子どもか
ら高齢者まで誰もが心豊かに安心して暮
らせるまちの実現に取り組んでいきます。

○

395 戦略17 -

　CO2の削減を本気で行うためには、排
出権取引など市場メカニズムの活用に
よって、区民や事業者の自主的な判断・
行動を重視して環境政策を推進する姿勢
が需要である。これと裏腹に、優先道路
計画や練馬美術館の改築など環境政策
にマイナス又はプラスの効果が認められ
ない事業に巨費を投ずる政策の見直しが
どうしても必要である。

　CO2削減取組の選択肢や、地球温暖化
に係る正確な情報を区が提供すること
で、区民・事業者の主体的な行動を後押
しします。
　都市計画道路は、みどり豊かで快適な
空間を創出し、交通の円滑化や防災機能
の向上に資する重要な交通インフラで
す。区が将来に向けて更に発展していく
ため着実に整備を進める必要がありま
す。また、交通の円滑化によるCO2排出
量の削減も期待されます。
　美術館の再整備など、今後新築・改築
する区立施設は、建物の用途や特性等を
踏まえて、原則として一次エネルギー消
費量を30％～50％以上削減することを目
指し、CO２排出量の削減に取り組みま
す。

※
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396 戦略17 -

　CO2の排出削減は施策の柱に挙げられ
ていないように、依然、成長重視、箱物・
道路といった建造物優先の政策が中心で
あることは、明らかだ。CO2の排出削減に
本気で取り組もうとすれば、成長重視、箱
物・道路といった建造物優先の政策は採
れるわけがないからである。

　戦略計画17において、脱炭素社会に向
けた環境施策の展開を掲げ、５年間の主
な取組をお示ししています。練馬区では
CO2排出量の５割以上が家庭部門となっ
ている特色を踏まえ、住宅等の消費エネ
ルギー削減や、環境に配慮したライフスタ
イルの推進などの取組を強化していきま
す。
　一方、練馬区は、都市化が急激に進ん
だため、道路・鉄道などのインフラ整備が
著しく遅れています。快適で暮らしやすい
まちの実現に向け、災害に強く、安全・安
心な暮らしを支えるインフラ整備を着実に
進める必要があります。

※

397 戦略17 -

　EV充電器を敷設する協定を結びたい。 　令和５年９月策定した環境基本計画
2023に基づき、ゼロエミッション車の普及
促進に取り組んでいます。
　現在、東京都が都内の集合住宅への電
気自動車（EV）等用充電設備の普及促進
のため、充電設備普及促進事業（居住者
用）をはじめとした様々な支援策を実施し
ています。こうした都の取組について、区
民への情報発信を強化しています。
　引き続き、国や都の動向を注視し、効果
的な施策を検討していきます。
　なお、現時点で、区がEV充電器を敷設
する協定を締結する予定はありません。

※

398 戦略17 -

　CO2削減には限界がある。CO2排出より
再利用のほうが多くなれば相対的に削減
になるのだから区は逆に全国に率先して
CO2の再利用に注力すべきである。

　CO2を素材や燃料として再利用する
「カーボンリサイクル」の普及には、さらな
る技術革新が必要です。
　区は、2050年までにCO２排出実質ゼロ
とする脱炭素社会の実現に向け、令和５
年９月に策定した「練馬区環境基本計画
2023」に基づき、区民・事業者との協働に
より、取組を進めていきます。

※

399 戦略17 -

　ゼロカーボンシティ宣言をしている練馬
区として、『ストップ！気候危機』を掲げて
区民と課題を共有し、「気候市民会議」を
開催することを求める。

　脱炭素社会実現という共通目標に向
け、環境に関わる各主体や区民と交流・
連携する新たな枠組みを検討します。な
お、無作為抽出した区民からご意見を伺
う形式（いわゆる「気候市民会議」）の開
催は考えていません。

※

400 戦略17 17-1

　住宅等への消費エネルギーの削減に引
き続き取り組むこと。住宅以外の商業施
設等を対象とした施策も期待する。

　カーボンニュートラル化設備設置等補助
金を通じて、引き続き、既存住宅の省エネ
化・再エネ導入を支援します。
　また、練馬ビジネスサポートセンターと
連携して、商業施設や事業者が利用でき
る国や都の補助制度や民間サービス・製
品の案内、導入効果などの情報を発信
し、事業者の取組を支援します。

○

80



№ 戦略計画
年度別
事業No

意見の概要 区の考え方
対応
区分

401 戦略17 17-1

　区は「エネルギー政策はベストミックス、
国全体に関わる電源構成については国
のエネルギー政策で取り扱われるものと
考える」と言い続けるが、国全体に関わる
ことは国民一人一人に関わる問題でもあ
る。基礎自治体であるからこそ区民の安
心安全な暮らしを守るべきなのではない
か。ゼロカーボンシティ宣言が誰のための
ものなのか認識すべき。

　エネルギー政策は、特定のエネルギー
源に偏ることなくベストミックスを進めるこ
とが必要です。国全体に関わる電源構成
については、国のエネルギー政策で取り
扱われるものであると考えています。区
は、2050年までにCO２排出実質ゼロとす
る脱炭素社会の実現に向け、令和５年９
月に策定した「練馬区環境基本計画
2023」に基づき、区民・事業者との協働に
より、取組を進めていきます。

※

402 戦略17 17-1

　地震大国で新規建設だけでなく、稼働
年数を60年に延長する老朽化した原子力
発電を稼働させてまで原発に依存するエ
ネルギー政策にストップをかけるのが基
礎自治体である区の責務と考える。

　エネルギー政策は、特定のエネルギー
源に偏ることなくベストミックスを進めるこ
とが必要です。国全体に関わる電源構成
については、国のエネルギー政策で取り
扱われるものであると考えています。

※

403 戦略17 17-1

　既存の建物に対しても断熱化をさらに進
めていくことを求める。

　住宅等の断熱化による消費エネルギー
削減を進めるため、引き続き、窓断熱改
修の補助、省エネ効果の普及啓発等を
行っていきます。

□

404 戦略17 17-2

　リサイクルセンターの活動について、今
までやってきたことをどう変えていかない
といけないのか、ピンと来ていない。ゆっく
り検討してもらい、話を聞く中で飲み込ん
でいきたい。

△

405 戦略17 17-2

　令和８年度に向けて、区からリサイクル
センターに対して、学ぶ情報などを学習す
る場が提供されるのか。指定管理者から
の情報だけで組み立てるのか、区から直
接話を聞いて考えるのか。令和８年度ま
でに、区から直接話を聞ける場が何回か
あるのか。

△

406 戦略17 17-4

　全ての区民に、プラスチックごみの削減
と異物分別の徹底を、あらゆる手段を
使って丁寧に周知徹底すること。(SNS、
環境教育、大学のオリエンテーション、練
馬区への転入届時(数か国語)、青空集会
etc)。
　若い人は区報やちらしは殆ど読まない
可能性が高いので、対策が必要。

　プラスチックの削減については、様々な
機会を捉えて意識啓発を図るなど、使い
捨てプラスチックを使わないライフスタイ
ルへの変容を促していきます。
　資源・ごみの分別については、冊子「練
馬区資源・ごみの分け方と出し方」、区
報、区ホームページ、練馬区資源・ごみ分
別アプリ、環境学習等を通じて、今後とも
徹底を呼びかけていきます。

○

407 戦略17 17-4

　プラスチック容器の使用削減について
は、メリット・デメリットを課して、強力に事
業者を誘導してほしい。

　令和４年４月に「プラスチックに係る資源
循環の促進等に関する法律」が施行さ
れ、全てのプラスチックがリサイクルの対
象となるなど、プラスチックの資源循環を
促進する重要性が一層高まっています。
　区では、使用済みペットボトルを新たな
ペットボトルにリサイクルする取組を事業
者と連携して進めるとともに、様々な機会
を捉えて意識啓発を図るなど、使い捨て
プラスチックを使わないライフスタイルへ
の変容を促していきます。

△

　リサイクルセンターは、従来の３R推進に
加えて、脱炭素という共通目標の実現に
向けた総合的な環境学習拠点への移行
を目指します。
　令和８年度のモデル実施に向けて、現
在リサイクルセンターでボランティアとして
活動されている方などにもご意見を伺い
ながら、令和６年度に方針を策定します。
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408 戦略17 17-4

　路上ごみを収集するとき、地域外のもの
だからという理由で集積所の利用を拒む
者がいる。ボランティア活動の障害にもな
るので、そのような排他的行為をやめるよ
うに指導してほしい。

　集積所は、利用する住民の皆様がルー
ルを決めて自主的に管理しています。集
積所の利用ルールについて、原則、区と
して指導することはありません。

※

409 戦略17 17-4

　「容器包装プラスチックに加え、製品プラ
スチックの回収・資源化を実施します」は
大臣認定ルートですすめるとのこと。大い
に期待するとともに早期実施を求める。
　これを機会に、全ての区民に、プラス
チックごみの削減と異物分別の徹底を、
丁寧に周知徹底すること(SNS、環境教
育、大学のオリエンテーション、練馬区へ
の転入届時(数か国語)、青空集会など)。
さらにすべてのプラスチック製品の資源化
とともに、新たなプラ製品を購入しないこ
との啓発を求める。
　また、子どもたちの環境学習をすすめ、
大人も一緒に学べる場をつくること。

　計画でお示ししたとおり、製品プラスチッ
クについては、令和８年度から分別回収・
資源化に取り組むこととしています。
　プラスチックの削減については、様々な
機会を捉えて意識啓発を図るなど、使い
捨てプラスチックを使わないライフスタイ
ルへの変容を促していきます。
　資源・ごみの分別については、冊子「練
馬区資源・ごみの分け方と出し方」、区
報、区ホームページ、練馬区資源・ごみ分
別アプリ、環境学習等を通じて、今後とも
徹底を呼びかけていきます。
　リサイクルセンターは３Rに加え、脱炭素
等も含めた総合的な環境学習拠点を目指
します。

○

410 戦略17 17-4

　製品プラスチックの回収・資源化につい
て、区民周知どのようにしていく予定か。
「ごみを減らす」があった上での「リサイク
ル」だということを伝えてほしい。（清掃事
務所で実施している）青空集会での周知
も効果があると思う。

　製品プラスチックの分別回収・資源化の
実施に向けた区民周知については、パン
フレットや動画など、様々な方法を検討し
ていきます。
　ごみの減量については、冊子「練馬区資
源・ごみの分け方と出し方」、区報、区
ホームページ、練馬区資源・ごみ分別ア
プリや環境学習等を通じて、引き続き呼
びかけていきます。

○

411 - -

　「安全・快適、みどりあふれるまち」に
は、人口減少、超高齢社会を迎え、これま
でとは違った社会インフラの整備が必要と
なる。コンクリートやアスファルトでの整備
からみどりや土など自然の力を活かすグ
リーンインフラにシフトすることや、都市計
画を見直し、既存の公共設備の維持管理
に軸足を置いた施策の実現に向けた政
策を求める。

　練馬区は、都市化が急激に進んだた
め、道路などのインフラ整備が著しく 遅れ
ています。都市計画道路は、みどり豊か
で快適な空間を創出し、交通の円滑化や
防災機能の向上に資する重要な交通イン
フラです。区が将来に向けて更に発展し
ていくために、着実に整備を進めることが
必要です。
　みどりの拠点となる大規模な公園を整
備し、幹線道路の整備にあわせ、みどり
の軸としてふさわしい街路樹等による緑
化を行うことで、みどりのネットワークの形
成を進めています。社会情勢の変化や今
後求められる道路機能のニーズを踏ま
え、第四次事業化計画に続く都市計画道
路の整備方針について検討を進めます。
 　公共施設の機能保全については、引き
続き計画的な更新を進めます。

※
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412 - -

　人口増加を前提にして、「安全・快適、み
どりあふれるまちづくり」を計画することに
は矛盾がある。高層マンションの建設（石
神井公園駅南口の再開発など）、大江戸
線延伸に伴う宅地造成を前提としなけれ
ば、人口増加は達成できない。マンション
や宅地造成を推進すれば、「安全・快適、
みどりあふれるまちづくり」の推進は、困
難となる。

　練馬区は、都市化が急激に進んだた
め、道路・鉄道などのインフラ整備が著し
く遅れています。快適で暮らしやすいまち
の実現に向け、災害に強く、安全・安心な
暮らしを支えるインフラ整備を着実に進め
る必要があります。
　あわせて、みどりの拠点となる大規模な
公園を整備し、幹線道路の整備にあわ
せ、みどりの軸としてふさわしい街路樹等
による緑化を行うことで、みどりのネット
ワークの形成を進めています。
　こうした取組により、グランドデザイン構
想に掲げた区の目指す将来像の一つで
ある、魅力にあふれ利便性に富んだ駅前
と周辺のまちが実現し、その結果、人口
が増え発展していくと考えています。引き
続き、インフラ整備を着実に進めるととも
に、練馬のみどりを守り、未来へつなぐ取
組を進め、「安全・快適、みどりあふれる
まちづくり」の実現を目指します。

※

413 戦略18 -

　人口減少が進んでいく中で、練馬区が
更に発展していくことを考えると防災、イン
フラの整備に加え、企業の誘致を積極的
に行うべきかと思う。既存の大企業はもと
より、広い敷地の開拓で物流企業等への
優遇制度等検討して頂きたくお願いした
い。税収の面でもメリットは大きいかと思
う。

　企業誘致は広大な用地を用意しながら
進めることが必要と認識していますが、練
馬区は住宅都市として発展しているた
め、このような用地を確保することは困難
です。
　なお、区は練馬ビジネスサポートセン
ターと連携し、創業相談、融資あっせん、
空き店舗活用補助事業等を実施し、区内
での様々な事業者の起業、創業を支援し
ています。

※

414 戦略18 -

　空き店舗の活用は区が家主に助成する
ことで、市民活動で借りたい人に無償で
貸し出すしくみを求める。

　練馬ビジネスサポートセンターでは、区
内の商店街にある空き店舗に入居し、新
たに開店する事業者を対象に、店舗賃借
料等を補助しています。区においても、商
店街振興の一環で、空き店舗を活用した
出店事業者に店舗改修費等の補助を実
施しています。

○

415 戦略18 18-1

　産業見本市について、新規の出展事業
者を増やすための事業者開拓を積極的
に行い、一層魅力的なイベントにしてほし
い。

　産業見本市の新規出展事業者を増や
すため、練馬ビジネスサポートセンター開
催の創業セミナー参加事業者に案内をし
てきました。来年度からは、新たに区の創
業支援貸付の利用事業者やビジネスチャ
ンス交流会参加事業者へ案内を拡大して
いきます。

△

416 戦略18 18-1

　人材確保支援事業について、事業者の
人手不足の状況等を踏まえると、求職者
を集めることが困難と考えられるが、どの
ように求職者を集めていくのか。

　人材確保支援事業の実施に当たって
は、当該事業を効果的に実施するため、
人材確保に知見を有する民間事業者を
活用していく予定です。また、ハローワー
クとも連携しながら、区内事業者の人材
確保を支援していきます。

△

施策の柱５　いきいきと心豊かに暮らせるまち
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417 戦略18 18-2

　商店会内の空き店舗を商店会が活用す
る場合に補助する制度を作ってほしい。

　商店会を支援する補助制度として「練馬
区商店街空き店舗対策事業補助金（平成
12年度開始）」がありますが、制度開始か
ら20年で２商店会の利用であったこと、そ
の後行った商店会への利用希望調査でも
希望がなかったため、令和４・５年度は予
算化していません。
　空き店舗を活用して商店会自身が行う
事業に対する補助については、現行の他
の補助制度の運用等で検討します。

□

418 戦略18 18-2

　空き店舗活用商店街支援事業の概要を
教えてほしい。

　区では、空き店舗を活用して、商店街が
誘致したお客が集まる魅力的な出店事業
者に対して、店舗改修費等の補助を実施
しています。５年度は、30代～40代の若
手経営者による飲食店など５店舗が開業
しました。６年度も５店舗の誘致を目指
し、商店街の魅力向上や活性化につなげ
ていきます。

―

419 戦略18 18-2

　石神井公園は練馬区が誇るべき自然環
境だと思うが、周辺に来訪者が滞留・休
憩できる店舗やスペースが少ないことは
もったいない。地価や賃料が原因の場合
は、小規模事業者向けの店舗賃料補助
などがあっても良い。

　練馬ビジネスサポートセンターでは、区
内の商店街にある空き店舗に入居し、新
たに開店する事業者を対象に、店舗賃借
料等を補助しています。
　区においても、商店街振興の一環で、空
き店舗を活用した出店事業者に店舗改修
費等の補助を実施しています。

○

420 戦略18 18-2

　福引抽選券について「店舗により福引抽
選券の配布方法が異なります。」と注意書
きがあり消費者として参加の方法が分か
らない。
　商店会会員同士の親睦あるいは常連客
への対応に使っているように思え、このよ
うな商店会のイベントにも区から補助金は
出ているのか。
　更に、武蔵関商栄会には加盟店舗の中
に都議の後援会が入っており、これも区
からの補助制度にそぐわないと思うが、
区はどのように考えているのか。

　福引抽選会等、商店会イベントの実施
内容などについては、消費者に分かりや
すい内容となるよう、引き続き、練馬区商
店街連合会や区内商店会向けの補助金
説明会を通じて求めていきます。
　区では、商店会が主体となって実施する
イベント等について、商店会に補助金を
交付しています。会員同士の親睦等を目
的とした催しについては、補助対象として
いません。
　なお、商店会への加盟の判断について
は、各商店会が規約等に基づき行ってい
ます。

―

421 戦略18 18-2

　一律に、商店街に補助金を交付すること
に、以前から疑問を感じていた。 「何をす
るために、いくら必要なのか。」 を考える
ことは、商店街のあり方も見直す機会に
なると同時に、 新しい地域の形成につな
がると思う。 又、新しい事業者への支援
は、 練馬の産業の発信にも繋がると思う
ので、今後、是非力を入れて頂きたい。

　令和６年度から、個々の商店街活動の
枠を超えて、商店会同士や民間企業など
の多様な主体と連携した取組や、意欲的
な個店同士が取り組むイベント等に対す
る補助制度を新たに創設し、支援を実施
していく予定です。
　また、区では、空き店舗を活用して、商
店街が誘致したお客が集まる魅力的な出
店事業者に対して、店舗改修費等の補助
を実施しています。５年度は、30代～40代
の若手経営者による飲食店など５店舗が
開業しました。６年度も５店舗の誘致を目
指し、商店街の魅力向上や活性化につな
げていきます。

○

84



№ 戦略計画
年度別
事業No

意見の概要 区の考え方
対応
区分

422 戦略18 18-2

　昭和の魅力的な商店建築のシャッター
が閉まっているのがもったいないため、家
主と出店希望者の間を取り持つような中
間事業者の発掘が重要である。

　区では、空き店舗を活用して、商店街が
誘致したお客が集まる魅力的な出店事業
者に対して、店舗改修費等の補助を実施
しています。誘致にあたっては、商店街が
求める店舗の出店につなげる仲介役を地
元不動産会社に担っていただきながら、
誘致活動を進めています。
　５年度は５店舗が開業し、６年度も５店
舗の誘致を目指しています。

○

423 戦略18 18-3

　スマート商店街プロジェクトとしてSNSな
どあまりにも規模が小さくセンスがない。
既に住民は商店街を知っている、それな
のに使われないのは商品、価格にメリット
がないから。原因が究明されていなけれ
ばどんな対策を打っても公金の無駄遣い
にしかならない。

　商店街では、キャッシュレス決済への対
応など、デジタル化の推進が求められて
います。商店街のデジタル化を進めるた
め、令和４年度から、スマート商店街プロ
ジェクトを展開しています。
　また、６年度からは、個性あふれる意欲
的な個店同士が取り組むイベント等に対
する補助制度を創設し、魅力ある商店街
を増やすよう取り組みます。

○

424 戦略19 -

　農業振興を強化することに、費用対効
果を明確に表現すべきである。23区内で
農地が減少するのは当然の流れであり、
それが問題とは思えない。環八より内側
には農地は不要である。農業振興の強化
にどんな意味があるのか、予算に対する
費用対効果はどうなるのか、明確に表現
すべきである。
　また、今後も農業を支援するのであれ
ば、農地の一部では即売も行われている
が、正しく課税されているかの確認も強く
求める。

　東京という大都市の都心近くに立地しな
がら、生活と融合した生きた農業が営ま
れていることが練馬の大きな魅力となって
います。都市農業は新鮮な農産物を都市
住民に提供する機能のほか、防災や環境
保全など多様な機能を有しています。こう
したことから、都市農業振興基本法にお
いて、都市農業を振興する施策の策定お
よび実施が国や地方公共団体の責務とし
て位置付けられており、区としても都市農
業の振興に取り組んでいるところです。
　課税については、税務当局が適切に
行っているものと認識しています。

※

425 戦略19 -

　農家民泊など、練馬区での農家暮らしを
体験できるような取組を通して、将来の農
業者を区外から見つけてくることも大事で
ある。

　練馬区の農業の将来を担う人材の確保
は重要な課題です。農家民泊は主に農山
漁村地域の観光事業として運営されてお
り、練馬区で実施することは難しいと考え
ますが、東京都と連携したセミナーの実施
や各種補助事業など様々な取組を通じ
て、区外も含め担い手確保に努めていま
す。

○

426 戦略19 -

　農地保全のための有効活用として、コ
ミュニティ農園など人が集う農園づくりを
求める。

　区内各所で農業者が実施している体験
農園では、農業者から直接農作業が学べ
るだけでなく、利用者同士の交流が盛ん
です。区はこうした取組を引き続き支援し
ます。

□

427 戦略19 19-1

　区民が農に親しむことによって期待でき
る効果や、これらの施策によってどんな効
果が期待できるのか。

　農に親しむことにより、食や農に対する
理解が深まるほか、心身の健康にも繋が
ります。
　こうしたことから、区では、農に親しむ取
組の充実が、区民生活をより豊かにする
ものと考えています。

―

428 戦略19 19-2

　農業者の全戸訪問・ヒアリングについ
て、区と連携し早急に進めたい。

　ＪＡ東京あおば、区および農業委員会の
三者で情報を共有しながら、着実に進め
ていきます。

○

429 戦略19 19-2

　農業者のうちどのような層から優先的に
ヒアリングするのか、何か考えはあるか。

　区が支援を行うことで、自家消費のみか
ら販売農家へ移行するなど、より安定した
農業経営につながる可能性のある農業者
から実施していくことを想定しています。

△
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430 戦略19 19-2

　農家さんが、代々引き継がれた土地を
守っていく気持ちは痛いほどわかるが、農
業の担い手=生計がたつ収入を得ることを
考え、仕組みを作っていかないと共存は
難しいように思う。 是非とも、 農家さんと
共に、従事者の育成等考えて頂き、 農地
の維持を希望する。

　持続可能な都市農業の実現には、効率
的かつ安定的な農業経営が必要です。そ
のため、ＪＡ東京あおばと連携しながら、
個々の営農状況にあわせた支援メニュー
を提案し、農業者の生産性向上につなげ
ていきます。
　また、農業者が農地を手放さずに済む
よう、生産緑地の貸借制度の活用を働き
かけています。

○

431 戦略19 19-3

　新規営農者や経験の少ない農業者に対
して支援を厚くした方が良い。

　新規参入を希望する個人や法人向け
に、都事業を活用した農業機械の導入に
要する経費等の支援について来年度検
討し、７年度からの実施を予定していま
す。また、農業経験の少ない後継者等を
対象に、東京都と連携して営農アドバイス
やセミナーを実施しています。

○

432 戦略20 -

　“区内の「公園」や「憩いの森」”を 近郷
近在の各種“みどり”関連活動ボランティ
ア実演(枝打・草刈・プランター)、郷土文化
芸術(祭囃子・太鼓・民謡)、声楽器楽演奏
(コーラス・合奏・バンド演奏)、身体芸術
(曲芸・ストリートダンス)などのイベント、発
表、紹介の場として活用することが出来
れば、練馬区の文化芸術の裾野を広げる
効果が期待できるのではないか。

　東京都は、光が丘公園などを会場に、
登録したアーティストが活動する事業を
行っています。こうした取組を地域の公園
や憩いの森に広げるには、音量や交通渋
滞など近隣への影響が大きいため、難し
いと考えていますが、区においても石神
井松の風文化公園の「練馬薪能」や練馬
総合運動場公園の「ねりまの森の音楽
祭」開催など、普段の暮らしの中で文化芸
術を楽しめる機会を創出していきます。

※

433 戦略20 20-1

　図書館司書の待遇改善を求める。 　図書館司書については、会計年度任用
職員として任用しています。会計年度任
用職員の勤務条件等については、国や他
団体との均衡を踏まえ適切に対応してい
ます。引き続き、適切な処遇を確保するよ
う努めます。

□
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434 戦略20 20-1

　「美術館・貫井図書館の全面リニューア
ル」について。全面建て替え計画は白紙
にして、区民参加のもと、今後の方向につ
いて対話を行うと記すべき。

□

435 戦略20 20-1

　美術館・貫井図書館の全面リニューア
ルについては、明確に反対する。既に多
数の区民からの計画中止の署名陳情等
あると思うが、区財政に余裕がない現状
での国宝級美術品展示可能の施設への
費用投入は理解できかねる。

※

436 戦略20 20-1

　福祉、医療、子供への政策是非、進め
てもらいたいが、練馬美術館の建替につ
いては、税金の無駄遣いだと思い、白紙
撤回を求める。まだ40年も経っていない
美術館、図書館の建替は勿体ないし、立
派な美術館は練馬区には必要ない。建て
てもその後の運営費など考えると、他の
事に税金を使っていただきたい。

※

437 戦略20 20-1

　昨年一年間続いた物価高は、今年円安
から多少円高になっても、その根本の原
因がコストプッシュインフレであることか
ら、改善されないと予想される。このこと
から、多額の予算が必要な美術館の再整
備等を見直すことを切望する。

※

438 戦略20 20-1

　機能移転や廃止などで空いた既存の公
共施設を美術館のサテライトとして使うこ
とで、展示・収納スペースを確保し、本館
の「全面改築」を「改修」の範囲におさめ、
区の様々なエリアで気軽にアートを楽しめ
る体制にするのも良いのではないか。

※

439 戦略20 20-1

　アートは豪華な建物ではなくても感じら
れる。81億円以上をかけなくても文化芸
術は豊かになるのではないか。
　富士塚をイメージしてると言われても、
別に練馬区らしくもない。
　植栽とレイヤーを積み重ねる20年以上
前に流行ったデザインであり新しくもなく、
美術館図書館なのに虫の発生や湿気管
理が難しすぎる。
　海外のように今の建物を修繕して丁寧
に使うことが将来の文化につながるので
はないか。改築ではなく修繕の方向で改
めるべき。

※

440 戦略20 20-1

　「美術館・貫井図書館の全面リニューア
ル推進」について当該の計画を根本から
見直し、再検討されることを強く要求す
る。

※

　誰もがいきいきと心豊かに暮らすために
は、子育て支援や福祉医療の充実と合わ
せ、文化芸術施策も一体的に進めること
が不可欠です。
　美術館は、開館から38年が経過し、施
設や設備の老朽化が進んでいるため、大
規模な改修が必要な時期を迎えていま
す。約7,600点の収蔵品の活用や大規模
企画展の開催にはスペースが不足し、展
示・収蔵環境やバリアフリーなど、多くの
課題を抱えています。改修ではこれらの
課題に十分な対応ができないため、改築
としたものです。大型エレベーターなどを
備え、年齢や障害の有無に関わらず、誰
もが楽しめる美術館・図書館とします。
　これまでも中村橋駅周辺施設の統合・
再編に関わるオープンハウスの開催をは
じめ、美術館再整備基本構想にかかわる
区民意見反映制度、設計ワークショップな
ど、さまざまな機会を設け、多くの方のご
意見を伺ってきました。今後も節目節目で
区民の皆さまや区議会のご意見を伺って
いきます。
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441 戦略20 20-1

　近代建築の巨匠=ローエは建築デザイ
ンについてこう言った。「Less is more」(よ
り少ないことは、より豊かなこと)。練馬美
術館のデザインは、これとは真反対に、
貴重な美術品の所蔵の上の空間を人が
歩き回るという、作品への畏敬を捨て去る
かのような思想にあきれ返る。後世に遺
恨を残さぬようデザインの再考を求める。

　練馬独自の新たな美術館を創造するた
め、公募区民、地元関係者等で構成する
練馬区立美術館再整備基本構想策定検
討委員会の提言をもとに、「まちと一体と
なった美術館」「本物のアートに出会える
美術館」「併設の図書館と融合する美術
館」をコンセプトとする美術館再整備基本
構想を策定しました。
　このコンセプトを実現するため、プロポー
ザル方式により、設計事業者の募集・選
定を行い、国内外で活躍する建築家で京
都大学教授の平田晃久さんを設計者とし
て、設計を進めています。

―

442 戦略20 20-1

　「練馬独自の新しい美術館・図書館を創
造」 するために、 整備した建物をどのよう
に運用するか、ただ指定管理の事業者に
丸投げするのではなく、文化芸術を発信、
育てることを望む。
　古典を大事にし、 デジタルなもの (プロ
ジェクションマッピング、映像等) も融合し
てもらいたいと思う。

　年齢や障害の有無に関わりなく、誰もが
文化芸術を楽しめる新たな文化芸術の拠
点とするため、「まちと一体となった」「本
物のアートに出会える」「併設の図書館と
融合する」という新しい発想により、全面リ
ニューアルに取り組んでいます。
　再整備後は、効果的・効率的な管理運
営と長期的な展望に立った運営を行うた
め、練馬区文化振興協会が担う指定管理
者制度による運営を想定していますが、
新たに設置するカフェなどのサービス施
設を含めて勘案し、最適な運営形態を検
討していきます。
　美術館は、これまでも独創的で優れた
企画により、内外から高い評価を得てきま
した。これをさらに豊かで魅力的なものと
するため、誰もが身近で気軽に鑑賞でき
る環境をつくり、映像作品や現代アートな
どの多様な作品や収蔵コレクションを鑑
賞できるよう、検討していきます。

△
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　サンライフ練馬は、施設の設置目的と利
用実態が必ずしも一致しておらず、勤労
者福祉施設としての機能が低下している
という課題があります。
　美術館は、開館から38年が経過し、施
設や設備の老朽化が進んでいるため、大
規模な改修が必要な時期を迎えていま
す。約7,600点の収蔵品の活用や大規模
企画展の開催にはスペースが不足し、展
示・収蔵環境やバリアフリーなど、多くの
課題を抱えています。
　中村橋区民センターも大規模改修が必
要な時期を迎えています。建設当時から
幾度も機能の転換が行われており、今後
も予定されているため、新たな機能にあ
わせた部屋の利用や動線の確保など、施
設全体の有効活用が課題となっていま
す。
　このため、中村橋区民センターの大規
模改修と美術館の再整備にあわせて、サ
ンライフ練馬のトレーニング室や会議室の
代替を確保するとともに、サンライフ練馬
を廃止し、その敷地を活用して、美術館を
リニューアルすることで、これらの施設が
抱える課題を解決し、時代の変化に合わ
せて区民サービスの更なる充実を図るも
のです。
　これまでも中村橋駅周辺施設の統合・
再編に関わるオープンハウスの開催をは
じめ、美術館再整備基本構想にかかわる
区民意見反映制度、設計ワークショップな
ど、さまざまな機会を設け、多くの方のご
意見を伺ってきました。今後も節目節目で
区民の皆さまや区議会のご意見を伺って
いきます。

※

443 戦略20 20-1

　中村橋駅一体開発が優先課題かを考
え、住民の合意ができていない美術館周
辺の公共施設の整備を住民と共に見直
すことを求める。
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445 戦略20 20-3

　文化芸術を否定はしないがだからと言っ
て公金を垂れ流し続けることが良いわけ
でもない。やるからには集客に繋がる魅
力的なイベントを継続して行い続けていく
必要がある。

　「真夏の音楽会」や「みどりの風　練馬薪
能」といった定着している文化芸術イベン
トを引き続き実施するとともに、文化芸術
の魅力を発信するための広報活動を戦略
的に展開していきます。

○

446 戦略20 20-6

　スタジオツアー東京はターゲット層が特
定の世代であり、息の長いコンテンツとは
考えづらい。そのため、今のうちに、練馬
区に中長期的に来訪してもらえるような取
組をすることが重要。発信や単発イベント
にとどまらず、民間と協業しながら、まちを
回遊してもらう仕掛けや来訪者を受け入
れ滞留させる場所・宿泊施設などの整備
を、大きなお金をかけず既存資源を活か
して促進していくと良いと思う。
　例えば墨田区の向島エリアなど、既存
の資源（物理的にも文化・歴史的にも）を
活かしていて上手だと感じる。

　スタジオツアー東京のオープンを機に、
令和５年度から、民間の旅行業者に委託
し、野菜・果樹の収穫体験など、魅力ある
スポットや店舗等を巡る「区内周遊ツ
アー」を開始しています。これまで、延べ
100回を超えるツアーを企画し、販売数
は、延べ2,000人を超え、参加者の約半数
が区外という状況です。
　来年度以降も参加者を更に増やせるよ
う、ツアーメニューを充実するとともに、年
間催行本数を増加し、区の魅力を積極的
に発信していきます。

○

447 - -

　農やみどり以外に景観に関する施策・
戦略計画がないことが気になる。農家住
宅や昭和の商店建築、木賃アパートなど
も魅力的な資源だと思うため、活用しなが
ら残していくことも戦略に入れても良いと
思った。

　区は、景観行政の基本的な考え方であ
る「練馬区景観計画」を平成23年８月に策
定しました。地域景観資源登録制度や景
観まちなみ協定制度といった事業を展開
し、良好な景観の形成に向けた取組を進
めています。計画策定から約10年が経過
し、現在、制度の改善を検討しています。
引き続き、区民と協働して景観資源を保
全活用した景観まちづくりを推進していき
ます。

□

444 戦略20 20-1

　練馬区立美術館の改築・石神井公園の
再開発に反対する。
　財政難というが、改築のお金で築50年
以上の学校の建て直しをすべきで、他に
も用途はあるはず。
　また石神井公園に関しても高層ビルに
よる日照権や今ですら酷いビル風につい
ても住民の住みやすさを無視したものだ。

　誰もがいきいきと心豊かに暮らすために
は、子育て支援や福祉医療の充実と合わ
せ、文化芸術施策も一体的に進めること
が不可欠です。　
　美術館は、開館から38年が経過し、施
設や設備の老朽化が進んでいるため、大
規模な改修が必要な時期を迎えていま
す。約7,600点の収蔵品の活用や大規模
企画展の開催にはスペースが不足し、展
示・収蔵環境やバリアフリーなど、多くの
課題を抱えています。改修ではこれらの
課題に十分な対応ができないため、改築
としたものです。大型エレベーターなどを
備え、年齢や障害の有無に関わらず、誰
もが楽しめる美術館・図書館とします。
　石神井公園駅南口については、道路が
狭く、小さなビルが密集しており、防災・安
全上の課題が残されています。本再開発
事業は、狭小な敷地や老朽化した建物を
集約するとともに、道路の整備を一体的
に行い、みどりあふれる歩行空間やオー
プンスペースを創出することで、安全で魅
力あるまちを実現するものです。
　日影については法令の範囲内で計画し
ており、ビル風についても、建物の形状を
工夫し、周囲に過大な影響を及ぼさない
よう対策を講じます。

※
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448 戦略22 -

　練馬区では、町会・自治会を「区政最大
のパートナー」と位置付けている。しかし、
私が関係している町会では専用事務所が
なく、個人の事務所の一部をご好意で利
用している状況。「区政最大のパート
ナー」と位置付けるのであれば、地区区
民館等区の施設の一室を事務所として貸
与する程度の施策があってしかるべきと
考える。

　公共施設の一部を町会事務所として使
用してただくことは困難な状況ですが、町
会・自治会役員の負担軽減に向けた取組
を強化し、地域の活性化を目指していき
ます。

※

449 戦略22 22-1

　町会・自治会に関して、毎月の定例会で
配布するプリント類が結構あり、無駄なよ
うに思われるものが散見される。このよう
な点の解消がないと、なり手不足はなか
なか解消されないと思われる。

　町会・自治会役員の負担軽減による担
い手不足の解消や加入促進を図れるよ
う、各町会・自治会にデジタル活用の取組
を拡げていきます。また、回覧板でのチラ
シ配布など、区から町会・自治会等に依
頼している業務について見直しを行い、負
担軽減を図ります。

□

450 戦略22 22-1

　第八地区は商店街を中心に栄えた町で
あることから、商店の閉店、廃業等により
外部からの若年の転入者（外国人を含
む）の増加が著しく、地域コニュニティへの
参加意識が乏しい。この点で区政主導で
の働きかけが必要と考える。

　区では、町会・自治会組織の活性化に
向けて、加入促進用パンフレットや「町会・
自治会運営ハンドブック」を発行するな
ど、町会・自治会への加入促進等を支援
してきました。引き続き伴走支援し、地域
の活性化を目指していきます。

□

451 戦略22 22-1

　町会の担い手が現れない、町会への加
入者が減っている等の存続に係る問題が
ある。町会・自治会の区政における位置
づけ、その役割に係る説明等がほとんど
なされていない（届いていない）ことが大き
な要因の一つと思われる。この意識の改
善に向けた取り組みをご検討いただきた
い。

　区政最大のパートナーである町会・自治
会は、防犯・防災活動や掲示板による情
報提供など様々な活動により地域の暮ら
しを支えています。一方で、加入率の減
少、役員のなり手不足、高齢化による後
継者不足等、様々な課題に直面していま
す。
　区では、町会・自治会組織の活性化に
向けて、加入促進用パンフレットや「町会・
自治会運営ハンドブック」を発行するな
ど、町会・自治会の活動の支援を行ってき
ました。今後も、町会・自治会役員の負担
軽減による担い手不足の解消や加入促
進を図れるよう、相談体制の強化やデジ
タル技術活用支援等に取り組んでいきま
す。

□

452 戦略22 22-1

　町会を担当する専任の区職員を配し、
もっと区が直接的に関与していくことが時
代の流れとして必要になっている。

　専任の区の職員を配置することは出来
ませんが、町会連合会事務局や各町会
への相談窓口など、引き続き伴走支援し
ていきます。
　区では、町会・自治会組織の活性化に
向けて、加入促進用パンフレットや「町会・
自治会運営ハンドブック」を発行するな
ど、町会・自治会の活動の支援を行ってき
ました。今後も、町会・自治会役員の負担
軽減による担い手不足の解消や加入促
進を図れるよう、相談体制の強化やデジ
タル技術活用支援等に取り組んでいきま
す。

※

施策の柱６　区民とともに区政を進める
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453 戦略22 22-1

　高齢化、子育て、 ヤングケアラー、 若
者のひきこもり等、地域で暮らしている人
に 「孤独感」を感じさせない仕組みの構
築が必要に思う。
　町内会の、昔ながらの回覧板、 町会費
は長く暮らしている人には当たり前のこと
かもしれないが、引っ越してきた若者に
とっては、負担になり、鬱陶しく面倒臭い
ものでもある。 一つの方法だけでなく、新
しいコミュニケーションツール (SNS等) も
利用し、 発信が受け止められる地域づく
りを望む｡

　区民や地域団体から、地域で孤立し、
必要な支援につながらない方などの情報
を収集し、アウトリーチ型の支援を行うな
ど、区と区民・地域団体、事業者などの協
働による孤独・孤立の対策に努めます。
　また、デジタル技術の活用による町会・
自治会活動の促進を目的として、デジタ
ル活用の取組を拡げています。
　新たな転入者に情報が伝わるよう、町
会・自治会に対しSNSを活用した情報発
信講座を開催するなど、デジタル活用の
支援に取り組んでいきます。

○

454 戦略22 22-6

　区は日本語教育よりも開かれた国際交
流面で他自治体に遅れをとっている。限ら
れた人数参加可能の文化交流カフェ事業
以外に、例えば○国料理教室、○国ス
ポーツ紹介大会、○国文化人後援会、○
国語レッスン教室等を検討すべき。

　区では、外国人区民が地域に溶け込
め、日本人区民の異なる文化への理解が
深まるよう様々な事業を実施しています。
　文化交流カフェは、交流や異文化理解
を目的とするだけでなく、外国人区民の生
活等の相談・支援の場ともなっており、よ
り多くの方々にご参加いただくために各地
域で開催しています。
　また、日本語スピーチ大会、やさしい日
本語研修におけるオンライン参加の導
入、子どもを対象とした英語で読み聞か
せなど、より多くの幅広い年代の方々が
参加できるよう工夫して事業を実施してい
ます。
　引き続き、国籍や言語、文化などの違い
も受け入れて、だれもが心豊かに暮らせ
るよう取り組んでいきます。

□

455 戦略22 22-6

　税金の使途として国際交流が自治体に
とっていいかどうかの議論はある。区が
2018年に国際交流協会廃止に至ったのも
賛否ある。

　海外都市との交流は、お互いの立場を
理解し、友情を深めることが目的であり、
自治体間、市民同士の草の根の交流を
進めることが肝要です。友好都市とは、教
育、文化、スポーツなど、幅広い分野で交
流を重ね、新型コロナ発生時には物資の
相互支援を行いました。引き続き、友好都
市との交流を進めます。

□

456 戦略22 22-6

　「外国人に開かれた地域づくり推進員」
による区民意見集約の「推進会議」を設
置し、有識者と公募委員により年数回の
会議を開催し、様々は観点からの意見を
基にした計画作成を提案する。

　令和６年度から開始する外国人施策の
あり方の検討に当たっては、様々な観点
からご意見がいただけるよう、進め方を工
夫していきます。

△

457 戦略23 -

　戦略計画23 「手続き・相談のオンライン
化の推進」について特に進めてもらいた
いと思う。
　オンラインの難しい手続き、相談業務に
ついても、窓口の開所時間を広げるなど、
生活形態の様々な区民へ向けた進め方
がされるとよいと思う。

　窓口に行くことが難しい子育てや介護に
携わる方々、働く世代などが、場所や時
間を選ばず、パソコンやスマホから手続
き・相談ができるよう、オンライン化を進め
ます。
　区民の皆様に直接対応する窓口では、
一人ひとりの多様なニーズに応じたきめ
細かなサービスを提供していきます。

○
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458 戦略23 -

　「DX」推進は区民サービスの向上を図る
ことに限定することなく、区政や区民・ボラ
ンティア団体が係わる各種計画・プロジェ
クトの構想・戦略計画策定・計画実施のあ
らゆるフェーズで積極的に利活用すること
を強力に推進していただくことを切望した
い。区内のあらゆる世代が「DX」リテラ
シーの習得・向上を図って行かなければ、
「グランドデザイン構想の実現を目指し
て」「全国の自治体を先導する「練馬区モ
デル」の展開を図る」と言うに及ばず、区
長が提唱される「参加と協働を根幹に据
えた区政運営」の実現も怪しくなるのでは
と危惧する。

　令和５年３月に区におけるDXを推進す
る基本的な考え方や取組を示す「DX推進
方針」を策定しました。第３次ビジョンの戦
略計画23「DXで区民と区政を直につなぐ」
では、職員が一丸となってあらゆる分野で
ＤＸ推進に取り組み、区民サービスの向
上と効率的な区政運営の実現を目指して
いきます。
　高齢者や障害者など、誰もがデジタル
サービスを利用できるよう、スマホ教室や
相談会、操作方法の支援等を行っていま
す。また、区内事業者や商店街、町会・自
治会など、地域社会のデジタル化に向け
た支援に取り組み、デジタルリテラシーの
向上に努めていきます。

○

459 戦略23 -

　現在、町会・自治会、民生委員などは担
い手の世代交代が進まず組織運営が硬
直しているので、区が積極的に介入し、組
織の活性化を求める。

　町会・自治会役員の負担軽減による担
い手不足の解消や加入促進を図れるよ
う、相談体制の強化やデジタル技術活用
支援等に取り組んでいきます。また、回覧
板でのチラシ配布など、区から町会・自治
会等に依頼している業務について見直し
を行い、負担軽減を図ります。
　民生・児童委員の活動については、広
報を充実するとともに、新任委員向けの
研修や協議会等開催支援など民生児童
委員が活動しやすい環境づくりに努めて
います。必要に応じて民生・児童委員の
担い手としてつながるカレッジねりま（福
祉分野）の卒業生を紹介しています。

□

460 戦略23 -

　デジタル化は今の若い世代にはかかせ
ない。しかし、デジタルが利用できない人
（世代）の不利益にならないように対応す
べきと考える。今あるサービスを縮小させ
ないデジタル化を求める。
　区民の知る権利の保障として徹底した
情報公開を求める。

　誰もがデジタルサービスを利用できるよ
う、高齢者等を対象に、スマホ教室や相
談会を実施しています。図書館や地区区
民館など、身近な場所で繰り返し操作を
学べる機会や、一人ひとりのニーズに対
応する個別相談会を充実します。
　ＤＸ推進による更なる区民サービスの向
上に取り組んでいきます。
　区では、職員の不祥事も含め、区政情
報は基本的にすべて公開しています。引
き続き情報公開を徹底し、区民に開かれ
た区政を推進します。

○

461 戦略23 23-1

　ケアマネジャーも日々の業務の中で書
類の提出、申請が多くある。現時点で区
のホームぺージやケア倶楽部からダウン
ロードできる書類も多く、エクセルで入力
もでき、手書きで行う事は少なくなったが、
作成した書類は地域包括センター、福祉
事務所、区役所の窓口に提出しなければ
ならない。急なプラン変更の対応、ご利用
者の急変の対応、連絡業務等、ケアマネ
ジャーの業務の特性から一つ一つの書類
の提出には負担が大きいと感じている。こ
のような事情を勘案し、是非、申請書類、
情報提供書、提出書類のオンライン化を
進めていただきたい。

　介護現場においてICTを活用すること
は、ケアの質の向上にもつながるものと
考えます。区は、国や東京都などと連携し
て、介護現場のDX化を促進していきま
す。

△
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462 戦略23 23-1

　手続き・相談のオンライン化の推進は大
変良い取組だと思う。来庁しなくても申請
などが出来るという事は格段に利便性が
向上すると思う。また、区が開催して下さ
る講座なども、会場参加・オンライン参加
のハイブリッド方式は、区民にとって選択
肢と定員が増えるので参加しやすくなる。
ただ、以前オンライン参加した時に音声・
画面に不具合があり、結局最初から最後
まで改善されず残念な状態のまま終わっ
てしまった事もあったので、今後も引き続
き力を入れていって頂きたい。

　窓口に行くことが難しい子育てや介護に
携わる方々、働く世代などが、場所や時
間を選ばず、パソコンやスマホから手続
き・相談ができるよう、オンライン化を進め
ます。
　コロナ禍において、タブレット端末とWeb
会議システムを活用し、遠隔で講座など
に参加できる体制を整備しました。「練馬
こどもカフェ」や「つながるカレッジねりま」
など、各事業のオンライン化に取り組んで
います。併せて、安心して利用できるよう
良好な通信環境の確保に努めていきま
す。

○

463 戦略23 23-1

　AIが対話形式で応答するチャットボット
は画期的だと思う。AIの対応分野を拡大
したりDXを進める事により職員の方々の
通常の業務の効率化が期待できるだろう
し、職員の方の対応が必要な区民に対し
ても余裕が出来るかもしれない。そうなる
事を願っている。

　AIやRPA、ノーコードツールなどの活用
を全庁に拡げていき、生産性向上と業務
効率化を進めていきます。DXを推進する
ことで、きめ細かな相談や支援、政策立
案など、職員にしかできない業務に注力し
ていきます。

○

464 戦略23 23-6

　マイナンバー制度の活用は、利便性に
比して、危険性が高いと思う。
　外務省や防衛省も使えないと言ってい
るものを区民に使わせないでほしい。

　マイナンバー制度は、行政を効率化し、
国民の利便性を高め、公平・公正な社会
を実現するための社会基盤であり、国は
普及促進と活用方法の拡充に取り組んで
います。
　制度の安心・安全を確保するため、利用
事務の制限や罰則の強化が図られてい
ます。システム面では、通信の暗号化の
ほか個人情報を一元管理せずに各情報
を保有する機関が分散管理するなど様々
なセキュリティ対策が講じられています。
　区民の事務手続きの負担軽減と利便性
向上のため、今後もマイナンバーを積極
的に活用します。

※

465 戦略23 23-13

　徹底的なDX化の推進を求める。その実
現のためには区役所内の設備の刷新が
必要不可欠であり、定期的な設備の入れ
替えも予算化し、職員が率先して最先端
の技術を使えるようにすること。

○

466 戦略23 23-13

　DX化にはそれを支えるインフラ整備が
必須である。職員が利用するPCを定期的
に刷新することもしっかり予算化すべきで
ある。

○

　令和６年度に庁舎や区立施設などに無
線LAN環境を整備し、職員が利用する事
務用パソコンを一斉更新します。今後、執
務環境整備方針を策定し、職員の多様な
働き方の実現に向けたデジタル基盤を整
備していきます。
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467 - -

　区民協働や手続きのデジタル化の推進
を期待。
　例えばオープンハウスの立て看板が石
神井庁舎の中にのみあり、建物の前には
置いていないというようなPRは、実際に行
けば面白いだけに、もったいないと思う。
　また、パブリックコメントに対する回答の
あり方について、区民の要望に対して行
政の論理でできない理由を並び立てたり
いかに行政の方針が正当であるかを述べ
たりするのではなく、どのようにしたら良い
妥協点が見出せるか、区民の挙げた課題
を一緒に解決できるかというような、同じ
人として応答する姿勢を期待。
　そうした回答の一つ一つから、区民の区
政への参加・協働のモチベーションという
のは上げていけると思う。

　令和５年３月に策定した「取組体制強化
プラン」にもとづき、区民協働の区政を深
化させるとともに、DXを推進し、区民サー
ビスの向上と業務の効率化を図ります。
　また、パブリックコメントは、計画立案の
過程で区民の意見を取り入れるための重
要な手段の一つです。パブリックコメントで
いただいたご意見は真摯に受け止め、一
つ一つ精査したうえで、反映できるものは
反映し、できないものはその理由を付して
取りまとめ、公表しています。
　引き続き、区民の意見を広く伺う機会を
設けながら区政を進めていきます。

○

468 - -

　区民が区政参加や協働に時間と労力を
割けない理由の一つは、練馬区がベッド
タウンの色合いが濃く、区外へ長距離通
勤をしている会社員（男女ともに）が多い
ことではないかと想像する。
　区内に柔軟な時間で働ける場所があ
る、区民参加・協働をする場に託児サービ
スがある等、労働や家事・育児へのアプ
ローチを通して区民に自分の時間を取り
戻してもらうことで、区民参加が促される
側面があるのではないか。

　区では、仕事をしている方も在宅で子育
てしている方も、安心して子育てが出来る
よう乳幼児一時預かり事業を拡大してき
ました。令和６年度からは自宅で子どもを
預かるベビーシッターの利用料助成制度
を導入し、一時的に子どもを預けられる
サービスを充実します。また、区主催のイ
ベント等の際には、託児サービスを行える
よう努めています。
　引き続き、区民の皆様が区政により参
加しやすい環境を整えていきます。

○

469 - -

　[町会・自治会活動の支援]の箇所。社
会教育法には、PTAも社会教育団体とし
てと位置づけられ、同法では社会教育団
体とその活動の支援をうたっている。ま
た、国の「放課後児童クラブ運営指針」に
は、保護者の父母会活動を支援すること
を、指針のガイドラインでもうたっている。
町会・自治会活動だけでなく、国の社会教
育法や放課後児童クラブ運営指針などに
記載している住民団体への援助を行うと
明記すべきだ。

　区では、小学校および中学校のＰＴＡ連
合協議会に対し、必要に応じて助言を行
うなど活動を支援しています。
　区立学童クラブでは、父母会と連携した
り、保護者が学童クラブの活動や行事に
参加できる機会を作る等、保護者同士が
協力して子育てに関わることができるよう
支援をしています。
　また、区民協働交流センターでは、地域
で活動する様々な団体に対して、地域活
動に関する相談や情報提供などの活動
支援を行っています。
　すべてを計画に記載することはできませ
んが、各団体には、必要な支援を行って
います。

□

470 - -

　「区民協働の推進」について。練馬区に
は、国の指針にもとづいて、区議会で確
認されて「放課後子ども総合プラン委員
会」があるはず。しかし、今年度は一度も
開催されていない。これは厚生労働省か
ら全国の自治体に開催の通達がだされた
委員会であり、練馬区議会でも確認され
てはじまった審議会だ。区民や保護者
が、区の担当者と一同に集まって、意見
交換する場であった。それを開催しない
で、「みどりの風吹く」で、区民との「協働」
といくら書いていても、「区はやる気がな
い」と思われても仕方がない。

　放課後子ども総合プラン運営委員会で
取り上げる事業の対象年齢を拡大し、子
どもの意見を反映させられるよう、会議の
あり方を見直しています。今後、必要に応
じて開催していきます。

―
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471 - -

　施策の柱６に「区民とともに区政を進め
る」とあるが、未だ住民投票の実施の実
績もないことに表れているように、依然と
して、最低レベルにある。区民の意見に耳
を傾ければ、施策の柱６に「施設の統合
化・再編、複合化を推進」の項目が挙げ
れることもないはずだ。

　区は、各事業を進める中で、区民や関
係団体の皆様から様々なご意見・ご要望
を伺っています。施策や計画の検討段階
では区民意識意向調査やアンケート、区
政改革推進会議をはじめとする審議会や
懇談会など様々な手法を用いて幅広く意
見をお聞きしています。そのうえで、区民
の代表である区議会にお諮りし、各計画
や施策を前に進めています。
　また、公共施設の改修、改築等に当た
り、必要性の低下した施設を見直して、区
民ニーズに応える機能を拡充することは
当然のことです。引き続き計画に基づき
適切なマネジメントを行い、区民ニーズに
応えるサービスの提供と持続可能性の確
保の両立を図っていきます。

□

472 - -

　冒頭の人口推移のグラフでは人口減少
と言われる中で、根拠も示さず練馬では
今後も人口は増えると説明している。一
方で子育てのパネルに進むと［今後も少
子化は進む］と説明されている。論理が一
貫していない。行政として施策を出すのな
らば、もっと科学的分析と区民の声・研究
者たちの研究を踏まえたものを作らないと
ダメだ。

　人口が増加する根拠とデータは、計画
の111ページ以降に掲載しています。
　日本全体と同じく、区の出生数も減少傾
向にあり、今後もその傾向が続くと見込ん
でいます。一方、大江戸線の延伸等を見
据えた他自治体からの転入者や、外国人
区民の増加等により、総人口の増加を見
込んでいるものです。少子化の傾向と人
口の増加は矛盾したものではないと考え
ます。施策の検討については、引き続き、
人口動態、将来人口の推計等を注視し
行っていきます。

○

473 - -

　大江戸線延伸を考慮した人口推計が甘
いように思う。
　駅近の小学校の今年度に入学した児童
数を見ても、明らかな人口減少であり、駅
近にも関わらず空き室も増えている。
　日本人の人口は減るが外国人の人口
は増えるとなぜ言い切れるのか。日本の
賃金は安いのに海外から日本に働きにく
るという考えで人口が増えるとは考えにく
いのではないか。

　大江戸線延伸地域は、鉄道や都市計画
道路などの基盤整備が十分でないことも
あり、区内の他の地域と比べると、建物の
容積率が低く空地等の割合も高い状況に
あるため、発展の可能性を持っています。
こうした地域が、大江戸線の延伸によって
類似する区内の地域と同水準の土地利
用が図られると想定し、人口増加の試算
を行っています。
　また、直近では、外国人区民が約2,000
人以上増加しており、現時点では、当面
は増加傾向が続くものと見込んでいま
す。引き続き、社会経済情勢等の変化を
踏まえ、必要なタイミングで見直しを行っ
ていきます。

○

474 - -

　大江戸線延伸ありきで人口増を見込ん
でいるが、光が丘の団地建替えも人口増
の起爆剤になると思うのでご検討いただ
きたい。

　今後の区の施策の検討にあたり、東京
都における大江戸線延伸の検討状況等
を踏まえ、大幅な人口増加が見込まれる
大江戸線延伸を考慮した人口推計を行い
ました。施策の検討については、引き続
き、人口動態、将来人口の推計のほか、
地域ごとの特性や状況等も考慮し行って
いきます。

△

その他
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475 - -

　不合理な税制改正の影響について。
　ふるさと納税による減収は特別区全体
を見ても増加傾向であり、返礼品の魅力
を考えると、住民にふるさと納税制度を使
うなというのは難しいと思う。ただ、練馬区
も農産物をはじめ魅力があるのに返礼品
を出さないのはもったいないので、減収を
食い止めるために返礼品を検討してみて
はどうか。
　練馬大根、練馬産の農産物、ハリーポッ
ター施設の優待券など、他の特別区より
も出せるものはある。

　現在のふるさと納税制度には、区の貴
重な財源が失われてしまうということのほ
かにも、一部の自治体に多額の寄付が集
中していることや、所得が高い人ほど有
利な仕組みになっていることなど、多くの
問題があります。
　区として、返礼品競争に参入する考えは
ありませんが、区の特色を活かした寄付
の募集には積極的に取り組んでいます。
令和６年度は、平成つつじ公園の改修に
伴うツツジの新植や牧野記念庭園の博士
ゆかりの植物の保全などを目的とした寄
付の募集を行う予定です。今後も寄付メ
ニューの拡充に努めていきます。

―

476 - -

　練馬区は美術館問題など税金の無駄遣
いが目に余る。ふるさと納税による練馬区
の特別区民税の減収が拡大しているが、
それも納得がいく。我が家でも自身が住
む自治体にになるべく税金を納めたくない
という悲しき事態になっている。

※

477 - -

　区民の生命財産そして生活を守るため
の施策にこそ、貴重な予算を計上してい
ただきたい。今そして将来のために、半世
紀以上前の都市計画や高価な美術館に
こだわる必要があるのか。

―

478 - -

　ふるさと納税の影響で税収が減ってい
る。返礼品にばかり注目が集まるが、ふ
るさと納税による減収が無ければどのよう
なことが出来たのか、その影響を具体的
にアピールするべきではないか。

　ふるさと納税による住民税の流出は
年々拡大しており、この状態が続けば区
の財政運営に支障をきたしかねない深刻
な状況です。そのため、区は強い危機感
を持っています。区報や区ホームページ
を活用し、ふるさと納税が区の財政運営
に及ぼす影響や制度の問題点等につい
て、情報をわかりやすく発信していきま
す。あわせて、特別区長会や東京都と力
を合わせ、率先して国に制度の廃止を含
めた、ふるさと納税の抜本的な見直しを
求めていきます。

―

　令和６年度当初予算では、福祉や子ど
もに関する保健福祉費、こども家庭費、教
育費の合計は約2,138億円となり、区の予
算全体の３分の２を占めています。
　誰もがいきいきと心豊かに暮らすために
は、子育て支援や福祉医療の充実と合わ
せ、文化芸術施策も一体的に進めること
が不可欠です。美術館は、開館から38年
が経過し、施設や設備の老朽化が進んで
いるため、大規模な改修が必要な時期を
迎えています。約7,600点の収蔵品の活用
や大規模企画展の開催にはスペースが
不足し、展示・収蔵環境やバリアフリーな
ど、多くの課題を抱えています。改修では
これらの課題に十分な対応ができないた
め、改築としたものです。大型エレベー
ターなどを備え、年齢や障害の有無に関
わらず、誰もが楽しめる美術館・図書館と
します。
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479 - -

　これだけの量の素案を年末に提出して
パブコメというのはいかがなものか、せめ
て1ヶ月位の期間を設けること。
　今回はオープンハウスでの開催で説明
会もなく不親切、一つひとつの計画素案
について説明会を開催し、区民が意見を
延べ反映させる丁寧さが欲しい。

　本パブリックコメントは令和５年12月11
日から令和６年１月15日まで１か月程度
の期間とっており、区の規則で定める期
間よりも長い期間を設定しています。　
　また、教室型の説明会は、なかなか質
問しづらいとの区民の方の声がありまし
た。そこで、より丁寧な説明が可能であ
り、個別に職員に質問できるオープンハウ
ス形式を採用しています。
　いただいたご意見は真摯に受け止め、
一つ一つ精査したうえで、反映できるもの
は反映し、できないものはその理由を付し
て取りまとめ、公表しています。
　引き続き、区民のご意見を広く伺う機会
を設けながら区政を進めていきます。

―

480 - -

　オープンハウスという名称は区民に馴
染まない。計画を示すことが目的ならば
［練馬区施策計画案説明会］とするべき。

　計画内容を説明する場の名称および周
知方法も含め、より区民の皆様に分かり
やすい方法を検討していきます。

―

481 - -

　以前の区長は「区民と区長と語る集い」
を開催した。区長が直接区民の声を聞く
場を無くした。自ら区民の声を聞く姿勢が
ないのは民主主義が分かってないと思え
る。

　区長は就任以来、区民参加と協働を根
幹に据えて区政を前に進めてきました。
ほぼ毎日のように区内の様々な現場に伺
い、区民の皆様と意見交換を重ねてお
り、「未来を語る会」だけでも100回を超え
ています。
　できるだけ多くの区民の皆様と生活実
感に基づいた率直な意見交換を行うた
め、小集会で時間をかけた話し合いも重
ねてきました。日々寄せられる区長への
手紙にはすべて目を通しています。
　引き続き様々なご意見を伺いながら、各
施策を前に進めていきます。

―

482 - -

　オープンハウスについて、インターネット
で検索しても出て来ず、住民がオープン
ハウスを知るきっかけが無いので、しっか
りと練馬区民に情報が行き渡るようにして
欲しいと思う。

　オープンハウスのご案内は、区報、区
ホームページおよび区公式X、YouTubeな
どを活用し、できるだけ幅広い区民の
方々に伝わるよう周知に努めてきました
が、引き続き、より分かりやすい周知方法
について検討していきます。

―

483 - -

　前の区長の時代は、「区民と区長と語る
つどい」を区内数か所で開催し、直接区
長が区民に語りかけ、区民からの質問に
直接答える場があった。前川区長になっ
てから「区長と区民の語るつどい」は１回
しか開催していない。区民全般に関わる
施策の方向をだすのであれば、区長自ら
区民の所にきて、対話する姿勢が必要で
はないか。

　区長は就任以来、区民参加と協働を根
幹に据えて区政を前に進めてきました。
ほぼ毎日のように区内の様々な現場に伺
い、区民の皆様と意見交換を重ねてお
り、「未来を語る会」だけでも100回を超え
ています。
　できるだけ多くの区民の皆様と生活実
感に基づいた率直な意見交換を行うた
め、小集会で時間をかけた話し合いも重
ねてきました。日々寄せられる区長への
手紙にはすべて目を通しています。
　引き続き様々なご意見を伺いながら、各
施策を前に進めていきます。
　なお、今回は、素案の内容をより丁寧に
説明するため、実務を担当する職員によ
るオープンハウスを開催しました。

―

484 - -

　子どもの意見を送る時のフォームにも利
用規約の同意が必要としている。説明文
は大人と同じで内容が子どもにはわかり
にくいので、工夫が必要である。

　今回が初めての取組であり、見つかった
課題を踏まえ、更なる改善に努めていき
ます。

△
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485 - -

　区立施設の管理運営手法の基本的な
考え方について。
・会計年度職員を採用する事によって雇
用の不安定化をもたらす。
・非正規から本採用になるよう、又賃金も
正職員と変わらない処遇であって欲しい。

　会計年度任用職員制度は地方公務員
法で定められている制度であり、職の必
要性に応じて適切に任用しています。任
用された会計年度任用職員は４回まで任
期を更新することができ、その後、再度選
考に応募することができます。会計年度
任用職員は本人の都合に合わせて申し
込むことができる制度となっており、雇用
の不安定化につながるものではありませ
ん。
　報酬については、人事委員会勧告に基
づく改定や、人材確保を目的とした改定を
行っています。
　会計年度任用職員の職は、職務の内容
や責任の程度・度合いを、常勤職員の職
と異なる取扱いとしており、職を常勤化す
る考えはありません。

―

486 - -

　選挙の投票の際、高齢者や障害を持つ
人にとって投票しやすい環境にするべき。
選管の人が車で各地域を巡回していただ
いたり、郵便投票を使いやすくする等、ぜ
ひ高齢者が政治に参加できるように様々
な対策をお願いしたい。

　当日投票所は住所からの距離を勘案し
区内に71か所を、期日前投票所は主要駅
の近くに７か所を設置しています。当面、
移動期日前投票所を設置する予定はあり
ませんが、他自治体の事例を参考に検討
していきます。
　なお、障害がある方や介護が必要な方
は、投票所への移動に関して支援を受け
られる場合があります。詳しくは選挙のお
知らせまたは区ホームページをご確認く
ださい。
　郵便等投票の手続きは公職選挙法で定
められているため、簡素化することは困難
ですが、区では、郵便等投票制度の対象
者を「要介護度３以上」に拡大するよう、
全国市区選挙管理委員会連合会を通し、
国に対して改正要望を継続して行ってい
ます。

△
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― 
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 るおたよりやホームページを見
み

 て児
じ

童
どう

館
かん

で申
もう

し込
こ

んでください。作
つく

りたいお菓
か

子
し

があったら児
じ

童
どう

館
かん

に伝
つた

えてください。 

児童館
じどうかん

 のチラシ(おたより)はイラスト

やオリジナルのキャラクターなどをたく

さん使
つか

っています。漫画
ま ん が

もいいアイデアで

す。今後
こ ん ご

も児童館
じどうかん

に興味
きょうみ

を持
も

ってもらえる

ようなチラシを工夫
く ふ う

していきます。 

□ 

８ 戦略
せんりゃく

３ 

児童館
じどうかん

に Wi-Fi が欲
ほ

しい。 北町
きたまち

 はるのひ児童館
じどうかん

 では Wi-Fi を使
つか

 え

ますが、他
た

の児童館
じどうかん

でも使
つか

えるようにする

には、工事
こ う じ

をしたり、毎月
まいつき

の利用料
りようりょう

が必要
ひつよう

なため、今
いま

 すぐ設
せっ

置
ち

 するのは 難
むずか

 しい 状
じょう

況
きょう

です。引
ひ

き続
つづ

き考
かんが

えていきます。 

△ 

９ 戦略
せんりゃく

３ 

北大泉
きたおおいずみ

児童館
じどうかん

は駅
えき

から遠
とお

い。 多
おお

 くの子
こ

 どもたちが通
かよ

 える距
きょ

離
り

 に児
じ

童
どう

館
かん

 を建
た

 てています。児童館
じどうかん

 のほか、地区
ち く

区民館
くみんかん

にも児
じ

童
どう

の遊
あそ

び場
ば

がありますので、

ぜひ遊
あそ

びに来
き

てください。 

― 

10 戦略
せんりゃく

３ 

たくさんのおもちゃや漫画
ま ん が

 があると話
はなし

が弾
はず

 んで子
こ

 どもが増
ふ

 えてにぎやかな

児童館
じどうかん

になる。みんなで楽
たの

しめるおもちゃ

が良
よ

い。 

毎年
まいとし

 、おもちゃや漫画
ま ん が

 を増
ふ

 やしていま

す。みんなが楽
たの

しめるゲームなども、みな

さんの希
き

望
ぼう

 を聴
き

 きながら選
えら

 んでいます。

希望
き ぼ う

 のおもちゃがあれば児童館
じどうかん

 に伝
つた

 えて

ください。 

□ 
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11 戦略
せんりゃく

４ 

学校
がっこう

、公園
こうえん

、児童館
じどうかん

等
とう

にどの子
こ

が遊
あそ

んで

も楽
たの

しい遊
あそ

び道具
ど う ぐ

が欲
ほ

しい。 

公園
こうえん

 にも遊具
ゆ う ぐ

 とは違
ちが

 う遊
あそ

 び道具
ど う ぐ

 が欲
ほ

 し

い。 

学校
がっこう

の遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

は、先生
せんせい

たちがみなさん

の安全
あんぜん

 を考
かんが

 えて決
き

 めています。先生
せんせい

 たち

にぜひ提案
ていあん

してみてください。 

公園
こうえん

 を新
あたら

 しく作
つく

 ったり、作
つく

 り直
なお

 したり

するときや遊具
ゆ う ぐ

 を 新
あたら

 しくするときは、み

なさんのご意見
い け ん

 を聴
き

 きながら楽
たの

 しめる遊
ゆう

具
ぐ

を選
えら

んでいきます。 

児童館
じどうかん

 でもみなさんの希望
き ぼ う

 を聴
き

 きなが

らおもちゃやボードゲームなどを増
ふ

 やし

ています。希望
き ぼ う

のおもちゃがあれば児童館
じどうかん

に伝
つた

えてください。 

□ 

12 戦略
せんりゃく

４ 

校庭
こうてい

に遊具
ゆ う ぐ

をつけて欲
ほ

しい。 全
ぜん

小学校
しょうがっこう

 には遊具
ゆ う ぐ

 を置
お

 いていますが、

遊具
ゆ う ぐ

 が壊
こわ

 れたり古
ふる

 くなって使
つか

 いづらくな

った時
とき

 や、学校
がっこう

 を建替
た て か

 える時
とき

 に、新
あたら

 しい

遊
ゆう

具
ぐ

にしていきます。 

△ 

13 戦略
せんりゃく

４ 

タブレットＰＣが壊
こわ

れやすい。 

ＰＣが重
おも

い。処理
し ょ り

速度
そ く ど

が速
はや

く、軽
かる

いものが

良
よ

い。 

持
も

 ち帰
かえ

 ってもタブレットを使
つか

 う宿題
しゅくだい

 が

無
な

 い。タブレットを使
つか

 う授
じゅ

業
ぎょう

 を増
ふ

 やした

方
ほう

が良
よ

い。 

タブレットパソコンは令和
れ い わ

 ７年
ねん

度
ど

 に新
あたら

しくする予
よ

定
てい

です。今
いま

よりも扱
あつか

いやすく、

こわれにくいものになるようにします。み

なさんに取
とり

組
くみ

 がより伝
つた

 わるように記
き

載
さい

 を

修
しゅう

正
せい

します。 

タブレットパソコンを使
つか

 った授
じゅ

業
ぎょう

 や

宿
しゅく

題
だい

 などをできるよう、工夫
く ふ う

 していきま

す。 

◎ 

14 戦略
せんりゃく

４ 

タブレットＰＣを持
も

 ち運
はこ

 びしやすいも

のにして欲
ほ

しい。 

タブレットＰＣを壊
こわ

 れにくいものにし

て欲
ほ

しい。 

◎ 

15 戦略
せんりゃく

４ 
タブレットが重

おも

 く、毎日
まいにち

持
も

 ち歩
ある

 くのが

大変
たいへん

だ。 

◎ 

16 戦略
せんりゃく

４ 

小規模校
しょうきぼこう

の部活
ぶ か つ

は、先生
せんせい

が顧問
こ も ん

を複数
ふくすう

か

けもちしていて大変
たいへん

だ。 

外部
が い ぶ

指導員
しどういん

を採用
さいよう

するか、部活
ぶ か つ

について

業務
ぎょうむ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する規定
き て い

を区
く

が決
き

めれば、

学校
がっこう

も従
したが

うのではないか。 

外部
が い ぶ

指導員
しどういん

 の予算
よ さ ん

 が少
すく

 なすぎるのでは

ないか。 

先生
せんせい

 の負担
ふ た ん

 を軽
かる

 くするために、外部
が い ぶ

指導員
しどういん

 を増
ふ

 やしていきます。そのため、

外部
が い ぶ

指導員
しどういん

の予算
よ さ ん

は、最
さい

近
きん

３年
ねん

は増
ふ

やし続
つづ

けています。今後
こ ん ご

も、区
く

の定
さだ

める 「練馬区
ね り ま く

立
りつ

中学校
ちゅうがっこう

部活動
ぶかつどう

 のあり方
かた

 に関
かん

 する方
ほう

針
しん

 」

に基
もと

づき、先生
せんせい

に過度
か ど

な負担
ふ た ん

とならないよ

う、取組
とりくみ

を進
すす

めていきます。 

○ 
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17 戦略
せんりゃく

４ 

仮設
か せ つ

校舎
こうしゃ

のため、壁
かべ

が薄
うす

いので、校舎
こうしゃ

が

揺
ゆ

れ、授業
じゅぎょう

に集 中
しゅうちゅう

しづらい。 

仮設
か せ つ

校舎
こうしゃ

 でもこれまでと同
おな

 じように

学校
がっこう

生活
せいかつ

ができるよう防音
ぼうおん

 ・断熱
だんねつ

など、で

きる限
かぎ

りの工夫
く ふ う

をしています。工事
こ う じ

で使
つか

う

機
き

械
かい

 も音
おと

 や揺
ゆ

 れの発生
はっせい

 が少
すく

 ないものを使
つか

うようにしています。 

少
すこ

 しでも学校
がっこう

生活
せいかつ

 への影響
えいきょう

 が抑
おさ

 えられ

るよう、工事
こ う じ

業者
ぎょうしゃ

 とも話
はな

 し合
あ

 いながら進
すす

めていきます。 

□ 

18 戦略
せんりゃく

４ 

放課後
ほ う か ご

のスポーツの着替え
き が  

場所
ば し ょ

とし

て、トイレを使
つか

っているが狭
せま

くて着替
き が

え

にくい。いつでも使
つか

える更衣室
こういしつ

が欲
ほ

し

い。 

着
き

替
が

 え場
ば

所
しょ

 として、体育館
たいいくかん

 の更衣室
こういしつ

 や

教室
きょうしつ

 が利用
り よ う

 できないか、先生
せんせい

 に提案
ていあん

 して

みてください。区
く

からも学校
がっこう

の事情
じじょう

を確認
かくにん

します。 

― 

19 戦略
せんりゃく

４ 

学校
がっこう

 のトイレは外
そと

 の 光
ひかり

 が入
はい

 らず、暗
くら

 く

て怖
こわ

いので、明
あか

るくキレイにして欲
ほ

しい。 

トイレのフタを静
しず

 かに閉
し

 まるものにし

て欲
ほ

しい。 

学校
がっこう

のトイレが使
つか

いやすくなるよう、ト

イレの洋式化
ようしきか

 、床
ゆか

 や壁
かべ

 の改修
かいしゅう

 、バリアフ

リー化
か

などを順番
じゅんばん

に進
すす

めています。 

どの学校
がっこう

 も各階
かくかい

 １か所
しょ

 はトイレの工事
こ う じ

が終
お

わっており、現在
げんざい

、２か所目
し ょ め

以降
い こ う

のト

イレの改修
かいしゅう

工事
こ う じ

をしています。 

○ 

20 戦略
せんりゃく

４ 

ICT は取 扱
とりあつかい

が難
むずか

しく、ICT を活用
かつよう

した

教育
きょういく

 よりも紙
かみ

 の教科書
きょうかしょ

 の方
ほう

 が分
わ

 かりやす

い。 

デジタル教科書
きょうかしょ

 は国
くに

 の動向
どうこう

 を踏
ふ

 まえて

全
すべ

 ての学校
がっこう

 で順次
じゅんじ

導入
どうにゅう

 されていきます。

授業
じゅぎょう

内容
ないよう

 がみなさんに分
わ

 かりやすく伝
つた

 わ

るよう工夫
く ふ う

していきます。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて紙
かみ

の教科書
きょうかしょ

も使
つか

っていきます。 

△ 

21 戦略
せんりゃく

４ 

学
がっ

校
こう

の休
やす

み時
じ

間
かん

は、中
なか

でも外
そと

でも自
じ

由
ゆう

に

遊
あそ

べるようにして欲
ほ

しい。 

どんな子
こ

でも楽
たの

しいと思
おも

えるように、色
いろ

々
いろ

な遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

を学
がっ

校
こう

に置
お

いて欲
ほ

しい。 

学校
がっこう

 の休
やす

 み時
じ

間
かん

 の過
す

 ごし方
がた

 と遊
あそ

 び道具
ど う ぐ

は、先生
せんせい

 たちがみなさんの安全
あんぜん

 を考
かんが

 えて

決
き

めています。ほしい遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

や遊
あそ

ぶ場
ば

所
しょ

については、児童会
じどうかい

 や学級会
がっきゅうかい

 などでぜひ

提案
ていあん

してみてください。 

□ 

22 戦略
せんりゃく

４ 

学校
がっこう

 が統合
とうごう

 されると先生
せんせい

 はどうなるの

か。先生
せんせい

も生徒
せ い と

も地域
ち い き

等
とう

で分
わ

けられて統
とう

合
ごう

されるのはイヤだ。分
わ

かれずに統合
とうごう

できる

よう考
かんが

えて欲
ほ

しい。 

統合
とうごう

 は１校
こう

 と１校
こう

 を基本
き ほ ん

 に 考
かんが

 えてお

り、先生
せんせい

や生徒
せ い と

が、できるだけばらばらに

ならないように考
かんが

えていきます。 

○ 

23 戦略
せんりゃく

４ 

校
こう

内
ない

にも遊
あそ

べる場
ば

所
しょ

を作
つく

って欲
ほ

しい。 みなさんの安全
あんぜん

 を考
かんが

 えて、自
じ

由
ゆう

 に遊
あそ

 べ

る場
ば

所
しょ

は、今
いま

の場
ば

所
しょ

になっています。ほか

にも安全
あんぜん

 に遊
あそ

 べる場所
ば し ょ

 などがあれば、

児童会
じどうかい

 や学級会
がっきゅうかい

 などでぜひ提案
ていあん

 してみて

ください。 

□ 
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24 戦略
せんりゃく

４ 

先生
せんせい

 が子
こ

 どもから憧
あこが

 れられる存
そん

在
ざい

 にな

ると先生
せんせい

が増
ふ

える。正規
せ い き

の先生
せんせい

が増
ふ

えると

良
よ

 い。先生
せんせい

 がたくさんいれば、練馬区
ね り ま く

 の

先生
せんせい

の問題
もんだい

が解決
かいけつ

する。 

東京都
とうきょうと

は、先生
せんせい

になりたい人
ひと

が増
ふ

えるよ

う、先生
せんせい

を目指
め ざ

すきっかけを作
つく

るイベント

を 行
おこな

 うなど、色々
いろいろ

 な工夫
く ふ う

 をしています。

みなさんが憧
あこが

 れ、みなさんから頼
たよ

 られる

先生
せんせい

が増
ふ

えるよう、取
と

り組
く

んでいきます。 

□ 

25 戦略
せんりゃく

４ 

１クラスの人
にん

数
ずう

を少
すく

なくして欲
ほ

しい。 小学校
しょうがっこう

 は令和
れ い わ

 ７年
ねん

 ４月
がつ

 から全学
ぜんがく

年
ねん

 １ク

ラス 35人
にん

となる予定
よ て い

です。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて少人数
しょうにんずう

教育
きょういく

 なども 行
おこな

 いながら、

一人
ひ と り

 ひとりに応
おう

 じたきめ細
こま

 かな教育
きょういく

 を

行
おこな

っています。 

□ 

26 戦略
せんりゃく

４ 

長期
ちょうき

欠席
けっせき

していた児童
じ ど う

が登校
とうこう

した時
とき

に、

名前
な ま え

を呼
よ

んでからかうのはやめて欲
ほ

しい。 

長期
ちょうき

欠席
けっせき

している友達
ともだち

が登校
とうこう

した場合
ば あ い

、

本人
ほんにん

 は勇気
ゆ う き

 を出
だ

 して登
とう

校
こう

 しているかもし

れません。そのような友達
ともだち

をからかうこと

は、あってはならないことです。みなさん

の気持
き も

ちに寄
よ

り添
そ

い、みなさんが安心
あんしん

して

登校
とうこう

 できるよう学校
がっこう

運営
うんえい

 に取
と

 り組
く

 んでい

きます。もし、友達
ともだち

がからかわれているの

であれば、すぐに先生
せんせい

や信頼
しんらい

できる大人
お と な

に

相談
そうだん

してください。 

□ 

27 戦略
せんりゃく

４ 

フェスティバルをやることは良
よ

 いが、

学校
がっこう

にいるからだが不自由
ふ じ ゆ う

な子
こ

が、普段
ふ だ ん

の

体育
たいいく

 などでユニバーサルスポーツができ

ているのか気
き

になった。 

体育
たいいく

には、「する」「見
み

る」「支
ささ

える」「知
し

る」などの色々
いろいろ

な関
かか

わり方
かた

があります。み

なさんが体育
たいいく

 を楽
たの

 しめるように工夫
く ふ う

 する

ことは、とても大切
たいせつ

なことです。近
ちか

くにか

らだが不自由
ふ じ ゆ う

な友達
ともだち

がいる場合
ば あ い

、その友達
ともだち

が体育
たいいく

を楽
たの

しめているか、どのように参加
さ ん か

すると楽
たの

しむことができるかなど、児童会
じどうかい

や学級会
がっきゅうかい

 でぜひ話
はな

 し合
あ

 ってみてくださ

い。 

□ 
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施策
し さ く

の 柱
はしら

２ 高齢者
こうれいしゃ

が住
す

みなれた地
ち

域
いき

で暮
く

らせるまち 

28 戦略
せんりゃく

６ 

「元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

 の活躍
かつやく

 の場
ば

 を拡
かく

大
だい

 」で、

元気
げ ん き

でない高齢者
こうれいしゃ

もいる。 

けがをするかもしれないので心配
しんぱい

だ。 

高齢者
こうれいしゃ

 が元気
げ ん き

 でいきいきと暮
く

 らし続
つづ

 け

るためには、仕事
し ご と

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

などの生
い

きが

いを持
も

ち続
つづ

けることが必要
ひつよう

です。高齢者
こうれいしゃ

に

仕事
し ご と

 を 紹
しょう

介
かい

 する練馬区
ね り ま く

 シルバー人材
じんざい

 セン

ターでは、安全
あんぜん

 にできる仕事
し ご と

 を紹介
しょうかい

 して

おり、ケガなどをした場合
ば あ い

に備
そな

えて、保険
ほ け ん

に入
はい

っています。引
ひ

き続
つづ

き、安心
あんしん

して仕事
し ご と

や地域
ち い き

活動
かつどう

 のできる環境
かんきょう

 を 整
ととの

 えていき

ます。 

― 

施策
し さ く

の 柱
はしら

３ 安心
あんしん

を支
ささ

える福
ふく

祉
し

と医療
いりょう

のまち 

29 戦略
せんりゃく

８ 

一人
ひ と り

親
おや

家庭
か て い

の子
こ

育
そだ

て世
せ

帯
たい

への補助
ほ じ ょ

金
きん

は、

これまでも実施
じ っ し

していなかったのか。 

以前
い ぜ ん

から、ひとり親
おや

の子
こ

育
そだ

て世
せ

帯
たい

を支援
し え ん

するため、「児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 」や「児童
じ ど う

育成
いくせい

手当
て あ て

」を支給
しきゅう

しています。 

令和
れ い わ

 ２年
ねん

 から５年
ねん

 までの間
あいだ

 は、新型
しんがた

 コ

ロナが流行
りゅうこう

 したり、物
ぶっ

価
か

 が高
たか

 くなったり

したため、こうした手当
て あ て

 とは別
べつ

 に、「特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

」を支給
しきゅう

しました。 

また、練馬区
ね り ま く

では、ひとり親
おや

家
か

庭
てい

のお父
とう

さんやお母
かあ

 さんの仕
し

事
ごと

探
さが

 しや子
こ

育
そだ

 てのお

手
て

伝
つだ

いをしています。 

□ 

施策
し さ く

の 柱
はしら

４ 安全
あんぜん

・快適
かいてき

、みどりあふれるまち 

30 戦略
せんりゃく

13 大江戸
お お え ど

線
せん

を延伸
えんしん

して欲
ほ

しい。 
大江戸
お お え ど

線
せん

 が延伸
えんしん

 し、 新
あたら

 しい駅
えき

 ができる

と、通勤
つうきん

 や通学
つうがく

 が便利
べ ん り

 になるほか、駅
えき

 の

周辺
しゅうへん

 にはお店
みせ

 などができ、便利
べ ん り

 で魅力的
みりょくてき

なまちになります。大江戸
お お え ど

線
せん

 の延伸
えんしん

 は、

練馬区
ね り ま く

 の発展
はってん

 につながる重要
じゅうよう

 なプロジェ

クトです。 

区
く

 は、延伸
えんしん

予定
よ て い

地域
ち い き

 のまちづくりや、

延伸
えんしん

 に必要
ひつよう

 な準備
じゅんび

金
きん

 の積
つ

 み立
た

 てなどを

計画的
けいかくてき

に進
すす

めています。みなさんに取
とり

組
くみ

が

より伝
つた

わるように記
き

載
さい

を修
しゅう

正
せい

します。 

１日
にち

 も早
はや

 く延
えん

伸
しん

 できるよう、東
とう

京
きょう

都
と

 と

様
さま

々
ざま

な取
とり

組
くみ

を進
すす

めていきます。 

◎ 

31 戦略
せんりゃく

13 

大江戸
お お え ど

線
せん

 に 新
あたら

 しい駅
えき

 ができた方
ほう

 が、

区民
く み ん

が便利
べ ん り

に通勤
つうきん

、通学
つうがく

ができるのではな

いかと思
おも

った。 

◎ 
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32 戦略
せんりゃく

16 

人工
じんこう

芝
しば

 の大
おお

 きなグラウンドがある公園
こうえん

を作
つく

って欲
ほ

しい。 

区内
く な い

には、大泉
おおいずみ

さくら運動
うんどう

公園
こうえん

、大泉
おおいずみ

学園町
がくえんちょう

希望
き ぼ う

 が丘
おか

公園
こうえん

 、練馬
ね り ま

総合
そうごう

運動場
うんどうじょう

公園
こうえん

 にスポーツを目的
もくてき

 とした人工
じんこう

芝
しば

 のグ

ラウンドがあります。ぜひ遊
あそ

びに来
き

てくだ

さい。 

一方
いっぽう

 で、公園
こうえん

 は植物
しょくぶつ

 と触
ふ

 れ合
あ

 う場
ば

所
しょ

 で

もあるため、芝生
し ば ふ

広場
ひ ろ ば

には天然
てんねん

芝
しば

を使
つか

って

います。今後
こ ん ご

 、大
おお

 きな公
こう

園
えん

 を作
つく

 る際
さい

 には

地域
ち い き

のみなさんのご意
い

見
けん

を聴
き

きながら、楽
たの

しく遊
あそ

 べる広
ひろ

場
ば

 が作
つく

 れるよう考
かんが

 えていき

ます。 

△ 

33 戦略
せんりゃく

16 

公園
こうえん

の周
まわ

りに住
す

んでいる人
ひと

たちに、子供
こ ど も

が公園
こうえん

 でうるさすぎなければ遊
あそ

 んでいて

も怒
おこ

らないで欲
ほ

しい。 

タイヤが付いている遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

ができる、

アスファルトの道
みち

がある公園
こうえん

が欲
ほ

しい。 

みなさんが元気
げ ん き

 いっぱい公園
こうえん

 で遊
あそ

 びた

い気
き

持
も

ちは良
よ

く分
わ

かります。ただ、公
こう

園
えん

の

周
まわ

 りに住
す

 んでいる方
かた

 の中
なか

 には大
おお

 きな声
こえ

 や

音
おと

 に困
こま

 っている人
ひと

 もいます。大
たい

変
へん

難
むずか

 しい

問
もん

題
だい

です。お互
たが

いが思
おも

いやりを持
も

って楽
たの

し

く遊
あそ

びましょう。 

また、公
こう

園
えん

 を 新
あたら

 しく作
つく

 る時
とき

 は、アンケ

ートや説
せつ

明
めい

会
かい

 でご意
い

見
けん

 を聴
き

 きながら計
けい

画
かく

を作
つく

ります。欲
ほ

しい遊
ゆう

具
ぐ

や作
つく

り方
かた

のアイデ

アがあったら、ぜひ聴
き

かせてください。 

□ 

34 戦略
せんりゃく

16 

難
むずか

 しいアスレチックができる公園
こうえん

 を作
つく

って欲
ほ

しい。 

公園
こうえん

を作
つく

る時
とき

には、誰
だれ

もが安全
あんぜん

に楽
たの

しめ

る公
こう

園
えん

 となるよう、地域
ち い き

 のみなさんのご

意見
い け ん

 を聴
き

 きながら計
けい

画
かく

 を 考
かんが

 えていきま

す。公園
こうえん

についてのアンケートや説明会
せつめいかい

の

お知
し

らせが届
とど

いた際
さい

には、ぜひ遊具
ゆ う ぐ

につい

てのご意
い

見
けん

を聴
き

かせてください。 

なお、区
く

には、遊具
ゆ う ぐ

はありませんが、工作
こうさく

などして自由
じ ゆ う

 に遊
あそ

 びができるこどもの森
もり

という緑地
りょくち

があります。ぜひ、遊
あそ

びに来
き

て

ください。 

△ 
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せんりゃく

計画
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い け ん
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 区
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たいおう
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く ぶ ん

 

35 戦略
せんりゃく

16 

楽器
が っ き

 （トランペットやギター）を演奏
えんそう

で

きるスペースを公園
こうえん

に作
つく

って欲
ほ

しい。 

区
く

の公園
こうえん

は小
ちい

さく、まわりに家
いえ

が建
た

ち並
なら

んでいるものが多
おお

 いため、大
おお

 きな声
こえ

 や

音楽
おんがく

 、楽器
が っ き

 の音
おと

 について、周辺
しゅうへん

 にお住
すま

 い

の方
かた

からお𠮟
しか

りを受
う

けることがあり、演奏
えんそう

は控
ひか

えてもらうようお願
ねが

いしています。 

大
おお

 きな公
こう

園
えん

 を 新
あたら

 しく作
つく

 ったり、今
いま

 ある

公園
こうえん

を広
ひろ

げたりする時
とき

には、誰
だれ

もが安全
あんぜん

に

楽
たの

しめる公
こう

園
えん

となるよう、地域
ち い き

のみなさん

の意見
い け ん

を聴
き

きながら、音
おと

の小さな楽
がっ

器
き

であ

れば演奏
えんそう

 することができる公
こう

園
えん

 について

も検討
けんとう

していきます。 

また、都立
と り つ

公園
こうえん

では周
まわ

りの人
ひと

たちに迷惑
めいわく

がかからない場合
ば あ い

 は演奏
えんそう

 できる所
ところ

 もあり

ます。児童館
じどうかん

には、防音
ぼうおん

で楽器
が っ き

が演奏
えんそう

でき

る部屋
へ や

もありますので、使
つか

ってみてくださ

い。 

△ 

36 戦略
せんりゃく

16 

プールがある公
こう

園
えん

を作
つく

って欲
ほ

しい。 区
く

の公園
こうえん

は小
ちい

さく、まわりに家
いえ

が建
た

ち並
なら

んでいるものが多
おお

いため、プールを作
つく

るこ

とは 難
むずか

 しいですが、水
みず

施設
し せ つ

 がある公園
こうえん

 も

ありますので利用
り よ う

してみて下
くだ

さい。 

なお、プールがあるスポーツ施
し

設
せつ

は、

屋外
おくがい

プールとしては石神井
しゃくじい

プールがあり

ます。また、上
かみ

石
しゃく

神
じ

井
い

体
たい

育
いく

館
かん

、平和
へ い わ

台
だい

体育館
たいいくかん

、大泉
おおいずみ

学園町
がくえんちょう

体育館
たいいくかん

、光が丘
ひかり おか

体育館
たいいくかん

、中
なか

村
むら

南
みなみ

スポーツ交
こう

流
りゅう

センタ

ー、三原
み は ら

台
だい

温水
おんすい

プールに屋内
おくない

温水
おんすい

プール

がありますので、遊
あそ

びにきてください。 

※ 

37 戦略
せんりゃく

16 

ボール遊
あそ

びができる公
こう

園
えん

が欲
ほ

しい。 区
く

の公園
こうえん

は小
ちい

さく、まわりに家
いえ

が建
た

ち並
なら

んでいるものが多
おお

いため、他
ほか

の利用者
りようしゃ

やご

近
きん

所
じょ

 の迷惑
めいわく

 となるような危険
き け ん

 なボール遊
あそ

びは控
ひか

えてもらうようお願
ねが

いしています。

大
おお

 きな公
こう

園
えん

 を 新
あたら

 しく作
つく

 ったり、今
いま

 ある

公園
こうえん

を広
ひろ

げたりする時
とき

には、誰
だれ

もが安全
あんぜん

に

楽
たの

しめる公
こう

園
えん

となるよう、地域
ち い き

のみなさん

のご意見
い け ん

 を聴
き

 きながらボール遊
あそ

 びが出
で

来
き

る公
こう

園
えん

についても検
けん

討
とう

していきます。 

△ 
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く ぶ ん

 

38 戦略
せんりゃく

16 

たくさんの種類
しゅるい

 の植物
しょくぶつ

 を知
し

 りたいの

で､ 新
あたら

しい植
しょく

物
ぶつ

園
えん

が欲
ほ

しい。 

令
れい

和
わ

 ３年
ねん

 ５月
がつ

 に 光
ひかり

 が丘
おか

 にある四季
し き

 の

香
かおり

 ローズガーデンをリニューアルし、た

くさんのバラやハーブを見
み

 ることができ

るようにしました。 

東 大 泉
ひがしおおいずみ

 に は 、 植物
しょくぶつ

学者
がくしゃ

牧野
ま き の

富
とみ

太郎
た ろ う

博士
は か せ

 が「我
わ

 が植
しょく

物
ぶつ

園
えん

 」として大切
たいせつ

 にした

自宅
じ た く

 の跡地
あ と ち

 を牧野
ま き の

記念
き ね ん

庭園
ていえん

 として公開
こうかい

 し

ています。 

また、区内
く な い

 の公園
こうえん

 には、様々
さまざま

 な 植
しょく

物
ぶつ

 が

植
う

えられています。わからないことがある

時
とき

 は、四季
し き

 の香
かおり

 ローズガーデンの「花
はな

 と

みどりの相談
そうだん

コーナー」で、相談
そうだん

してみて

ください。 

□ 

39 戦略
せんりゃく

16 

家
いえ

 を建てる
 た

 のではなく、緑
みどり

 がある場所
ば し ょ

を作
つく

ったほうが良
よ

い。広
ひろ

い公
こう

園
えん

を作
つく

ったほ

うが良
よ

い。 

区
く

 では広
ひろ

 くて特
とく

色
しょく

 のある公園
こうえん

 の整備
せ い び

や、身近
み ぢ か

な公園
こうえん

づくりを進
すす

めています。 

また、広
ひろ

い土
と

地
ち

に家
いえ

を建
た

てる場
ば

合
あい

には、

みどりを植
う

えるルールがあります。こうし

た取
とり

組
くみ

によって、みどり豊
ゆた

かなまちづくり

を進
すす

めています。 

○ 

40 戦略
せんりゃく

16 

川
かわ

や公園
こうえん

の周
まわ

りなどのゴミ拾
ひろ

いをして、

遊具
ゆ う ぐ

をきれいにして欲
ほ

しい。 

公園
こうえん

 などの清掃
せいそう

 は、定期的
ていきてき

 に 行
おこな

 ってい

ます。遊具
ゆ う ぐ

についても、汚
よご

れが見
み

つかった

場
ば

合
あい

は必要
ひつよう

に応
おう

じて清
せい

掃
そう

しています。 

公園
こうえん

などに、ごみや汚
よご

れがたくさんある

場合
ば あ い

は、区
く

に連絡
れんらく

してください。 

□ 

41 戦略
せんりゃく

16 

緑
みどり

 が増
ふ

 えると虫
むし

 や野良
の ら

 の動物
どうぶつ

 が増
ふ

 えな

いか。動物
どうぶつ

はアレルギーの問題
もんだい

とか起
お

きな

いか。 

みどりは、美
うつく

 しいまちをつくり、ヒー

トアイランド現象
げんしょう

 をおさえるといった

都市
と し

 の環境
かんきょう

 をよくする役割
やくわり

 も果
は

 たしてお

り、私
わたし

たちの生活
せいかつ

には欠
か

かせません。 

また、みどりは生
い

 きものの生
せい

息
そく

環
かん

境
きょう

 と

しても重
じゅう

要
よう

 です。様々
さまざま

 な生
い

 きものが様々
さまざま

な環境
かんきょう

 のなかでつながりあっていること

を「生物
せいぶつ

多様性
たようせい

」といい、生物
せいぶつ

多様性
たようせい

は私
わたし

たちの生活
せいかつ

 に欠
か

 かせない恵
めぐ

 みを与
あた

 えてく

れています。 

みどりを守
まも

り増
ふ

やすだけではなく、多様
た よ う

な生
い

 きものと共存
きょうぞん

 し、きちんと手入
て い

 れし

ていくことが大事
だ い じ

だと考
かんが

えています。 

― 
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42 戦略
せんりゃく

16 

光が丘
ひかり おか

公園
こうえん

 に子
こ

 どもが走
はし

 りやすいジョ

ギングコースを作
つく

って欲
ほ

しい。 

光
ひかり

 が丘
おか

公
こう

園
えん

 は都
と

立
りつ

公園
こうえん

 になりますの

で、こうしたご要
よう

望
ぼう

 があったことを、光
ひかり

が丘
おか

公
こう

園
えん

 サービスセンターへお伝
つた

 えしま

す。 

― 

43 戦略
せんりゃく

16 

みんなが仲
なか

良
よ

く、ルールを守
まも

って、遊
あそ

べ

る公
こう

園
えん

を作
つく

って欲
ほ

しい。 

公園
こうえん

は、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自由
じ ゆ う

に遊
あそ

べる場
ば

所
しょ

となるように、ルールを守
まも

って利
り

用
よう

する

ことをお願
ねが

いしています。これからも、み

なさんが楽
たの

 しんで遊
あそ

 べる公
こう

園
えん

 を作
つく

 ってい

きますので、みなさんもルールを守
まも

って遊
あそ

んでください。 

□ 

44 戦略
せんりゃく

16 

大規模
だ い き ぼ

 な公園
こうえん

 にみどりをたくさん作
つく

 る

と子
こ

ども達
たち

が遊
あそ

んで健康
けんこう

になり、夏
なつ

は涼
すず

し

さが増
ふ

えて過
す

ごしやすくなる。人気
に ん き

の公園
こうえん

になり、発展
はってん

した公園
こうえん

になる。 

公園
こうえん

には、みどりの多
おお

い公
こう

園
えん

、広場
ひ ろ ば

があ

る公園
こうえん

、大
おお

きな遊
ゆう

具
ぐ

がある公園
こうえん

、小
ちい

さなお

子
こ

 さんが遊
あそ

 べる公
こう

園
えん

等
など

 いろいろな特色
とくしょく

 が

あります。これからも地域
ち い き

のみなさんのご

意
い

見
けん

 を聴
き

 きながら、いろいろな特色
とくしょく

 があ

ってみなさんに遊
あそ

 びに来
き

 てもらえるよう

な公
こう

園
えん

づくりを目指
め ざ

します。 

○ 

45 戦略
せんりゃく

17 

プラスチックの撤
てっ

廃
ぱい

を行
おこな

い、地
ち

球
きゅう

温
おん

暖
だん

化
か

を収
しゅう

束
そく

させて欲
ほ

しい。 

区民
く み ん

 のみなさんの環境
かんきょう

 への意識
い し き

 を高
たか

 め

て、使
つか

い捨
す

てプラスチックを使
つか

わないライ

フスタイルへの切
き

り替
か

えを促
うなが

します。 

区
く

役所
やくしょ

 でもプラスチック製品
せいひん

 を買
か

 うの

をひかえたり、マイボトル用
よう

給水機
きゅうすいき

を置
お

い

たりするなど、プラスチックを減
へ

らす取
とり

組
くみ

を進
すす

めています。みなさんも、自分
じ ぶ ん

にでき

ることを考
かんが

えてみてください。 

□ 

46 戦略
せんりゃく

17 

「まちづくり・防災
ぼうさい

・みどり・脱炭素
だつたんそ

」

のスタンスが書
か

 いてあるのに、「都市
と し

計画
けいかく

道路
ど う ろ

をつくる」と書
か

かれていて、矛盾
むじゅん

あふ

れる構図
こ う ず

となっている。脱炭素
だつたんそ

をどう進
すす

め

るのか、疑問
ぎ も ん

だ。 

住
す

みやすく、安全
あんぜん

 ・安心
あんしん

なまちづくりに

は、都市
と し

計画
けいかく

道路
ど う ろ

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。災害
さいがい

時
じ

 に燃
も

 え広
ひろ

 がりを防
ふせ

 いだり、車
くるま

 の流
なが

 れを

スムーズにし、渋滞
じゅうたい

が減
へ

ることで CO2 を

削減
さくげん

するなどの役割
やくわり

があります。 

また、練馬区
ね り ま く

は住宅
じゅうたく

都市
と し

であり、CO2 の

５割
わり

以上
いじょう

 が家庭
か て い

 から出
だ

 されているため、

今後
こ ん ご

は、各家庭
かくかてい

への対策
たいさく

を強化
きょうか

し、脱炭素
だつたんそ

を進
すす

めていきます。 

― 
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No. 戦略
せんりゃく

計画
けいかく

 意見
い け ん

の概要
がいよう

 区
く

の考
かんが

え方
かた

 
対応
たいおう

 

区分
く ぶ ん

 

施策
し さ く

の 柱
はしら

５ いきいきと 心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らせるまち 

47 戦略
せんりゃく

20 

23区
く

 の中
なか

 では住宅
じゅうたく

 の需要
じゅよう

 が高
たか

 いのに、

観光化
かんこうか

するのは微妙
びみょう

だと思
おも

う。 

観光
かんこう

 は諦め
あきら 

 、子
こ

育
そだ

 てしやすいまちランキ

ング１位
い

を取
と

れるようにした方
ほう

が良
よ

い。 

練馬区
ね り ま く

は、都心
と し ん

に近
ちか

くにありながら、み

どりや農地
の う ち

 などに囲
かこ

 まれた 住
じゅう

宅
たく

 を中心
ちゅうしん

としたまちです。昨年
さくねん

オープンしたスタジ

オツアー東京
とうきょう

に訪
おとず

れる多
おお

くの人
ひと

に、区
く

の

良
よ

いところを知
し

ってもらうため、旅行
りょこう

会社
がいしゃ

と協 力
きょうりょく

 して、野菜
や さ い

 や果物
くだもの

 の収穫
しゅうかく

体験
たいけん

 、

魅力
みりょく

 あるスポットやお店
みせ

 を周
まわ

 るツアーを

始
はじ

め、大人気
だいにんき

になっています。 

今
こん

回
かい

 お示
しめ

 しした第
だい

 ３次
じ

 ビジョンでは、

「子
こ

 どもたちの笑顔
え が お

輝く
かがや 

 まち」を柱
はしら

 のト

ップに掲
かか

 げ、子育
こ そ だ

 て支援
し え ん

策
さく

 の充実
じゅうじつ

 に取
と

 り

組
く

むこととしています。これからもビジョ

ンに基
もと

づき、子
こ

どもから高
こう

齢
れい

者
しゃ

まで、だれ

もが心
こころ

豊
ゆた

 かに、安心
あんしん

 して暮
く

 らせるまちづ

くりに取
と

り組
く

んでいきます。 

○ 

48 戦略
せんりゃく

20 

練馬区
ね り ま く

立
りつ

美術館
びじゅつかん

は改築
かいちく

せず、日本
に ほ ん

のもの

を大事
だ い じ

にした方
ほう

が良
よ

いと思
おも

う。 

美術館
びじゅつかん

は開館
かいかん

から38年
ねん

が経過
け い か

し、施設
し せ つ

や

設備
せ つ び

 が古
ふる

 くなり、使
つか

 いづらくなっていま

す。約
やく

 7,600点
てん

 の大切
たいせつ

 な美術品
びじゅつひん

 などを置
お

 い

ておく場所
ば し ょ

 も足
た

 りず、バリアフリー上
じょう

 の

課題
か だ い

 もあります。改修
かいしゅう

 ではこれらの課題
か だ い

に十分
じゅうぶん

な対応
たいおう

ができないため、新
あたら

しい建
たて

物
もの

にします。これまでも美術館
びじゅつかん

の展示
て ん じ

は多
おお

くの人
ひと

から高
たか

く評
ひょう

価
か

されてきました。新
あたら

しい建
たて

物
もの

になっても、これまでの美術館
びじゅつかん

の

良
よ

 いところは残
のこ

 して、もっとすてきな、

年齢
ねんれい

 や障害
しょうがい

 の有無
う む

 に関
かか

 わらず、誰
だれ

 もが楽
たの

しめる美
び

術
じゅつ

館
かん

にしていきます。 

※ 

49 戦略
せんりゃく

21 

区営
く え い

 テニスコートは抽選
ちゅうせん

 でほとんど

予約
よ や く

が取
と

れない。テニスをみんなに楽
たの

しん

で欲
ほ

しいので、区営
く え い

のテニスコートを増
ふ

や

して欲
ほ

しい。 

テニスをより多
おお

 くの方
かた

 に楽
たの

 しんでいた

だくため、石神井
しゃくじい

松
まつ

 の風
かぜ

文化
ぶ ん か

公園
こうえん

 を広
ひろ

 げ

て、フットサル ・テニス兼用
けんよう

コートを作
つく

る

予
よ

定
てい

 です。令
れい

和
わ

 ８年
ねん

度
ど

 にオープン予定
よ て い

 で

す。 

○ 
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50 戦略
せんりゃく

21 

バレーボールができる体
たい

育
いく

館
かん

 を増
ふ

 やし

て欲
ほ

しい。 

新
あたら

 しい体
たい

育
いく

館
かん

 を増
ふ

 やす計
けい

画
かく

 はありませ

んが、区内
く な い

にある体育館
たいいくかん

では、だれでもバ

レーボールを楽
たの

 しむことができる時間
じ か ん

 が

あります。ぜひご利
り

用
よう

ください。 

また、区立
く り つ

小
しょう

中学校
ちゅうがっこう

の体育館
たいいくかん

でも個人
こ じ ん

開放
かいほう

 の時間
じ か ん

 にバレーボールができるとこ

ろもあります。保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
いっしょ

に来
き

ていただ

く必要
ひつよう

がありますが、個人
こ じ ん

で参加
さ ん か

できます

ので、ぜひご利
り

用
よう

ください。 

□ 

51 戦略
せんりゃく

21 

総合
そうごう

体育館
たいいくかん

にしかない器具
き ぐ

 （ビッグスリ

ー）があるため、混
こ

み合
あ

ってしまう。多
おお

く

の体育館
たいいくかん

に配置
は い ち

して欲
ほ

しい。 

各体育館
かくたいいくかん

 では利用者
りようしゃ

 のご意
い

見
けん

 を聞
き

 きな

がら、幅
はば

広
ひろ

い世
せ

代
だい

の方
かた

にご利
り

用
よう

いただける

トレーニング器具
き ぐ

 を選
えら

 び、設置
せ っ ち

 していま

す。トレーニング室
しつ

の広
ひろ

さから、設
せっ

置
ち

でき

る器具
き ぐ

 の数
かず

 や種類
しゅるい

 に限
かぎ

 りがありますが、

利用
り よ う

希望
き ぼ う

 の多
おお

 い器
き

具
ぐ

 については、器具
き ぐ

 の

更新
こうしん

時
じ

 などに、設置
せ っ ち

 することを検討
けんとう

 しま

す。利用
り よ う

方法
ほうほう

についても、より多
おお

くの方
かた

が

利
り

用
よう

できるように工夫
く ふ う

していきます。 

△ 

その他
た

 

52 ― 

野良
の ら

 の動物
どうぶつ

 がいる。鳩
はと

 が人
ひと

 なれして困
こま

る。 

練馬区
ね り ま く

の魅力
みりょく

は、都心
と し ん

近く
ち か く

に立地
り っ ち

しなが

ら、屋敷
や し き

林
りん

や農地
の う ち

、公園
こうえん

などの豊
ゆた

かなみど

りに恵
めぐ

まれているところです。そこには、

鳥
ちょう

類
るい

、ほ乳
にゅう

類
るい

など様
さま

々
ざま

な生
い

きものが生活
せいかつ

しています。 

人からえさをもらい慣
な

れると、自力
じ り き

で生
い

きることが難
むずか

 しくなります。見
み

 かけても

えさなどを与
あた

えず、あたたかい目
め

で静
しず

かに

見
み

守
まも

ってください。 

― 
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1 

 

令和６年３月12日 

企 画 部 企 画 課 

 

第３次みどりの風吹くまちビジョン（案）について 
 

 １ 素案から案への主な変更・追加等について 

（※）備考欄の凡例  

 「◎」 ： 区民意見等を踏まえ変更したもの 

 基本計画・ 

戦略計画 

年度別 

取組計画 
変更箇所 変更・追加等の内容 

備考 

（※） 

第１章～第４章 

１ 
25 頁～ 

30 頁 
― 

１ 世界の状況 

２ 日本の状況 

３ 区を取り巻く情勢 

・令和６年能登半島地震など、素案

公表時点からの社会状況の変 

化等に応じて更新 

 

２ 34 頁 ― ２ 施策体系 
・６つの施策の柱の中心を「区民」に 

変更 
 

柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち 

３ 54 頁 ７頁 
【戦略計画１】 

５年間の取組 

・事業２ 練馬こども園の更なる拡大

のため、区独自で開設準備経費と

職員への家賃手当を補助する旨を

追記 

 

４ 58 頁 14 頁 
【戦略計画３】 

５年間の取組 

・事業名 「６ 就労支援プログラムの

充実」に変更 
 

５ ― 15 頁 

【戦略計画４】 

１（１）ICT を活用した教

育内容の充実 ④ 

・児童生徒用・教員用タブレットパソ

コンの更新に際し、扱いやすく、壊

れにくいものとする旨を記載 

◎ 

柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち 

６ 
62 頁 

（40 頁） 
28 頁 

【戦略計画５】 

５年間の取組 

・事業名 「１ 令和７年に向けた相

談支援体制の強化」に変更 

（施策の柱も同様の変更） 

 

７ 62 頁 

30 頁 

31 頁 

34 頁 

【戦略計画５】 

５年間の取組 

・事業２ 介護サービス事業所に、民間

事業者と連携するモデル事業「認知症

の相談窓口」を設置する旨を記載 
 

・事業３ 特別養護老人ホームは、大

泉ケアハウスの廃止による増床等

により定員数を確保する旨を記載 
 

・事業５ 練馬光が丘病院跡施設に

おける介護福祉士養成施設につい

て、入学者確保のために運営法人

へ宿舎借り上げ支援事業を実施す

る旨を記載 

 



 

 

2 

 

 基本計画・ 

戦略計画 

年度別 

取組計画 
変更箇所 変更・追加等の内容 

備考 

（※） 

柱３ 安心を支える福祉と医療のまち 

８ 
66 頁 

（42 頁） 
44 頁 

【戦略計画７】 

５年間の取組 

・事業２ 三原台二丁目用地でショー

トステイを備えた多機能型施設を誘

致する旨を記載 

（施策の柱も同様の変更） 

◎ 

９ 66 頁 ― 
【戦略計画７】 

５年間の取組 

・事業５ 「ひきこもり、8050 問題」を

「様々な要因で生活上の課題を抱

える場合」へ変更 

◎ 

10 
67 頁 

68 頁 
53 頁 

【戦略計画８】 

現状と課題 

５年間の取組 

・現状と課題 法の記載を略称から

正式名称に変更。困難な問題を抱

える女性に対する取組の中でも、特

に若年女性に対する支援を強化す

る旨を記載 

・事業名 「４ 困難な問題を抱える

女性への支援の強化」に変更 

 

11 69 頁 56 頁 

【戦略計画９】 

戦略計画名 

令和10 年度末の目標 

・戦略計画名 「民間ならではの多 

様な活動と連携した地域福祉の推

進」に変更 

・目標 「区民や地域団体、福祉関

係者と区が協力して課題解決に取

り組む地域福祉を推進」に変更 

 

12 70 頁 ― 
【戦略計画９】 

５年間の取組 

・事業２（２） 「あすはステーション」で

は、家族からの相談を受けるほか、

家族懇談会を開催し、家族に寄り添

った支援を実施する旨を記載 

◎ 

13 71 頁 ― 

【戦略計画 10】 

令和10 年度末の目標 

現状と課題 

・目標、現状と課題 入院から在宅

生活に至るまで切れ目のない医

療・介護サービスが受けられるよう、

区内に病床機能をバランスよく配置

していく旨を記載 

 



 

 

3 

 

 基本計画・ 

戦略計画 

年度別 

取組計画 
変更箇所 変更・追加等の内容 

備考 

（※） 

柱４ 安全・快適、みどりあふれるまち 

14 
75 頁 

（43 頁） 
― 

【戦略計画 12】 

現状と課題 

・令和６年能登半島地震など、素案

公表時点からの社会状況の変化等

に応じて記載 

（施策の柱も同様の変更） 

 

15 

76 頁～ 

78 頁 

（44 頁） 

68 頁 
【戦略計画12】 

５年間の取組 

・事業名 「１ 「攻めの防災」を更に

加速化」等に変更 

・事業１ 「攻めの防災」を更に加速

化する内容を記載 

（施策の柱も同様の変更） 

 

16 
80 頁 

（44 頁） 
87 頁 

【戦略計画13】 

５年間の取組 

・事業２ 区は、大江戸線延伸推進

基金を計画的に積み増す旨を記載 

（施策の柱も同様の変更） 

◎ 

17 ― 97 頁 

【戦略計画14】 

３（１）鉄道駅のバリアフリ

ー化 

・年度別取組計画（６年度・計）を「ホ 

ームドア整備補助」に変更 
 

18 ― 104 頁 

【戦略計画15】 

３（１）放射35 号線沿道

地区および放射36 号

線沿道地区のまちづくり 

・①放射 35 号線沿道 

仮称環状第８号線横断地下通路の 

年度別取組計画（８年度目標・計）を 

整備（完了）から整備（一部）に変更 

 

柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち  

19 
90 頁 

（46 頁） 
128 頁 

【戦略計画 18】 

５年間の取組 

・事業名 「４ 輪になる“お店”TRY

サポートの実施」に変更 

（施策の柱も同様の変更） 

・事業４ 商店街の賑わいの創出・活

性化に意欲的に取り組む商店会や

個店経営者を支援する旨を記載 

 

20 92 頁 132 頁 
【戦略計画 19】 

５年間の取組 

・事業名 「５ 全国都市農業フェス

ティバルの開催」に変更 

・事業５ 農業者の意欲向上や区民

の理解促進を更に図るため、全国

都市農業フェスティバルを継続的

に開催する旨を記載 

 



 

 

4 

 

 基本計画・ 

戦略計画 

年度別 

取組計画 
変更箇所 変更・追加等の内容 

備考 

（※） 

21 
93 頁 

（46 頁） 
― 

【戦略計画20】 

現状と課題 

・美術館・図書館を年齢や障害の有

無に関わらず、誰もが楽しめる施設

としていく旨を記載、開館予定を令

和 10 年度に変更 

（施策の柱も同様の変更） 

  

22 94 頁 133 頁 
【戦略計画20】 

５年間の取組 

・事業１ 美術館・図書館を年齢や障

害の有無に関わらず、誰もが楽し

める施設としていく旨、「美術のまち

構想」を策定し、美術館・図書館と一

体となった中村橋駅周辺の街並み整

備に取り組む旨を記載 

 

柱６ 区民とともに区政を進める 

23 100 頁 
80 頁 

147 頁 

【戦略計画 23(12)】 

５年間の取組 

・事業１（４） YouTube を活用した防

災学習コンテンツの配信など、多様

な取組を進める旨を記載 

◎ 

巻末資料・その他 

24 
105頁～ 

122 頁 
― 

人口動向分析・財政

状況 

・令和５年中の人口動向等を踏ま

え、最新の情報に更新 
 

25 ― 

各事業 

153 頁～

159 頁 

令和６～８年度の事業

費、財政フレーム 

・令和６年度～８年度の事業費およ

び財政フレームを追加 
 

  

 

２ 第３次みどりの風吹くまちビジョン 「基本計画・アクションプラン〔戦略計画〕」（案）および

「アクションプラン〔年度別取組計画〕」（案）について 

 

  別添のとおり 
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